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政府系公益法人の見直しについて 


 


平成 23 年７月 12 日 


内閣府公益法人行政担当室 


 


これまで各府省において行われてきた政府系公益法人に関する見直しの実施状況


を取りまとめたところ、以下のとおり。 


 


 


（１）公益法人関連支出の見直し 


各府省の公益法人に関連する支出（*）について、平成 22 年度予算又は平成 23 年


度予算において見直しを実施（（別紙１）参照）。支出件数 3,887 件のうち、見直


しを行った件数は 3,284 件となっている。 


 


(*)補助金・委託費については平成 22 年度公益法人向け予算のすべてを、それ以外の支出（補助


金・委託費以外で国が公益法人との契約により支出したもの）については平成 21 年度に原則


として 1,000 万円以上の公益法人向け支出があり、22 年度に同一又は類似の予算が計上され


た項目を対象とした。 


  


＜見直しの概要＞ 


○競争性の高い契約形態への見直し⇒907 件  


【例】契約形態を随意契約から最低価格落札方式の一般競争入札に変更（国際交


流サービス協会） 


○契約条件の見直し⇒1,031 件 


【例】複数ブロックに分割発注することで参入緩和（林道安全協会） 


○その他発注業務の見直し・経費節減⇒787 件 


【例】他事業と統合した上で、23 年度概算要求から委託費の総額を約４割縮減（全


国労働保険事務組合連合会） 


○22 年度において民間企業等が受注⇒277 件 


【例】電波産業会、日本観光協会、日本環境協会等 21 年度に公益法人が受注して


いた支出を民間企業が受注。 


○その他の見直し⇒145 件 


【例】事業内容を精査し、メニューの一部を廃止するとともに目標設定について


も見直し（海外林業コンサルタンツ協会） 


 


なお、取りまとめ内容については、内閣府公共サービス改革推進室において市


場化テスト対象の検討資料とするとともに、総務省に提供し、「国等から補助・委


託等を受けている公益法人（指定法人等）に関する調査」の実施に資する。 


 


（２）権限付与の見直し 


国からの権限付与（注１）について見直しを実施。 


法令の根拠なく権限付与が行われていた問題案件（13 件）については、すべて


廃止することとした。公益法人が指定、登録などにより法令に基づく権限を付与


資料４－１ 
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されているもの 430 件（注２）のうち、各府省で 38 件の見直しを実施（（別紙２）参


照）。 
（注１）「権限付与」とは、特定の法人が、法令等に基づいて指定、認定、登録等を受けて特定の


事務・事業を実施している場合などをいう。 
（注２）「権限付与件数」は、公益法人が現在受けている指定や登録など権限付与すべての件数で


あり、権限付与の対象が法令上公益法人（一般法人を含む。）に限られず、国所管の公益法
人以外の法人も含めて複数の法人が権限を付与されているもの 104 件が含まれている。 


 


＜見直しの概要＞ 


○権限付与の廃止 


（法令根拠のないもの）⇒13 件 


【例】更新時講習において使用する教材として特定の公益法人が作成する冊子名


を通達から削除（全日本交通安全協会） 


（法令に基づくもの）⇒13 件 


【例】国際観光ホテル・旅館に関する情報提供実施機関としての指定の取り消し


（日本観光協会） 


○指定法人数の拡大による競争性の確保など運用の改善⇒４件 


【例】国有林の収穫調査に係る指定法人につき、説明会やＨＰにより制度等の紹


介を実施した結果、22 年度中に６者から 12 者に拡大（日本森林林業振興会


等） 


○国民負担の軽減⇒16 件 


【例】精神保健福祉士試験受験手数料を 11,500 円から 9,750 円に引下げ（社会福


祉振興・試験センター） 


○その他の見直し⇒６件 


 


 なお、取りまとめ内容については、総務省に提供し、「国等から補助・委託等を


受けている公益法人（指定法人等）に関する調査」の実施に資する。 


 


（３）不要・過大な資産の国庫納付 


内閣府公益法人行政担当室から各府省に対し、所管する政府系公益法人におい


て、内部留保率が 30％を超えており、国・独立行政法人からの支出等がある場合


には、当該法人に対して、各法人の収入に占める国・独立行政法人からの支出等


の割合等を考慮の上で国庫等への納付要請を検討するよう依頼した。これに加え、


各府省において、第 1 弾、第 2 弾及び第 3 弾の事業仕分けの評価結果等を踏まえ


た国庫納付について検討した。 


各府省において、検討対象となった 241 法人、約 1,006 億円について、各法人


の収入に占める国・独立行政法人からの支出等の割合や内部留保が積み上がった


理由などについて考慮し、70 法人に対して国庫等納付を要請した（金額を明示し


て要請があったものは 56 法人約 598 億円）。 


各法人は、これを受けて国庫納付の可否を判断し、これまでに７法人から合計


約 590 億円が国庫納付されることとなった（（別紙３）参照）。 


（注）金額及び該当法人数は、平成 22 年度に国庫等に納付された額（平成 22 年度当初予算に


計上されていたものを除く。）及び平成 23 年度当初予算に計上された額の合計を基に記


載している。 
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＜見直しの概要＞ 


 ○各府省からの国庫等納付要請に応じて国庫納付されることとなったもの 


  ・塩事業センター           ４０４億円 


  ・国有財産管理調査センター        ２億円 


  ・大蔵財務協会             ０．２億円   


  ・全国農地保有合理化協会       １４３億円 


  ・海外漁業協力財団           ２０億円 


  ・ベンチャーエンタープライズセンター    ３億円   


  ・民間都市開発推進機構         １８億円 


 ○各府省から国庫等納付要請を行い、納付の時期・金額が未定のもの 


  道路保全技術センター、関東建設弘済会ほか国土交通省所管 42 法人、東京社会


保険協会、全国農協観光協会 


  （注）要請への対応を検討中のものも含む。 


 ○各府省において納付要請を検討中のもの 


  ・防衛施設周辺整備協会 


  なお、(独）国際協力機構関連公益法人の不要資産の国庫納付について、「独


立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成 22 年 12 月７日閣議決定）


に基づき、別途検討中。 


 ○各府省から国庫納付要請をしたが、法人から納付困難との回答があったもの 


  ・日本工学アカデミーなど内閣府所管３法人 


    ・太平洋人材交流センターなど外務省所管２法人 


  ・日本養豚協会など農林水産省所管 11 法人 


 


 


（４）指導監督基準に基づく指導監督の徹底 


所管府省で、公益事業比率の是正や情報公開の徹底など指導監督基準に基づき


指導監督を行い、問題がある法人については見直しを徹底。 


 


○定款・寄付行為や財務諸表、役員名簿などＨＰで公表すべき情報を適切に情報


開示していなかった 549 法人に対して、所管府省から指導を実施し、すべて対


応済・対応予定。 


○会計基準に沿った経理が行われていないなど経理上の問題があった 40 法人に


対して、所管府省から指導を実施し、すべて対応済・対応予定。 


○平成21年度において公益事業比率が1/2未満で是正を要する409法人に対して、


所管府省から指導を実施。新制度の法人への移行に際して、内閣府公益認定等


委員会において厳正に審査。 
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（別紙１） 
 
 


○公益法人関連支出の見直し状況 


 
（注）「契約形態の見直し」とは、随意契約から一般競争入札への変更等より競争性の高い契約方法


に 22 年度以降変更したもの、「契約条件の見直し」とは、契約形態は変更せずに入札参加要
件の緩和、分割発注、複数年契約の導入、公告期間の延長等を 22 年度以降行ったものである。 


  


契約形態の
見直し


（一般競争
入札への
変更など）


契約条件の
見直し


（入札条件の
緩和や分割
発注など）


経費縮減等
22年度民間
企業が受注


その他の
見直し


22年度限り・
廃止


内閣官房 9 3 1 0 1 2 0 0


人 事 院 2 2 0 0 2 0 0 0


内 閣 府 38 17 3 5 2 3 0 4


公 正 取 引
委 員 会


1 1 0 0 1 0 0 0


警 察 庁 8 7 2 2 3 0 0 0


金 融 庁 2 2 0 0 2 0 0 0


消費者庁 1 0 0 0 0 0 0 0


総 務 省 53 47 0 8 11 10 1 18


法 務 省 47 38 0 36 1 0 0 1


外 務 省 58 36 14 11 13 3 2 3


財 務 省 17 3 1 1 1 2 0 1


文 科 省 230 169 5 22 93 0 3 56


厚 労 省 288 218 12 10 86 1 12 104


農 水 省 384 382 72 37 152 13 37 92


経 産 省 486 397 23 23 234 2 70 49


国 交 省 1,960 1,779 747 822 33 237 18 31


環 境 省 238 182 27 54 151 4 2 31


防 衛 省 65 1 0 0 1 0 0 0


合  計 3,887 3,284 907 1,031 787 277 145 390


府省庁名 支出件数
見直しを


行った支出
件数


見直し内容（複数の項目に該当する場合には重複して計上）
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（別紙２） 


 


○権限付与の見直し状況 


 


・法令根拠のない権限付与の見直し状況 


省庁名 
法令に根拠がない権限付与を実施していた


件数（全て廃止） 


警察庁 ８ 


総務省 ２ 


厚労省 １ 


国交省 ２ 


合計 １３ 


 


・その他権限付与の見直し状況 


 
（注 1）権限付与の対象が法令上公益法人（一般法人を含む。）に限られず、国所管の公益法人以外の


法人も含めて複数の法人が権限を付与されているもの。 
（注 2）合計は、省庁間の共管を除いた実数。複数の見直し項目に該当している場合はそれぞれに計


上している。また、各項目の件数には今後実施予定のものも含む。 
（注 3）その他権限付与の見直し状況の「権限付与件数」は、公益法人が現在受けている指定や登録


など権限付与すべての件数であり、公益法人に限らず民間企業も参入可能となっているもの
や既に見直し措置が講じられているものも含む。 


  


権限付与の
廃止


運用の改善
（指定法人数拡大に
よる競争性確保など）


国民負担の軽減
（受験手数料の


引下げなど）


その他の
見直し


内 閣 府 1 0 0 0 0 0 0


警 察 庁 12 1 1 0 0 1 0


金 融 庁 12 2 0 0 0 0 0


消費者庁 1 0 0 0 0 0 0


総 務 省 36 9 8 2 0 6 0


法 務 省 4 0 1 0 1 1 0


外 務 省 0 0 0 0 0 0 0


財 務 省 3 1 1 0 0 0 1


文 科 省 23 1 0 0 0 0 0


厚 労 省 116 32 14 4 0 6 4


農 水 省 18 3 2 0 1 0 1


経 産 省 56 13 2 0 0 2 0


国 交 省 151 42 8 6 2 0 0


環 境 省 23 0 1 1 0 0 0


防 衛 省 0 0 0 0 0 0 0


合計 430 104 38 13 4 16 6


公益・一般法人
要件がなく、国所
管公益法人以外
も権限付与され
ているもの(注１)


見直し内容（複数の項目に該当する場合には重複して計上）


見直し件数府省庁名
権限付与


件数
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（別紙３） 


 


○国庫納付要請等の状況 


府省名 


内部留保率 30％超で行政から
の支出等があるもの及び 
不要・過大な資産を国庫納付
すべきと特に判断したもの（※１） 


各府省から法人への要請
法人による国庫納付実績 


（※４）


上記に該当 
した政府系 
公益法人数 


  （法人） 


上記に該当し
た額 （※２） 


（百万円）


国庫納付
要請件数 


（法人） 


国庫納付要
請額 （※３） 


（百万円） 


国庫納付済
件数（法人） 


国庫納付済
額（百万円） 


内閣府 6 10,165 3 45 0 0 


警察庁 1 9 0 0 0 0 


金融庁 5 542 0 0 0 0 


消費者庁 1 13 0 0 0 0 


総務省 14 4,017 0 0 0 0 


法務省 1 716 0 0 0 0 


外務省 12 964 2 10 0 0 


財務省 4 43,254 3 40,641 3 40,641 


文科省 34 3,187 1 23 0 0 


厚労省 20 1,199 1 （※５）0 0 0 


農水省 19 18,167 14 （※５）16,410 2 16,300 


経産省 29 3,597 4 297 1 250 


国交省 108 19,609 46 （※５）2,451 1 1,816 


環境省 10 413 0 0 0 0 


防衛省 2 269 0 0 0 0 


合 計（※６） 241 100,662 70 59,808 7 59,007 
※1 内部留保率が 30％を超えており、行政からの支出等がある場合のほか、不要・過大な資産を国庫納付


すべきものと各府省が特に判断した場合を含む。 


※2 「上記に該当した額」とは、行政からの支出等がある法人の内部留保率 30％を超えた額及び各府省が


特に国庫納付が必要と判断した額の合計額を記載している。 


※3 内部留保率 30％を超えたものに係る「国庫納付要請額」については、当該内部留保率 30％を超えた


額から、民間等由来が明白な部分を除いた上で、国・独立行政法人からの収入及び国からの権限付与


による事業の収入が当該法人の収入に占める割合を乗じて得た額を標準として国庫納付要請額の検討


を行うよう内閣府から各府省に依頼した。 


※4 金額及び該当法人数は、平成 22 年度に国庫等に納付された額（平成 22 年度当初予算に計上されてい


たものを除く。）及び平成 23 年度当初予算に計上された額の合計を基に記載している。 


※5 各府省から法人に対して国庫納付要請額を明示せず国庫納付要請を実施しているものがある（厚労省


１法人、農水省１法人、国交省 11 法人）。 


※6 共管法人については、共管する府省の欄の全てに計上しており、合計の法人数欄には重複を排除した


実法人数を計上していることから、各省欄の合計法人数及び合計金額と合計欄の法人数及び金額は一


致していない。 
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⑳ 農地におけるガス事業の公益特権の整備及び明確化①・・・・・・・・・・34 







 


㉑ 農地におけるガス事業の公益特権の整備及び明確化②・・・・・・・・・・35 


㉒ 道路への設置許可対象の範囲拡大・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36 


㉓ 電気自動車の急速充電器の設置に係る電力契約の規制の緩和・・・・・・・37 


㉔ 需要家による再生可能エネルギーの選択肢拡大に向けた部分供給取引の明確


化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38 


㉕ リチウムイオン電池の取扱規制の見直し・・・・・・・・・・・・・・・・39 


㉖ マンション高圧一括受電サービスの普及促進に向けた規制の見直し、高圧一括


受電サービス普及促進に係る電気事業法に基づく「主任技術者制度の解釈及び


運用（内規）」の見直し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41 


㉗ 家庭用電気料金メニューの拡充・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42 


㉘ 低圧託送料金制度の創設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43 


㉙ ガス導管事業の用に供する導管の道路占用許可・・・・・・・・・・・・・44 


㉚ 行政によるガス工事・通信工事跡の受託復旧費用の抑制・・・・・・・・・46 


㉛ ガス事業託送約款料金算定規則における減価償却費算定方法の緩和・・・・47 


㉜ 準工業地域におけるバイオガスの製造の適用除外・・・・・・・・・・・・48 


㉝ ガスパイプラインのインフラ整備に資する占用許可要件等の柔軟化・明確化 


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49 


㉞ 動脈物流を活用した食品リサイクルの促進・・・・・・・・・・・・・・・53 


㉟ 優良事業者による合理的な範囲での再委託の実施・・・・・・・・・・・・55 


㊱ 積替え保管の許可基準の明確化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56 


㊲ 一般廃棄物処理業の許可の更新期間延長・・・・・・・・・・・・・・・・57 


㊳ 廃棄物処理施設に係る建築基準法第 51条の適用除外・・・・・・・・・・・58 


㊴ 産業廃棄物処理業者の変更届出規制の合理化・・・・・・・・・・・・・・59 


㊵ 微量ＰＣＢ汚染廃電気機器等の処理促進の在り方等の見直し・・・・・・・60 


㊶ 自然的原因による汚染土壌の取扱いの見直し・・・・・・・・・・・・・・61 


 


（第二分冊） 


 
２．ライフイノベーションＷＧ 


（１）ライフイノベーションＷＧにおける改革に向けた基本的考え方・・・・・・・１ 


 （２）各府省庁が取り組む規制・制度改革事項 







 


① 地域医療計画における基準病床等の見直し・・・・・・・・・・・・・・・７ 


② 医療法人の再生支援・合併における諸規制の見直し・・・・・・・・・・・９ 


③ 医師不足解消のための教育規制改革・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 


④ 救急救命士のニーズの把握・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 


⑤ 医療行為の無過失補償制度の導入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 


⑥ 高額療養費制度の見直し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 


⑦ 希尐疾病用医療機器の市場導入促進に向けた制度の整備・・・・・・・・・15 


⑧ 医療機器の改良改善に係る一部変更承認申請不要範囲の拡大・・・・・・・16 


⑨ 医療機器における品目ごとのＱＭＳ調査制度の見直し・・・・・・・・・・17 


⑩ 医薬品・医療機器におけるイノベーションの適切な評価の実施・・・・・・18 


⑪ 一般用医薬品のインターネット等販売規制の見直し・・・・・・・・・・・20 


⑫ 施設・入所系サービスの再編・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22 


⑬ 居宅サービス事業所における統合サービスの運営・・・・・・・・・・・・23 


⑭ 地域における包括的サービスにおける事業者間連携の柔軟化・・・・・・・24 


⑮ 特別養護老人ホームの医療体制の改善・・・・・・・・・・・・・・・・・25 


⑯ ショートステイに係る基準の見直し・・・・・・・・・・・・・・・・・・26 


⑰ 介護保険の指定を受けた事業所の活用・・・・・・・・・・・・・・・・・27 


⑱ 地域密着型サービス利用の例外の適用の見直し・・・・・・・・・・・・・28 


⑲ ホテルコスト・補足給付の適正化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29 


⑳ 給付限度額を超えて利用する場合の利用者負担の見直し・・・・・・・・・30 


㉑ 「介護サービス情報の公表」制度の見直し・・・・・・・・・・・・・・・31 


㉒ 訪問介護など居宅サービスにおける運営基準等の解釈の標準化・・・・・・32 


㉓ 障害者自立支援法の移動支援事業（地域生活支援事業）を居宅介護事業者が行 


う際の人員要件の見直し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33 


㉔ 障害者の雇用・就労促進のための多様な働き方の支援策の強化・・・・・・34 


㉕ 社会福祉法人以外の保育所運営事業者の会計報告手続の簡素化・・・・・・35 


㉖ 保育所運営費の使途制限の見直し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36 


㉗ 安心こども基金の補助対象範囲の拡大等・・・・・・・・・・・・・・・・37 


㉘ 保育士試験受験要件等の見直し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38 







 


㉙ 放課後児童クラブの開所時間の延長・・・・・・・・・・・・・・・・・・39 


㉚ 駅中保育施設整備に係る規制緩和・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40 


 


（第三分冊） 


 
３．農林・地域活性化ＷＧ 


（１）農林・地域活性化ＷＧにおける改革に向けた基本的考え方・・・・・・・・・１ 


 （２）各府省庁が取り組む規制・制度改革事項 


① 認定農業者制度の見直し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 


② 我が国酪農の競争力強化のための見直し・・・・・・・・・・・・・・・・10 


③ 国家貿易制度の見直し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 


④ 農業用施設用地の大規模野菜生産施設等建築による農地転用基準の見直し・12 
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⑥ 有害鳥獣捕獲に係る基準の見直し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 


⑦ 有害鳥獣捕獲の促進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 


⑧ ＥＵ諸国からの牛、羊、ヤギ由来のレンネットの輸入禁止の解除・・・・・16 


⑨ 農地基本台帳整備の促進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 


⑩ 市民農園開設に係る基準の見直し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 


⑪ 農協の農業関係事業部門の自立等による農業経営支援機能の強化・・・・・19 


⑫ 契約野菜安定供給事業の対象農家の範囲拡大・・・・・・・・・・・・・・22 


⑬ 農林水産業信用保証保険制度と中小企業信用保険制度の連携強化による資金


供給の円滑化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23 


⑭ 保安林制度に係る指定施業要件変更の迅速化・・・・・・・・・・・・・・26 


⑮ 林業経営に係る許認可・届出等の簡素化・・・・・・・・・・・・・・・・27 


⑯ 林業用種苗の見直し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29 


⑰ 森林簿等の整備・民間利用の促進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31 


⑱ 稼働中の産業遺産の世界遺産への登録・・・・・・・・・・・・・・・・・33 


⑲ かやぶき屋根等木造建築物に関する建築基準法の緩和・・・・・・・・・・34 


⑳ 河川護岸の整備や人道橋の設置における仕組みの整備等・・・・・・・・・35 


 







 


㉑ 着地型観光に即した各種業規制の見直し 


－旅行業法 第３種旅行業者の適用除外等－・・・・・・・・・・・・・36 


㉒ 酒類の卸売業免許の要件緩和・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37 


㉓ 道路使用許可等の弾力的運用及び申請手続の簡素化・・・・・・・・・・・38 
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㉙ 旅客船事業における航路申請に係る届出範囲の拡大・・・・・・・・・・・43 


㉚ コミュニティを支える中小企業の資金調達の多様化・・・・・・・・・・・44 


㉛ 大気汚染及び水質汚濁の原因となり得る特定工場の立地段階に必要となる手


続の迅速化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45 


㉜ 工場の建て替え時に必要となる緑地面積率規定の在り方・・・・・・・・・46 


㉝ 地域のコンビナートにおいて協業を進める上で障害となる規制の見直し・・47 


㉞ ＰＰＰ/ＰＦＩ制度の積極的な活用・・・・・・・・・・・・・・・・・・48 


㉟ 中国人訪日査証の要件等の見直し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49 


㊱ 国際線の入国時の税関検査の簡素化・・・・・・・・・・・・・・・・・・50 


㊲ 水産資源の回復のための資源管理の強化・・・・・・・・・・・・・・・・51 


㊳ 資源管理制度の見直し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53 


㊴ 漁業協同組合経営の透明化・健全化の実現・・・・・・・・・・・・・・・57 


㊵ 養殖管理の適正化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59 


 


（第四分冊） 
 


４．アジア経済戦略、金融等分野 


 


４－１．人材分野   


 （１）人材分野における改革に向けた基本的考え方・・・・・・・・・・・・・・１ 


 （２）各府省庁が取り組む規制・制度改革事項 


① インターナショナル・スクールに関する制度の改善・・・・・・・・・・・２ 







 


② 高度外国人材が両親を帯同させることができる制度の整備・・・・・・・・３ 


③ 海外大学新卒者への在留資格認定証明書交付手続の迅速化・・・・・・・・４ 


④「パッケージ型インフラの海外展開」に対応した、在留資格「研修」の見直し 


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 


⑤ 我が国の介護福祉士の国家資格を取得した外国人が就労可能となる制度の整


備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 


⑥ 在留資格「投資・経営」の基準の明確化・・・・・・・・・・・・・・・・10 


⑦ 査証の発給要件の見直し等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 


 


４－２．物流・運輸分野 


（１）物流・運輸分野における改革に向けた基本的考え方・・・・・・・・・・・13 


（２）各府省庁が取り組む規制・制度改革事項 


① リターナブルパレット等の関税免除手続の改善・・・・・・・・・・・・・14 


② 認定事業者（ＡＥＯ）制度の改善・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 


③ 営業区域外における通関業務の取扱いの緩和・・・・・・・・・・・・・・17 


④ 経済連携協定に基づく特定原産地証明制度の利便性の向上・・・・・・・・19 


⑤ 45フィートコンテナ運送に係る環境整備・・・・・・・・・・・・・・・・21 


⑥ 国際コンテナの国内利用の促進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22 


⑦ 水先制度の改革・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24 


⑧ 安全保障貿易管理制度における該非判定の事前相談制度の利便性の向上・・25 


⑨ 法令遵守優良企業による海外グループ会社に対する貨物の輸出等に係る許可


の手続の簡素化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26 


⑩ 航空交渉の多国間化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27 


⑪ 空港運営の在り方の見直し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28 


⑫ 空港発着枠の配分への市場メカニズムの導入・・・・・・・・・・・・・・30 


⑬ ビジネスジェットの利用促進に資する規制の見直し・・・・・・・・・・・31 


 ⑭ ＣＩＱの合理化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33 


⑮ 国際航空協定に関する独占禁止法適用除外制度の見直し・・・・・・・・・34 


⑯ 米国、欧州等先進国との航空機材、乗員資格等に関する相互承認の推進・・36 


⑰ 沿海航行区域の拡大・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37 


⑱ 海上交通安全法航路における制限速力の見直し・・・・・・・・・・・・・38 







 


⑲ 内航旅客船の船舶検査制度の見直し、簡素化・・・・・・・・・・・・・・39 


⑳ 空港の容量拡大、機能強化のための取組・推進・・・・・・・・・・・・・40 


 


４－３．金融分野 


 （１）金融分野における改革に向けた基本的考え方・・・・・・・・・・・・・・41 


（２）各府省庁が取り組む規制・制度改革事項 


① 社債市場の活性化及び国際化の推進（社債以外の債務に付与されるコベナンツ 


情報の開示）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42 


② 社債市場の活性化及び国際化の推進（社債管理者の設置）・・・・・・・・42 


③ デリバティブ取引規制の運用（清算機関（ＣＣＰ）・取引情報蓄積機関制度の 


細目の検討）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43 


④ 金融商品取引法に基づく単体財務諸表開示の簡素化・・・・・・・・・・・43 


⑤ 有価証券報告書提出銀行の場合の決算公告の免除・・・・・・・・・・・・44 


⑥ 政策金融機関等の私的整理時における債権放棄の制度構築・・・・・・・・45 


⑦ 協調リースの集団投資スキーム持分の適用除外要件の明確化・・・・・・・46 


⑧ 異種リスクの含まれないイスラム金融に該当する受与信取引等の銀行本体へ


の解禁・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46 


⑨ 銀行の子会社の業務範囲の拡大（リース子会社等の収入制限の緩和）・・・47 


⑩ 企業グループの組織再編に資する規制の見直し 


（１）保険契約の包括移転に係る規制についての検討 ・・・・・・・・・・48 


⑪ 企業グループの組織再編に資する規制の見直し 


（２）保険募集人等の委託の在り方の見直し・・・・・・・・・・・・・・49 


⑫ 貿易保険関連分野（取引信用保険）における民間事業者の事業機会拡大（再保


険の引受け）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50 


⑬ 投資法人における「減資」制度の導入・・・・・・・・・・・・・・・・・51 


 


４－４．ＩＴ分野 


（１）ＩＴ分野における改革に向けた基本的考え方・・・・・・・・・・・・・・52 


（２）各府省庁が取り組む規制・制度改革事項 


① 道路占用手続における引込線の取扱いの明確化・・・・・・・・・・・・・54 


② 河川占用申請書・港湾占用申請書の申請様式の統一化、電子化・・・・・・55 


③ 国立公園の景観対策に関する許可基準の周知・徹底・・・・・・・・・・・57 







 


④ 河川占用標識板の掲示義務の一部緩和等・・・・・・・・・・・・・・・・58 


⑤ 公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドラインの見直し・・・・・・58 


⑥ 光ファイバーケーブルの部分開放ルールの整備（引込区間の開放）・・・・59 
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第二次報告書の取りまとめに当たって 


 


 


１．第２クールの検討概要 


（１）第１クールの終了及び第２クールの開始 


  規制・制度改革に関する分科会（以下「分科会」という。）は、平成 22年３月 11日に 


行政刷新会議の下に設置され、発足した。発足と同時に、第１クールの活動として集中


的な審議を開始し、その結果について、同年６月 15日に「規制・制度改革に関する分科


会第一次報告書」として取りまとめるとともに、同年６月 18日に「規制・制度改革に係


る対処方針」として閣議決定が行われた。 


 


第１クールの終了後、平成 22年 10月から第２クールとして、分科会の審議を再開し、


第１クールで積み残された課題に取り組むとともに、「新成長戦略」(平成 22年６月 18


日閣議決定)や「新成長戦略実現に向けた３段構えの経済対策」（平成 22年９月 10日閣


議決定）における規制・制度改革全般について更に検討を進めることとなった。 


具体的には、グリーンイノベーション、ライフイノベーション、農林・地域活性化の


三つのワーキンググループ（以下「ＷＧ」という。）を設置し、集中的に審議を行うとと


もに、その他の戦略分野（人材、物流・運輸、金融、ＩＴ、住宅・土地）についても、


分科会の下で機動的に検討した。 


 


（２）検討項目の選定 


  第２クールにおける個別の検討項目は、「新成長戦略」に関するもの、第１クールで「中


期的検討項目」と位置付けた項目、「包括的経済連携に関する基本方針」(平成 22年 11


月９日閣議決定)等に関するもの、「国民の声」集中受付等で寄せられた提案、分科会・


ＷＧ委員からの提案等の中から、以下の視点等に沿って選定した。 


① その分野を取り巻く構造変化や技術革新、新たな政策課題の出現等時代の変化に即し


ていないため、見直しやルールの明確化・創設が必要な規制・制度はないか。 


② その分野の市場の発展と産業競争力の強化を促進する観点から見て、国際基準と整合


していない、又は新たな事業者の参入や創意工夫の発揮を妨げている規制・制度はな


いか。 


③ 許認可、各種申請に係る書類・手続等について、法律と実態のかい離、国民・事業者


への過度な負担、行政の無駄・非効率を生んでいる規制・制度はないか。 


 


（３）検討に当たっての留意点 


  第２クールにおける検討に当たり、「現場、地域の意見、ニーズ重視」、「多角的意見を
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踏まえた議論」、「オープンな議論」の３点を留意点とした。 


現行の規制・制度に関して、それぞれの現場で当事者が現実に即した問題意識を有し


ている。分科会が提示する改革案は、実効性があり、現場で機能するものでなければ意


味がない。そのために、現場の視点で問題点を抽出し、現場、地域の意見、ニーズを重


視した。 


また、規制・制度を見直すことで新たな懸念が生じ得ることも事実である。特に消費


者等の安全確保や労働者の良好な労働環境の確保などの分野においては、懸念に対応す


る措置を検討するなど、多角的意見を十分に踏まえて議論していくこととした。 


さらに、規制・制度の改革は国民生活に大きな影響を与え得るものであり、こうした


政策の決定過程は国民に開かれたものでなければならない。よって、分科会、ＷＧなど


での議論はそれぞれに適切な情報公開の手段を講じ、オープンな議論とすることを原則


とした。 


 


２．第２クールの成果及び今後の課題 


（１）第２クールの成果 


  分科会は、個別の検討項目に関する考え方を平成23年１月26日に「規制・制度改革に


関する分科会中間とりまとめ」（以下「中間とりまとめ」という。）として公表した後、


規制・制度所管府省との事務レベルでの協議を開始した。 


一部の項目については、同年３月６日、７日に「規制仕分け」を実施し、「外部性」、「公


開性」をいかした議論を行い、項目ごとに「評価結果」として、改革の方向性と留意点


を提示した。 


平成23年３月11日に発生した東日本大震災により各府省との協議は一時中断したが、


その時点で、各府省と既に合意がおおむね得られていた合計135項目に関しては、政府内


の最終調整を行い、同年４月８日に「規制・制度改革に係る方針」として閣議決定が行


われた。 


 


震災発生からおおむね３か月が経過した６月上旬には、同年４月８日の閣議決定には


至らなかった残りの項目につき、各府省との協議を再開した。これまでの検討結果や規


制仕分けの「評価結果」を踏まえて、政務レベルでの交渉、調整等を行い、同年４月８


日に閣議決定された項目を含め、第２クール全体で合計191項目について各府省との間で


合意するに至った。 


 


（２）今後の課題 


今後とも、現場、地域のニーズ等を的確に捉え、消費者の視点等も重視し、上述の新


成長戦略や基本方針等も踏まえつつ、実効性ある規制・制度改革を推進する。 
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このためには、今回合意に至った事項の各府省における検討・実施状況を、定期的に


フォローアップするとともに、その他の課題にも適切に取り組んでいくことが重要であ


る。 


また、各府省が主体的に規制・制度改革に取り組むことを促進するための方策を検討


していく必要があるとともに、各府省との連携を密にし、事実関係・問題意識を常に共


有させておく必要がある。  


今後、当分科会としても、震災後の社会経済の状況も踏まえ、必要性の高いテーマ・


分野を対象に、引き続き規制・制度改革に取り組んでいく予定である。 


 


なお、「中間とりまとめ」に掲げたにも関わらず、各府省と合意に至らなかった項目、


震災のため継続協議とした項目は、Ⅲに示すとおりである。各府省と合意に至らなかっ


た項目については、交渉・調整等の状況を踏まえて整理し、必要な項目については、継


続協議とした項目と合わせ、引き続き、今後の規制・制度改革で取り組んでいくことと


したい。 


以 上 
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Ⅰ 各ＷＧ及びアジア経済戦略、金融等分野における規制・制度改


革事項 
 


１．グリーンイノベーションＷＧ 


 


（１）グリーンイノベーションＷＧにおける改革に向けた基本的考え方 


 


Ⅰ 再生可能エネルギー分野 


 


（基本認識） 


○ 我が国は一次エネルギー供給の８割以上を原油、可燃性天然ガス、


石炭等化石燃料に依存しているところ、資源権益確保をめぐる国際


競争の熾烈化や資源供給国における資源ナショナリズムの台頭等に


より、これらの燃料確保が従来に増して困難となる懸念が高まって


いる。このため、再生可能エネルギーを含む非化石エネルギー源の


利用の促進が我が国のエネルギーの安定的かつ適切な供給を確保す


る上で重要な課題となっている。 


○ また、地球温暖化問題の解決は、国際的にも重要な課題である。温


室効果ガスの約９割がエネルギー起源の CO2 で占められている我が


国では、国民生活・企業活動・地域社会におけるエネルギー需給構


造を低炭素型のものに変革していくことが強く要請されている。 


○ 国内で調達可能であり、かつ、環境負荷も小さい再生可能エネルギ


ーは、エネルギー・セキュリティの確保、低炭素社会の実現の観点


から、あまねく国民に利益をもたらす公共性の高いものである。更


にグリーン・イノベーションを促進し、環境関連産業育成を通じて


国内外の新市場を開拓し、雇用機会の創出等の面で広く国民経済に


資することも期待されており、再生可能エネルギーの導入拡大は今


日的な重要政策課題となっている。 


   ○ さらに、東日本大震災とこれに伴う原子力発電所事故等により、電力


供給力が大幅に減尐し、電力需給の逼迫は極めて深刻な状況に至って
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おり、その国民生活へ与える影響は甚大なものとなっている。このこ


とからも再生可能エネルギーの導入拡大の重要性はより一層高まっ


ている。 


 


（改革の方向性） 


○ エネルギー供給事業者に再生可能エネルギーの利用を義務づけたエ


ネルギー供給構造高度化法や太陽光の余剰電力買取制度の創設に加


え、現在、再生可能エネルギーの全量買取制度の導入のための法制


度として「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関す


る特別措置法案」が国会にて審議されているところであるが、これ


らの制度を最大限活用し、再生可能エネルギーの大量導入を実現し


ていく上では、関連設備の設置という入口段階での手続が円滑に進


められなければならない。 


○ 再生可能エネルギーの導入拡大という新たなる政策課題が生じてい


る現状やそれが国民経済社会にあまねくもたらす便益を十分に踏ま


え、再生可能エネルギー設備の設置について、その公共性の高さを


鑑み、優先的な位置付けを与える等により、当該設備の設置を柔軟


に認める方向で規制の見直しを行うべきである。 


 


 


Ⅱ スマートコミュニティ分野 


 


（基本認識） 


○ 平成 22年６月、総合的なエネルギー安全保障の強化を図りつつ、地


球温暖化対策の強化とエネルギーを基軸とした経済成長の実現を目


指す、エネルギー基本計画が閣議決定されたところである。同月に


閣議決定された新成長戦略も踏まえ、我が国が世界をリードするＩ


Ｔ技術及び信頼度の高い送配電網を活用することにより、エネルギ


ー・環境分野において、国内新規需要を創出するとともに、成長す
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る海外関連市場で競争力を有する産業への革新を図ることが喫緊の


課題である。 


○ 本課題の達成には、再生可能エネルギーの拡大に伴う太陽光発電等


の出力不安定な分散型電源と需要家側の機器を制御し、安定的な電


力供給を確保する「スマートグリッド」の整備はもとより、熱や未


利用エネルギーも含めたエネルギーを地域単位で統合的に管理する


「スマートコミュニティ」を構築する必要がある。これらの構造変


化や技術革新等を踏まえ、低炭素型社会の達成とエネルギーを基軸


とした経済成長を実現する観点から、電力・ガス分野における大胆


なパラダイムシフトを促す制度改革を実現すべきである。 


 


（改革の方向性） 


○ 新成長戦略においては、次世代自動車（電気自動車・燃料電池自動


車等）の普及促進を掲げている。次世代自動車の普及に当たっては、


企業努力や消費者の環境志向の向上等はもちろんのこと、インフラ


整備に係る必要な施策を講じていくことが重要である。したがって、


急速充電器設置に係る電力契約の柔軟な制度運用や、リチウムイオ


ン電池の取扱いに関する国際基準との整合性確保の観点から改革を


進める。 


○ 「スマートコミュニティ」の実現に向けては、供給側の対応のみな


らず、需要家が自らのエネルギー需給情報を詳細に把握することに


より、需要家の主体的な行動変化を促す必要がある。したがって、


電気料金や需要家情報等について、需要家の選択肢の拡大に向けた


基盤整備のための改革を進める。また、エネルギーの地域単位での


最適な利用を促進する観点から、特定電気事業制度等の電力融通の


円滑化についても実効性を高めるための改革を行う。 


○ さらに、エネルギー基本計画においては、省エネ、省 CO2 化の観点


から、天然ガスへの燃料転換の加速及び低廉かつ安定的な天然ガス


の供給を拡大するためのガス供給網の拡大を掲げている。したがっ







4 
 


て、インフラ整備を効率的に行うことにより、ひいては需要家負担


の軽減を図るという視点で改革を進める。 


 


 


Ⅲ ３Ｒ分野 


 


（基本認識） 


○ 世界的な資源制約が顕在化しつつある昨今において、資源の採取や


廃棄に伴う環境への負荷を最小にする循環型社会を形成していくと


ともに、低炭素社会の実現に向け、相乗効果を発揮する取組を推進


していく必要性が一層高まっている。 


○ 循環型社会への転換をより進め、持続可能な社会を構築していくに


当たっては、環境保全と経済の発展を共に両立しつつ、廃棄物の発


生抑制、再利用の促進及び循環的利用の徹底を図った上でなお循環


的利用が行われないものについては、適正な処分が確保されなけれ


ばならない。 


○ 環境保全と経済の発展の両立に当たっては、リサイクル産業の更な


る成長が不可欠であるが、このためには循環資源の回収及び処分を


適正かつ効率的・効果的に行うことで、社会的コストを削減すべき


である。 


 


（改革の方向性） 


○ ３Ｒを推進するに当たっては、国民や企業などの排出者及び適正処


理を行う事業者全てが、正しい現状認識の下、自らの合理的な判断


によって環境負荷の低減に取り組むことに加え、化石燃料エネルギ


ーの抑制の観点も含め、最も効率的・効果的な手法を活用するべき


である。 


○ 不適正処理の防止には十分配慮するとともに、資源の価値が経済状


況の影響を受けて変動することで、適正な有効活用が妨げられるよ
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うな場合には、一定の条件の下、継続的な利用を可能とするべきで


ある。 


○ 廃棄物処理業の健全な発展を図るためには、不適正な処理を行う事業


者に対しては厳しく対処する一方、優良な事業者の事業活動が阻害さ


れるようなものとならないよう、バランスのとれた政策を進める必要


がある。 
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（２）各府省庁が取り組む規制・制度改革事項 


 


【グリーンイノベーションＷＧ ①】 


 


規制・制度改革事


項 


民有林における開発許可に係る取扱いの明確化 


規制・制度改革の


概要 


・ 残置森林及び隣接地に係る地権者等の同意は、林地開発


許可制度上、必要条件とはなっていないことを改めて周


知する。＜平成 23年度中措置＞ 


所管省庁 農林水産省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 林地開発許可の申請に当たっては、「相当数の同意」が


必要であるが、実際には相続人が不明の場合や、共有名


義の土地で一部名義人が不明な場合なども多く、かかる


場合に開発許可の取得が極めて困難となっている。 


○ また、「相当数の同意」であっても、実態として全ての


地権者の同意書の取付けが求められることから、共有名


義の場合に地権者を探し当てるのに数年を要する場合


がある。 


○ したがって、名義変更漏れなど林地の所有者が不明の場


合が多い実態を踏まえ、事実上全員の地権者の同意書が


必要となる現在の運用は合理的な内容に見直すべきで


ある。 
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【グリーンイノベーションＷＧ ②】 


 


規制・制度改革事


項 


国有林野における許可要件・基準の見直し① 


規制・制度改革の


概要 


① 再生可能エネルギー発電設備に係る国有林野の貸付要件


のうち、地方自治体の基本構想等への位置付けについて


は、地方自治体（議会を含む）の「同意」でも可能とす


る。また、売電先規制については、これまでの一般電気


事業者に加え、卸電気事業者、特定電気事業者を追加し、


これらの事業者への売電量が発電量の過半を超えるので


あれば貸付要件を満たすことを明確化する。 


＜平成 23年度中措置＞ 


② あわせて、全量固定価格買取制度に係る法案が成立し、


特定規模電気事業者に再生可能エネルギーの調達義務が


課された場合には、貸付要件に係る売電先に特定規模電


気事業者を追加する。 


＜全量固定価格買取制度に係る法案成立後、速やかに措


置＞ 


③ また、熱供給や蒸気供給等、再生可能エネルギー発電附


属のエネルギー供給事業については、事業終了後の施設


の撤去等について、 


・当該事業者が十分確実な履行能力を有すると明確に


認められる場合、 


又は 


・発電事業者と附属のエネルギー供給事業者とが協定


を結ぶなどにより、双方が連帯して責任を負うこと


が明確である場合 


に、貸付対象として認めることを明確化する。 


＜平成 23年度中措置＞ 


所管省庁 農林水産省 
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当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 地熱発電や風力発電といった再生可能エネルギーは、石


油等に代わるクリーンなエネルギーであり、エネルギー


自給率の向上、長期的なエネルギーの安定供給を通じ


て、広く国民経済に資するものである。平成 22 年６月


に閣議決定されたエネルギー基本計画等を踏まえつつ、


今後も導入効果を定量的に評価しながら、適切に普及を


進める必要がある。 


○ 国有林は森林の３割（国土面積の約２割）を占めており、


風力発電のポテンシャルが高い地域に多く存在してい


ることから、再生可能エネルギーの導入促進が期待でき


る。 


○ さらに、国有林を含む国有財産の有効活用を図ること


は、財政収入増加の観点からも検討の余地があると考え


られる。 


○ しかしながら、一般電気事業者等の公益企業を除く事業


者が発電事業を行う目的で５ha を超える国有林野を使


用する場合、「発生電力の半分以上を一般電気事業者に


売電する」「地方公共団体の定める基本構想等、地域の


振興計画に位置付けられている」必要があるため、当該


発電事業者が一般電気事業者以外の民間事業者（すなわ


ち特定規模電気事業者）や卸電気取引所向けに発生電力


を売電する場合等には５ha を超える貸与を受けること


ができず、事業計画を断念せざるを得ない場合がある。 


○ 電気事業制度上、発電市場は自由化されており、一般電


気事業者以外への売電によるグリーン電力証書市場の


形成・拡大や、それによる再生可能エネルギーの供給拡


大が注目されている中、発電事業者間の競争上も貸付条


件が異なることは不合理である。 


○ また、地元市町村の支援が得られる場合であっても、基


本構想等の振興計画変更までに時間を要するとともに、


計画の見直しが柔軟に行われない場合には、次期策定ま


で数年待つ必要が生じてしまうことは問題といえる。 


○ こうした状況や低炭素社会の実現という新たな国民的


課題が生じている点を踏まえ、「公共性・公益性」の基


準を見直し、新たなる判断基準を創設すべきである。 


○ したがって、国有林野における貸付要件・基準について
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は、通達における地方自治体への基本計画等への位置付


け要件を撤廃するとともに、熱供給や蒸気供給等、再生


可能エネルギー発電附属のエネルギー供給事業も含め、


再生可能エネルギーであればその事業に公共性・公益性


を認める方向で現行の貸付要件を見直すべきである。 
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【グリーンイノベーションＷＧ ③】 


 


規制・制度改革事


項 


国有林野における許可要件・基準の見直し② 


規制・制度改革の


概要 


・ 再生可能エネルギー発電事業及び再生可能エネルギー


発電附属のエネルギー供給事業（熱供給や蒸気供給等）


に公共性・公益性を認めることも視野に入れつつ、これ


らの事業の用に国有林野を使用させる場合について明


確化するよう関係省庁間で検討・整理する。 


＜平成 23年度中検討・結論＞ 


所管省庁 財務省、農林水産省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 地熱発電や風力発電といった再生可能エネルギーは、石


油等に代わるクリーンなエネルギーであり、エネルギー


自給率の向上、長期的なエネルギーの安定供給を通じ


て、広く国民経済に資するものである。平成 22 年６月


に閣議決定されたエネルギー基本計画等を踏まえつつ、


今後も導入効果を定量的に評価しながら、適切に普及を


進める必要がある。 


○ さらに、国有林を含む国有財産の有効活用を図ること


は、財政収入増加の観点からも検討の余地があると考え


られる。 


○ 地熱発電の事業実施形態としては、地熱発電の用に供す


る蒸気を生産する事業者と、その蒸気を利用して発電を


行う発電事業者の独立した２社が共同スキームを組ん


で実施する方式があるが、この事業形態をとる場合、蒸


気生産会社が必要とする土地の賃借料が 30 万円を超え


れば、現行の貸付条件下では事業実施を行うことができ


ず、計画を断念せざるを得ない場合がある。 


○ 低炭素社会の実現という新たな国民的課題が生じてい


る中、再生可能エネルギーの導入促進の重要性を鑑み、


「公共性・公益性」の基準を見直し、新たなる判断基準


を創設すべきである。 


○ また、地熱発電事業の特性を鑑み、地熱蒸気を地下から


取り出し、発電事業者に販売する蒸気生産事業者につい


ても、当該事業が発電事業者との共同スキームであるこ


とが明確である場合には、発電事業の一環とみなすこと
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で当該事業に公共性・公益性を認めるべきである。 
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【グリーンイノベーションＷＧ ④】 


 


規制・制度改革事


項 


保安林における許可要件・基準の見直し 


 


規制・制度改革の


概要 


① 保安林の指定目的や指定状況を再精査する手法を整理


し、その手法を踏まえ、適切に対応する。 


＜平成 23年度中手法整理、平成 24年度以降順次実施＞ 


② 再生可能エネルギーの重要性に鑑み、全量固定価格買取


制度に係る法案が成立し、特定規模電気事業者に再生可


能エネルギーの調達義務が課された場合には、保安林の


持つ水源涵養や災害防止等の機能にも十分配慮した審査


を行うことを前提に、急傾斜地で特に崩壊しやすい箇所


等を除くという原則に従い、地域で推進すべき位置付け


にある事業を「公益上の理由」による解除として取り扱


う。＜法制化後、措置＞ 


③ 再生可能エネルギーの重要性に鑑み、保安林を再生可能


エネルギー設備に供する場合の許可要件（保安林内作業


許可及び保安林指定解除）について、実情を踏まえつつ、


運用に係る留意事項を整理の上、都道府県へ周知する。 


＜平成 23年度中検討開始、平成 24年度措置＞ 


所管省庁 農林水産省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 地熱発電や風力発電といった再生可能エネルギーは、石


油等に代わるクリーンなエネルギーであり、エネルギー


自給率の向上、長期的なエネルギーの安定供給を通じ


て、広く国民経済に資するものである。平成 22 年６月


に閣議決定されたエネルギー基本計画等を踏まえつつ、


今後も導入効果を定量的に評価しながら、適切に普及を


進める必要がある。 


○ 保安林は日本の森林の約５割（国土面積の約３割）を占


めるが、その山稜部分は風況も良く、かつ、住居からも


離れているため、風力発電設備の設置に適している場合


が多い。また、地熱発電に係る有望地域も存在する。適


切な場所を選定し、発電設備設置が柔軟に認められるよ


うになれば、更なる再生可能エネルギーの導入促進が期


待される。 


○ また、海岸線沿いの飛砂防備保安林への風力発電設置に
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より、街の観光シンボルとなっている事例もあり、地域


活性化にも貢献できる。 


○ しかしながら、保安林内に発電設備を設置する場合、保


安林内作業許可における「保安林の指定の目的の達成に


支障を及ぼすと認められる場合」の判断が自治体ごとに


統一されていない。 


○ また、作業許可で設置可能な場合や保安林指定解除を要


する場合があり、手続のプロセスについて明確化を行う


べきである。 


○ また、保安林の指定解除を行う場合の要件として、「指


定理由の消滅」又は「公益上の理由の発生」を証明する


必要があるが、「公益上の理由」が適用される場合を土


地収用法による収用の場合等に運用通達上限定してい


るため、土地収用法に規定される電気事業法上の電気事


業に従事しない民間の発電事業者はこれを理由に解除


を求めることができない。これに関し、再生可能エネル


ギーは低炭素化や長期的なエネルギーの安定供給（エネ


ルギー自給率の向上）に資するものであり、保安林の有


する公益的機能とも比較衡量しうるものである。また、


発電設備は、電気事業法上の保安規制等でも位置づけら


れており、法的根拠は存在している。 


○ 現状では、電気事業に従事しない民間の発電事業者は


「指定理由の消滅」により、保安林解除申請を行うこと


となるが、その際、その地点でしか開発できないことを


示す様々な資料の提出（地域内又は日本全国での風況や


経済性比較等）が求められている。電気事業制度上、自


由化されている発電市場において許可条件が異なるこ


とは発電事業者間の競争上も問題があるといえる。 


○ こうした状況や低炭素社会の実現という新たな国民的


課題が生じている点を踏まえ、再生可能エネルギーの導


入促進の重要性を鑑み、再生可能エネルギー設備設置に


係る新たなる判断基準を創設すべきである。 
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【グリーンイノベーションＷＧ ⑤】 


 


規制・制度改革事


項 


農地における開発に係る取扱いの周知① 


規制・制度改革の


概要 


・ 再生可能エネルギー導入の重要性に鑑み、第２種農地及


び第３種農地に該当する条件にある土地については、事


業主体によらず、農地転用許可を受けて、再生可能エネ


ルギー発電設備の設置が可能であることを改めて周知


する。また、耕作放棄地のうち、非農地として区分され


た土地については、事業主体によらず、再生可能エネル


ギー発電設備の設置が可能であることを周知する。 


＜平成 23年度中措置＞ 


所管省庁 農林水産省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 太陽光発電や風力発電といった再生可能エネルギーは、


石油等に代わるクリーンなエネルギーであり、エネルギ


ー自給率の向上、長期的なエネルギーの安定供給を通じ


て、広く国民経済に資するものである。平成 22 年６月


に閣議決定されたエネルギー基本計画等を踏まえつつ、


今後も導入効果を定量的に評価しながら、適切に普及を


進める必要がある。 


○ 農地については、道路も整備されており、風況が良いな


ど、風力発電設備の立地に適している場合が多い。また、


日照の関係上太陽光発電に係る有望地域も多く存在し


ており、適切な場所に設置することで、更なる再生可能


エネルギーの導入が期待できる。 


○ 第１種農地の中には耕作放棄地も尐なくなく、例えば、


農地として利用することが不可能な土地を活用するこ


とで、作業道等の整備による利便性向上や観光客の到来


によって地元農家による売店の売上げ向上など、地域資


源を活用した新たな農産業育成に貢献することも可能


である。 


○ 第１種農地の転用は公益性がある等、相当の理由がない


と認められないが、「相当の理由」に該当する「公益性


の高いと認められる事業」として、土地収用法の対象事


業が挙げられており、この対象とならない民間の発電事


業者による再生可能エネルギーの円滑な導入が阻害さ
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れている。 


○ 農地法上の公益性を判断するに当たり、土地収用法第３


条の対象に該当するか否かは絶対条件ではないはずで


ある。 


○ また、「相当の理由」に該当する「特別の立地条件を必


要とする」事業のうち、従来は「土石その他の資源の採


取」として発電設備設置のための農地転用が認められて


いたが、特段の説明もなく解釈変更により認められなく


なったという指摘もあり、発電事業者の事業実施に際し


ての障害となっている。 


○ 電気事業制度上、発電市場は自由化されており、発電事


業者間の競争上も許可条件が異なることは問題がある。


また、農地転用許可を受けるために電気事業法上の許可


を求めるというのは本末転倒である。 


○ こうした状況や低炭素社会の実現という新たな国民的


課題が生じている点を踏まえ、再生可能エネルギーの導


入促進の重要性を鑑み、再生可能エネルギー設備の設置


許可について、新たなる判断基準を創設すべきである。 
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【グリーンイノベーションＷＧ ⑥】 


 


規制・制度改革事


項 


農地における開発に係る取扱いの周知② 


規制・制度改革の


概要 


・ 再生可能エネルギー導入の重要性に鑑み、第２種農地及


び第３種農地に該当する条件にある土地については、農


地転用許可を受けて、再生可能エネルギー発電事業者に


よる送電用電気工作物等の設置が可能であることを改


めて周知する。また、耕作放棄地のうち、非農地として


区分された土地については、事業主体によらず、送電用


電気工作物等の設置が可能であることを周知する。 


＜平成 23年度中措置＞ 


所管省庁 農林水産省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 太陽光発電や風力発電といった再生可能エネルギーは、


石油等に代わるクリーンなエネルギーであり、エネルギ


ー自給率の向上、長期的なエネルギーの安定供給を通じ


て、広く国民経済に資するものである。平成 22 年６月


に閣議決定されたエネルギー基本計画等を踏まえつつ、


今後も導入効果を定量的に評価しながら、適切に普及を


進める必要がある。 


○ 優良農地の確保は重要であるが、一般電気事業者、卸電


気事業者、特定電気事業者が送電設備を設置する場合に


は農地転用許可が不要とされている一方で、その他の発


電事業者による設置には許可が必要とされており、合理


性に欠けている。 


○ 電気事業分野では規制改革が進み、特定規模電気事業者


は、自由化された小売市場において、不特定の需要先に


電気の供給を行っている（自ら送電線を敷設して販売す


ることも可能）。また、災害時等非常時における供給命


令の対象となっている等の点から、他の電気事業と同


様、電気事業法においては公益特権の対象となってい


る。 


○ また、電気事業制度上、発電市場は自由化されており、


発電事業者間の競争上も許可条件が異なることは問題


がある。農地法上の公益性を判断するに当たり、土地収


用法第３条の対象に該当するか否かは絶対条件ではな
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いはずであり、実態を踏まえた見直しを行うべきであ


る。 


○ こうした状況や低炭素社会の実現という新たな国民的


課題が生じている点を踏まえ、再生可能エネルギーの導


入促進の重要性を鑑み、再生可能エネルギー設備の開発


許可に係る新たなる判断基準を創設すべきである。 
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【グリーンイノベーションＷＧ ⑦】 


 


規制・制度改革事


項 


農用地区域内における開発に係る取扱いの周知 


規制・制度改革の


概要 


・ 再生可能エネルギー導入の重要性に鑑み、農用地区域内


の耕作放棄地のうち、非農地として区分された土地につ


いては、農用地区域からの除外手続を経ることにより、


再生可能エネルギー発電事業者による送電用電気工作


物等の設置が可能であることを周知する。 


＜平成 23年度中措置＞ 


所管省庁 農林水産省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 太陽光発電や風力発電といった再生可能エネルギーは、


石油等に代わるクリーンなエネルギーであり、エネルギ


ー自給率の向上、長期的なエネルギーの安定供給を通じ


て、広く国民経済に資するものである。平成 22 年６月


に閣議決定されたエネルギー基本計画等を踏まえつつ、


今後も導入効果を定量的に評価しながら、適切に普及を


進める必要がある。 


○ 農用地区域内の農地を転用するためには、当該区域から


除外するための手続が必要であり、地権者・森林組合・


農業協同組合等の関係者の同意が求められるため、手続


きに時間を要している。 


○ 一方で、一般電気事業者等が事業に供する電気工作物を


設置又は管理する場合は、発電の用に供する場合を除


き、当該手続が不要となっており、不合理である。 


○ 電気事業分野では規制改革が進み、特定規模電気事業者


は、自由化された小売市場において、不特定の需要先に


電気の供給を行っている（自ら送電線を敷設して販売す


ることも可能）。また、災害時等非常時における供給命


令の対象となっている等の点から、他の電気事業者と同


様、電気事業法においては公益特権の対象となってい


る。 


○ 電気事業制度上、発電市場は自由化されており、発電事


業者間の競争上も許可条件が異なることは問題がある。


農業振興地域の整備に関する法律上の公益性を判断す


るに当たり、土地収用法第３条の対象に該当するか否か
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は絶対条件ではないはずであり、実態を踏まえた見直し


を行うべきである。 


○ こうした状況や低炭素社会の実現という新たな国民的


課題が生じている点を踏まえ、再生可能エネルギー導入


の重要性を鑑み、「公益性」の基準を見直し、再生可能


エネルギー設備の開発許可に係る新たなる判断基準を


創設すべきである。 


 


 


【グリーンイノベーションＷＧ ⑧】 


 


規制・制度改革事


項 


農地法面を利活用した太陽光発電設備設置に係る基準の見


直し 


規制・制度改革の


概要 


・ 農地の有効活用の観点から、畦畔・法面部分における太


陽光発電設備の設置に当たっての、農地転用許可の要否


に係る判断基準を明確化し、関係者へ周知徹底を行う。 


＜平成 23年度中措置＞ 


所管省庁 農林水産省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 農村地域の農地に占める畦畔率は高く、日照条件が良好


な場所が多いことから、太陽光発電設備設置による未利


用地の活用が期待できるが、農用地区域からの除外や農


地転用手続に時間や事務コストを要することから、利活


用が進んでいない。 


○ 農村地域の農地の畦畔においては、農業従事者の高齢化


に伴う草刈り等の管理が負担となっており、太陽光発電


設備の設置によって再生可能エネルギーの導入が促進


されるとともに、大幅な管理コストの削減が期待でき


る。 


○ したがって、中山間地域の希尐な土地である、畦畔・法


面を太陽光発電用地として利用可能とすることにより、


従来は不利とされていた地形条件を有効に活用し、農村


での再生可能エネルギー導入促進と農家経済の増大を


図るべきである。 
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【グリーンイノベーションＷＧ ⑨】 


 


規制・制度改革事


項 


補助金返還等の考え方の確認及び運用実態を踏まえた適切


な検討 


規制・制度改革の


概要 


① 補助金適正化法を所管する財務省や補助金を所管する


省庁の間において、以下の内容について確認する。 


(a) 収益納付条件は任意的補助条件であり、補助金適正


化法第７条第２項においても「補助金等の交付の目


的に反しない場合に限り」納付すべき旨の条件を附


することが「できる」とされていること。すなわち、


事後的に公益と私益の調整を図る必要がないと考え


られる場合、事業の性質によっては収益納付の条件


を附す必要がないこと。 


(b) 補助事業により取得し又は効用の増加した財産を使


用したり、譲渡したり、貸し付けたりする（財産処


分する）場合であっても、必ずしも補助金等の返還


を必須としているものではないこと。すなわち、（ⅰ）


各省各庁の長が、補助金等の交付の目的に照らして、


国庫納付を求めることなく財産処分の承認をするこ


とができる場合には、その取得財産の処分に伴う収


益の国庫納付を求める必要がないことや、（ⅱ）各


省各庁の長が定める一定期間を経過した場合であれ


ば、財産処分に伴う収益の国庫納付を求める必要が


ないこと。また、補助金等の交付の目的に反しない


財産処分であれば、同法第 22条違反に当たらないた


め、同条違反として交付決定が取り消されることは


なく、補助金等の返還義務も生じないこと。 


(c) 交付要綱は各省各庁が財務省に協議することなく独


自の判断で定めるという原則の下、各省各庁の判断


により、補助金等連絡協議会の決定も踏まえつつ、


交付要綱に収益納付に係る規定や財産処分に伴う収


入の国庫納付条件を設けないことができること。 


＜平成 23年度中措置＞ 


② 各省各庁においては、収益納付や返還義務に係る運用実


態、例えば、収益納付を求めることによりかえって補助


金等の本来の目的の達成を阻害していないかどうか等
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を把握した上で、上記解釈にのっとって、各省庁が執行


している補助金等交付要綱中の収益納付や補助金返還


等に係る規定の要否を検討し、その結果に基づいて必要


な措置をとる。また、省庁横断的に補助金の適正な執行


と運用を確保するため、関係省庁間にて、当該検討結果


について情報の共有を図る。＜平成 23年度中措置＞ 


所管省庁 財務省及び関係省庁 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 補助金適正化法に基づき、環境技術開発や間伐事業等の


環境関連補助金を始めとする補助金交付要綱において、


収益納付や他用途への使用に係る補助金返還に係る規


定が定められている。 


○ しかしながら、実質的には当該規定が補助金の返還等の


義務規定として機能し、補助金により取得又は整備した


用地等の有効利用が妨げられたり、交付を受けた補助金


額を貸借対照表上の預り金として処理せざるを得ない


ことから、補助金本来の効果が減殺されてしまってい


る。 


○ 圃場整備事業や森林の間伐事業等、過去に補助金の対象


となった用地であっても、発電設備の設置等による利用


が一部である場合や既に休耕地等になっており、合理的


であると判断される場合については、補助金を返還する


ことなく利用を認めるべきである。 


○ 環境技術開発等に係る補助事業については、国際競争力


強化のためのコスト削減の原資として補助金を最大限


有効活用できるよう、収益納付が必要な条件は限定的な


ものとすべきである。 


○ 特に、産業発展や雇用創出のために交付する補助金につ


いては、当該補助金の交付によって将来的に収益が発生


し、補助対象企業の成功が産業全体の成長へ波及する効


果こそが補助金交付の成果であり、雇用創出等の効果に


よって公益への貢献も認められることから、収益納付を


義務づけなくとも、公益と私益のバランスを失するもの


ではない。 


○ したがって、補助の目的や事業の性質によっては収益納


付を課す必要がないこと及び補助の目的が損なわれな


い範囲であれば補助金返還を求める必要がないこと等
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について、合理的な判断で補助金が適正に運用されるよ


う留意しつつ、一定ルールを明確にするべきである。 
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【グリーンイノベーションＷＧ ⑩】 


 


規制・制度改革事


項 


市街化調整区域における風力発電機付随設備に係る設置許


可の柔軟化 


規制・制度改革の


概要 


・ 再生可能エネルギー導入の重要性に鑑み、風力発電機に


付随する管理施設及び変電設備を設置する施設である


建築物であれば、市街化調整区域における都市計画法に


基づく開発許可は不要である旨明確化する。 


＜平成 23年度中措置＞ 


所管省庁 国土交通省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 風力発電等の再生可能エネルギーは、石油等に代わるク


リーンなエネルギーであり、エネルギー自給率の向上、


長期的なエネルギーの安定供給を通じて、広く国民経済


に資するものである。平成 22 年６月に閣議決定された


エネルギー基本計画等を踏まえつつ、今後も導入効果を


定量的に評価しながら、適切に普及を進める必要があ


る。 


○ 市街化調整区域における風力発電機の設置については


許可が不要となっているが、これに付随する管理棟や変


電設備等は建築物に該当することから都道府県知事の


許可が必要とされ、許可が下りない場合には、結果とし


て風力発電事業が実施できない場合がある。 


○ こうした状況や低炭素社会の実現という新たな国民的


課題が生じている点を踏まえ、再生可能エネルギーの導


入促進の重要性を鑑み、風力発電機付随の管理棟・変電


設備等については、一体的に発電設備とみなすことによ


って、開発許可を不要とすべきである。 


○ なお、電気事業分野では規制改革が進み、特定規模電気


事業者は、自由化された小売市場において、不特定の需


要先に電気の供給を行っている（自ら送電線を敷設して


販売することも可能）。また、災害時等非常時における


供給命令の対象となっている等の点から、外の電気事業


と同様、電気事業法においては公益特権の対象となって


いる。 
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【グリーンイノベーションＷＧ ⑪】 


 


規制・制度改革事


項 


発電水利権許可手続の合理化 


規制・制度改革の


概要 


① 小水力発電が河川環境に与える影響度を合理的な根拠


に基づいて判断できるよう、海外事例等各種データの収


集や調査・研究に着手する。 


＜平成 23年度中検討開始＞ 


② 小規模の水力発電のうち、減水区間が生じず、魚類の遡


上環境その他の河川環境に与える影響が想定されない


と判断されるものについて、環境調査等は不要であるこ


ととし、その旨、周知徹底を行う。 


＜平成 23年度中措置＞ 


③ 河川区域内において小水力発電施設を設置する場合に


ついて、工作物の新築等の許可に係る審査基準のうち、


主に構造上の基準について検討する。 


＜平成 23年度中検討開始、早期に結論＞ 


④ 発電水利権の許可手続における河川影響調査等をめぐ


るトラブルの未然防止や河川法の運用・許可手続に対す


る事業者等の理解を深めるため、国土交通省本省内に相


談窓口を設置する。＜平成 23年度中措置＞ 


所管省庁 国土交通省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 貴重な水資源を有効活用し、再生可能エネルギーの導入


拡大を推進するためにも、周辺環境に与える影響の度合


い等、発電規模に応じた合理的な基準を定めることによ


って、小水力発電の円滑な普及促進を行うべきである。 


○ 小規模な水力発電に関しては、減水区間が短く、周辺環


境に与える影響が小さいと判断される場合も多い。しか


しながら、その他の案件同様、減水区間に対する維持流


量決定のための河川現況調査等を行う必要があるため、


特に生息魚類・動植物調査についての影響評価に多大な


労力と時間とコストを要している。小水力発電の普及拡


大に向けて、これらの調査等に係る手続の簡素化を図る


べきである。 


○ 発電ガイドライン対象外の水力発電施設については、使


用水量に変化がない単純更新の場合、「期間更新」扱い
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として流量審査等を行うことなく手続を簡素化してい


る例もある。発電ガイドライン対象の水力発電施設につ


いても同様の扱いとするとともに、その取扱いについて


明確化すべきである。 


○ 河川法施行規則第 40 条において添付図書を省略できる


場合を「許可に係る行為が軽易なものであることその他


の理由により添付図書の全部を添付する必要がないと


認められる場合」と規定しているが、許可担当者と許可


申請事業者との間で合理的な調査範囲等について適切


に検討できるよう、この考え方を明確化すべきである。 


○ 環境省による再生可能エネルギー導入ポテンシャル調


査（平成 21 年度）において、中小水力発電の導入ポテ


ンシャルは 80～1,500 万 kw と推計されており、許可の


見直しによって、導入に係る期間とコストが削減され、


更なる普及促進が期待できる。 
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【グリーンイノベーションＷＧ ⑫】 


 


規制・制度改革事


項 


自然公園内における小水力発電設備設置に係る審査手続の


簡素化 


規制・制度改革の


概要 


・ 周辺環境に与える影響が小さいと判断される小規模な


水力発電設置や既設設備を利用した発電設備の設置に


ついては、自然公園法に基づく許可に係る環境影響調査


を不要とする、あるいは、既往の文献調査や聞き取り調


査のみで可とするなど、当該調査の在り方について広く


周知することにより、審査手続の透明化を図る。 


＜平成 23年度中措置＞ 


所管省庁 環境省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 貴重な水資源を有効活用し、再生可能エネルギーの導入


拡大を推進するためにも、周辺環境に与える影響の度合


い等、発電規模に応じた合理的な基準を定めることによ


って、小水力発電の円滑な普及促進を行うべきである。 


○ 自然公園内に小水力発電設備を設置する場合には、河川


法に基づく水利権許可に加えて自然公園法に基づく環


境影響調査が求められる場合があるが、特に動植物調査


（トラップ調査、植生調査など）については、１年半以


上の調査期間を要するなど多大な労力が必要となって


いる。 


○ 自然環境保全の観点は重要であるが、自然公園法上の審


査や運用基準の明確化を行うとともに、周辺環境に与え


る影響が小さいと判断される小規模な水力発電設置や


既設設備を利用した発電設備の設置については、審査に


係る調査の簡略化を行うことによって、手続の迅速化を


図るべきである。 
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【グリーンイノベーションＷＧ ⑬】 


 


規制・制度改革事


項 


小水力に係る従属発電に関する許可手続の見直し 


規制・制度改革の


概要 


・ 農業用水の水路など既許可水利権の許可水量の範囲内


での従属発電設備の設置に係る水利使用許可について


は、河川の流量への影響が尐ないことから、手続の簡素


化や標準処理期間の遵守の徹底等の手続の見直しを図


る。＜平成 23年度中措置＞ 


所管省庁 国土交通省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 貴重な水資源を有効活用し、再生可能エネルギーの導入


拡大を推進するためにも、周辺環境に与える影響の度合


い等、発電規模に応じた合理的な基準を定めることによ


って、小水力発電の円滑な普及促進を行うべきである。 


○ 農業用水の水路など既許可水利権の許可水量の範囲内


での従属発電について、申請手続の簡素化は進んでいる


が、許可制である以上、河川管理者との事前協議や許可


申請に係る調査が必要となり、依然として小水力発電を


実施しようとする事業者にとっての手続面及びコスト


面での負担が大きいという現状がある。 


○ 取水後であれば河川の流量に新たな影響を与えず、発電


目的であれば最終的に放水する水量にも変化はないこ


とから、水利使用者間での協議の結果、既に許可を得て


いる目的の達成に支障がないことの合意が得られた場


合においては、許可手続を不要とするべきである。 
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【グリーンイノベーションＷＧ ⑭】 


 


規制・制度改革事


項 


ダム水路主任技術者の取扱いの見直し 


規制・制度改革の


概要 


・ ダムを有する大規模水力発電所等と比較して、公衆や第   


三者に対するリスクが小さいと考えられる小水力発電所


については、一定の条件の下、外部の有資格者をダム水


路主任技術者に選任すること（いわゆる派遣）を可能と


する。＜平成 23年度中検討・措置＞ 


所管省庁 経済産業省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 一定規模以上の水力発電設備については、保安の監督を


行うダム水路主任技術者を選任する必要があるが、その


外部委託は認められていないため、新規に水力発電事業


に参入しようとする小規模事業者等が、実務経験要件が


必要な有資格者を確保することは困難な状況となって


いる。 


○ ダム水路主任技術者選任の要件緩和については、平成 22


年１月に小型発電設備規制検討ワーキンググループの


報告書が取りまとめられたとおり、一定条件における選


任不要化等の対応を早急に行うべきである。 


○ 加えて、当該対応を行ってもなお、ダム水路主任技術者


の選任を必要とする規模の発電設備を有する事業者に


つき、有資格者の確保が困難な場合があることから、当


該事業者が小水力発電の適切な維持管理を行えるよう、


ダム水路主任技術者の外部委託化を可能とするべきで


ある。 


○ さらには、有資格者の増大のためにも、一定の講習等に


よる免状交付を認めるなどの措置も検討するべきであ


る。 
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【グリーンイノベーションＷＧ ⑮】 


 


規制・制度改革事


項 


緑化地域等における太陽光発電設備導入に係る取扱いの明


確化 


規制・制度改革の


概要 


・ 都市緑地法に基づく緑化地域等において、太陽光発電の


導入促進を図るためにも、太陽光発電設備を設置する建


築物について市町村の判断で緑化率の義務付けの適用


を除外することが可能であることを周知する。 


＜平成 23年度中措置＞ 


所管省庁 国土交通省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 太陽光発電を含む再生可能エネルギーは、石油等に代わ


るクリーンなエネルギーであり、エネルギー自給率の向


上、長期的なエネルギーの安定供給を通じて、広く国民


経済に資するものである。平成 22 年６月に閣議決定さ


れたエネルギー基本計画等を踏まえつつ、今後も導入効


果を定量的に評価しながら、適切に普及を進める必要が


ある。 


○ 先進的な自治体の独自条例によって、一定規模以上の建


築物の新築又は改築時に規定される緑化面積に、太陽光


発電設備も緑地として算入可能としている場合がある


が、都市緑地法・都市計画法等に同様の規定がない。 


○ したがって、再生可能エネルギー導入促進の観点から、


都市緑地法においても同様の措置を講じることによっ


て、建築主にとって太陽光パネル設置へのインセンティ


ブがもたらされるような仕組みを検討すべきである。 
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【グリーンイノベーションＷＧ ⑯】 


 


規制・制度改革事


項 


都市公園における地域冷暖房施設の取扱いの明確化 


規制・制度改革の


概要 


・ 既存の都市公園の地下に地域冷暖房施設を設ける場合


にあっては、公園管理者（地方公共団体）と協議の上で、


立体都市公園制度の活用に伴う当該都市公園の区域の


変更により、地上部に煙突や冷却塔を設けることが可能


である旨、周知する。＜平成 23年度中措置＞ 


所管省庁 国土交通省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 地域冷暖房の利用は、省エネルギー効果が高く、今後も


普及拡大を図るべきである。 


○ 立体公園制度の利用により、都市公園の地下に地域冷暖


房施設を設置することは可能であるが、地上部分は都市


公園区域内となるため、地域冷暖房施設に付随する施設


（煙突や冷却塔）を地上部分に設置することは認められ


ておらず、実質的に利用することが不可能との指摘があ


る。 


○ 既成市街地において、地域冷暖房のプラントスペースを


確保することは困難であり、工事費用も割高になるた


め、公共の安全確保などへ配慮することを前提に、都市


公園の有効利用を可能とする方向で、制度整備を進める


べきである。 


○ これによって、地域冷暖房の普及が促進され、既成市街


地におけるエネルギーの面的利用による省エネルギー、


低炭素化に貢献できる。 
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【グリーンイノベーションＷＧ ⑰】 


 


規制・制度改革事


項 


下水熱・河川熱等の未利用エネルギーの活用ルールの整備 


規制・制度改革の


概要 


① 下水熱、海水熱、地下水熱等を利用した熱供給を行う際


に必要となる手続やルールを明確化・簡素化する。 


＜平成 23年度中措置＞ 


② 河川水の熱利用のための水利使用許可手続における審


査方法等について、上記の結果や民間事業者等からの要


望等を踏まえ、見直しを検討し、結論を得る。 


＜平成 23年度中検討・結論＞ 


③ また、これらの手続やルールの検討に当たっては、関係


省庁（国土交通省、環境省、経済産業省、農林水産省）


が連携し、事業者の利便性にも配慮したものとする。そ


の際、内閣府がフォローアップ主体となって進捗管理を


行う。＜平成 23年度中措置＞ 


所管省庁 内閣府、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 下水（処理水・未処理水）や河川、海、運河、地下水等


の持つ未利用の熱エネルギーの活用は、地産地消の再生


可能エネルギーの利用であり、省エネルギー効果も高


く、普及促進を行うべきである。 


○ しかしながら、下水道法等、各種法律において、熱利用


に関する考え方が規定されていないため、事前協議や手


続に時間を要したり、施設整備が進まず、熱利用計画が


頓挫する場合がある。 


○ また、河川水の利用に当たっては、熱利用者に公共性・


公益性が求められるため、河川近傍にあるビルでも民間


企業単体での熱利用ができないといった課題がある。省


エネに資するという観点から、環境に影響を及ぼさない


ことを前提に柔軟な判断を行うべきである。 


○ したがって、従来の法制度には存在していなかった「熱


利用」という概念を規定することによって取水・放水温


度の幅や工作物設置許可基準、許可申請先、申請可能事


業者、対価の概念等の諸ルールを整備する等、熱利用の


円滑化に向けて運用の明確化と簡素化を図るべきであ


る。 
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○ 熱交換設備の設置の場所によっては、複数の法律が適用


となる場合もあることから、各水系のルールは可能な限


り共通の考え方の下策定・整理されるべきである。 


 


 


【グリーンイノベーションＷＧ ⑱】 


 


規制・制度改革事


項 


潜熱回収型給湯器ドレン排水処理に関する行政手続の統一


化 


規制・制度改革の


概要 


・ 自治体が潜熱回収型給湯器ドレン排水の雤水管への排


出を認める条例を制定する際の判断材料として、水質や


公衆衛生の観点からガイドラインを策定する。 


＜平成 23年度中措置＞ 


所管省庁 国土交通省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 公共下水道管理者の許可を受けた場合等においては、土


地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水


管、排水渠その他の排水施設の設置は不用であるが、潜


熱回収型給湯器のドレン排水のように水質基準を満た


す正常な水として証明がなされているものであっても、


雤水排出として取り扱えるかについての判断が、自治体


ごとに異なっており、普及の障害となっている。 


○ したがって、既に一定の水質基準を満たす清浄水である


ことが明らかな場合については、自治体の判断に委ねる


のではなく、統一的基準を明文化すべきである。 
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【グリーンイノベーションＷＧ ⑲】 


 


規制・制度改革事


項 


温室効果ガス排出量に関する報告の一元化・統一化 


規制・制度改革の


概要 


・ 事業者負担の軽減に向けて、エネルギーの使用の合理化


に関する法律、地球温暖化対策の推進に関する法律、自


治体の条例に係る報告様式等の整合性が図られるよう、


自治体へ働きかけを行う。＜平成 23年度中措置＞ 


所管省庁 経済産業省、環境省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ エネルギーの使用の合理化に関する法律（以下「省エネ


法」という。）が特定事業者に対して毎年提出を求めて


いる定期報告書・中長期計画書、地球温暖化対策の推進


に関する法律（以下「温対法」という。）が特定排出者


に提出を求めている温室効果ガス算定排出量等の報告


書について、現行では省エネ法が本社所在地を管轄する


経済産業局及び当該事業者が設置している全ての工場


等に係る事業の所管官庁、温対法が当該特定排出者の事


業を所管する全ての大臣に同じものを提出するよう求


めており、事務手続が煩雑化している。 


○ また、東京都環境確保条例のように、各自治体が独自に


規定しているものも含め、適用対象や義務内容が尐しず


つ異なっており、個別の対応に係る事務コストが増加し


ている。 


○ 実質的には共通する部分の多い報告を個別の省庁や自


治体に対して行うことが求められていることは、個々の


企業において膨大なコストが発生するとともに、極めて


非効率である。 


○ 地球温暖化対策は、国、地方自治体、事業者を含めて国


全体で一体として取り組むべき課題であり、情報の集約


化・一元化を図ることで、手続に係る事務の合理化・簡


素化を行うべきである。 


 


 


 


 


 







34 
 


【グリーンイノベーションＷＧ ⑳】 


 


規制・制度改革事


項 


農地におけるガス事業の公益特権の整備及び明確化① 


規制・制度改革の


概要 


・ 農地転用が認められた事業実施に際し、機材の保管や重


機等の搬入出用、立て杭用として一時的に農地転用許可


を受けていない農地を仮設用地に利用する場合につい


ては、農地転用許可ではなく、一時転用許可で足る旨、


周知徹底する。＜平成 23年度中措置＞ 


所管省庁 農林水産省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 電気事業者が送電用電気工作物等の敷地に供するため


に農地の権利を取得する場合等については農地転用許


可が不要となっているが、ガス事業においては、転用の


許可が必要とされているため、円滑なインフラ整備が行


えず、ガス管敷設時期の遅延によるコスト増につながっ


ている。 


○ 近年、天然ガスの普及が促進し、ガス導管の延伸による


需要地同士を連結する敷設ニーズが高まってきている。


本来、土地収用法において公共の利益となる事業とみな


されている電気事業とガス事業で取扱いが異なること


は不公平である。 


○ 省エネ・省 CO2化に資する天然ガス供給拡大の観点から


も、農地転用許可不要の対象となる事業にガス事業を追


加するべきである。 


○ また、農地転用が認められた場合にも、設備設置のため、


機材の保管や重機等の搬入出用や立て杭用として一時


的に利用する仮設用地については、地方公共団体ごとに


取扱いが統一されていない。 
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【グリーンイノベーションＷＧ ㉑】 


 


規制・制度改革事


項 


農地におけるガス事業の公益特権の整備及び明確化② 


規制・制度改革の


概要 


・ ガス事業法によるガス工作物の設置又は管理に係る行


為は、公益性が特に高いと認められる事業として、農用


地区域内での開発行為に関して都道府県知事の許可が


不要とされていることを周知徹底する。 


＜平成 23年度中措置＞ 


所管省庁 農林水産省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 法的に農用地区域内での開発行為に関して都道府県知


事の許可を不要と規定されているが、都道府県によって


は除外許可申請が必要とされる場合があり、ガスパイプ


ラインの敷設等に支障が生じている。 


○ したがって、改めて周知徹底を行うことにより、運用の


統一を図るべきである。 
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【グリーンイノベーションＷＧ ㉒】 


 


規制・制度改革事


項 


道路への設置許可対象の範囲拡大 


規制・制度改革の


概要 


① 太陽光発電設備について、道路構造及び交通の安全に与


える影響を勘案し、道路占用許可対象物件への追加を検


討し、結論を得る。＜平成 23年度中検討・結論＞ 


② 電気自動車のための充電機器の道路占用の設置事例を


紹介するなど、道路区域内に設置可能対象物件であるこ


とを各道路管理者へ周知徹底を図る。 


＜平成 23年度中措置＞ 


所管省庁 国土交通省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 高速道路の法面という未利用地の有効活用によって、太


陽光発電の普及拡大が期待できる。 


○ しかしながら、現状では道路管理者に道路への設置許可


申請ができる工作物等の範囲に発電施設が含まれてお


らず、法面への太陽光パネル設置などの検討さえできな


い状況となっている。また、今後普及が進むと考えられ


る電気自動車用の充電施設の設置についても、取扱いが


不明確である。 


○ 既に高速道路の法面への太陽光発電設備の設置事例も


あり、こうした先進的取組を全国的に推進していくとと


もに、電気自動車用の充電施設についてもインフラ整備


が円滑に行えるようにすべきである。 
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【グリーンイノベーションＷＧ ㉓】 


 


規制・制度改革事


項 


電気自動車の急速充電器の設置に係る電力契約の規制の緩


和 


規制・制度改革の


概要 


・ 総合資源エネルギー調査会電気事業分科会（制度環境小


委員会）等において、電気自動車に係る急速充電器につ


いては、設置により契約種別が低圧から高圧に変更され


る場合や他の事業者が設置する場合には、新たな契約に


際して追加的に発生する費用の負担の在り方・安全性の


確保に配慮しつつ、同一敷地内において「複数の需給契


約」が対応可能となるよう必要な見直しを行う。その上


で、一般電気事業者に対して早期対応を促し、あわせて、


その旨を国民に広く周知する。 


＜平成 23年度中結論、結論を得次第措置＞ 


所管省庁 経済産業省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 電気事業法施行規則においては、「一の需要場所」は「一


の需給契約」とされており、同一敷地内で複数の契約を


締結することができないため、駐車場・コンビニエンス


ストア・マンション（共用部）等で急速充電器を設置す


る場合に事業者は複数の機器分をまとめて契約しなけ


ればならない。このため、電気料金の増加（低圧契約か


ら高圧契約となる等）や他の事業者が土地の一部を賃借


し、個別に機器設置に伴う電力契約を締結する等の対応


ができないことなどにより、機器の設置が進展しない。 


○ 一方、低圧部分が規制されている現状においては、自由


化分野と規制分野の区分を恣意的に変更することを防


止する一定の客観的なルールも必要である。 


○ したがって、電気自動車に係る急速充電器の設置促進の


観点から、一般電気事業者に対して、選択約款により、


「一の需要場所」で「複数の需給契約」が対応可能な旨


を周知し、選択約款での対応を促すべきである。 
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【グリーンイノベーションＷＧ ㉔】 


 


規制・制度改革事


項 


需要家による再生可能エネルギーの選択肢拡大に向けた部


分供給取引の明確化 


規制・制度改革の


概要 


・ 需要家側からの再生可能エネルギーの選択肢の拡大を


通じ、再生可能エネルギーの普及を促進し、あわせて、


電力市場における公正かつ有効な競争を促進する観点


から、経済産業省と公正取引委員会により定められた


「適正な電力取引についての指針」における部分供給の


概念で、同一敷地内において、一般電気事業者とグリー


ン PPSの両者を活用したグリーン電力の利用が可能であ


る旨を総合資源エネルギー調査会電気事業分科会（市場


監視小委員会）等において明らかにし、国民に広く周知


する。＜平成 23年度中措置＞ 


所管省庁 公正取引委員会、経済産業省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 「適正な電力取引についての指針」において、部分供給


とは、「複数の電気事業者の電源から１需要場所に対し


て、各々の発電した電気が物理的に区分されることな


く、１引込みを通じて一体として供給される形態」と示


しているところ。グリーン PPSを含む特定規模電気事業


者からの電力の購入については、自由化領域であり、複


数の電気事業者の電源から一需要場所に対して供給を


行う形態についても、電気事業法上、特段の制限はない。 


○ しかしながら、部分供給に関する規定は当該指針のみで


あり、具体例も記載されていないため、一般電気事業者


とグリーン PPSの両者を活用したグリーン電力の利用が


可能となることについて、周知されているとは言い難


い。 


○ したがって、再生可能エネルギーの選択の柔軟化による


公正かつ有効な競争を促進する観点から、「適正な電力


取引についての指針」における部分供給について、一般


電気事業者とグリーン PPSの両者を活用したグリーン電


力の利用が対象となることを明確化すべきである。 
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【グリーンイノベーションＷＧ ㉕】 


 


規制・制度改革事


項 


リチウムイオン電池の取扱規制の見直し 


規制・制度改革の


概要 


・ リチウムイオン電池の現在の規制について、電気用品安


全法等の関連する規制を踏まえ、事業者及び関係省庁を


交えた検討会等を開催の上、安全性の確保を大原則とし


つつ、封口前後の状態に応じた危険性を再検証し、その


結果に応じて取扱いの変更を行う。 


＜平成 23 年度検討開始、平成 24 年度結論、結論を得次


第措置＞ 


所管省庁 総務省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 国内におけるリチウムイオン電池の取扱いは、消防法第


４類第２石油類（消防危第 48号（平成８年４月２日付、


消防庁危険物規制課長通達）とみなされ、危険物扱いと


なっており、国際基準となる国連勧告に整合した区分と


はなっていない。これにより、輸送のみならず、電池の


製造、貯蔵、電池を用いた蓄電設備の設置等において、


過剰な取扱設備が要求されている。 


○ 輸送に関しては、消防法は国内における危険物の運搬に


関する基準を規定しているが、消防法に規定するこれら


の試験は国連勧告で規定される引火性液体（クラス３）


を収納する容器に関する試験と同一のもの（第４類第２


石油類を運搬するもの）となっており、国連勧告に整合


した区分（クラス９、非危険物）とはなっていない。さ


らに、電池の製造、貯蔵、電池を用いた蓄電設備の設置


等についても、引火性液体（クラス３）を前提とした危


険物の扱いであるため、全ての取扱いに第４類第２石油


類の適用を受け、例えば一定以上のリチウムイオン電池


を貯蔵する場合（電池容量が 1,000L 以上）は危険物貯


蔵所等の扱いを受けるなど、国際的な取扱いに比して過


度な規制を受け、競争力が阻害されている。 


○ したがって、リチウムイオン電池の取扱いについて、国


連勧告との整合性を図る観点から、一律に第４類第２石


油類（国連勧告クラス３に相当）としての危険物扱いす


るのではなく、事前に一定の安全試験（国連勧告が要求
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するもの）を実施したものについては、輸送のみならず、


電池の製造、貯蔵、電池を用いた蓄電設備の設置等で国


連勧告と同様（クラス９、非危険物）の扱いとすべきで


ある。 


○ さらに、我が国が国連勧告に整合していない理由につい


ても、説明責任を果たすべきである。 
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【グリーンイノベーションＷＧ ㉖】 


 


規制・制度改革事


項 


マンション高圧一括受電サービスの普及促進に向けた規制


の見直し、高圧一括受電サービス普及促進に係る電気事業法


に基づく「主任技術者制度の解釈及び運用（内規）」の見直


し 


規制・制度改革の


概要 


・ 電気主任技術者の外部委託制度について、平成 21 年度


の制度改正後の保安確保の定着状況等に係る調査を実


施し、当該調査結果を踏まえ、マンション高圧一括受電


サービスにおける点検の在り方について検討する。 


＜平成 23 年度中調査開始、調査データを収集次第検討


＞ 


所管省庁 経済産業省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ マンション高圧一括受電サービスで設置する電気工作


物は自家用電気工作物としての点検を求められるとこ


ろ。  


○ 一般電気事業者による電力提供の場合（電気事業の用に


供する電気工作物の場合）は、４年に１回の各住戸の定


期調査のみで停電は要求されないが、マンション一括受


電サービスでは１年に１回以上の停電を伴う点検を求


められる。本件に係る一般電気事業者と取扱いの違いに


ついての明確な根拠はない。 


○ また、保安管理業務の外部委託をする場合においては、


電気工作物の設置者自らが電気主任技術者を選任して


いる場合と保安体制が異なるとのことであるが、高性能


な機器の採用及び活線状態で故障を事前に察知する常


時監視を実施することにより、以前は停電を伴う点検が


不要であったところ。常駐と非常駐による根拠が、明確


になされていない。 


○ したがって、一般電気事業者とその他の事業者のイコー


ルフッティングを図るという観点から、自家用電気工作


物の適切な保安運用を実施している事業者に関しては、


一般電気事業者と同等の電力提供条件となるよう停電


を伴う点検を不要とすべきである。 
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【グリーンイノベーションＷＧ ㉗】 


 


規制・制度改革事


項 


家庭用電気料金メニューの拡充  


規制・制度改革の


概要 


・ 総合資源エネルギー調査会電気事業分科会（制度環境小


委員会）等において、需要家の省 CO2化等を推進してい


く観点から、一般電気事業者に対して、料金メニューの


変更が可能な旨を周知し、電気自動車やスマートメータ


ーも含めて需要家のニーズに柔軟に対応する観点から、


新たな料金メニューの検討を促す。あわせて、その旨を


国民に広く周知する。＜平成 23年度中措置＞ 


所管省庁 経済産業省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 家庭用電気料金については、電力使用量に応じた料金メ


ニューが主体となっており、需要家の省 CO2化、負荷平


準化等のインセンティブを与える料金メニュー（例え


ば、家庭における電気自動車の料金メニュー（夜間の充


電料金）やスマートメーターの設置需要家を対象とした


細かな料金メニュー（30分単位等））とはなっていない。 


○ 需要家サイドにおける省エネや低炭素エネルギー活用


を図るため、エネルギー需給情報を利用した需給マネジ


メントを行うための制度環境整備の在り方の１つとし


て、料金メニューの活用は必要とされているところ。 


○ したがって、需要家の省 CO2化等を推進していく観点か


ら、一般電気事業者に対して、選択約款により、料金メ


ニューの変更が対応可能な旨を周知し、電気自動車用及


びスマートメーター用の新たな料金メニューを積極的


に構築するよう対応を促すべきである。 
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【グリーンイノベーションＷＧ ㉘】 


 


規制・制度改革事


項 


低圧託送料金制度の創設 


規制・制度改革の


概要 


・ 総合資源エネルギー調査会電気事業分科会（制度環境小


委員会）等において、特定規模電気事業者又は特定電気


事業者による再生可能エネルギーの導入円滑化の観点


から、低圧も含めた託送について検討し、結論を得た上


で速やかに措置する。 


＜平成 23 年度中検討・結論、結論を得次第再生可能エ


ネルギーの買取制度の導入と併せて措置＞ 


所管省庁 経済産業省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 託送料金制度は、高圧以上の送電線の利用ルールしか設


定されていないため、太陽光発電が設置できない集合住


宅等において、近隣の空き地に共同で太陽光発電設備を


設置し電力融通を行う場合などの際に、既存の電力線を


利用できない。また、地域レベルでの低圧の電力受渡し


について、既存の電力線を利用できない。 


○ したがって、行政は既存の電力線を活用して円滑な電力


融通を行う観点から、一般電気事業者に対して、低圧託


送が相対契約等で対応可能な旨を周知し、対応を促すべ


きである。 
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【グリーンイノベーションＷＧ ㉙】 


 


規制・制度改革事


項 


ガス導管事業の用に供する導管の道路占用許可 


規制・制度改革の


概要 


・ 省エネ・省 CO2化に資する天然ガス供給拡大のためのガ


スパイプラインの敷設円滑化という公共性の高さ及び


政策的課題の実現の観点から、経済産業省及び国土交通


省は、事業者によるパイプラインの設置計画等を関係道


路管理者に情報提供することにとどまることなく、両省


が協議の上、道路占用許可が円滑に取得できるよう検討


し、結論を得る。その上で、国土交通省は関係道路管理


者に対して、当該事務の取扱いを通知するとともに、本


通知が道路管理者において周知徹底されるよう取り組


むこととする。＜平成 23年度中検討・結論・措置＞ 


所管省庁 経済産業省、国土交通省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ エネルギー基本計画においては、省エネ、省 CO2化の観


点から、天然ガスへの燃料転換の加速及び低廉かつ安定


的な天然ガスの供給を拡大するためのガス供給網の拡


大を掲げている。 


○ ガス管の敷設については、一般ガス事業又は簡易ガス事


業の用に供するガス管については道路占用許可が特例


的に与えられているが、ガス導管事業はその対象となっ


ておらず、円滑なガス導管整備ができない。 


○ 特に、ガスパイプラインに関しては、道路における敷設


が一般に長大であり、複数の地方公共団体をまたぐこと


もあることから、調整に時間がかかる。さらに、道路法


第 33 条の許可要件では、道路管理者が道路の敷地外に


余地がない場合に許可できるとしたものであり、一定条


件を満たした場合においても、特定の場所で円滑な敷設


が進まないおそれもあり、敷設計画が立てにくい。 


○ 一方、国土交通省は、経済産業省からガス導管事業者に


よるパイプラインの設置計画等の情報提供を受け、当該


情報を関係道路管理者に対して提供しているところ、情


報提供のみでは円滑な設置に対応しているとは言い難


い。 


○ したがって、省エネ・省 CO2化に資する天然ガス供給拡
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大のためのガスパイプラインの敷設円滑化という公共


性の高さ及び政策的課題の実現の観点から、経済産業省


及び国土交通省は、事業者によるパイプラインの設置計


画等を関係道路管理者に情報提供することにとどまる


ことなく、両省が協議の上、道路占用許可を優先的に取


り扱うことができるよう、対応を検討すべきである。 
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【グリーンイノベーションＷＧ ㉚】 


 


規制・制度改革事


項 


行政によるガス工事・通信工事跡の受託復旧費用の抑制 


規制・制度改革の


概要 


・ 道路管理者が自ら道路の占用に関する工事（ガス工事・


通信工事跡等）を行う際には、その費用負担について工


事の落札状況に応じた適正な額となるよう留意する旨


を平成 20年３月に各道路管理者へ周知しているところ、


当該通知以降、取扱いが適正に行われているかについて


各道路管理者への調査を実施し、実態把握を行う。その


上で、不適切な取扱いがなされている場合には速やかに


改善策を講じる。＜平成 23年度中措置＞ 


所管省庁 国土交通省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 道路法第 38 条においては、道路管理者が自ら占用工事


を行うことができるのは「道路の構造を保全するために


必要があると認める場合」又は「道路占用者の委託があ


った場合」に限定されている。 


○ これにより、道路占用事業者（一般ガス事業者、通信会


社等）が道路工事を行った場合、原則として、当該事業


者が舗装復旧を行うこととなっているが、地方公共団体


によっては、行政が受託復旧を行い、その復旧費用を占


用事業者に支払うよう命じてくる場合があり、復旧費用


は自社で復旧するより割高となっている事例もある。 


○ 当該工事は、競争入札等により施工者を決定していると


の回答であるが、入札が徹底していないとの指摘もあ


り、道路占用事業者（一般ガス事業者、通信会社等）を


入札に参加させない合理的な理由もない。 


○ したがって、工事の効率性、費用負担等を勘案し、施工


を行った道路占有事業者が行う、又は道路占有事業者を


含めた競争入札の徹底により、舗装復旧を行うべきであ


る。 
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【グリーンイノベーションＷＧ ㉛】 


 


規制・制度改革事


項 


ガス事業託送約款料金算定規則における減価償却費算定方


法の緩和 


規制・制度改革の


概要 


・ ガス供給網の敷設促進及び低廉な託送料金水準による


需要家利益の拡大を図る観点から、一般ガス事業者が供


給区域外で行うガス導管事業について、運用の実態を踏


まえた上で、ガス導管事業者と同様に託送料金の算定に


財務会計上採用している減価償却とは別の託送料金算


定方法（30年の適用等）を適用することが可能かどうか


検討し、結論を得た上で、速やかに措置する。 


＜平成 23年度中検討・結論、結論を得次第措置＞ 


所管省庁 経済産業省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ エネルギー基本計画においては、省エネ、省 CO2化の観


点から、天然ガスへの燃料転換の加速及び低廉かつ安定


的な天然ガスの供給を拡大するためのガス供給網の拡


大を掲げている。 


○ ガス導管事業者が敷設するガス管については、新規敷設


導管について単独料金を設定した場合、他の導管の託送


料金水準に比べて高額となるため、財務会計上採用して


いる減価償却とは別の計算方法（30年等）で算定してい


るが、一般ガス事業者が供給区域外で同様にガス管を敷


設した場合には適用されない。 


○ したがって、ガス供給網の敷設促進及び低廉な託送料金


水準による需要家利益の拡大を図る観点から、一般ガス


事業者が行う供給区域外のガス導管事業についても、ガ


ス導管事業者と同様の取扱いとすべきである。 
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【グリーンイノベーションＷＧ ㉜】 


 


規制・制度改革事


項 


準工業地域におけるバイオガスの製造の適用除外 


規制・制度改革の


概要 


・ 下水処理場を所有する地方公共団体の公共性の高さ及


び省エネ・省 CO2化に資する政策的課題の実現の観点か


ら、製造工程が消化ガスに含まれる不純物除去等であ


り、高度な製造技術を要しない下水処理場等で発生のバ


イオガスについて、建築基準法施行令の適用除外・技術


的指針の明示等により、立地を容易にする方向で検討


し、結論を得た上で、速やかに措置する。 


＜平成 23年度中検討・結論・措置＞ 


所管省庁 国土交通省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 下水処理場等で発生する消化ガスには都市ガスの原料


となるメタンが多く含まれており、都市ガスの原料とし


て利用することが可能であるが、準工業地域内では可燃


性ガスの製造事業に係る建築ができないため、当該製造


ができない。 


○ 建築基準法では、特定行政庁が安全上若しくは防火上の


危険の度若しくは衛生上の有害の度が低いと認め、又は


公益上やむを得ないと認めて許可した場合には、可燃性


ガスの製造工場を建築することが可能としているとこ


ろ。一方、可燃性物質であるアセチレンガスの製造につ


いては、建築基準法施行令で適用除外とされている。 


○ したがって、下水処理場を所有する地方公共団体の公共


性の高さ及び省エネ・省 CO2化に資する政策的課題の実


現の観点から、製造工程が消化ガスに含まれる不純物除


去等であり、高度な製造技術を要しない下水処理場等で


発生のバイオガスについて、建築基準法施行令で適用除


外とすべきである。 
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【グリーンイノベーションＷＧ ㉝】 


 


規制・制度改革事


項 


ガスパイプラインのインフラ整備に資する占用許可要件等


の柔軟化・明確化 


規制・制度改革の


概要 


○河川 


＜河川縦断時の埋設許可要件・河川区域内での防護装置＞ 


① 河川近傍における占用施設の安全性確保の観点も踏ま


え、河川の一部を縦断する占用に対して、どのような社


会的な要請があるかを明らかにして、河川の規模や状況


等に応じた、治水上問題とならない縦断占用の要件等を


明確化する方向で検討し、結論を得る。 


＜平成 22年度検討開始、平成 23年度中結論＞ 


② また、河川区域内での防護装置についても、二重構造と


同程度の安全性を有する一重構造が実用可能かについて


技術的な調査を実施する。 


＜平成 22年度検討開始、平成 23年度中結論＞ 


 


○道路 


＜農業用道路＞ 


③ 社会インフラの整備に係る地方公共団体及び土地改良区


が所有する農業用道路の占用許可要件等について、農林


水産省は、道路法の取扱い（義務的占用）を参考とし、


占用条件の明確化が可能となる方向で検討し、結論を得


る。その上で、関係地方公共団体等に対して、当該事務


の取扱いを通知する。 


＜平成 23年度中結論・措置＞ 


＜港湾施設としての道路＞ 


④ 社会インフラの整備に係る港湾施設としての道路の占用


許可要件について、国土交通省は、港湾管理者が行って


いる事務についての実態調査を行い、道路法の取扱い（義


務的占用）を参考とし、占用条件の明確化が可能となる


方向で検討し、結論を得る。その上で、関係港湾管理者


に対して、当該事務の取扱いを通知する。 


＜平成 22年度検討開始、平成 23年度中結論・措置＞ 


＜高速道路の占用許可要件＞ 


⑤ 高速道路については、道路法に基づく義務的占用の対象
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であり、許可基準（手続・技術的基準）も一般道路等と


同様の取扱いとなることについて関係道路管理者に対し


て、周知する。＜平成 23年度中措置＞ 


 


○公共用地等 


＜公共用地等における占用許可要件＞ 


⑥ 社会インフラの整備に係る都市公園の占用許可要件等に


ついて、手続の円滑化を図る観点から、公益的事業に係


る施設による都市公園の公益性等を考慮した占用許可の


考え方を公園管理者（地方公共団体）に周知する。 


＜平成 23年度中措置＞ 


所管省庁 ③ 農林水産省 


①、②、④、⑤、⑥ 国土交通省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○河川 


＜河川縦断時の埋設許可要件＞ 


・現行制度においては、河川が軟弱で不安定な状態であると


の認識の下、やむを得ない河川の横断等に当たってのみ、


埋設を認めているところ。建設省河政発第 67 号（平成 11


年８月５日付、建設事務次官通達）では、河川縦断時の埋


設許可要件について、「工作物は、原則として河川の縦断方


向に設けないものであり、かつ、洪水時の流出などにより


河川を損傷させないものであること」、「河川の縦断方向に


上空又は地下に設ける工作物は、設置がやむを得ないもの


で治水上支障のないものを除き設けないものとすること」、


「縦断的に設置しないことを基本とするものとすること。」


と定められており、縦断時の埋設許可が原則禁止であるこ


とが記載されているが、技術的基準などの要件が明確に定


められているとは言い難い。 


・本件は、河川近傍のガス管敷設に伴い、河川の一部を縦断


する必要が生じた場合の技術的基準の明確化を求めるもの


である。 


・したがって、河川近傍のガス供給網の円滑な敷設の観点か


ら、河川縦断時の埋設許可要件について、単に工作物を河


川縦断方向に設けないという規定ではなく、治水上問題と


ならない技術的基準等を明確化すべきである。 


＜河川区域内での防護装置＞ 







51 
 


・河川区域内で圧力管が損傷した場合には、内容物が噴出し、


河川水の汚染や破堤など重大な被害を生じるおそれがある


ことから、河川区域内での防護装置については、「圧力管を


設置するときは、二重構造とするものとすること」と定め


られているところ、二重構造としなければならない技術的


基準などの要件が明確に定められているとは言い難い。 


・したがって、河川近傍のガス供給網の円滑な敷設の観点か


ら、河川区域内での防護装置について、単に圧力管を設置


するときは、二重構造とするものとすることという規定で


はなく、一重構造を可能とする治水上問題とならない技術


的基準等を明確化すべきである。 


○道路 


＜農業用道路・港湾道路の占用許可要件＞ 


（農業用道路） 


・農業用道路（主に、耕運機等の小型車や、トラクター・コ


ンバイン等のように大型でも低速度の農業用機械が通行


できる舗装道路等が対象（地方公共団体及び土地改良区が


所有）となる。いわゆるあぜ道ではない。）に係る占用許


可要件については、土地改良法で規制しているものではな


いところ、農業用道路を所有する地方公共団体及び土地改


良区等が判断する要件が明確化されていない。 


・一方、農業用道路の規制については、その機能や交通管理


施設は道路法等を準用している。 


・したがって、社会インフラの整備に係る農業用道路の占用


許可要件等について、円滑かつ統一的な運営を図る観点か


ら、道路法に準じて（義務的占用）の取扱いが可能となる


ようにすべきである。 


（港湾道路） 


・港湾道路に係る占用許可要件については、港湾法において、


港湾区域（水域）又は港湾隣接地域（陸域）において占用


等をしようとする者は、港湾管理者（地方公共団体等）の


許可を受けなければならない旨を規定しているところ、港


湾道路を管理する港湾管理者が判断する要件が明確化され


ていない。 


一方、港湾道路の規制については、その機能や交通管理施


設は道路法等を準用している。 
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・したがって、社会インフラの整備に係る港湾道路の占用許


可要件等について、円滑かつ統一的な運営を図る観点か


ら、道路法に準じて（義務的占用）の取扱いが可能となる


ようすべきである。 


＜高速道路の占用許可要件＞ 


・高速道路については、道路法に基づく義務的占用の対象で


あるが、許可基準（手続・技術的基準）が明確でない。 


・したがって、高速道路に係る占用許可要件について、円滑


かつ統一的な運営を図る観点から、一般道路等と同様に整


備（一般道の場合、条例等で明記）すべきである。 


○公共用地等 


＜公共用地等における占用許可要件＞ 


・ガスパイプラインについては、都市公園法第７条第３号「水


道管、下水管、ガス管その他これらに類するもの」として


占用物件の対象となるものであり、現行制度において都市


公園の機能を阻害しない範囲で設置が認められているとこ


ろ、都市公園における許可については、個別協議等による


ものとなっている。 


・したがって、社会インフラの整備に係る都市公園の占用許


可要件等について、円滑かつ統一的な運営を図る観点から、


都市公園の機能を阻害しない範囲で、道路と同様に義務占


用の対象とするか、又は公益的事業施設に優先的に占用を


許可すべきである。 
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【グリーンイノベーションＷＧ ㉞】 


 


規制・制度改革事


項 


動脈物流を活用した食品リサイクルの促進 


規制・制度改革の


概要 


・ 食品リサイクル法について、再生利用事業計画（リサイ


クルループ）の活用が促進されるよう検討を行う。 


＜平成 24年度中検討開始、平成 25年度中結論＞ 


所管省庁 農林水産省、環境省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ コンビニエンスストア業態のようなフランチャイズチ


ェーンにおいては、再資源化を行うに当たって、需要予


測の精緻化による食品廃棄物の発生抑制に努めること


はもちろんのこと、各店舗からの排出量が尐量であるこ


となどから効率的な回収を行う際の課題が多く、広域的


な回収によって経済合理性のある仕組みを構築するこ


とが有効である。 


○ 配送センターから各店舗に商品を配送する際に食品循


環資源を同時に回収する「戻り物流」を活用した仕組み


作りの検討が開始されている。戻り物流の活用は、物流


コスト削減のみならず、個々の加盟店が一般廃棄物処理


業者に個別に収集運搬を委託した場合と比較して CO2削


減効果も高く、低炭素社会の構築にも貢献できるが、現


在は廃棄物処理法等の厳格な規制によって、効率的な回


収による再資源化処理が阻害されてしまっている。 


○ 食品リサイクル法においては、肥料化又は飼料化が求め


られるが、賞味期限切れの弁当等の食品廃棄物は塩分含


有量が多く、肥料化に適していない場合もある。また、


飼料化に当たっては、腐敗を防止する必要があることか


ら、都心部から遠方のリサイクル施設まで冷蔵車で運搬


する必要が生じ、多大な費用負担につながる場合もあ


る。 


○ また、食品リサイクル法の特例措置である再生利用事業


計画（リサイクルループ）の認定を受けることによって、


収集運搬に係る業の許可が不要となるが、同時に再資源


化された肥飼料から作られる農畜産物の 50％以上を購


入する義務が生じるため、全国展開を行うコンビニエン


スストア業態のように規模が大きく、商品ライフサイク
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ルの早い業態においては、企業の商品開発要件及び安定


的な引取量が折り合わない。こうした業態の特性によ


り、スーパーなどとの共同申請は容易ではない。 


○ したがって、適正かつ効率的な食品リサイクルを促進す


るためにも、同一チェーン内での収集運搬について、チ


ェーン本部が受渡しに係るトレーサビリティを確保し、


衛生管理等の責任を負うなどの一定の要件を満たす場


合については、本部・加盟店舗・収集運搬事業者を一体


とみなし、一般廃棄物処理業の許可を不要とするべきで


ある。 


○ また、動植物性残さは業種によって産業廃棄物か否かが


規定されており、大量排出する場合であっても一般廃棄


物として処理を行う必要が生じており、食品リサイクル


法の対象事業者が取り扱う動植物性残さは産業廃棄物


として取り扱うべきである。 
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【グリーンイノベーションＷＧ ㉟】 


 


規制・制度改革事


項 


優良事業者による合理的な範囲での再委託の実施 


規制・制度改革の


概要 


・ 排出事業者からあらかじめ、再受託者の氏名等を記載し


た書面による承諾を受けている場合等には再委託をす


ることが可能であるなど、現行制度で可能な再委託の範


囲を明確化し、周知徹底を行う。 


＜平成 23年度中措置＞ 


所管省庁 環境省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 産業界全体としては、再委託（＝アウトソーシング）に


より効率化及び CO2排出量の削減が推進されているにも


かかわらず、廃棄物処理法では不適正処理を防止する観


点から、原則として業務の再委託が禁止されており、静


脈物流の効率化や廃棄物処理の合理化が妨げられてい


る。 


○ また、廃棄物処理業の産業としての発展のためには健全


な優良事業者の育成が重要であり、法を遵守し、効率


的・効果的な処理を促進しようとする優良な事業者の事


業活動が、過度な規制によって阻害されることがあって


はならない。 


○ したがって、不法投棄を防止する必要はあるが、排出事


業者が適正処理の行える優良事業者を選定し、処理の委


託を行っている場合には、柔軟に再委託を行うことを可


能とするべきである。 


○ 適正な処理を行う優良な事業者に再委託を認めること


は、静脈物流の効率化のために有用であり、性状に応じ


た適正処理の促進にもつながる。静脈物流の合理化を図


ることによって、収集運搬コストの低減に加え、排出量


の変動にも柔軟に対応しやすくなる。 


○ なお、排出事業者へ通知をすることによって、排出事業


者の意思を委託先の産業廃棄物処理業者に伝えること


は十分に可能である。 
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【グリーンイノベーションＷＧ ㊱】 


 


規制・制度改革事


項 


積替え保管の許可基準の明確化 


規制・制度改革の


概要 


・ 小型車両から大型車両等へ輸送手段を変更する作業で、


封入する産業廃棄物の種類に応じて当該産業廃棄物が


飛散若しくは流出するおそれのない水密性及び耐久性


等を確保した密閉型のコンテナを用いた輸送、又は産業


廃棄物を当該産業廃棄物が飛散若しくは流出するおそ


れのない容器に密封し、当該容器をコンテナに封入した


まま行う輸送において、当該作業の過程でコンテナが滞


留しない場合について、生活環境保全上支障がない作業


場所の要件設定等の検討を行い、当該場所における輸送


手段の変更作業については、積替え又は保管とみなさな


いことについて検討を行う。 


＜平成 23年度中検討開始、結論を得次第措置＞ 


所管省庁 環境省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 積替え保管については、保管場所について許可が必要で


あるが、運送途中での大型便などへの積替え目的での駐


車についても許可取得を求められる場合があり、円滑な


物流がなされるよう、運用の明確化を図るべきである。 


○ 現行発出されている通知は、産業廃棄物のコンテナ輸送


を行う過程における貨物駅又は港湾において輸送手段


を変更する作業に限定されており、運送途中での大型便


への積替えなど、飛散等の措置がとられている場合にお


ける駐車についても明確化を行うべきである。 


 


 







57 
 


【グリーンイノベーションＷＧ ㊲】 


 


規制・制度改革事


項 


一般廃棄物処理業の許可の更新期間延長 


規制・制度改革の


概要 


・ 一般廃棄物処理業の更新期間の在り方について、市町村


や一般廃棄物処理業者の意見等を踏まえ、必要に応じて


検討を行う。＜平成 23年度開始＞ 


所管省庁 環境省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 産業廃棄物処理業の許可の更新期間は、現在５年であ


り、今後は優良事業者については７年になると予定され


ている。これに比して、一般廃棄物処理業の許可の更新


期間は２年であり、処理業者及び自治体の事務コストの


増加につながっている。 


○ 現状の更新期間は処理計画策定のタイミングとの整合


性もとれておらず、安定した業を営む上で、施設設置や


運搬車両の購入等多大な投資が必要である現状を考慮


すれば、更なる延長を行うべきである。 
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【グリーンイノベーションＷＧ ㊳】 


 


規制・制度改革事


項 


廃棄物処理施設に係る建築基準法第 51条の適用除外 


規制・制度改革の


概要 


・ 焼却や埋立てを伴わないリサイクル施設の活動実態、周


辺環境への影響について調査を行い、その結果を踏ま


え、立地について都市計画が関与する必要がなく、通常


の工場と同等のものであるものについては、工場設置と


同等の規制とする方向で検討し、結論を得た上で速やか


に措置する。＜平成 23年度中検討・結論・措置＞ 


所管省庁 国土交通省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 廃棄物処理施設は都市計画決定又は都市計画審議会を


経て特定行政庁が許可を行う必要があり、焼却や埋立て


を伴わないようなリサイクル施設であっても、建築確認


や都市計画審議会での承認、さらには近隣住民の同意を


要する場合があることから、迅速な施設設置が阻害され


ている。 


○ 工業専用地域において、通常の工場は都市計画審議会の


議は不要である一方、環境負荷の観点では工場と同等で


あるにもかかわらず、リサイクル施設が対象となること


で一般的な製造業者に比べて過大な負担が生じている


ことは不合理である。 


○ 本来、工業専用地域等は、排気や騒音等により市民生活


への影響が懸念される事業場の立地場所であり、そこに


廃棄物処理施設を設置することは当該目的から外れる


ものではないはずである。また、環境保全は廃棄物処理


法等の手続によって担保されており、審議会を経る必要


性は小さいと考えられる。 


○ 大量生産、大量廃棄という従来の状況から、資源循環の


概念の浸透によって経済の構造は変革している。循環型


社会の構築という観点から、リサイクルが既に産業活動


の一環となっている状況及び工業専用地域の特性を踏


まえ、工業専用地域の処理基準を柔軟に見直すべきであ


る。 
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【グリーンイノベーションＷＧ ㊴】 


 


規制・制度改革事


項 


産業廃棄物処理業者の変更届出規制の合理化 


規制・制度改革の


概要 


・ 許可の有効期間が通常よりも長期に認められる優良な


産業廃棄物処理業者について、５％以上株主に係る変更


届出の在り方を見直す。 


＜平成 23年度中検討開始、結論を得次第措置＞ 


所管省庁 環境省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 産業廃棄物処理業者は、役員、政令指定使用人、５％以


上株主等の変更、届出車両の変更があった場合、10日以


内に都道府県知事へ変更届を提出しなければならない


とされている。 


○ 上場をしている会社の場合、株式の譲渡が株式市場にお


いて自由に行われており、株主も日々変動することか


ら、会社として５％以上の株主を毎日特定することは不


可能である。さらに、役員・支店長の数は合計すれば 100


名以上に及ぶ場合もあることから、許可権を有する自治


体へ期限内に届けることは極めて困難である。 


○ 上場企業については、既に上場審査の過程で、反社会的


勢力に関するチェックは徹底されており、悪質事業者は


その時点で排除されているとともに、許可の有効期間が


通常よりも長期に認められる優良な事業者であれば、事


業の適正な実施が期待されているため、要件を柔軟に見


直すべきである。 


○ 添付書類がそろわなくとも 10 日以内の提出を求める自


治体や、書類がそろうまで受け付けない自治体もあるな


ど、個々に指導内容も異なっており、運用の統一化及び


柔軟化を図るべきである。 
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【グリーンイノベーションＷＧ ㊵】 


 


規制・制度改革事


項 


微量ＰＣＢ汚染廃電気機器等の処理促進の在り方等の見直


し 


規制・制度改革の


概要 


・ 廃棄物処理法に基づく無害化処理認定制度の対象に追


加され、絶縁油や焼却炉に投入可能な小型の機器等の処


理が始まった微量ＰＣＢ汚染廃電気機器等の処理につ


いては、確実かつ適正な処理促進の在り方等を検討す


る。＜平成 23年度中検討開始、結論を得次第措置＞ 


所管省庁 環境省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ ＰＣＢ特措法により、ＰＣＢ廃棄物所有者は平成 28 年


７月までに廃棄処理することが義務付けられており、Ｐ


ＣＢ廃棄物を安全に管理し、適正処理を進めていく必要


がある。 


○ しかしながら、低濃度の最低濃度基準は 0.5PPM 以上と


検出値ベースとなっており、先進諸外国基準（米・英・


仏・加・豪：50PPM）から掛け離れている状況にある。


この厳しい基準によって、適正処理を行える事業者や処


理場も限定されており、多くの事業者が保管の継続を余


儀なくされてしまっている。 


○ 保管による紛失のリスクを回避するためにも、尐なくと


も低濃度基準について海外と同程度の水準に設定する


ことによって、安全かつ適正な処理を進めるべきであ


る。 
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【グリーンイノベーションＷＧ ㊶】 


 


規制・制度改革事


項 


自然的原因による汚染土壌の取扱いの見直し 


規制・制度改革の


概要 


① 自然的原因による汚染土壌については、地方公共団体や


事業者等の意見を聞きながら、人為由来の汚染土壌と区


別して負担軽減措置を講じる。＜平成 23年度中措置＞ 


② また、負担軽減措置の内容について、効果検証を行うと


ともに、継続的な見直しを図る。 


＜平成 23年度以降逐次実施＞ 


所管省庁 環境省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 火山国である我が国においては、微量のフッ素・ヒ素等


が自然界に存在することが広く知られている。 


○ 土壌汚染対策法の改正に伴い、自然的原因により有害物


質が含まれる汚染土壌についても汚染土壌として管理


することが求められたが、日本全国において自然的原因


による土壌汚染環境基準超過は広範に認められるもの


であり、これについて土地の所有者の負担で土壌汚染の


防止を行うことは、国民にとって過度な負担となるとと


もに、汚染者負担の原則を超えている。 


○ また、土壌環境基準超過によって指定区域としての指定


がなされることによって、土地の有効利用や国内への投


資を行う際の阻害要因となり、国土の健全な利用が阻害


されてしまうおそれがある。 


○ 自然由来の汚染しか懸念されない土地であって、所有形


態に変更がない場合でも、調査命令が出され、時間とコ


ストをかけて調査を行わなければならないことは、事業


の健全な運営という観点からして過度な規制ともいえ


る。 


○ 自然由来でも人工的であっても、健康被害が発生するお


それがあるのであれば何らかの処理が必要とも考えら


れるが、特に、公定法による溶出量検査における基準値


は、飲料水基準と同程度となっており、海水であっても


基準値を上回ることがあることから、摂取のリスクが尐


ない地域においても一律の基準とするのは不合理であ


り、法の指定基準についての妥当性検証を行うべきであ
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る。 


○ 従来は「自然由来の土壌汚染の可能性がある場合につい


ては、土地の履歴、周辺の同様な事例や地質的状況、海


域との関係等の状況を総合的に勘案して判断する必要


がある」とされていたが、国民に過度な負担を課す可能


性の極めて高い運用変更が法改正ではなく、局長通知に


よって行われていることはその正当性からしても問題


であり、見直しを行うべきである。 


 








※本資料は、平成23年５月１日時点で各府省より報告があったものについて取りまとめたもの。


【仕分けで「廃止」とされたもの】（30項目）


【空港周辺環境対策】事業の廃止
（異なる仕組みで国が手当て）


【空港駐車場事業】事業の廃止（協
会への委託廃止を含む抜本的見直
し、資産の国庫移管）


A-33(1) (1) 監理技術者資格者証の
交付


（財）建設業技術者センター 廃止


　技術者の適正配置や不良不適格業者の排除の観点から、監理技術者のデータベース（約６８
万人分）のあり方も含めた必要な方策について、建設業者や地方公共団体等の発注者の意見も
集約して実務的な検討を行う検討会を設置し、22年12月末に方向性をとりまとめ、公表したとこ
ろ。
　現行の監理技術者資格者証の交付制度は廃止することとし、技術者の適正配置、不良不適格
業者の排除等の観点から、技術者に関するデータベースを整備し、発注者等がこれにアクセス
するしくみを検討することとなり、今後検討を進める。
　上記の検討を踏まえ、改正法案の国会提出に向けて準備。


A-33(2) (2) 監理技術者講習 （財）全国建設研修センター
義務としての監理技術者講習の廃
止


　技術者の資質、技術力の維持向上のための必要な方策について、建設業者や地方公共団体
等の発注者の意見も集約して実務的な検討を行う検討会を設置し、22年12月末に方向性をとり
まとめ、公表したところ。
　現行の監理技術者講習制度は廃止することとし、技術者が継続的に資質・技術力を維持し高
めていくための方策として、業界団体等により設けられている様々な学習、研修等の機会を活用
した継続教育（CPD）等の取組を活用することとなり、今後検討を進める。
　上記の検討を踏まえ、改正法案の国会提出に向けて準備。


A-35
政府開発援助経済協力事
業費補助金（海外技術協
力振興事業費補助金）


（社）海外運輸協力協会 事業の廃止


　平成23年度予算要求において本補助金は要求はしない。
　とりまとめコメント（ＯＤＡにつながる事業の発掘の部分に関する施策の重要性）への対
応については、プロジェクト推進に対する支援対策全体の中で、国による調査等の形で
行うべく、予算要求していく。


事業名 法人名項目番号


A-30 空港駐車場事業による空港
周辺環境対策


「事業仕分け第２弾（後半）」の評価結果を踏まえた見直しの状況について


各府省の見直し内容（平成23年５月１日時点）


（財）空港環境整備協会


評価結果の結論


　　昨年、前原大臣より当該法人の抜本的改革として、「空港環境整備協会については、平成２２
年５月１７日に公表した国土交通省成長戦略報告書を踏まえ、環境対策事業とその原資として
の駐車場事業を協会が行う現行スキームを廃止し、両事業を新たな空港運営主体が決定した段
階で遅滞なく移管。この結果、協会は航空機騒音等の航空環境問題の調査研究を専門的に行う
機関となり、その組織は大幅にダウンサイジングを行うこととなる。」と公表された。
　　当該法人の実施している事業を含めた空港運営のあり方については、「空港運営のあり方に
関する検討会（１２月３日第１回開催）において具体的な検討を行っているところであり、本年夏
を目途に取りまとめる予定。各空港の具体的な新たな空港運営主体についての検討は、検討会
での議論を踏まえ、その後進めていくこととなる。


※「空港関連企業と空港との経営一体化及び民間への経営委託（コンセッション）ないし民営化について
は、平成２２年度から有識者による検討会を立ち上げ、経営一体化等に向けた論点整理、ベストプラク
ティスの早期展開等に関して検討を開始し、おおむね１年程度を目処に結論を得る。」（国土交通省成長
戦略会議報告書（抜粋）※平成22年5月17日公表）
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※本資料は、平成23年５月１日時点で各府省より報告があったものについて取りまとめたもの。


A-37 河川関係の広報資料館（水辺
共生体験館）の管理運営


（財）河川環境管理財団
事業の廃止（管理運営のＮＰＯ等へ
の移行）


　平成２３年度は、管理運営の外部委託を行わない。


A-40 国際協力プラザ事業 （財）国際協力推進協会
事業の廃止
ODA広報の全体的見直し（この夏ま
でに一定の結論）


１．国際協力プラザ事業
　２２年度は、ホームページ及び月刊誌を廃止し、一般競争入札（総合評価落札方式）を導入し
た上で、広報プラザの運営のみをAPICに委託した。２２年度の広報プラザ運営は、２月末をもっ
て終了（同事業の一部機能をJICAに移管すべく、３月に書籍等の整理・移管作業を実施した）。
２．ODA広報全体の見直し
　平成22年６月、「ODAのあり方に関する検討」 終とりまとめを発表し、①国民参加と共感の拡
大、②「見える化」の徹底、③ODAの現場を伝える広報の効率化を柱として、ODA広報の全体的
見直しの結論を出した。


【国際開発指導者育成高等教育事
業】事業の廃止


【研修、調査研究等事業】事業の廃
止


A-43
平成21年度健全な水環境保
全のための魚類繁殖場調査
及び生物多様性保全活動支
援ツールの開発検討業務


（社）日本の水をきれいにす
る会


事業の廃止
　本事業は、平成22年度で事業終了予定であったが、事業仕分けの結果を踏まえ平成22年度よ
り事業廃止。


A-47 登録調査員等講習会委託事
業


（社）全国農林統計協会連
合会


事業の廃止（今後の調査の在り方に
ついて本年度中に検討・結論）


　本事業は廃止。
　今後は、国（地方統計組織）が中心となって講習会を運営する。


A-48 田んぼの生き物調査 （社）農村環境整備センター
事業の廃止（目的・内容・実施主体
を整理した上で実施を検討）


・平成２２年度は中止する。
・平成２３年度予算要求は行わない。
・農業農村整備事業の環境調査で把握された生物情報の分析は、食料・農業・農村基本計画、
生物多様性国家戦略2010、COP10目標日本提案に位置付けられた農業農村分野における生物
多様性の保全にとって、意味のあるものかどうか、環境省等と協議・検討する必要がある。


項目番号 事業名 法人名 評価結果の結論 各府省の見直し内容（平成23年５月１日時点）


A-42 政府開発援助経済開発計画
実施設計等委託費


（財）国際開発高等教育機
構


①国際開発指導者育成高等教育事業（IDS）
IDSプログラムは22年度入学生が卒業する23年度末で廃止。これに替わる事業のあり方を現在
検討中。
②研修事業
・外務省員向け研修については、内製化（外務省による直接実施）を決定。22年度から内製化。
・ＮＧＯ向け研修は23年度より、類似業務を行うＪＩＣＡに移管。
・企業向け研修は廃止。
・国際機関職員内定者向け研修に加え、平成23年度より新たに国際機関就職希望者向け研修
を実施し、同コースを拡充させる（一般競争を実施）。
③調査・研究事業
FASIDへの包括委託を改め、平成22年度より外交上必要な開発テーマを外務省が選定し、一般
競争入札（総合評価落札方式）により委託者を決定。22年度は右方法で8件の調査研究を実施。
23年度は4～5件の調査研究業務を実施予定。
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B-25(1) (1) 省エネルギー関係表彰実
施事業


（財）省エネルギーセンター 事業の廃止


　「省エネ表彰事業（省エネ大賞）」は、国費投入による実施は、平成２２年度から廃止。
　なお、エアコン等の機器・システムに関する表彰については、産業界等の要望を踏まえ、民間
団体が自主事業として実施することを検討中であり、「後援名義の交付」又は「経済産業大臣賞・
資源エネルギー庁長官賞等の交付」の申請があった場合には、審査の上、適正と認められれば
交付を行う予定。


B-25(2) (2) 新エネルギー関係表彰
実施事業


（財）新エネルギー財団 事業の廃止


　「新エネ表彰事業（新エネ大賞）」は、国費投入による実施は、平成２２年度から廃止。
　なお、新エネルギー導入を促進する観点から、新エネルギー導入の優秀事例を広く国民に紹
介する事業については、民間団体等が自主事業として実施することとなった場合には、「後援名
義の交付」及び「経済産業大臣賞・資源エネルギー庁長官賞の交付」を検討する。


B-26 住宅防音事業の地方事務費
（財）防衛施設周辺整備協
会


事業の廃止（現在の地方事務費の
制度を廃止し、迅速かつ簡素な仕組
みにすべき）


　平成２３年度においては、現在の地方事務費に係る経費を計上しないこととし、これにより生じ
る住民の方の負担を軽減するため、関係書類を簡素化するとともに、申請書類の作成補助や関
係者との連絡調整等を行政サービスの一環として行うこととし、国が外部へ委託する経費を計上
している。
　なお、本件地方事務費については、平成23年3月31日に廃止した。


B-29(1) (1) 雑誌広告（女性誌）事
業


（財）日本立地センター 事業の廃止 　平成２２年度から廃止。


B-29(2) (2) 核燃料サイクル施設見
学会事業


（財）日本原子力文化振興
財団


事業の廃止
　平成２２年度までで、本事業は廃止。２２年度に実施の際にも、事業仕分けの指摘を踏まえ、一
般消費者を対象とするのではなく、エネルギーや環境問題に関する理解活動を行う団体など情
報発信が期待できる者を対象とし、波及効果を高める内容で事業を行った。


B-30(1) (1) 体験型移動展示館事業 （財）大阪科学技術センター 事業の廃止
　平成２２年度までで、本事業は廃止。なお、２２年度においては一般競争入札を実施しており事
業者と既に契約済であったため、事業を実施した。


B-31 石油製品市況調査事業及び
石油ガス市況調査事業


（財）日本エネルギー経済研
究所


事業の廃止（行政上必要であれば、
その目的に則して新たな手法を検討
すべき）


○石油製品市況調査事業
　広く消費者や事業者等に情報提供する本事業は一旦廃止した上で、①卸価格と小売価格を全
国規模でモニタリングして流通マージン等を把握することにより、独占禁止法違反行為（カルテ
ル、差別対価、不当廉売）、便乗値上げや下げ渋り等の行為を未然に防止するとともに、②上記
行為が疑われる場合には、地域を限定したよりきめ細かな調査を行うことにより、公取委への情
報提供や石油元売各社等への協力要請を行うなど、機動的かつ適切な政策対応を実施するこ
とが可能な事業に再構築し、平成２３年度から実施している。
○石油ガス市況調査事業
　本事業を廃止し、目的を、家庭用プロパンガス小売価格の監視と消費者への価格情報の提供
に絞った新たな事業として、平成２３年度から実施している。


各府省の見直し内容（平成23年５月１日時点）法人名項目番号 事業名 評価結果の結論
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当WGの結論としては、当該事業に
ついては廃止とする。地方財政の一
層の拡充のために、また宝くじに夢
を持って楽しみに購入される方々の
利益のために、天下りの方々の高額
給与の問題、過度に豪華なオフィ
ス、複雑な交付形態、無駄な宣伝広
報事業、これらの問題が解決される
までは、宝くじの許可権限者である
総務大臣は宝くじの販売を認めるべ
きではないこととする。


＜再仕分けの評価結果＞
【反映状況】
事業仕分け第２弾の評価結果が反
映されていない


【見直しの内容等】
事業仕分け第２弾の評価結果の追
加等（更なる事業の見直しを行う）


B-35
　(1) ～


(3)


(1) 地域づくり助成等支援事
業
(2) 地域活性化情報提供･調
査研究事業
(3) ふるさと情報プラザ運営
事業


（財）地域活性化センター


（当該法人の所管官庁である総務省
において、当WGの以下の結論に
沿って、必要な指導を行っていただ
きたいとの前提で）事業の廃止


○ 役員報酬については、都道府県知事の通常の給料月額の 低水準を参考に早急に引下げ
るよう要請し、当該法人において実施済。
○ 総務省の「宝くじ問題検討会」及び宝くじの発売団体である都道府県・政令市（全国自治宝く
じ事務協議会）の「普及宣伝事業検証ＰＴ」における宝くじの諸課題の検討、発売団体における宝
くじの改革の実施を受け、さらに設立者であり会員でもある地方公共団体等の意見を踏まえ、当
該法人が策定する平成２３年度予算等に反映済。


B-35(4) (4) 地域総合整備資金貸付
（ふるさと融資）


（財）地域総合整備財団


（当該法人の所管官庁である総務省
において、当WGの以下の結論に
沿って、必要な指導を行っていただ
きたいとの前提で）事業の廃止


○役員報酬については、都道府県知事の通常の給料月額の 低水準を参考に早急に引下げる
よう要請し、当該法人において実施済。
○設立者であり利用者でもある地方公共団体の意見を踏まえ対応｡
※なお、地域総合整備財団では、地方公共団体や学識経験者等をメンバーとする検討会を設置
し、ふるさと融資のあり方等について検討を行ったところ(平成２３年３月までに５回開催）。


項目番号 各府省の見直し内容（平成23年５月１日時点）事業名


（財）日本宝くじ協会
（財）自治総合センター
（財）全国市町村振興協会


○ 役員報酬については、都道府県知事の通常の給料月額の 低水準を参考に早急に引下げ
るよう要請し、自治総合センター、全国市町村振興協会において実施済。
○ また、指摘された事務所については、経費の効率化を図るため移転を検討するよう要請し、
自治総合センターにおいて契約期間の切れる平成２４年３月までに事務所を移転する予定。
○　総務省の「宝くじ問題検討会」及び宝くじの発売団体である都道府県・政令市（全国自治宝く
じ事務協議会）の「普及宣伝事業検証ＰＴ」における検討を受け、発売団体において、以下の改
革を実施。
①普及宣伝事業をゼロベースで見直し、「社会貢献広報事業」として再構築
・事業費の大幅削減（21決算267億円→23予算128億円。うち公益法人向け助成は半減（21決算
54億円→23予算27億円））
・各事業の役割分担の明確化と資金の流れの簡素化（発売団体向け助成は全廃、公益法人向
け助成は半減、一般市町村向け助成は総額維持）
・全国自治宝くじ事務協議会のコントロール強化（協議会内に「社会貢献広報監督ＰＴ」を設置し、
事前に基準・方針を策定、事後検証の仕組みを導入）
②収益金の増加（各種見直しにより生み出される財源を地方公共団体の自主財源である収益金
の増加に配分）
③当せん金の拡充（今回の見直しにより捻出される財源の一部を宝くじファンへ還元。中間賞金
の充実など）
④緊急政策課題対応のための新しい宝くじの仕組み（大規模災害をはじめ緊急的な政策課題に
直面する特定の地方公共団体がより機動的に宝くじによる資金調達をできるよう、新たな仕組み
を創設）
⑤発売諸経費の削減（22予算337億円→23予算314億円）
○以上については、発売団体が策定する平成23年度発売計画等に反映済。


B-34
　(1) ～


(4)


(1) 宝くじの普及宣伝の事
業
(2) 普及広報事業
(3) 市町村振興事業に対す
る助成事業
(4) 市町村振興宝くじ販売
促進事業


法人名 評価結果の結論
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※本資料は、平成23年５月１日時点で各府省より報告があったものについて取りまとめたもの。


B-37(1) (1) 補助事業（競輪） （財）JKA
交付の仕組み、審査の仕組みを抜
本的に改める必要があり、現在の仕
組みでの補助は廃止


　評価結果を受け、平成２２年７月に産業構造審議会の下に「ＪＫＡ補助事業及び交付金還付事
業のあり方検討ＷＧ」を設置し、「ＪＫＡ補助事業（競輪）・評価に関する見直しについて」を取りま
とめた。
　この内容を受けて、JKAは、１０月に第３者からなるJKA補助事業審査・評価委員会を開催し、
平成２３年度補助方針を決定。同方針に基づき補助事業の募集を１１月～１２月に行い、審査を
１月～３月に行った。平成２３年４月、審査・評価委員会において採択案件を決定した。
（主な見直し内容）
●補助事業審査の仕組みを抜本的に見直し、審査の透明性を飛躍的に向上させる（中抜き事業
の排除、補助事業審査評価委員会の審査回数を少なくとも３倍増等）。
●補助先が固定化している状況を改善するため、原則として継続事業を排除するとともに、評価
の低い団体に対しては、その後の審査において厳しい査定を実施する（小額研究助成の創設
等）。
●補助先団体の情報公開を徹底し、補助先団体の透明性も飛躍的に向上させる（補助先団団
体について、役員報酬及び退職金規程の公開、補助金の支出明細の公開を交付の条件に）。


B-37(2) (2) 交付金還付事業（競
輪）


（財）JKA 事業の廃止（交付金の引下げによっ
て対応）


　評価結果を受け、平成２２年７月に産業構造審議会の下に「ＪＫＡ補助事業及び交付金還付事
業のあり方検討ＷＧ」を設置。交付金還付事業については、法改正を前提に、交付金還付事業
を廃止し、交付金率を引き下げる方向で検討することとした。
　交付金率をどの程度引き下げるかについては、同年９月に産業構造審議会の下に「競輪事業
のあり方検討小委員会」設置し検討を行っているところ。


B-38 日本語教育機関の審査・証明
事業


（財）日本語教育振興協会
事業の廃止（法的により明確な制度
に改める）


・　事業仕分けの中で、財団法人日本語教育振興協会（以下「日振協」という。）による日本語教
育機関の更新の審査・認定は法務大臣の告示とは関係ない旨周知すべきことを指摘されたとこ
ろ、当該指摘については既に措置済みである。
・　審査料や更新料について、その積算根拠を明らかにして検証し、料金の引下げ等必要な措
置をとるよう、日振協に対し指導した結果、積立金の廃止により審査料等の負担軽減措置が実
施された。
・　本件評価結果のフォローアップについては、日本語教育機関を告示するに当たって、法務省
令に規定する要件を満たす法人による証明を参考とすることができるとしている現行制度に代わ
る新たな制度について関係省庁とともに検討を行っている。
・　なお、制度改正が完了するまでの間も、告示するに当たり、当該法人による証明を参考としな
い措置を講じている。


B-41 指定講習事業
（財）理容師美容師試験研
修センター


廃止（管理理容師・美容師講習の廃
止）


　行政刷新会議の指摘を踏まえ、２２年１０月に検討の場を設置し、理容師・美容師の方や関係
業界の意見の十分な聴取と実態の把握、配置義務要件の在り方や講習事業の存続、講習内容
の精査を中心に議論を行い、行政刷新会議の指摘を踏まえて、全ての理容所・美容所に配置を
行うこと等について結論を得た。


B-42 クリーニング師研修等事業
（財）全国生活衛生営業指
導センター


廃止（国による研修義務付けの見直
し）


行政刷新会議の評価結果を踏まえ、２２年１０月に検討の場を設置し、クリーニング師の方や関
係業界の意見の十分な聴取と実態の把握、配置義務要件の在り方や講習事業の存続、講習内
容の精査を中心に議論を行い、行政刷新会議の指摘を踏まえて、今後２年間で受講率を大幅向
上を図ること等について結論を得た。


項目番号 事業名 法人名 評価結果の結論 各府省の見直し内容（平成23年５月１日時点）
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B-43 生活衛生振興助成費等補助
金


（財）全国生活衛生営業指
導センター


事業の廃止（説明責任を果たしつ
つ、政策目標を達成する上でより効
果的な仕組みにより行うべき）


　「生活衛生関係営業の振興に関する検討会」を開催し、再仕分けの評価結果や指摘、生衛法
の趣旨（経営の健全化、衛生水準の向上、消費者の利益擁護）及び現場のニーズを踏まえ補助
金の在り方を見直し、
　①　有識者による事業の効果検証の実施
　②　全国指導センターを経由した組合等への助成の廃止
　③　国、自治体、団体の機能分担の明確化
　等の見直しを行ったところである。


B-44(1) (1) 交通安全啓もう全国
キャラバン隊派遣事業


（社）全国交通安全母の会
連合会


内容を抜本的に見直すために一旦
廃止し、検討の上で国が責任を持っ
て実施


事業仕分けの評価結果を踏まえ、22年度の事業をもって廃止とする。


B-44(2) (2) 子どもと親、高齢者交
通安全意識啓発事業


（社）全国交通安全母の会
連合会


事業の廃止 事業仕分けの評価結果を踏まえ、22年度の事業をもって廃止とする。


女性と仕事総合支援事業 （財）女性労働協会


直ちに事業の目的・手法を再検討す
るとともに、女性と仕事の未来館の
活用方策について検討する必要が
あり、そのための契機として、廃止


女性と仕事総合支援事業は22年度限りで廃止
評価結果及びとりまとめコメントに則りゼロベースで見直した結果、以下の男女ワークライフ支援
事業として平成23年度概算要求。
・事業目的：男女共同参画社会の実現に向け、女性のみならず男性も事業対象とすることとし、
男女共通の課題である生涯にわたるワークライフバランスの実現を図り、就業意欲を有する男
女誰もが就業できる全員参加型社会を構築するための事業とする。
具体的には、男性の子育てへの関わりを支援（「イクメン」の周知広報など）、厳しい環境にある
非正規労働者や母子家庭の母に対する就労支援等を実施する。
・事業手法：●来館型から発信型へ・・・セミナーの動画配信、学習プログラムのネット配信やメー
ル相談等により、来館できない方々にもご利用いただけるようにする。●全国の地方公共団体や
労働組合、ＮＰＯ等とのネットワークの強化・・・地域の実情に応じた支援事業が活発に運営され
るようノウハウを提供し、事業効果が日本の隅々に至るようにする。
・ 館の活用方策： 事業の実施拠点とするだけでなく、上記目的に資する用途に、広く一般の
方々にもご利用いただけるようにして、効果的な施設の活用を図る。


男女ワークライフ支援事業


＜再仕分けの評価結果＞
（男女ワークライフ支援事業）
国の事業として廃止


（女性と仕事の未来館の活用方策）
閉鎖


「男女ワークライフ支援事業」は廃止。
平成23年度より全国の女性関連施設、地方自治体等における女性の就業促進と健康保持増進
のための支援施策の全国的な充実が図られるよう相談対応、ノウハウ・情報提供、講師派遣等
に特化した「女性就業支援全国展開事業」を実施（一般労働者向け各種セミナーや研修会は実
施しない）。


「女性と仕事の未来館」は平成２２年度限りで閉鎖。2/3程度を他の行政機関に使用させ、残りの
部分を上記の取組に活用。


B-50 国際技能開発計画実施事業 （財）日本ＩＬＯ協会
事業の廃止（ODAによる技術移転に
ついては仕組みの再構築を図るべ
き）


平成22年度末で事業廃止


事業名 法人名 評価結果の結論 各府省の見直し内容（平成23年５月１日時点）
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【仕分けで「実施機関を競争的に決定」とされたもの】（17項目）


（措置済み）
○各都道府県に対し、更新時講習業務の委託及び更新時講習で使用する教本等の購入につい
て、原則として、23年度中に一般競争入札等の競争性の確保された契約方法を導入するよう指
示した。（「事業仕分けの評価結果等を踏まえた更新時講習業務の委託等に関する対応につい
て」（平成22年６月23日付け警察庁丁交企発第87号等））
　その結果、各都道府県における「交通の教則」等の購入に関する23年度中の一般競争入札等
の導入予定状況は、次のとおり。
  　・　一般競争入札　：　４２
  　・　一般競争入札（一部）　：　１(未実施部分についても、平成23年度中に一般競争入札を実
施
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　するが、購入は24年度。)
 　 ・　指名競争入札（一部）　：　１(未実施部分についても、平成23年度中に指名競争入札を実
施
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　するが、購入は24年度。)
　　・　随意契約　：　３（平成23年度中に一般競争入札を実施するが、購入は24年度。）
－とりまとめコメント「実質的な競争を確保」に対応
○事業仕分け議論の中で、講習で使用する教材について特定の教材の名称を挙げている通達
が競争性を阻害しているのではないか、という指摘を受けたことを踏まえ、必要な見直しを行っ
た。（「更新時講習の運用に関する細目について」（平成22年７月15日警察庁丁運発第70号））
－とりまとめコメント「実質的な競争を確保」に対応


○全日本交通安全協会においては、教本の印刷等の業務に関する契約について一般競争入札
を導入し、22年９月に入札公告を実施した。その後、入札説明会を行い、６事業者が仕様書を受
領、うち２者が応札し、12月10日に落札業者と契約した。また、常勤役員（理事長、専務理事、常
務理事）報酬の引き下げを行い、22年11月から適用している。
－とりまとめコメント「コスト削減」に対応
○　全日本交通安全協会において、作成する教本の内容について頁数を削減する方向で見直し
作業を行い、従来のものから８頁（全体の8.2％）削減した教本を作成した。
－全日本交通安全協会における自主的な取組み
○更新時講習で使用する教材の内容や在り方について検討を行い、有識者会議の提言を踏ま
えた見直し案を作成しパブリック・コメントを実施した。同見直し案の内容を反映した通達を23年５
月12日に発出予定。
-とりまとめコメント「免許更新者の負担を下げる努力」に対応
　※　22年11月４日、23年１月21日、３月３日の計３回運転免許制度に関する懇談会（座長：石井
　　威望東京大学名誉教授）を開催した。


（23年度に措置予定）
○　標準手数料額については、23年度中の各都道府県における契約の見直し状況等を踏まえ
て見直しを行い、24年４月から新たな標準手数料額を導入する予定。
－とりまとめコメント「免許更新者の負担を下げる努力」に対応


A-28 航空機安全性向上専門調査
（財）航空輸送技術研究セン
ター


実施機関を競争的に決定（事業規
模は縮減）


・平成２２年度より民間企業の参入を促進するため、競争参加資格要件を緩和し、入札を実施し
た結果、当該法人以外の民間事業者が当該事業を落札。


項目番号 事業名 法人名 評価結果の結論 各府省の見直し内容（平成23年５月１日時点）


A-27 運転免許の更新時講習 （財）全日本交通安全協会
実施機関を競争的に決定（事業規
模は縮減）
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A-29 航空需要予測関連委託業務 （財）運輸政策研究機構
実施機関を競争的に決定（事業規
模は縮減、平成２２年度中に徹底的
に検証）


航空需要予測関連委託業務については、
・過去に行った需要予測値と実績値の乖離分析を行い、その分析結果を平成23年4月末にHP公
表済み。
・上記乖離分析結果を参考に、平成23年度に、現行需要予測モデルの改良を実施中。
・需要予測の実施機関選定に当たっては、現在の評価項目に新たな評価項目を追加し、より競
争的に選定できる方法を平成23年度に試行する。
・こうした取り組みを通じて、事業規模を縮減していく。なお、法人については、これまでに、役員・
職員の削減や役員退職金の半減等、管理費等の削減に積極的に取り組んできており、今後は、
民間と競合する国・独法からの受託調査事業を縮小すべく整理し、シンクタンクとしての自主研
究を一層充実していくこととしている。


A-31 航空身体検査事業 （財）航空医学研究センター


実質的な競争の確保（センターの指
定や総費用総精算方式の在り方に
ついて、できるだけ早く見直しを行
い、結論を得る。また、経費削減を
行う際には、非常勤職員のリストラを
安易に行うのではなく、役員・常勤職
員に係る人件費等の削減に努め
る。）


実質的な競争を確保するため、平成２２年９月末をもって総費用総精算方式について廃止した。


A-32(1) (1) 電子入札システムの運営
管理


（財）日本建設情報総合セン
ター


国の関与を強化した上で、実施機関
を競争的に決定（競争によるコスト
削減を図る）


・平成23年度以降の発注において電子入札コアシステムに係る部分を除き一般競争入札（総合
評価方式）の適用を図る。
・国の関与の強化については、電子入札コアシステムについて、平成22年９月に（財）日本建設
情報総合センターに受発注者等の利用者からなる「電子入札コアシステム利用者会議」を設置、
同年10月、12月に開催し、国ばかりでなく地方公共団体や民間企業も含めた利用者の意見を反
映させた事業改善方針を平成23年1月に策定した。


A-36 河川水辺の国勢調査


（財）リバーフロント整備セン
ター
（財）ダム水源地環境整備セ
ンター


実施機関を競争的に決定（事業規
模の縮減）、環境省での実施も含め
た早急な見直し


・とりまとめ・分析業務において、平成22年度より入札参加資格を拡大し、より一層の競争性確保
を図っている（今後、当該業務について民間事業者にノウハウが普及し、民間事業者と競合する
状況となった場合には当該業務から計画的に撤退するよう当該公益法人に要請）。
・全国の河川・ダムにおける調査方法の見直し等によるコスト縮減策について、平成22年度から
専門家の意見等を踏まえて検討を行い、平成23年度以降、順次取り組みを実施予定。
・環境省との連携方策や調査体制のあり方について検討を行い、平成23年度以降、順次取り組
みを実施予定。
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A-39
　(1) ～


(4)


(1) 道路、河川、ダムにお
ける発注者支援業務


(2) 道路、河川、ダムにお
ける公物管理補助業務


(3) 道路、河川、ダムにお
ける用地補償総合技術業務
(4) 港湾、空港における発


注者支援業務


（社）関東建設弘済会、（社）
東北建設協会、（社）北陸建
設弘済会、（社）中部建設協


会、（社）近畿建設協会、
（社）中国建設弘済会、（社）
四国建設弘済会、（社）九州


建設弘済会
（財）港湾空港建設技術サー


ビスセンター


実施機関を競争的に決定（事業規
模は縮減）、不要資産の国庫移管
（本年度中）、更なる民間参入促進
の方策検討（２３年度の複数年度契


約導入に合わせて）


【建設弘済会・協会８法人】
・民間企業が参入しやすい環境整備について、平成２３年度は「公共サービス改革法」の対象事
業として入札契約を実施している。
・「発注者支援業務等の調達に係る改革の方向について」（平成２２年７月６日公表）に基づい
て、「１．発注者支援業務等からの撤退」及び「２．不要資産の国庫納付」について建設弘済会等
に要請した。
・省内に設置した｢建設弘済会等に係る事業譲渡手法等の課題検討チーム」において、建設弘
済会等が事業譲渡等を行うに当たっての課題等について整理とりまとめ（平成２３年３月１０日）
を行い、これを参考として発注者支援業務等からの計画的撤退等について主体的に取組みを進
めるよう建設弘済会等に要請した。


【(財)港湾空港建設技術サービスセンター】
・引き続き、実施機関を競争的に決定するとともに、平成２３年度から参加要件を更に緩和してい
る。また、平成２４年度は「公共サービス改革法」の対象事業として入札契約を実施することを検
討中。
・発注者支援業務からの撤退及び不要資産の国庫納付について当該法人に要請した。


A-41 (1) 研修監理業務
(2) 専門家等派遣業務


（財）日本国際協力センター
実施機関を競争的に決定（事業規


模は縮減）
年度内に見直しを行うべき


●専門家等派遣業務については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22
年12月閣議決定）に則り、平成23年４月から必要人員をスリム化した上でJICAに直営化すること
によりコストを 小化（措置済み）。
●研修監理業務のうち民間の競争により受注者を決めることが適当な業務（国内移動手配、教
材翻訳）は23年度以降も引き続き民間の中で実施機関を決定し、経費を 小化（措置済み）。
●研修監理業務については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22年12
月閣議決定）に則り、平成24年１月から必要人員をスリム化した上でJICAに直営化することによ
りコストの 小化を図る。
●研修監理業務の一部（研修実施補助業務）については、平成23年度契約の競争入札（総合評
価落札方式）を実施し、平成24年度からの直営化の適否を検証する。
●ＪＩＣＥ（（財）日本国際協力センター）は、一般法人化の方針。
・内部留保については、事務合理化引当資産を含め、引き続き当面の留保が必要な経費を検討
中。ＪＩＣＥは人員整理を含む雇用調整の可能性も高まっているが、機微にわたる問題であり、き
め細かな調整が必要であること、ＪＩＣＡからの受託業務は23年度に1年をかけてJICAに直営化
することとしており、一連のプロセスが終了するまで、雇用調整にかかる資金の見通しが立たな
い。さらに東日本大震災の影響により、ＪＩＣＥ収支への影響が現時点で明確に予測できないた
め、現時点で見積りをたてるのは困難。
・役員へのＪＩＣＡ　ＯＢの紹介は行わないことを決定済み。
・職員の雇用に配慮し、必要な措置をとることを検討中。
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A-44(1) (1) 平成21年度環境カウン
セラー事業運営業務


（財）日本環境協会


実施機関を競争的に決定（事業規
模は縮減）
（将来的に地方／民間への移管を
検討）


　実施機関の決定については現在一般競争入札を実施しており（措置済み）、23年度以降にお
いても引き続き高い質を保ちつつ落札金額を抑えるよう、効果的・効率的な予算執行に努めてい
く。
　事業規模については、更新案内書、研修案内を紙からＷＥＢに変更すること等により、印刷製
本費、発送費、賃金にかかる経費など縮減し、平成23年度予算を縮減した。
　地方自治体との連携については、平成22年度より、地方自治体のホームページと利便性の高
い形でリンクを貼るよう依頼し、地方自治体職員や専門家からカウンセラーの活用実態やニーズ
などについてヒアリングを行うなどの措置を行った。上記ヒアリング結果を踏まえ、平成23年度よ
り、地方自治体環境教育担当者会議などあらゆる場を通じて地方自治体との調整を開始し、地
方のカウンセラー協会とも連携しつつ、遅くとも平成24年度中を目途に、広域的な範囲から様々
な専門性を有するカウンセラーを紹介したり、自治体のニーズに沿った情報提供を行ったりする
など、地方行政や地元企業等によるカウンセラーの活用を促進する。


(2) 全国星空継続観察実施
業務


実施機関を競争的に決定（事業規
模は縮減）


　実施機関の決定については、現在一般競争方式による入札を行っており、23年度以降におい
ても引き続き、競争による効果的・効率的な予算執行に努める。（なお、22年度事業においては、
一般競争の結果、３社による応札があり、民間企業が落札したところ）
　事業規模については、参加者の観察結果の報告方法をインターネットによる報告に変更する
等の見直しを行い、経費を削減し、環境関係普及啓発事業として23年度概算要求において減額
要求した。


環境関係普及啓発事業
(4)良好な生活環境形成・保
全推進費（うち良好な大気生
活環境保全推進費）


＜再仕分けの評価結果＞
国の事業として廃止


事業仕分け第3弾の評価結果を踏まえ、平成23年度より国の事業として廃止する。


○競争性の確保
・指定調査機関の拡大に向けて、２２年９月までに全森林管理局で説明会を開催
・林野庁及び各森林管理局のホームページで、指定調査機関の概要及び申請手続き等をわかり
やすく紹介(２２年度実施）
・２２年９月以降、新たに申請のあった６者を指定し、指定法人数を６者から１２者に増加させたと
ころ（さらに２者で検討中と聞いているところ）
・２３年度以降も引き続き指定調査機関の拡大に向けた取組を継続
・なお、今後、政府系公益法人の抜本改革に向けた取組の一環として行われる権限付与の見直
しにおいて、仮に、政府全体での法改正が行われる場合には、国有財産の売払い関係という特
殊性を踏まえ、国有財産管理部局との協議なども踏まえつつ、一般社団・財団法人要件の拡大
を検討


○コストの縮減
・伐採対象木を全て直径等を計測する毎木調査から、より手間を省いた調査方法として、一部の
調査対象木を調査し森林全体に適用する標準地調査等簡素な方法を積極的に実施し、コストを
縮減
・国有林野事業職員が減少する一方、国有林の人工林資源が充実し収穫量が増加（当初予算
数値：H２２　７５５万m³　→　H２３　８１５万m³）していく中で、収穫調査数量の増加が見込まれ、
現行の手法のまま実施した場合には２４．８億円が必要となるところ、２１．６億円まで縮減


A-45(1)


項目番号 各府省の見直し内容（平成23年５月１日時点）


A-44(2)


事業名


（財）日本環境協会


評価結果の結論法人名


(1) 収穫調査業務
（財）日本森林林業振興会
（社）日本森林技術協会


実施機関を競争的に決定（事業規
模は縮減）
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A-45(2) (2) 素材検知業務 （財）日本森林林業振興会
実施機関を競争的に決定（事業規
模は縮減）


○競争性の確保
・既に、国の入札参加資格を有し必要な技術・経験を持つ者を対象として、民間企業を含めた一
般競争入札を実施しているところであるが、さらに林野庁及び各森林管理局のホームページで、
検知業務や、入札手続き等をわかりやすく紹介（２２年度実施）


○コストの縮減
・未利用材の利用拡大を図る中で、対象となる低質材については、層積検知（集積された丸太一
山の体積を計測）を積極的に採用し、コストを縮減
・国有林の人工林資源が充実し、収穫量が増加（当初予算数値：H２２　７５５万m³　→　H２３　８１
５万m³）していく中で、生産・販売量が増加し検知数量の増加が見込まれ、現行の手法のまま実
施した場合には５．２億円が必要となるところ、４．７億円まで縮減


A-46 国有林林道等交通安全管理
業務


（社）林道安全協会
実施機関を競争的に決定（事業規
模は現状維持）


○競争性の確保
　・競争性の確保を図るため、平成２２年度における発注から、
　　①施設点検業務と安全指導等業務の分割発注
　　②施設点検業務は局管内を複数ブロックに分割
　　③ＨＰ等に業務の詳細な内容を掲載
　　④業務の説明会の開催
　　を実施。
　・この結果、全国で入札参加者が平成２１年度の３者から平成２２年度は
   １７者に増加。
  ・平成２３年度以降も公告期間の延長等、競争参加者の拡大に向けた取組を継続。


○その他
　・より効率的な実施を図るため、年度毎の対象路線が厳選されるよう、対象路線の選定方法を
明確化。


A-50 路面下空洞調査業務 （財）道路保全技術センター


実施機関を競争的に決定（事業規
模は現状維持）（当法人の解散まで
のモニタリング、当法人及び発注者
側の責任の明確化、当法人の解散
までの国による厳格な経費圧縮の
管理、損害賠償請求の確実な実施、
「３年以内の解散」に向けたロード
マップの夏までの作成とその積極的
な情報公開、の全ての確実な履行
及び再発防止）


・平成21年度より総合評価方式の導入や受注者を適確に決定する方式を採用するなど、実施機
関を競争的に決定する方式を採用済


・ずさんな調査に至った経緯等について、法人に対し調査を実施済


・道路管理者としての責務を果たすため、再発防止の徹底及び調査の品質・安全を確保。このた
め、業務の発注における手続きを再調査。技術力の評価など発注上の課題を見直し等を措置済
　　・民間調査会社の実務上の技術力の評価を重視
　　・低入札防止策の導入
　　・透明性向上のため、外部の第三者の参画等の措置を導入


・(財)道路保全技術センターに対し、損害賠償請求(約３．７億円）を実施し、全額納入済


・(財)道路保全技術センターは、平成23年3月末に解散済（清算手続き中）
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B-30(2) (2) きっづ光科学館ふぉと
ん運営業務


（財）大阪科学技術センター
実施機関を競争的に決定（事業規
模は縮減）


　本契約は21年度から複数年契約(3年契約）を締結している。平成24年度契約改定のための実
際の改定作業は平成23年度内（１２月予定）に行われるため、競争的な入札条件の整備をその
時期までに実施する。
　事業の縮小に関しては、平成２３年度より、入館者の実績を勘案し、従来の閉館日（月曜日）に
加えて第1火曜日等も閉館することとし（年間開館日数15日減）、経費の縮減を図った。
　また、一方で展示物・広報活動の充実については、研究と教育が一体化した内容・文理融合の
視点を加えた展示手法を導入するとともに、地域教育委員会の研修、校外学習等への連携機関
としての支援活動をより活発化する。


B-47 労災診療費審査体制等充実
強化対策事業


（財）労災保険情報センター
実施機関を競争的に決定（事業規
模は縮減）


　事業仕分けにおける評価結果及び評価者のコメント（国が実施しなければならないもとの、民
間に委ねられるものと、再度明確にした上で、コスト比較を十分に行うこと　など）、並びに「政府
関連公益法人の徹底的な見直しについて(平成21年12月25日閣議決定)」を踏まえ、コスト比較を
含め検討した結果、委託事業を廃止し、事業規模を縮減の上、国の直接実施に切り替えることと
した。
　当該措置を講ずるに当たっては、国への集約化に不可欠な体制等の整備が平成22年度中に
は困難であることから、平成23年12月末までにすべての移管を完了させることとしている。
　なお、平成23年度予算額においては、委託事業廃止までの経費として約15億5千万円、移管後
の行政経費として約12億3千万円（単年度限りの業務移管経費を除く。）を計上しており、平成22
年度予算額に比して約4億7千万円の減となっている。さらに、労災レセプト電算処理システムに
ついては、平成23年度からシステム開発を行い、平成25年度中の稼働を予定している。


B-49 雇用促進住宅管理運営及び
譲渡・廃止援助業務


（財）雇用振興協会
実施機関を競争的に決定（事業規
模は縮減）


  事業仕分けの結果を踏まえ、平成23年度の雇用促進住宅管理運営業務等の入札においては、
①住宅数の多い都道府県における分割発注に加え、管理人業務と修繕業務等を分離発注
②公告期間の拡大
③入札後の準備・引継ぎ期間の拡大
等の取組を実施した。
  その結果、一般民間企業の参入が平成２２年度の１０県から３２都道府県・地域に増加するなど、
民間参入の促進が図られた。
（参考）
入札単位：４７都道府県（平成22年度）→６２都道府県・地域（平成23年度）
（（財）雇用振興協会への平成23年度の委託費（管理運営費）は、平成２２年度に比べて約６億円減
少した。）


項目番号 事業名 法人名 評価結果の結論 各府省の見直し内容（平成23年５月１日時点）


－ 12  －







※本資料は、平成23年５月１日時点で各府省より報告があったものについて取りまとめたもの。


【仕分けで「事業の実施は各自治体／民間の判断に任せる」とされたもの】（2項目）


B-28 メディアを通じた生涯コンテン
ツ普及事業


（財）民間放送教育協会
民間の実施に委ねることとし、国費
の投入は行わない


　本年度予算において、本事業に係る経費は計上していない。


B-39(1) (1) 新住宅防火対策事業 （財）日本防火協会
自治体／民間が実施
（地方自治体が地域の多様なボラン
ティア等と連携して取り組みを行う）


日本防火協会と協議の上、自治体･民間等の多様な主体における取組強化の方策について、23
年度中の実施に向け検討を進めている。


【仕分けで「実施主体の見直し」とされたもの】（3項目）


A-34 浄化槽設備士資格（試験・講
習）


（財）浄化槽設備士センター
実施主体の見直し（本年度中）（受益
者負担の軽減）


　これから資格を取得しようとする方々に迷惑がかからないよう、新たな実施主体において試験・
講習が適切に実施されることが重要であり、受験者数・受講者数の減少にともない収支上赤字
事業であることも踏まえ、平成23年3月に、(財)浄化槽設備士センターの指定を取消し、(財)日本
環境整備教育センターの指定を行ったところ。


A-38


(1) 効率的な冬期路面管理
手法に関する検討業務
(2) 防雪施設等の整備方法
や既存施設の点検・評価に
関する検討業務


（社）雪センター
国が実施（外部に委託する必要のあ
る場合は実施機関を競争的に決定）
（事業規模は大幅縮減）


1.効率的な業務の実施について
  平成22年度から、以下の取組を行うことにより事業規模を大幅に縮減。
 　① 職員で実施可能な業務は職員で実施し、業務委託範囲を限定
 　② 過去の業務成果をＤＢ等に集約し効率的に活用
 　③ 業務発注する場合は、各地整間の発注内容を重複しないように調整
２．発注業務の競争性の確保について
  対象業務については、平成20年度から競争性のある発注方式（企画競争）で実施していたが、
平成22年度以降は総合評価方式の適用を拡大。


B-27
電気工事士法に基づく講習関
係業務に関する委託業務
（（独）製品評価技術基盤機構
からの委託）


（財）電気工事技術講習セン
ター


見直しを行う（実施主体を見直す）


　本講習業務については、NITEが行う業務としては廃止する方向で、民間に委ねる具体的な方
策について、公益法人の指定に関する過去の閣議決定等との関係を含め、政府全体の方針を
踏まえ、講習が安定的かつ着実に実施されることを前提に、潜在的な実施主体がより参入しや
すい環境を整備する観点から、見直す。
　なお、講習を実施するに当たっては、講師や会場の手配、テキストの作成等を少なくとも半年
から一年前から準備する必要があること、また、必要に応じて関係省令等を改正することから、
実施主体を見直した新しい講習制度の実施時期は、早くとも２４年度からとなる予定。


項目番号


項目番号 事業名 法人名 評価結果の結論 各府省の見直し内容（平成23年５月１日時点）


事業名 法人名 各府省の見直し内容（平成23年５月１日時点）評価結果の結論
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※本資料は、平成23年５月１日時点で各府省より報告があったものについて取りまとめたもの。


【仕分けで「見直しを行う」とされたもの】（10項目）


見直しを行う（過大分の国庫返納）


＜再仕分けの評価結果＞
塩備蓄の必要性、また必要な場合
のその水準について、根拠を明確に
しながら、また透明性を高めた上で、
十分精査し、速やかに過大な資産に
ついて 大限の国庫納付を行うこと


A-32(2)
(2) 工事・業務実績提供シ
ステム（コリンズ・テクリ
ス）からの情報提供


（財）日本建設情報総合セン
ター


国の関与の見直し、料金について年
度内に見直し


・国の関与の見直しについては、平成22年9月に（財）日本建設情報総合センターに受発注者等
からなる「コリンズ・テクリス利用者会議」を設置、同年10月、12月に開催し、その中で国ばかりで
なく地方公共団体や民間企業も含めた利用者の意見を反映させた事業改善方針を平成23年1
月に策定した。
・料金の見直しについては、受注者が支払う登録料を優先的に配慮すること及び利用者会議に
おける意見を踏まえ、平成23年度より登録料金（受注者側）は、中小規模案件について約１０％
引下げ等を実施した。


A-49 都道府県トラック協会からの
出捐金による事業


（社）全日本トラック協会 見直しを行う（透明性の確保）


１．２３年度税制改正要望結果
　平成22年12月16日に閣議決定された平成23年度税制改正大綱において、「軽油引取税の当
分の間税率を当面継続するにあたり、これと一体の措置である営業用トラック、バスに対する運
輸事業振興助成交付金については、これに関する地方交付税措置を含め、継続します。なお、
交付金制度の透明性の向上を図るとともに、交付金基準額の確実な交付を確保するため、法整
備等を受け所要の措置を講じます。」と決定
　なお、地球温暖化対策のための税については、平成23年度税制改正大綱において、「平成２３
年度に「地球温暖化対策のための税」を導入することとします。」と決定し、税制改正要望を行っ
た営業用トラック・バスに係る減免措置は創設されていない。
２．事業の透明性の向上
　２３年度中に、第三者評価機関を設置し、その後順次、以下の事項について取り組むこととして
いる。
　・数値目標を取り入れた中期計画の策定及び年次評価の実施
　・事業内容及び評価結果についての積極的な情報公開
３．所管省庁からの再就職のあり方
　 国の「退職管理基本方針」及び今後策定予定の「別に定める基準」に基づく役員公募制等の
要請に対し適切に対応


項目番号 事業名 法人名 各府省の見直し内容（平成23年５月１日時点）


A-26 生活用塩供給等業務 （財）塩事業センター


評価結果の結論


評価結果を踏まえ、指定事業である塩の備蓄事業を見直し（備蓄量を10万トンから2万トンに
減）、これに伴い23年度に404億円を国庫納付。
なお、本事業について、国の予算措置はない。
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B-35(5) (5) 研修事業 （財）全国市町村研修財団


（当該法人の所管官庁である総務省
において、当WGの以下の結論に
沿って、必要な指導を行っていただ
きたいとの前提で）基金の在り方、施
設の在り方、研修の効率化について
見直しを行う


○事業仕分けで課題とされた研修の効率化等については、設立者である全国市長会や全国町
村会等の意見を踏まえ対応することとしている。
　なお、外部有識者、地方公共団体職員からなる研究会を設け、研修の効率化等について検討
した結果を踏まえ、平成23年度の事業計画・収支予算を策定し、市町村長のヒアリング等ニーズ
の効果的把握のための事業等を盛り込むとともに、企画力の向上に資する研修の強化等を内容
とする研修計画の重点化を行っている。
○研修の未実施期間における施設の有効利用策として、大学等が行う地方自治に資する研修
や講演等については、当財団の施設利用を認めることとし、既に実施している。


B-
36(1)(2)


(1) 海外事務所設置・運営
(2) 外国青年招致事業（Ｊ
ＥＴプログラム）


（財）自治体国際化協会


（当該法人の所管官庁である総務省
において、当WGの以下の結論に
沿って、必要な指導を行っていただ
きたいとの前提で）
国と地方の役割分担の在り方につ
いて整理するとともに、地方の総意
に基づき行っていると言われる事業
については、このような「地方の総
意」の再検討を行う
対象事業の見直しを行う
地方自治体の負担の在り方を見直
す


　対象事業の見直しは、自治体の代表者が参画する事業評価委員会において、事務事業の見
直しを実施し、評価結果を自治体にフィードバックの上、次年度の事業計画及び予算等に関する
意見を求め、予算等に反映している。今後も自治体の意見を踏まえ、必要な見直しを行う。特
に、海外事務所の設置運営については、平成21年度の自治体の代表が参画する海外事務所の
機能･体制のあり方検討会における意見集約に沿い、ロンドン、パリ、シドニーの各事務所の規
模を縮小している。なお、平成23年1月をもってニューヨーク事務所トロント駐在を廃止 した。
　地方自治体に係る負担のあり方の見直しは、外部有識者及び地方自治体の代表等から成る
「基本問題検討会」を設け、協会事業に対する自治体の分担金のあり方について、検討を行い、
①当面、協会運営の基本に係る分担金は、現行どおり応能負担とすることが妥当、今後、特定
の自治体が利用し、便益を専ら受ける事業については、受益者が負担②協会の事業が自治体
のニーズに整合しているかを把握し、利用度の向上に努めるべきなどの整理がなされた。それら
の結果に沿って対応するとともに、引き続き検討を行う。


　(3)公的個人認証サービス事業
　国と地方の役割分担の在り方については、厳格な本人確認を行い適切かつ効率的な認証業
務を担うため、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律において、地方公共団
体の事務として法定されている。
　また、厳格な本人確認を行い、住民が安心・安全に行政手続きをインターネット上で行うための
基盤を提供する公的個人認証サービスは、地域主権の観点からも地方公共団体で担うべき事
務であると考えられる。
　事業の見直し及び自治体の負担の見直しのあり方については、保守・運用業務の見直し等に
よる経費の圧縮等を実施しており、引き続き経費の圧縮に取り組んでまいりたい。


　(4)地域衛星通信ネットワーク事業）
　国と地方の役割分担の在り方については、災害対策基本法において防災対策は地方公共団
体の事務とされており、そのため、地方公共団体が共同で民間の通信衛星を借り上げ、防災情
報及び行政情報の伝送を行う地域衛星通信ネットワーク事業を共同で整備・運営しているもので
あり、地方公共団体が事業内容を検討し実施すべきものである。
　また、自治体の負担の見直しの在り方については、地方公共団体の負担軽減のため、平成19
年度から分担金応益割について1割削減を行っている。さらに、今後とも地方公共団体と十分協
議を重ね、経費の圧縮に取り組んでまいりたい。


法人名


B-
36(3)(4)


(3) 公的個人認証サービス
事業
(4) 地域衛星通信ネット
ワーク事業
（J-ALERTを除く）


（財）自治体衛星通信機構


（当該法人の所管官庁である総務省
において、当WGの以下の結論に
沿って、必要な指導を行っていただ
きたいとの前提で）
国と地方の役割分担の在り方につ
いて整理するとともに、地方の総意
に基づき行っていると言われる事業
については、このような「地方の総
意」の再検討を行う
対象事業の見直しを行う
地方自治体の負担の在り方を見直
す


評価結果の結論 各府省の見直し内容（平成23年５月１日時点）項目番号 事業名
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B-
36(5)(6)


(5) 地域の文化・芸術活動
支援事業
(6) 公共ホール活性化事業


（財）地域創造


（当該法人の所管官庁である総務省
において、当WGの以下の結論に
沿って、必要な指導を行っていただ
きたいとの前提で）
国と地方の役割分担の在り方につ
いて整理するとともに、地方の総意
に基づき行っていると言われる事業
については、このような「地方の総
意」の再検討を行う
対象事業の見直しを行う
地方自治体の負担の在り方を見直
す


○役員報酬については、都道府県知事の通常の給料月額の 低水準を参考に早急に引下げる
よう要請し、当該法人において実施済。
○設立者であり利用者でもある地方公共団体の意見を踏まえ対応。
○総務省の「宝くじ問題検討会」及び宝くじの発売団体である都道府県・政令市（全国自治宝くじ
事務協議会）の「普及宣伝事業検証ＰＴ」における宝くじの諸課題の検討、発売団体における宝く
じの改革の実施を受け、当該法人が策定する平成23年度予算等に反映済。
○また、設立団体である地方公共団体の代表や学識経験者等をメンバーとする検討会を設置
し、平成24年度予算等に反映すべく、対象事業の見直し等の検討を行う予定。


B-
39(2)(3)


(2) 防火防災管理講習事業
(3) 講習事業


（財）日本防火協会
（財）日本消防設備安全セン
ター


講習料等の引き下げなどの見直しを
行う


受講者負担軽減の観点から、講習時間数の縮減や科目免除対象の拡大等を内容とする関係省
令・告示を公布（平成22年12月14日）し、平成23年４月に施行された。これを受けて登録講習機
関では、受講料等の引き下げを平成23年４月から行っている。


B-45 裁判記録等の謄写費用の支
出


（財）司法協会


（当該法人の所管官庁である法務省
において、当WGの以下の結論に
沿って、必要な指導を行っていただ
きたいとの前提で）より低廉な価格
でサービスを提供できるよう見直しを
行う


　謄写料金のうち対面式謄写料金５０円について、平成２２年１２月１日から４５円として実施中。
なお、謄写枚数実績が減少しており、事業収入も減少していることから、当面は謄写料金を４５
円とし、今後、その実績の推移を踏まえ、引き続き料金改定につき検討していく予定である。


B-46
(1) 刑務作業協力事業


(2) 物品取扱事業
（財）矯正協会


現職の刑務官が中心となって会費を
出し合っている公益法人に当該事業
を担わせる仕組みを改める、天下り
を行わない、などの見直しを行う


１　刑務作業協力事業は、補助金を支出（昭和58年から5年間で終了）して始めた国の補助事業
であり、この事業を矯正協会から切り離し、国に戻すとした場合は、毎年、原材料購入資金及び
人件費（現在、矯正協会の職員が携わっている業務を国の職員が実施することになるので、増
員等が必要になる。）の支出が必要になり、財政悪化につながるため矯正協会で継続することと
した。また、物品取扱事業は、事業者を公募し、平成２３年３月４日に、矯正協会に代わる新たな
事業者を選定したところである。


２　前会長は、平成２２年１０月１９日に任期を満了し退任している。後任の会長には、同２３年３
月２５日付けで、学識経験者が就任した。


項目番号 事業名 各府省の見直し内容（平成23年５月１日時点）評価結果の結論法人名
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A-8
(第３弾) 見直しを行う


事業仕分けにおける評価結果を踏まえた見直し内容は以下のとおり。
１　役員報酬の見直し
平成２３年１月１日付けで理事長の報酬月額１０％削減を削減済み。
２　調達の改善
調達の改善等徹底したコスト見直しと調達の透明化を推進するため、平成２３年２月に地方自
治情報センターにおいて調達改善検討委員会を設置し、本人確認情報処理事業を含めた各部
門の調達を点検し必要な見直しを行うとともに、さらにこの適正性を担保するため、平成２３年
５月に外部の有識者等で構成する契約監視委員会を設置し、客観的な立場からの事後点検を
実施。


(1)競馬売上げを原資とした
助成事業（JRA）


１．主催団体への天下り廃止
　平成23年３月１日にJRAの役員改選が行われ、国家公務員OB役員は４名から１名に減少し
た。
２．天下り団体への助成制限
 ・助成先を生産者団体、公益法人等に限定していた省令を改正し、助成先の限定を撤廃した。
 ・従来から行っているJRAのホームページ上での公募に加え、畜産関係学会のホームページ、
新聞紙面等を活用して幅広く公募した。また、公募期間を従来の２週間から１ヶ月に延長した。
３．配分基準・方法の更なる改善
 ・内部留保率が高い（３０％超）公益法人や、「借室料」など事業の実施に直接必要と認められ
ない経費などは助成対象としない旨を公募要領上、明確化した。
 ・審査委員会の開催回数の増加、審査委員の増員など、事業の審査体制を充実した。
 ・高率補助を見直し、補助率については5/10を基本に設定した。


(2)補助事業（（財）JKA） B-37の見直し内容参照


(3)競艇売上げを原資とした
助成事業（（財）日本船舶振
興会）


１．主催団体への天下り廃止
　平成２３年４月１日以降、主催団体の役員に国家公務員出身者はなし。
２．天下り団体への助成制限
　助成先については、引き続き、国家公務員出身者の有無を勘案するのではなく、助成基準に
基づき厳格に審査した上で決定する。
３．配分基準・方法の更なる改善
　助成基準については、インターネット等で広く公表するとともに、助成先については、事業内
容及び実施方法の是非により決定し、事業実施後も監査、事業評価を適切に実施することに
より、引き続き、事業の透明性を確保する。


本人確認情報処理事業（（財）地方自治情報センター）


「事業仕分け第２弾（後半）」においても取り上げた項目については、「事業仕分け第２弾（後半）」の評価結果を踏まえた見直しの状況を参照。


「事業仕分け第３弾（後半）」の評価結果を踏まえた見直しの状況（公益法人分）について


公営ギャンブル関係事業 見直しを行う
A-28


（第3弾）


項目番号 法人名 評価結果の結論 各府省の見直し内容（平成23年５月１日時点）事業名
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２．ライフイノベーションＷＧ 


 


（１）ライフイノベーションＷＧにおける改革に向けた基本的考え方 


 


 


Ⅰ 社会保障改革の必要性・全分野横断的な方向性 


 


○ 現在の社会保障制度の骨格ができてから社会は大きく変化している。今後、


世界に先駆けて超高齢社会を迎えるに当たり、日本モデルとして社会保障


制度を財源面も含めて抜本的に見直す時期に来ている。 


○ 大前提として、消費者・利用者・患者の視点に立った見直しを行うべきで


あり、国民の合意形成が必要である。また、人は、医療・介護・福祉サー


ビスを受けるために生きているのではない。これらは自己実現の手段であ


り、サービスの受け手の社会参画をどう後押しするかという視点を忘れて


はならない。 


○ 特に高齢者の場合、生活環境において医療と介護が密接に関係しているこ


とから、高齢者医療制度と介護保険制度の一元化等も視野に入れ、医療制


度と介護制度を一体的に議論する必要がある。 


○ 医療、介護、保育分野は、他産業への誘発効果も含めて雇用創出効果も高


く、これらを核とした地域の産業活性化やまちづくりという視点も重視す


べきである。 


○ また、アジアの安心先進国としてモデルを示し、アジア地域の安心拡大の


ために貢献していくことも重要である。 


○ 過去にもビジョンやプランは示されているが、実行に移されていない。我々


に残された時間は尐ない。大きな改革の方向を定めたら、細部に拘泥せず


に実行に移すべきである。 
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Ⅱ 医療分野における制度改革の方向性 


 


（基本認識） 


○ これまでの医療制度は、皆保険の下、国民は低い負担で質の高い医療を享


受することができた。これは医療従事者・関係者の使命感と努力の上に成


り立っていた。近年、社会情勢及び疾病構造の変化により医療需要が増大


し、供給が足りず必要な医療が受けられない、あるいは個々の地域の課題


改善が進まないという事態が表面化している。 


○ 医療の産業化という点では他の先進諸国に後れをとっている。医薬品・医


療機器の国際収支は低迷し、先端技術産業も育っていない。既に我が国の


国民が質の高い最先端の医療を受けられない事態も現実のものとなりつつ


ある。我が国が世界をリードし得る可能性を秘めた再生医療分野において


も、臨床応用への取組において諸外国が先行している。 


 


（改革の方向性） 


○ 医療における地域主権の推進等を通じ、医療者の自律と主体的な経営を目


指すとともに、医療資源の一層の適正配置と有効活用を図ることが必要。 


 高度急性期医療等の集約化を進めると同時に、地域の医療資源の機能


分化を進めることで、一般病床の在院日数を更に短期化するとともに、


急性期から亜急性期、回復期、在宅療養・介護を含めた退院後の生活


に至るまで、地域ごとにシームレスな連携体制を構築していくことが


必要。 


 専門医とその一類型としての総合家庭医を制度として確立し、総合家


庭医が地域で一次的な診療と高度医療への振り分けを行う役割を担う


ことで、より効果的な医療提供体制を構築していくことが必要。 


 こうした医療提供体制の再構築の際には、政府が改革の大きな方向性


を定めた上で、地域が、それぞれの地域の実情に即して主体的にビジ


ョンとプランを策定し、問題解決型の医療改革を実行することが重要。 


 人材の不足と偏在を解消するため、研究分野も含めて今後必要となる


医療人材を推計し、養成数の一定の増加を図ると同時に、医師以外の


専門職も互いに協働・連携・自律し、それぞれの職域拡大とチーム医
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療を更に推進していくことが重要。また、中長期的には外国人人材の


活用等も検討することが必要。 


 


○ 開かれた医療を実現し、グローバリゼーションの促進と国民からみて透明


性の高い制度改革を進めることが必要。 


 国民皆保険制度はこれを堅持しつつ、医療においては技術の進歩が国


民医療費の増加要因になるとの特性を踏まえ、超高齢社会を迎えるに


当たり、予防医療も含めて真に国民に必要な医療を整理し、公的保険


の適用範囲を再定義することが必要。 


 診療報酬と費用負担は国民視点での納得感、整合性、わかりやすさと


いった観点で見直し、安心できるセーフティネットを構築するととも


に、医療提供者側の努力が報われる体系にするため、決定と検証のプ


ロセスを抜本的に改革することが必要。 


 ＩＣＴの活用による情報のオープン化、共有化及び技術の臨床応用を


更に進め、医療の質の向上と効率化を推進することが必要。 


 国際医療交流による外国人患者・従事者の受入れや研究レベルでの交


流と国際標準化を進めることにより、我が国の医療の閉塞感を打破し、


医療制度改革を促進する契機とするとともに、世界に貢献できる日本


の医療を実現すべき。 


 セルフメディケーションのさらなる推進及び医療に関する国民への情


報提供の充実により、国民自らが健康管理していくことのコンセンサ


スを形成することも重要。 


 


○ イノベーションにより、周辺産業も含め医療産業を成長させることで、国


際競争力を強化し、質の高い医療を提供できる体制を構築することが必要。 


 我が国は高いハイテク技術や基礎サイエンスの基盤があり、基礎研究


では世界をリードし得る分野もある。これらをいかし、次の 10年で世


界に誇れる日本の医療技術を開発する持続的な体制を築くことが必要。 


 新たな技術への研究開発投資を奨励し、臨床試験環境の抜本的改善を


図るとともに、イノベーションを適切に評価することで、最先端の医


療技術を早期に実用化することが必要。新規技術や製品の審査、評価


に当たっては、安全性・有効性の確認と同時に、臨床応用や事業化を
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いかに迅速かつ円滑に進めるか、という姿勢が重要。 


 医療とその周辺のサービスや商工業との連携を促進することで、新た


な産業の可能性を開き、地域の活性化を図ることが必要。 
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Ⅲ 介護分野における制度改革の方向性 


 


（基本認識） 


○ 介護保険制度導入から 10年が経過したが、特別養護老人ホームへの待機者


が 42 万人とも言われており、超高齢社会を迎えるに当たって、国民の安


全・安心が確保されているとは言い難い。 


○ 全ての人が個々の能力に応じて自立する、ということを念頭においた支援


が実現されておらず、住み慣れた地域において、利用者ニーズに応じた医


療や介護等の一体的なサービス提供が行われていない。 


 


（改革の方向性） 


○ 介護はライフサポートサービスであり、介護保険はその一翼を担っている


にすぎない。今後の成長分野として、生活に密着した産業として発展して


いくことが必要。 


 介護保険外サービスも含めて、産業全体としての質を高める環境整備


が必要。その際、高度な技術やサービスの質の向上が、過度な規制や


担当行政で阻害されないようにすることが必要。 


 高齢者の安全・安心を社会全体で支えるための仕組み作りや、国民の


意識改革も重要。 


 


○ 施設サービスか居宅サービスかという視点ではなく、生活の場としての住


まいと必要なサービスという観点で柔軟に制度を再構築することが必要。 


 必要かつ質の高いサービスを提供するという観点から、例えば複数サ


ービスの組合せ、事業所間連携なども含めて、事業者の創意工夫によ


るイノベーションが可能となるよう柔軟に制度を見直すことが必要。 


 環境変化や制度改正などにより、介護施設の機能の違いが明確になっ


ていない。高齢者専用賃貸住宅も含め、機能に応じた入居系サービス


全体の再整理が必要。 


 認知症等に対する対応が遅れている。必要な施設整備を進めつつ、安


心の機能を地域に展開し、施設機能を在宅へも展開していくことが必


要。 
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○ サービスの受け手も個々の能力に応じて社会に参画するという視点で利用


者本位のサービス提供を推進していくことが必要。 


 医療機関や施設からの退院・退所時にその人が今後どう生きるかとい


うことも考慮して福祉用具のフィッティングを行うなど、自立への継


続的な支援制度を構築することが必要。 


 就業を目指す人の自立に向けて、在宅や施設等における就労やＩＣＴ


の活用など、多様な働き方を支援することが必要。 


 


 


 


Ⅳ 保育分野における制度改革の方向性 


 


（基本認識） 


○ 尐子化の進行により労働人口の急減と成長力の低下が懸念されている。尐


子化に歯止めをかけ、仕事と子育てを両立しやすい環境を実現するには、


待機児童問題を始め多様化する保育ニーズへの対応が遅れている。 


○ 核家族化や地域のつながりが希薄化し、子どもたちの成長を支える機能が


低下している。 


 


（改革の方向性） 


○ 将来を担うすべての子どもたちの成長を支える子育て支援を充実させるた


めに、保育分野の制度改革については、「子ども・子育て新システム」構想


として中長期的な方向性が打ち出されているところであるが、利用者ニー


ズに即した子育てサービスを実現するために、多様な事業体の参入を促進


するとともに、より柔軟な事業運営及びイコールフッティングを図る観点


から、新システム導入を待たずに実現可能な改革を前倒しで実行すること


が必要。 
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（２）各府省庁が取り組む規制・制度改革事項 


 


【ライフイノベーションＷＧ ①】 


 


規制・制度改革事


項 


地域医療計画における基準病床等の見直し 


規制・制度改革の


概要 


① 我が国の病床数や医師数の状況を踏まえ、二次医療圏内


の市町村長の同意の下、病床数の削減が達成できた場合


には、病床数過剰な他の二次医療圏での増床も認めるこ


とも含め、地域医療計画について、地域の実情に応じて


都道府県の主体的判断が発揮できるよう、制度の弾力的


な運用を検討する。＜平成 23年度検討＞ 


② 医療法人等が病院又は診療所を別の医療法人等に事業譲


渡する際に、事業譲渡前と病床種別ごとの病床数の増加


がない場合は勧告の対象外であること等勧告の対象外と


なる事例を改めて周知する。＜平成 23年度措置＞ 


所管省庁 厚生労働省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


（地域主権の医療への転換） 


○ 医療資源を適正に配置し効果的に活用していくために


は、地域において高度急性期医療等の集約化や医療資源


の機能分化を進め、地域ごとにシームレスな連携体制を


構築していくことが必要である。 


○ こうした医療提供体制の再構築の際には、それぞれの地


域の実情に即した改革が必要であり、「地域主権」の医


療を実現することが重要である。 


○ その際、最も有効なツールは地域医療計画であるが、国


が細部にまで助言・指導するために、地域の特性がいか


された地域医療計画の策定の妨げになっているとの指


摘もあり、平成 20年５月 28 日の地方分権改革推進委員


会による第１次勧告においても、基準病床の算定方法の


見直し及び厚生労働大臣の同意の廃止について検討す


る旨勧告があったところである。 


○ また、地域の医療機関に対する指導・監督に係る権限に


ついても、都道府県に移管することが地域医療計画実施


への実効性を高めることになる。 


（病床規制の見直し） 
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○ 我が国が諸外国と比較して人口当たりの病床が多いこ


とは事実であり、今後、地域において高度急性期医療等


の集約化や医療資源の機能分化を進めることで、一般病


床を削減していく必要性は理解できる。 


○ しかし、我が国の医療制度において、医療機関を選択す


るのは受診者自身であり、住民に選ばれる医療機関の開


設や増床が柔軟にできるようにする必要がある。 


○ 尐なくとも休眠病床が既得権化され、患者に選ばれない


医療機関をいたずらに延命化させるようなことは患者


視点に立てば弊害でしかない。 


○ 病床規制の緩和・撤廃が他の地域の医師不足を促す懸念


も指摘されるが、医師の偏在には別の策を講じるべきで


あり、尐なくとも病床規制の目的は医師の地域偏在対策


ではない。 


○ 本来の目的に立ち返り、地域で真に必要な医療資源を確


保するとともに、患者視点での地域医療の再構築と質の


向上という視点で病床規制を見直すべきである。 
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【ライフイノベーションＷＧ ②】 


 


規制・制度改革事


項 


医療法人の再生支援・合併における諸規制の見直し 


規制・制度改革の


概要 


・ 国民皆保険制度を守ることを前提として、以下を行う。 


① 医療法人と他の法人の役職員を兼務して問題ないと


考えられる範囲の明確化を図る。 


＜平成 23年度措置＞ 


② 医療法人が他の医療法人に融資又は与信を行うこと


を認めることの必要性について検討する。 


＜平成 23年度検討、結論＞ 


③ 法人種別の異なる場合も含めた医療法人の合併に関


するルールの明確化や、医療法人が合併する場合の手


続の迅速化について検討する。 


＜平成 23年度検討、結論＞ 


所管省庁 厚生労働省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 現在、窮境に陥っている地域の医療法人は極めて多く、


経営ノウハウは不足しており、またスポンサー候補は限


られている。 


○ そこで、一定の要件を満たした再生事例であり、かつ非


営利性維持を妨げない範囲において、営利法人の役職員


が医療法人の役員として参画することや、譲受法人への


剰余金配当等を認めるべきである。 


○ 一定の事例の要件としては、例えば、事業再生ＡＤＲ手


続や民事再生などの法的手続を経る場合などが考えられ


る。 


○ また、医療法人が他の医療法人に融資又は与信すること


は認められていない。しかし、医療機関に対する融資や


与信は一般事業会社には認められているところであり、


地域における医療機関同士の連携の促進や救済のために


も、これを認めるべきである。 


○ さらに、医療法人の合併においては、都道府県知事の認


可条件として医療審議会で意見を聴取する必要がある


が、年２回の開催であるため時間を要し、機動的な意思


決定の阻害要因となっている。本来、合併が認められな


いケースは極めて限定的であるべきであり、医療機関の
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集約化、機能分化を円滑に進めるためにも、合併に係る


明確なルールと手続の早期化が必要である。 


○ なお、地域医療計画を考える上では、経営母体を超えた


合併・統合を円滑に実施する必要がある。 


 


 


【ライフイノベーションＷＧ ③】 


 


規制・制度改革事


項 


医師不足解消のための教育規制改革 


 


規制・制度改革の


概要 


・ 基礎医学研究者を含む医師不足や養成数の地域偏在と


いった現状認識を踏まえ、医学部やメディカルスクール


の新設も含め検討し、中長期的な医師養成の計画を策定


する。＜平成 23年度措置＞ 


所管省庁 文部科学省、厚生労働省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 医師不足に関しては、臨床医のみならず基礎医学研究者


も含めた医師の絶対数が不足している点や、人口当た


り・面積当たりの医師数に地域偏在が生じている点を踏


まえ、中長期的な観点から医師養成数の増加を図る必要


がある。 


○ 既存の医学部の定員増を既に実施しているところであ


り、数の不足はそれで十分に補えるとする意見もあるが、


基礎医学・先端医学の研究者や地域医療の活性化に貢献


するような医師を育てる特色ある医学部を新設する意義


は大きい。 


○ イノベーションを推進していく観点からも基礎医学研究


者の数を増やす必要がある。そのためには、既存の国立


先端科学技術大学院大学のような先端医療技術大学院大


学的な発想で新設するのも一案である。 


○ 大学の医学部以外の卒業生や社会人を対象にしたメディ


カルスクールの新設も検討に値する。 


○ 定員増により単に人数の不足を補うだけでなく、医学部


やメディカルスクールの新設も含め、将来を見据えた中


長期的な医師養成数増加の在り方についてについて検討


すべきである。 
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【ライフイノベーションＷＧ ④】 


 


規制・制度改革事


項 


救急救命士のニーズの把握 


規制・制度改革の


概要 


・ 救急救命士の就職先に関する情報を養成所から志願者


に周知するよう指導するとともに、医療機関において救


急救命士の採用希望の有無を調査する。 


＜平成 24年度措置＞ 


所管省庁 厚生労働省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 救急救命士の業務場所は救急用自動車等内に限定され


ているので、実際に消防機関で働けなければ仕事はな


い。全国に約１万人の救急救命士が国家資格を活かせ


ず、全く別の仕事をしているというまさにもったいない


現状がある。 


○ 最近では、所定の講習・実習を受けることで気管挿管を


行うことが認められた救急救命士も増えてきている。救


急専門医や専任看護師の慢性的な不足の中で、彼らは地


域救急医療の一翼を担う貴重な人材であり、その業務の


場の拡大について検討すべきである。 


○ 救急医療の現場における深刻な医師不足により、救急隊


による搬送患者を受け入れても即時の処置が困難な例


も指摘されている。チーム医療推進の観点からも、患者


搬送先医療機関内における救急救命士の業務を認める


べきである。 


○ 救急医療機関内では、救急用自動車等内よりもメディカ


ルコントロールが確保されやすいと考えられる。現場で


問題なく行われている救急行為が病院内でできないの


はナンセンスである。 
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【ライフイノベーションＷＧ ⑤】 


 


規制・制度改革事


項 


医療行為の無過失補償制度の導入 


規制・制度改革の


概要 


① 誰にでも起こりうる医療行為による有害事象に対する


補償を医療の受益者である社会全体が薄く広く負担を


するため、保険診療全般を対象とする無過失補償制度の


課題等を整理し、検討を開始する。 


＜平成 23年度検討開始＞ 


② また、同制度により補償を受けた際の免責制度の課題等


を整理し、検討を開始する。＜平成 23年度検討開始＞ 


所管省庁 厚生労働省、法務省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 医療行為による有害事象は、過失がなくとも、誰にでも


起きうるものであり、最も優先すべきは被害者の救済で


ある。しかしながら現状では、裁判を起こす機会に恵ま


れない場合や、裁判により医療者に過失が認められない


場合には、有害事象の被害者は救済されない。 


○ 米国では、ワクチンによる有害事象に関して、科学的・


医学的に因果関係を専門家が審査する制度と、無過失補


償と免責制度を導入した。従来どおり、訴訟を起こすこ


とも可能だが、十分な補償が受けられるため、訴訟件数


は減尐し、ほとんどの人が無過失補償を選択している。


その後、米国製薬会社はワクチン開発を積極的に行い、


ヒブワクチンや肺炎球菌ワクチン、子宮頸がん予防ワク


チンなどを次々に発売し、疾病予防という点で、大きな


恩恵が得られたという実例がある。 


○ こうした無過失補償の導入により、医療行為による有害


事象が起きた場合に、裁判を起こさずとも、迅速に十分


な救済が受けられるようになる。また、従来どおり、訴


訟を起こすことも可能であり、国民にとっては選択肢が


増えることになる。 


○ また、無過失補償制度により補償を受けた場合に、損害


賠償請求の訴訟権を制限する免責制度により、医療者は


リスクの高い医療を安心して行うことができるように


なる。製薬企業も訴訟リスクが回避されれば、積極的な


薬剤開発が可能となり、国民は、その恩恵に浴すること
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ができるようになる。 


○ さらに、訴訟リスクの高い診療科は倦厭される傾向にあ


るが、こうした制度の導入で診療科の偏在解消にも一定


の効果が期待できる。 
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【ライフイノベーションＷＧ ⑥】 


 


規制・制度改革事


項 


高額療養費制度の見直し 


規制・制度改革の


概要 


① かかった疾病の種類にかかわらず、長期にわたる慢性期


の療養の際の負担をより軽減できる制度となるよう、高


額療養費制度における外来診療の現物給付化を行う。 


＜平成 24年度措置＞ 


② 更なる負担軽減策については、社会保障・税一体改革成


案（平成 23 年６月 30 日政府・与党社会保障改革検討本


部決定）を踏まえ、検討する。＜平成 23年度検討＞ 


所管省庁 厚生労働省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 高額療養費制度は、外科手術や事故のような短期間の入院


を念頭において設計されており、長期の治療にはなお重い


負担がかかる。一部のがんや難病では特効薬が開発され、


治療を続けている限り、普通の生活（就学、就労含め）が


維持されるが、一生ローンを背負っているようなものであ


る。 


○ 例えば、慢性骨髄性白血病（ＣＭＬ）の特効薬イマチニブ


の毎月の薬代は約 33万円、自己負担は約 10万円になり、


遺伝子検査代３万円は保険適応外である。ＣＭＬ患者の平


成 20年の世帯平均所得は 389万円、医療費は年 122万円に


上り、平成 12年と比べ所得は約 140万円減尐したが、医療


費負担は不変である。 


○ 特定の疾患には、高額療養費特定疾病制度（透析、一部の


ＨＩＶ、血友病の３種のみ）・特定疾患治療研究事業・肝炎


治療特別促進事業・身体障害者認定などによる医療費助成


が整備されており、かかった疾病により負担が大きく異な


る状況となっている。 


○ また、月単位の高額療養費制度と別に、年単位の高額医療・


高額介護合算療養費制度が制定されたが、医療と介護両方


の給付を受けている人のみが対象である。 


○ そこで、高額療養費制度を見直し、例えば、療養が一定期


間を超えて長期にわたる場合に自己負担額を月１～２万円


とするなど、かかった疾病の種類にかかわらず、長期にわ


たる慢性期の療養の際の負担をより軽減できる制度となる
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よう診療報酬の組み換えを行うべきである。 


 


 


【ライフイノベーションＷＧ ⑦】 


 


規制・制度改革事


項 


希尐疾病用医療機器の市場導入促進に向けた制度の整備 


規制・制度改革の


概要 


・ 希尐疾病用医療機器については、患者のベネフィットと


リスクのバランスを勘案し、申請から承認までの期間の


うち行政側として審査に要する期間を１年以内とすべ


く、国内外の安全性データと有効性データ（非臨床、臨


床、文献）を基に承認審査を行うことについて検討する。


＜平成 23年度検討、平成 24年度措置＞ 


所管省庁 厚生労働省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 難病等を対象とする医療機器については、医療上の必要


性が高いにもかかわらず、対象となる患者数が尐なく、


治験だけでは統計的な処理ができるほどの治験データが


集まらず、若しくは集めるために非常に長く時間がかか


り、承認取得までに非常に長い期間を要する。 


○ 医療機器は医薬品と異なり、一般に人種差による効能や


効果の差はない。しかし、国内医療ニーズに基づいて導


入促進が図られている製品においても、海外での使用実


績があるにもかかわらず国内治験が要求される場合があ


り、人道上そして医療上で極めて必要性の高い希尐疾病


用医療機器の開発・導入が促進されない状況にある。 


○ こうした現状が、企業の導入意欲をそぐ結果となってい


る。企業の社会的責任にのみ頼るのではなく、開発意欲


の湧く制度の見直しが必要である。 
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【ライフイノベーションＷＧ ⑧】 


 


規制・制度改革事


項 


医療機器の改良改善に係る一部変更承認申請不要範囲の拡


大 


規制・制度改革の


概要 


・ 医療機器における改良改善については、承認書の記載が


求められる事項について、一部変更承認を不要とし、軽


微変更届の提出にて手続が完結する、若しくは届出が不


要となる範囲の更なる明確化を検討することにより、実


質的な範囲の拡大を図る。あわせて、軽微変更届による


変更の適正な実行を担保するとともに、類似品目で共通


の変更がある場合の合理的な運用について検討する。 


＜平成 23年度検討、結論＞ 


所管省庁 厚生労働省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 米国においては、当局に申請され、確認された事項の変


更を伴う改良改善の場合でも、安全性・有効性に与える


新たな影響がないと製造業者の品質管理システムにより


確認した場合には、特段の行政手続なしで変更が認めら


れている(510kの場合)。 


○ 一方、我が国では安全性・有効性に影響を与えるおそれ


がある場合は一部変更承認申請が必要なため、一つの変


更が複数品目にわたる場合も、品目ごとに承認申請書の


一部変更手続が必要となっている。 


○ 米国では、複数の変更事項をまとめて変更手続が可能で


あり、新たな影響・リスクでなければ審査は不要として


いるため、我が国より申請者と審査側の業務量負担が尐


ない制度設計であり、より迅速に上市が可能な制度とな


っている。 


○ 機器の安定供給のためにも、改良改善の際に一部変更承


認を要する範囲を縮小すべきである。 
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【ライフイノベーションＷＧ ⑨】 


 


規制・制度改革事


項 


医療機器における品目ごとのＱＭＳ調査制度の見直し 


規制・制度改革の


概要 


・ 企業側及び調査側双方の負担を軽減するため、医療機器


における品目ごとのＱＭＳ調査の中で、調査手法や提出


資料の見直し及び、ＰＭＤＡ、都道府県、登録認証機関


といった複数の調査機関の調査結果の相互活用など調査


の改善を図る。＜平成 23年度措置＞ 


所管省庁 厚生労働省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 平成 17年４月施行の薬事法改正に伴い、ＱＭＳ（Quality 


Management System、品質マネジメントシステム）が取り


入れられたが、これにより、旧法（許可要件 GMP）では、


製造所の業許可の要件が品目ごとの承認・認証に変更さ


れた。 


○ 欧米では、ＱＭＳは製造所ごとに調査されている。我が


国の制度では、企業側、行政側共に重複した業務が発生


し、双方の負担となっている。 


○ そこで、品目ごとのＱＭＳ調査から製造所単位若しくは


一般名称単位の審査とするよう見直すとともに、他の調


査権者の調査結果を受け入れるよう改善すべきである。


また、最終的には調査権限の一元化を図るべきである。 


○ これらにより、ＰＭＤＡの審査負担が減り、審査の迅速


化が図られるとともに、企業側の負担も減り、より改善・


改良・研究開発に経営資源を割り当てることができるよ


うになる。 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







18 
 


【ライフイノベーションＷＧ ⑩】 


 


規制・制度改革事


項 


医薬品・医療機器におけるイノベーションの適切な評価の実


施 


規制・制度改革の


概要 


・ 診療報酬点数や保険医療材料の償還価格については、平


成 24 年度の診療報酬改定においても、関係学会の要望


や、業界との対話、価格調査等を踏まえ、引き続き細分


化や機能区分の適正化について検討を行う。 


＜平成 23年度検討、結論＞ 


所管省庁 厚生労働省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 医薬品のうち、検査試薬や検査システムについては、製


品性能（感度、特異性等）において最適の検査薬の選択、


使用がなされるべきである。 


○ 現在承認されている検査試薬・システムは、製品基本性


能や新・旧世代（臨床有用性及び製品先端技術レベルの


点)で大きく差異があるものが混在しており、中には、価


格（保険点数）に差がないものもある（例：甲状腺刺激


ホルモン、アルブミン、Ｃ反応性蛋白等）。 


○ 同じ実施料であれば、本来は試薬性能に優劣があっては


ならないため、基本性能に応じた価格設定をすべきであ


る。また、新しい技術と比較して感度が著しく劣る試薬・


システムは保険収載から外すことも検討すべきである。 


○ 医療機器は、機能区分ごとに価格が設定されているため、


改良改善がなされた医療機器であっても、現行の製品と


同じ機能であると判断された場合、改良改善前の製品と


同一の区分、同一の価格となる。 


○ さらに、平成 14年４月に導入された「再算定制度」は、


既に５回適用され、当初内外価格差の代表的な例として


挙げられていた製品の価格も大幅に下がった。すなわち


この制度は 1990 年代に指摘されていた内外価格差の縮


小という所期の目的を果たしたと考えられる。また新規


医療機器の償還価格算定に当たり、外国平均価格が償還


価格の上限決定に反映されており、1990年代のような価


格差が今後発生することはない。 


○ 「機能区分制度」との組合せにより、医療機器企業は、


２年に一度の診療報酬改定による自社製品の償還価格低
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下率を全く予測不可能となっている。 


○ これらの結果、医療機器企業においては、改善・改良、


新製品開発及び製品導入の意欲が減退し、海外への研究


開発シフト、製品上市におけるジャパンバッシング、日


本未導入の製品の増加、及び日本からの製品撤退、その


結果の一つとして医療機器の安定供給問題が生じる原因


となっている。 


○ したがって、従来品より優れた効果をもたらす医療機器


については、機能区分価格によらない価格を設定できる


制度を導入するとともに、内外価格差の「再算定制度」


は廃止すべきである。 
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【ライフイノベーションＷＧ ⑪】 


 


規制・制度改革事


項 


一般用医薬品のインターネット等販売規制の見直し 


 


規制・制度改革の


概要 


① 安全性を確保する具体的な要件の設定を前提に、第三類


医薬品以外の薬局・薬店による郵便等販売、及びその他


の工夫も含め、当面の合理的な規制の在り方について検


討し、可能な限り、早期に結論を得る。 


＜平成 23年度検討開始＞ 


② なお、医薬品の販売・流通規制の在り方については、今


後の環境変化に対応し、断続的に検討・見直しを行う。


＜逐次実施＞ 


③ 第一類から第三類のリスク区分についても、不断の見直


しを行う。＜逐次実施＞ 


④ 一般用医薬品を安全・安心・円滑に供給する観点から、


薬剤師等の合理的かつ適切な対面販売の実施状況、円滑


供給への寄与度等について検証する。 


＜平成 23年度検討開始＞ 


⑤ 経過措置期間中の副作用発生状況等を検証し、上記②の


断続的な検討・見直しの内容に反映する。 


＜平成 23年度以降検討開始＞ 


所管省庁 厚生労働省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 薬事法施行規則の施行により、これまで何ら問題となっ


ていない販売形態が規制され、消費者の利便性の毀損、


事業者間の公平性の阻害（地方の中小薬局等のビジネス


チャンスの制限）が発生している。 


○ 一方で、「一般用医薬品販売制度定着状況調査」によれば、


店舗で第一類医薬品を購入する際に文書を用いて詳細な


説明があったのは 50.5％に過ぎず、19.8％は何ら説明が


なかったなど、制度は定着していない状況が明らかにな


った。 


○ いかなる調査においても店舗による販売にインターネッ


ト、電話等の販売が劣後するというデータはなく、郵便


等販売においても安全性の確保を前提としたＩＴ時代に


相応しいルール作りは可能である。 
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○ 専門家により医薬品販売が適正に行われている薬局・薬


店においては郵便等販売規制を撤廃すべきであり、尐な


くとも経過措置の切れる平成 23 年５月末までに対応が


必要なことから、ルール化を急ぐべきである。 


○ また、店舗での販売においては、薬剤師または登録販売


者など有資格者の常駐を義務付けている。しかしこれら


の有資格者を常駐させることは人件費コストを過大とす


るため、事実上医薬品の販売は、従来の業者に限られ、


消費者の購買の機会を妨げている。 


○ 昭和 35年の薬事法施行当時は「薬剤師が購入者に医薬品


を手渡すこと」を想定しており、現在の情報機器などの


進化は想像すらされてなかった。医薬品の専門家である


薬剤師と双方向通信可能なテレビ電話・ファックス・デ


ジタルコードなどを用いて意思疎通する販売体制を確立


することを条件に常駐義務を撤廃することで、安全に一


般用医薬品を販売することが可能になる。 
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【ライフイノベーションＷＧ ⑫】 


 


規制・制度改革事


項 


施設・入所系サービスの再編 


規制・制度改革の


概要 


① 介護保険施設等の施設・入居系サービスと居宅系サービ


スの在り方について、介護保険施設等の機能の現状と、


「ケア付き住宅」の最近の動向を踏まえ、諸外国の例も


含めて調査研究する。＜平成 23年度中検討開始＞ 


② 高齢者専用住宅等については、保証されるサービスが不


明確になっているので、「ケア付き住宅」を、常時ケアが


提供される体制のもの、あるいは、24時間常駐・見守り


のある体制のものと、そうでないものについて整理する。


＜平成 23年度中措置＞ 


所管省庁 厚生労働省、国土交通省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ リハビリに対する考え方の変化やサービスの多様化と


いった環境変化、介護保険施設におけるホテルコストの


徴収などの制度改正により、特に入所・居住系サービス


における制度が複雑化し、利用者の適切な選択が困難と


なっている。 


○ 介護老人福祉施設や介護老人保健施設については、制度


の趣旨と異なる機能の施設が増加しており、一部で区分


が不明確になっている。 


○ 介護老人保健施設について、制度創設時（昭和 60 年）


は退院後のリハビリ開始が一般的であったが、現在は超


早期の段階からリハビリを開始するという考え方に進


化してきており、中間施設・リハビリ施設としての性格


が曖昧になってきている。 


○ 高齢者専用住宅等については、保証されるサービスが不


明確になっており、常時ケアを提供するもの、24時間常


駐し見守りを行うもの、そうでないものといったよう


に、サービスの提供体制に応じて整理することが必要で


ある。 


○ したがって、集中的・特別なケアを実施する機能（短期


的リハビリ（認知症リハビリを含む）、虐待、拒否等の


利用者への対応、定型的医療的ケア等）を再編・区分す


ることにより、施設・入居系サービスを、「ケア付き住
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宅」として、統一すべきである。 


 


 


【ライフイノベーションＷＧ ⑬】 


 


規制・制度改革事


項 


居宅サービス事業所における統合サービスの運営 


規制・制度改革の


概要 


① 居宅サービス事業所を統合運営できるように人員基準を


緩和し、基幹の施設サービスや居宅介護サービスに附帯


して、単体では人員基準を満たさない場合でも、介護保


険サービスとして提供可能とすることについて検討し、


結論を得る。＜平成 23年度中検討・結論＞ 


② 小規模多機能型居宅介護の地域密着型４施設併設で認め


られている職員の行き来（兼務）や、施設・設備の兼用


などを、適正な範囲でその他のサービスに拡大すること


について検討し、結論を得る。 


＜平成 23年度中検討・結論＞ 


所管省庁 厚生労働省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 現在はサービスごとに人員基準が規定されているため、


同一事業者の併設・別棟サービスであっても、柔軟な人


員配置が行えないことに加えて、急な離職や専門職種の


不足等によって人員確保が困難な場合に、サービス提供


や事業拡大が行えない場合がある。 


○ したがって、居宅サービス事業所を統合運営できるよう


に人員基準を緩和し、基幹の施設や居宅介護サービスに


附帯して訪問看護や訪問リハビリテーション等の提供


を可能とするべきである。 


○ これにより、看護師や理学療法士など専門職種が不足し


ている地域でも訪問看護や訪問リハビリテーションが


介護保険サービスとして提供可能となる。特に、地方部


において、限られた専門職を有効に活用できる。 


○ 今後在宅における看取りが重要視されていく中、統合的


なサービス提供を行うことで看取りの主体としての訪


問看護を積極的に展開していくことが期待できる。施設


スタッフが在宅サービスを担えるようになると、在宅復
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帰や自宅での看取り等の促進が想定される。 


 


 


【ライフイノベーションＷＧ ⑭】 


 


規制・制度改革事


項 


地域における包括的サービスにおける事業者間連携の柔軟


化 


規制・制度改革の


概要 


・ 法人格を持たない民法上の組合や有限責任事業組合に


よる事業の実施については、地域主権戦略大綱（平成 22


年６月 22日閣議決定）に基づき、今国会で成立した「介


護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を


改正する法律」において、申請者の法人格の有無に関す


る基準が「従うべき基準」とされたところであり、本法


の施行状況について検証する。 


＜平成 23年度以降検討＞ 


所管省庁 厚生労働省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 地域において安全・安心を確保するためには、細切れの


サービスの組合せではなく、包括的に地域生活を支援し


ていく必要がある。 


○ しかしながら、この理念を１事業者に全て委ねる「小規


模多機能型居宅介護」の仕組みは、従来使っていたサー


ビスが断ち切られるため、利用者・提供者双方で抵抗が


強く、利用が十分に拡大していない。結果、利用者も包


括的サービスを受けることが困難になっている。 


○ したがって、例えば居宅介護支援事業所への委託など、


一部サービスを委託できる仕組みや地域の事業者が共


同して事業実施することを可能とする仕組みを構築す


べきである。 
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【ライフイノベーションＷＧ ⑮】 


 


規制・制度改革事


項 


特別養護老人ホームの医療体制の改善 


規制・制度改革の


概要 


・ 特別養護老人ホーム等の医務室は医療法上の診療所で


あり、その構造等が全ての被保険者に対して開放されて


いる等必要な要件を満たす場合には、保険医療機関とし


て指定を行うことが可能であるとの解釈の周知徹底を


図る。＜平成 23年度中措置＞ 


所管省庁 厚生労働省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 超高齢社会に向けて、今後利用者の医療ニーズが高まる


ことは必至であり、特別養護老人ホームにおいても医療


体制の整備がより一層必要となる。 


○ 特別養護老人ホームの医務室は保険医療機関に該当し


ないことから、処方箋を発行することができない。この


ため、事実上常勤医を配置することができず、近隣の開


業医等が非常勤で特別養護老人ホーム等に勤務し、処方


箋を自身の診療所で発行する体制をとらざるを得ない


状況となっている。 


○ また、配置医が処方箋を発行できないことから、近隣の


病院から月に数回医師が往診して対応することとなり、


配置医が勤務の意義を感じられないという指摘もある。 


○ したがって、特別養護老人ホームにおける医療提供体制


を見直し、医務室において処方箋を出すことを可能とす


るべきである。 
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【ライフイノベーションＷＧ ⑯】 


 


規制・制度改革事


項 


ショートステイに係る基準の見直し 


規制・制度改革の


概要 


① 単独型のショートステイ（短期入所生活介護、短期入所


療養介護）については、「地域の自主性及び自立性を高め


るための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す


る法律（平成 23年法律第 37号）」において、利用定員数


は「標準」とされ、人員配置基準は「従うべき基準」と


されたところであり、その施行状況について検証する。


＜平成 23年度以降検討＞ 


② 特別養護老人ホームや認知症対応型共同生活介護の短期


利用事業における運用等を踏まえ、有料老人ホーム等、


特定施設入居者生活介護の空室における短期入所生活介


護の短期利用について、検討を行い、結論を得る。 


＜平成 23年度中検討・結論、平成 24年度措置＞ 


所管省庁 厚生労働省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ ショートステイは半年前から予約しないと入れないよ


うな状況が生じており、サービス量の不足から、特別養


護老人ホームへの待機者のように複数施設へ申込みを


行うケースも増えてきている。 


○ 現在は施設併設型が中心となっており、単独型は採算面


で問題がある等の理由で設置が進んでいない。 


○ 特に、利用可能な土地が限られる大都市部においては、


広域的かつ大規模な特養への併設だけでは、利用者や家


族のニーズに十分に応えることができない。既存の通所


介護や訪問介護事業所、認知症対応型共同生活介護との


併設により、運営や採算は問題なく展開可能である（基


準該当の 20 名未満の短期入所施設で問題なく運営され


ている実績がある）。 


○ 特定施設の空室利用について、特別養護老人ホームと同


様にショートステイの指定を受けることとなった場合、


専用居室を設け、特定施設の人員基準にない医師や栄養


士の配置が必要となることから、実現は極めて困難であ


る。 


○ 一方で、グループホームではショートステイの指定を受
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けることなく、あらかじめ利用期間（退所日）を定める


ことで、30日以内の短期利用が認められており、介護者


のレスパイトケアとして活用されている。 


○ 特定施設の空床等、既存の社会的資源を有効に利用する


ことは、単身高齢者、老老介護など介護家族のレスパイ


トケアにおける課題を早期に解消する支援策として極


めて有効である。 


○ ショートステイの不足している実情を踏まえ、見直しを


行うことで更なるサービス拡大を図るべきである。 


 


 


【ライフイノベーションＷＧ ⑰】 


 


規制・制度改革事


項 


介護保険の指定を受けた事業所の活用 


規制・制度改革の


概要 


・ 設備資源をいかすため、「デイサービス」の終了後に学


童児童の延長学童として利用するなど、適切な目的で介


護保険サービス指定事業所を活用することは可能であ


ることを周知徹底する。＜平成 23年度中措置＞ 


所管省庁 厚生労働省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 介護サービス提供終了後にデイサービス施設を学童児


童の延長学童として利用するなど、適切な目的での介護


保険サービス指定事業所の有効利用が期待されている。 


○ しかしながら、原則として外の用途での利用を禁止する


指導がなされており、サービス終了後の利用が限定され


てしまうのは資源の無駄とも考えられる。 


○ 高齢者の交流の場としても有効であることから、サービ


スの提供時間外や休日を利用し、本来事業に支障を及ぼ


さない範囲であれば積極的に二次利用を認めるべきで


ある。 
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【ライフイノベーションＷＧ ⑱】 


 


規制・制度改革事


項 


地域密着型サービス利用の例外の適用の見直し 


規制・制度改革の


概要 


・ 地域密着型サービスについて、他市町村にある事業所の


利用が可能となる例外については既に制度化されてい


るところであるが、一層介護保険の特長である「サービ


スの選択」に資するよう、現場の実情を踏まえ、必要に


応じて見直しを行う。＜平成 23年度中措置＞ 


所管省庁 厚生労働省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 超高齢化社会を迎えるにあたって、更なる認知症高齢者


の増加が予測されている中、必要なサービスの基盤や体


制整備を進めていく必要がある。 


○ 現状では、住民票の存する地域においてサービスを利用


する地域密着型サービスに住所地特例が認められてい


ないため、遠方から老親を呼び寄せてグループホームに


入所させるのが極めて困難となっている。 


○ また、認知症高齢者の増加や入所期間の長期化などか


ら、住民票の存する地域に空室がない場合も増えてきて


いる。 


○ さらに、「看取り」を行っているなど、多様なサービス


の多様化が進む中、利用者ニーズに合致した施設が住民


票所在地にないことによって、自由な選択が阻害されて


しまっている場合がある。 


○ 住み慣れた地域で安全・安心に暮らすことは必要である


が、個々のニーズに合致した選択が可能となるよう見直


しを行うべきである。 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







29 
 


【ライフイノベーションＷＧ ⑲】 


 


規制・制度改革事


項 


ホテルコスト・補足給付の適正化 


規制・制度改革の


概要 


・ 社会保障審議会介護保険部会において、補足給付につい


て、入所前の世帯の所得状況を勘案するとともに、ホテ


ルコストについて介護保険施設の多床室においても適


正額を徴収すべきであるとの意見が出されたこと等を


踏まえ、補足給付やホテルコストの将来的な在り方につ


いて社会保障と税の一体改革の議論と併せて検討する。 


＜平成 23年度以降検討＞ 


所管省庁 厚生労働省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 平成 17年介護保険法改正により、同年 10月より、介護


保険施設のホテルコスト（居住費、食費）の利用者負担


が導入された。その際、「世帯の経済的負担力」に応じ


て、介護給付による補足給付（特定入所者介護サービス


費）が導入された。（平成 20年度補足給付費 2,397億円、


内居住費：452億円、食費：1,944億円） 


○ しかしながら、現状においては、①４人部屋の居住費は


光熱水費相当分負担に限定し、部屋代分は徴収していな


いこと、②特別養護老人ホームにおいて住民票移動が当


然視されてきた経緯があるため家族負担力が勘案され


ないこと（入居前に税の扶養控除の対象となっていたケ


ースに世帯所得＝高齢者本人所得に基づいた補足給付


が行われている等）、③特定施設やグループホームなど、


その他の入居系サービスには補足給付が設定されてい


ない、といった問題が生じている。 


○ このことから、介護老人福祉施設の多床室（４人部屋）


について、利用者負担が尐なくなることから、過度の経


済的インセンティブがもたらされ、適切な選択を歪めて


いる。 


○ 要介護状態になった際に介護にかかる費用によって生


活が圧迫される場合には、生活の保障や居住地の確保に


ついても配慮を行うことは必要であるが、本来介護保険


制度は介護が必要な場合について、サービス提供の対価


として給付を行う制度であり、介護保険と生活保護との
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関係について整理すべきである。 


 


 


【ライフイノベーションＷＧ ⑳】 


 


規制・制度改革事


項 


給付限度額を超えて利用する場合の利用者負担の見直し 


規制・制度改革の


概要 


・ 通常の月とは異なる緊急時サービス、あるいは、事業所


特定加算等一定の加算の取扱いなど限度額については、


利用者間の公平や財源を配意しつつ、社会保障審議会介


護給付費分科会における次期介護報酬改定の検討過程


で検討し、結論を得る。 


＜平成 23年度中検討・結論、結論を得次第措置＞ 


所管省庁 厚生労働省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 要介護度ごとの給付限度額を超えて利用する場合、超過


分は 10 割自己負担となるため、介護保険を利用してい


る場合と比較して利用者の負担が一挙に増加すること


となる。 


○ 限度額を超えた利用自体は多くないが、これは、突発時


や大の月においても限度額を超えないように、あえて低


めのサービスを限定する等の調整を行っている事も要


因である。限度額近くまで利用している場合は、緊急時


のサービスを控える必要があり、家族の不安が増してい


るという指摘もある。 


○ 一方、一部には、事業所が質を上げて事業所特定加算を


算定したことにより、限度額近くで利用している利用者


が、当該サービスの利用を制限せざるを得なくなるとい


う事態も生じている。この結果、重度者ほど良質なサー


ビスを利用できない傾向が生まれている。 


○ 介護保険制度における居宅サービスの区分支給限度額


は、家族介護を前提に作られているという指摘もあり、


保険財政に対する考慮は必要であるものの、核家族化が


急速に進展している現状を踏まえた見直しを行うべき


である。 
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【ライフイノベーションＷＧ ㉑】 


 


規制・制度改革事


項 


「介護サービス情報の公表」制度の見直し 


規制・制度改革の


概要 


・ 介護サービス情報公表制度を見直し、調査の義務付けを


廃止するなど、事務の軽減を図り、手数料によらずに運


営できる新しい情報公表の仕組みを構築する。 


＜平成 23年度中措置＞ 


所管省庁 厚生労働省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 介護サービス情報の公表制度は、「利用者のサービス選


択の支援」及び「介護事業所の運営の透明性とサービス


の質を高める」ことを目的として創設されたが、公表さ


れている情報は利用者にとってわかりづらく、使い勝手


が悪いことに加えて、認知度も低いことから、利用者の


サービス選択に資するものとはなっていない。 


○ また、現状ではマニュアル等の活用状況や入居者への配


慮等が把握できる仕組みとはなっておらず、運営の透明


性が担保され、サービスの質の向上につながっていると


は言い難い。 


○ こうした本質が見えず、形骸化してしまっている現状に


おいては、事業者にとっても膨大な費用と時間をかけて


情報公表する意義を見いだし難いと考えられる。（平成


22年度全国平均手数料は公表手数料：9,617円、調査手


数料：23,754円） 


○ 情報公開の仕組み自体は極めて重要であり、利用者の選


択に資するよう、利便性が高く合理的な新たな仕組みを


構築すべきである。 
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【ライフイノベーションＷＧ ㉒】 


 


規制・制度改革事


項 


訪問介護など居宅サービスにおける運営基準等の解釈の標


準化 


規制・制度改革の


概要 


・ 各サービスにおける法解釈に係る判断基準の明確化を


図り、標準化に取り組む。＜平成 23年度中措置＞ 


所管省庁 厚生労働省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 介護保険事業所の最大の使命は、利用者に対して適切か


つ質の高いサービスを提供することにあり、それに附帯


して生じる事務作業は、極力簡素化・効率化を図ること


で軽減分を利用者へのサービス向上に反映するべきで


ある。 


○ 訪問介護など居宅サービスに係る介護計画書や記録に


ついての書式は任意とされているが、帳票の様式が統一


されていないことによって、運営基準の解釈が曖昧とな


り、都道府県や保険者の見解が異なってしまうため、事


業者が保険者ごとに個別対応を行っている現状がある。 


○ したがって、基本帳票などを全国的に統一し、法令遵守


すべき運営基準の標準化を図ることによって、事業者の


教育や運営での効率化、保険者の担当者ごとのバラつき


などの是正を行うべきである。 
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【ライフイノベーションＷＧ ㉓】 


 


規制・制度改革事


項 


障害者自立支援法の移動支援事業（地域生活支援事業）を居


宅介護事業者が行う際の人員要件の見直し 


規制・制度改革の


概要 


・ 移動支援の在り方に関する議論を踏まえつつ、居宅介護


事業所のサービス提供責任者が居宅介護等のサービス


提供時間内に移動支援事業に従事することを可能とす


る方向で検討し、結論を得る。 


＜平成 23年度中検討・結論、結論を得次第措置＞ 


所管省庁 厚生労働省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 地方部等では、障害者への移動支援のみを行う事業者が


尐ない中、移動支援事業については、居宅介護事業者に


委託される場合が多いと想定される。 


○ 障害者自立支援法改正に伴う通知に係るパブリックコ


メントにおいて、「居宅介護等におけるサービス提供責


任者が居宅介護事業のサービス提供時間内に移動支援


事業に従事することは、専従要件に抵触する」という回


答がなされたことによって、自治体の指導へつながって


おり、サービス提供の障害となっている。 


○ 利用者との契約解除を余儀なくされたり、報酬の返還を


要求される可能性があり、こうしたパブリックコメント


に対する回答で解釈が変更されることは極めて不合理


である。 


○ 利用者にとっても、従来より慣れ親しんできた事業所か


らのサービスが受けられなくなり、サービス量も大きく


減尐する可能性があることから、サービス利用者の意見


を勘案した上で専従要件を見直し、尐なくとも従来可能


であったサービス提供体制を確保するべきである。 


 


 


 


 


 


 


 


 







34 
 


【ライフイノベーションＷＧ ㉔】 


 


規制・制度改革事


項 


障害者の雇用・就労促進のための多様な働き方の支援策の強


化 


規制・制度改革の


概要 


・ 雇用・就労を促進するため、多様な働き方を支援する環


境整備を行うための方策について検討し、結論を得る。 


＜平成 23年度中検討、平成 24年度中を目途に結論＞ 


所管省庁 内閣府、厚生労働省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 全ての人が自立を行うために、就業意欲のある方に対す


る支援を行うことは重要である。 


○ 現状では、障害によって介護が必要などの理由から通勤


やフルタイム勤務が難しい場合、就業による自立ができ


ず、保険給付や生活保護等の受給者となってしまってい


る。 


○ 平成 21 年６月の雇用状況報告によると、民間企業（56


人以上規模の企業：法定雇用率 1.8％）に雇用されてい


る障害者の数は前年より 2.2％（約７千人）増加し、実


雇用率も 1.63％と前年 1.59％よりアップしているもの


の、依然として、法定雇用率達成企業の割合は 45.5％に


とどまっている。多様な働き方を法定雇用率に算入可能


とすることで、民間企業の選択肢の幅も広がり、結果的


に雇用創出につながる。 


○ また、雇用率制度にとどまらず、自宅や施設で介護を受


けながらであっても、実施可能な業務を企業から受託す


ることによって、自らの個性と能力を生かした社会参画


を可能とし、経済活動にも貢献できるようにするべきで


ある。 
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【ライフイノベーションＷＧ ㉕】 


 


規制・制度改革事


項 


社会福祉法人以外の保育所運営事業者の会計報告手続の簡


素化 


規制・制度改革の


概要 


・ 保育所運営事業者の会計については、イコールフッティ


ングによる株式会社・ＮＰＯ等の多様な主体の参入促進


の観点から、会計基準を法人類型ごとの会計ルールに従


わせ、一層の簡素化を進める方向で検討し、結論を得た


上で実施する。 


＜子ども・子育て新システム実施時を目途に措置＞ 


所管省庁 厚生労働省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 平成 12 年より、保育所の設置に係る主体制限が撤廃さ


れたが、株式会社やＮＰＯ法人等の参入は進んでいな


い。 


○ 特に大都市圏においては、利用者のニーズが多様化する


とともに、待機児童解消が喫緊の問題となっている。 


○ 株式会社やＮＰＯ法人の参入が阻害されている要因の


一つとして、社会福祉法人等との設置主体間でイコール


フッティングが図られていないことが挙げられる。例え


ば、社会福祉法人以外の事業者が保育所を経営する場


合、法人類型に基づいた会計処理の他に、資金収支計算


分析表の作成が必要となっている。資金収支計算分析表


に関しては、平成 22 年３月より、社会福祉法人会計処


理で定める資金収支計算書及び資金収支内訳表の作成


に代えて、法人類型に基づいた会計基準によることがで


きるようになったものであるが、追加的に会計処理を行


うことに変わりはない。 


○ また、１施設ごとに財務状況を報告する必要もあり、１


法人で複数の施設を展開する事業者にとって負担とな


っているという指摘もある。 


○ 結果として、会計処理のために、専任の人材を雇用した


り、他社への業務委託をする等しており、追加的な負担


が発生している。 


○ 子ども・子育て新システムの基本制度要綱でも、法人類


型ごとの会計ルールに従うとの方向性が示されている


が、本項目は法改正を伴わないものであることから、法
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改正を伴う制度改正を待たずに、先行して措置すべきで


ある。 


 


 


【ライフイノベーションＷＧ ㉖】 


 


規制・制度改革事


項 


保育所運営費の使途制限の見直し 


規制・制度改革の


概要 


・  保育所運営費の使途範囲の具体的な在り方について


は、事業者に自由度を持たせ、一定の経済的基礎の確保


等を条件に、他事業への活用を可能とすることなどを検


討し、結論を得た上で実施する。 


＜子ども・子育て新システム実施時を目途に措置＞ 


所管省庁 厚生労働省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 民間保育所に係る運営費は、人件費・管理費・事業費に


充てることが原則となっている。保育所の建物、施設設


備の整備・修繕等に要する経費や、土地又は建物の賃借


料等のその他の費用に充てる場合、延長保育や一時預か


り等の一定の事業を行うことや、第三者評価の受審を行


う等の前提がある。 


○ また、配当に関しては、運営費の上乗せ部分として交付


している民間施設給与等改善費に関して、配当を行って


いる保育所には交付しないこととされており、事実上の


制限となっているとの指摘もある。 


○ これらの制限を見直し、運営の効率化や質の向上に向


け、事業者へのインセンティブが働く仕組みづくりをす


べきである。 


○ また、子ども・子育て新システムの基本制度要綱でも、


運営費の使途範囲は事業者の自由度を持たせ、一定の経


済的基礎の確保等を条件に、他事業等への活用を可能と


するとの方向性が示されているが、本項目は法改正を伴


わないものであることから、法改正を伴う制度改正を待


たずに、先行して措置すべきである。 
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【ライフイノベーションＷＧ ㉗】 


 


規制・制度改革事


項 


安心こども基金の補助対象範囲の拡大等 


規制・制度改革の


概要 


・ 各自治体における待機児童解消に向けた取組が更に進


むよう、安心こども基金の助成対象、事業内容、補助基


準等の在り方について、保育サービスの質の確保に留意


しつつ検討し、結論を得る。 


＜平成 23年度中検討・結論＞ 


所管省庁 厚生労働省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 大都市圏において、待機児童対策は喫緊の問題である。 


○ 例えば東京都では、独自の制度として認証保育所制度を


導入しているが、ゼロ歳保育や延長保育など、大都市特


有の保育ニーズに即した制度内容であり、入所定員数は


平成 17 年から２年間で倍増しており、保育供給量増大


に寄与している。 


○ 地域子育て創生事業は、その対象が新規事業のみに限ら


れていることから、従前存在している保育対策事業には


使えず、使いにくいとの指摘もある。 


○ 財源が限られる中、待機児童対策として財源を有効活用


できるよう、認可外の保育所であっても、一定の認証要


件を満たしているものに関しては事業の区分なく補助


を認める等し、保育サービス供給量を更に増加させる取


組を支援していくべきである。 
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【ライフイノベーションＷＧ ㉘】 


 


規制・制度改革事


項 


保育士試験受験要件等の見直し 


規制・制度改革の


概要 


・ 認可外保育施設で一定期間保育に従事した者を対象に


含めることや、勤務実績に応じ一定の科目免除を行う


等、保育士試験の受験資格に関しての見直しを子ども・


子育て新システムの検討と併せて検討し、見直し可能な


内容を整理の上、実施する。 


＜子ども・子育て新システム実施時を目途に措置＞ 


所管省庁 厚生労働省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 待機児童対策が特に喫緊の課題である大都市圏におい


ては、保育士不足も深刻な問題となっており、大都市圏


では、地方の養成学校の卒業生を保育人材として都市圏


へ呼び寄せている実態もある。 


○ 利用者ニーズに即した様々な形態の保育所も（例えば東


京都独自の認証保育所）増加しており、認可外保育所で


の経験も、勤務実績して認めるべきである。 


○ したがって、保育従事者増加のため保育士受験資格の要


件等の見直しを行うべきである。 
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【ライフイノベーションＷＧ ㉙】 


 


規制・制度改革事


項 


放課後児童クラブの開所時間の延長 


規制・制度改革の


概要 


・ 放課後児童クラブの開所時間の延長等、地域の実情や保


護者の就労状況に即した放課後児童クラブの促進につ


いて、平成 23年度より実施する。＜平成 23 年度措置＞ 


所管省庁 厚生労働省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 子ども子育て新システム検討会議にて、放課後児童サー


ビスに関しても検討が進んでいる中ではあるが、放課後


児童分野は開所時間の延長等を含めた抜本的な制度改


革が必要である。 


○ 東京都の調査によると、19時までの開所時間を希望する


保護者が約３割と割合的には最も多いが、多くの放課後


児童クラブでは 18 時までしか開所しておらず、利用者


のニーズに応えきれていない。 


○ また、長期休業中においては、約８割のクラブが８時か


ら９時の間に開所しているが、両親が出勤した後に子ど


もが一人で通所したり、クラブの前に列を成して開所を


待つ等の実態があり、クラブが開く時間についての対策


も急がれる。 


○ したがって、子どもの安全の確保、女性の就労促進につ


なげるためにも、閉所時間の延長や長期休業中における


開所時間の前倒し等を含めた放課後児童クラブの体制


を整備すべきである。 


○ 子ども・子育て新システムの基本制度案要綱でも、就学


後の放課後対策に円滑な移行を可能とする視点で利用


保障を強化するとの方向性が示されているが、本項目は


法改正を伴わないものであることから、法改正を伴う制


度改正を待たずに、先行して措置すべきである。 
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【ライフイノベーションＷＧ ㉚】 


 


規制・制度改革事


項 


駅中保育施設整備に係る規制緩和 


規制・制度改革の


概要 


・ 既存の駅舎に保育所などの子育て施設を増築する工事


の円滑化に向け、構造耐力規定を柔軟に見直すことを検


討し、結論を得る。 


＜平成 22年度検討開始、できるだけ早期に結論＞ 


所管省庁 国土交通省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 待機児童対策は喫緊の課題であるが、駅中や駅周辺にあ


る保育所は、利用者にとって利便性も高い。保育供給量


の増加や保育サービスの向上等を目的として、駅中や駅


周辺に保育所を設置するに当たり建物の増改築を行う


際、増築規模が広範囲に及ぶ場合は、既存建築物全体を


現行規定に適合させなくてはならない。 


○ また、駅舎の一部の空きスペースを保育所等に利用する


場合、現行基準を保育所以外の共用部分へも適用する必


要があるため、施工規模が拡大し、改築期間も長期に及


び、保育所設置自体が断念される場合がある。 


○ したがって、駅中・駅周辺における保育所の設置の重要


性に鑑みて、保育所等の子育て支援施設を増改築等する


場合における、保育所設置部分についての構造による除


外規定の在り方等について検討し、柔軟な対応が可能と


なるような規定にすべきである。 
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規制・制度改革 規制仕分け項目 


（概要については、報告書より抜粋） 


 


ライフイノベーション 


 


○訪問看護ステーションの開業要件の見直し  


・ 病院、診療所、一定以上の人員を有する訪問看護ステーションと適切に連携を図る


ことで 24 時間対応を可能とするなど、サービスの安定的な提供及び安全性の確保


に配慮しつつ、一定の要件の下で指定訪問看護事業所の人員基準の見直し（１人又


は２人）について検討し、結論を得る。 


なお、東日本大震災の被災地においては、指定訪問看護事業所の人員基準を満たさ


ない事業所に対し、市町村の判断で保険給付を行う措置を特例的に認めたところで


あり、人員基準の見直しに当たっては、当該措置の実施状況も踏まえて検討する。


＜平成 23 年度検討・結論＞ 


 


○一般用医薬品のインターネット等販売規制の見直し 


① 安全性を確保する具体的な要件の設定を前提に、第三類医薬品以外の薬局・薬店に


よる郵便等販売、及びその他の工夫も含め、当面の合理的な規制の在り方について


検討し、可能な限り、早期に結論を得る。＜平成 23 年度検討開始＞ 


② なお、医薬品の販売・流通規制の在り方については、今後の環境変化に対応し、断


続的に検討・見直しを行う。＜逐次実施＞ 


③ 第一類から第三類のリスク区分についても、不断の見直しを行う。＜逐次実施＞ 


④ 一般用医薬品を安全・安心・円滑に供給する観点から、薬剤師等の合理的かつ適切


な対面販売の実施状況、円滑供給への寄与度等について検証する。 


＜平成 23 年度検討開始＞ 


⑤ 経過措置期間中の副作用発生状況等を検証し、上記②の断続的な検討・見直しの内


容に反映する。＜平成 23 年度以降検討開始＞ 


 


○医薬品及び医療機器の審査手続の見直し 


・ 医薬品及び医療機器の審査手続の一層の明確化、透明化を図る。同時に、医薬品及


び医療機器の開発、承認の在り方全体を検証し、必要に応じた見直しを行う。 


＜平成 23 年度検討・結論、平成 23 年度以降順次措置＞ 
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グリーンイノベーション 


 


○リチウムイオン電池の取扱規制の見直し 


・ リチウムイオン電池の現在の規制について、電気用品安全法等の関連する規制を踏


まえ、事業者及び関係省庁を交えた検討会等を開催の上、安全性の確保を大原則と


しつつ、封口前後の状態に応じた危険性を再検証し、その結果に応じて取扱いの変


更を行う。＜平成 23 年度検討開始、平成 24 年度結論、結論を得次第措置＞ 


 


○国有林野における許可要件・基準の見直し①  


・ 再生可能エネルギー発電設備に係る国有林野の貸付要件のうち、地方自治体の基本


構想等への位置付けについては、地方自治体（議会を含む）の「同意」でも可能と


する。また、売電先規制については、これまでの一般電気事業者に加え、卸電気事


業者、特定電気事業者を追加し、これらの事業者への売電量が発電量の過半を超え


るのであれば貸付要件を満たすことを明確化する。＜平成 23 年度中措置＞ 


・ あわせて、全量固定価格買取制度に係る法案が成立し、特定規模電気事業者に再生


可能エネルギーの調達義務が課された場合には、貸付要件に係る売電先に特定規模


電気事業者を追加する。 


＜全量固定価格買取制度に係る法案成立後、速やかに措置＞ 


 


○保安林における許可要件・基準の見直し  


・ 保安林の指定目的や指定状況を再精査する手法を整理し、その手法を踏まえ、適切


に対応する。＜平成 23 年度中手法整理、平成 24 年度以降順次実施＞ 


・ 再生可能エネルギーの重要性に鑑み、保安林を再生可能エネルギー設備に供する場


合の許可要件（保安林内作業許可及び保安林指定解除）について、実情を踏まえつ


つ、運用に係る留意事項を整理の上、都道府県へ周知する。 


＜平成 23 年度中検討開始、平成 24 年度措置＞ 


 


○電気自動車の急速充電器の設置に係る電力契約の規制の緩和 


・ 総合資源エネルギー調査会電気事業分科会（制度環境小委員会）等において、電気


自動車に係る急速充電器については、設置により契約種別が低圧から高圧に変更さ


れる場合や他の事業者が設置する場合には、新たな契約に際して追加的に発生する


費用の負担の在り方・安全性の確保に配慮しつつ、同一敷地内において「複数の需


給契約」が対応可能となるよう必要な見直しを行う。その上で、一般電気事業者に


対して早期対応を促し、あわせて、その旨を国民に広く周知する。 


＜平成 23 年度中結論、結論を得次第措置＞ 
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農林・地域活性化 


 


○認定農業者制度の見直し  


・ ＰＤＣＡサイクルの徹底、認定基準の見直し、農地等の集積に向けた取組の強化と


いった具体策について、早急に検討を行い、意欲のある農家にとってより有益な制


度となるよう制度の見直しを行う。＜平成 23 年度中措置＞ 


 


○我が国酪農の競争力強化のための見直し  


・ 全量委託の例外（生産者団体に部分的に販売委託し、それ以外は自己処理し販売を


認める）拡大について、下記に関し検討し、結論を得る。 


    ‐処理に関する共同実施方式の導入 


    ‐指定団体に販売委託しない生乳の量の上限の緩和          


   ＜平成 23 年度中検討・結論＞ 


・ 意欲ある生産者やその団体の多様な活動を促すよう、指定団体の業務運営の在り方


について、指定団体制度の趣旨も踏まえつつ検討し、結論を得る。 


＜平成 23 年度中検討・結論＞  


 


○農業用施設用地の大規模野菜生産施設等建築による農地転用基準の見直し 


・ ビニールハウス内の土地にコンクリートがある場合でも、その土地が全体としてみ


れば農地法上の「農地」と扱うことができるかを含め、現場の実態を踏まえ、農地


の保全を行うという考えの下、農地扱いに関する基準の明確化等を検討し、結論を


得る。＜平成 23 年度中検討開始、平成 24 年度中に結論＞ 
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消費者分野 


 


○マンション投資への悪質な勧誘に対する規制強化  


・ マンション投資への悪質な勧誘から消費者を保護するため、契約締結前の行為規制


及び契約締結後の消費者保護規定の充実について、実態把握の上、省令・通達改正


で可能な措置は早急に講じるとともに、取引の安定性にも考慮して法的措置につい


て検討し、結論を得る。 


＜省令・通達で対応可能な措置は平成 23 年度前半に検討・結論・措置。法的措置


については平成 23 年度中に検討・結論＞ 


 


○貴金属等の買取業者による自宅への強引な訪問買取りに対する規制強化   


・ 貴金属等の買取業者による自宅への強引な訪問買取りから消費者を保護するため、


被害実態を早急に把握の上、消費者への注意喚起等現行制度上可能な措置を講じる。 


＜平成 23 年度中できる限り早期に措置＞ 


・ その一方で、貴金属等の買取業者による自宅への強引な訪問買取りから消費者を保


護するための法的措置について被害実態の正確な把握に努めつつ検討し、結論を得


る。＜平成 23 年度中に検討・結論＞ 
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３．農林・地域活性化ＷＧ 


 


（１）農林・地域活性化ＷＧにおける改革に向けた基本的考え方 


 


（基本認識） 


○尐子高齢化、グローバライゼーションの進展による産業構造の変化は、とり


わけ地域経済に深刻な影響を及ぼしている。 


○地方都市においては、アジア諸国の台頭による国際競争の激化や円高の進展


により企業立地における優位性が喪失し、更に公共事業の削減等によって地


元の経済活動が低迷している。この結果、地域産業の弱体化、雇用・就業機


会の減尐を招いている。さらに、中心市街地の空洞化とスプロール化が進行


して、都市機能の衰退や財政負担の悪化が懸念されている。 


○農山漁村においては、尐子高齢化の進行がとりわけ急速であり、後継者不足


は、地域産業の維持･発展を図る上でのみならず、コミュニティ機能の維持の


面でも深刻な問題である。 


○それぞれの地域の課題を克服し、地域の活性化を図るためには、地域の特性


に応じて、地方公共団体や住民等が創意工夫によって地域資源の活用を図る


ことが重要である。その際、地元住民であるか外部出身者であるかを問わず、


意欲ある者のチャレンジを阻害することがないよう、意識改革と規制･制度の


見直しが必要となる。また、財政や人的資源の制約を踏まえて、都市は都市


らしく、農山漁村は農山漁村らしい地域活性化を目指し、資源の重点的、効


果的な投入を図る視点も重要である。なお、規制・制度については、国のみ


ならず、地方自治体や慣行等によるものも多い。この点でも関係者の総意で


取り組むことが期待される。 


○我が国の農業がビジネスチャンスにあふれた魅力ある成長産業、安心・安全


な食料を求める国内外のニーズを取り込めるグローバル産業へと転換するた


めには、足かせとなっている様々な規制･制度を見直し、改革を進めて新規参


入の促進、生産・資材・流通分野の多様なセクター間の連携強化、市場メカ


ニズムに基づいた健全な競争環境の整備を進めるとともに、農業経営体の経


営力強化と社会的生産資源としての農地の保全を図る必要がある。 


○水産業分野では、水産資源の状態が極めて悪化しており、就業者数や生産金


額の減尐が進んでいるなど、衰退が止まらない状況にあるが、資源の悪化が


漁業経営、後継者、加工、流通、販売、消費など、あらゆる面に影響を及ぼ


している。 


○水産資源が減尐している要因については、過剰漁獲が主たる要因であり、米
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国、アイスランド、ノルウェー、韓国、ニュージーランドなどの諸外国では、


新しい資源管理制度を導入して水産資源の回復と漁業経営の建て直しを図っ


た。それに比べ、我が国では法制度、関係者意識、行政組織、予算の内容な


どが立ち遅れ、具体的かつ有効な政策が実行されていない。 


 


（改革の方向性） 


～農林業～ 


○農業の成長産業化のための政策展開に当たっては、農業経営の多層性と多様


性を十分に認識した各層ごとの明確なビジョンを示すことが肝要である。さ


らに、そのビジョンの実現のために農業経営者の意思を尊重した選択肢の多


様化を図るとともに、自立的経営を促進するために各層ごとの的確な施策を


展開すべきである。すなわち、従前からの画一的な補助金交付を中心とした


農業経営の自立を阻害する保護主義的政策からの転換を目指し、地域の主体


的自立を促すための地方への権限及び財源の移管を進めることが必要となる。 


  ①既に農業所得率・所得額の両面において最適な経営規模を有する経営体


については、国際競争力を有する農業経営主体の中核として育成すべく、


その支援策として、生産性向上の更なる促進、輸出促進のための環境整


備や貿易・食品加工・運輸等の企業との連携強化促進、自立的な有利資


金の調達のための制度整備、資金調達元の選択肢の多様化、その他企業


との更なる連携促進のための規制緩和など自立的経営を損なわない産業


振興施策の実施が必要である。 


  ②自立的経営を目指す中小規模の経営体（専業農家）に対しては、経営規


模の最適化や経営の多角化による収益性の向上を図るための農地集積の


迅速な推進、加工・直売事業の展開等の経営の多角化促進のために必要


な制度整備や規制緩和、有利資金の調達制度の拡充、経営改革指導、企


業との連携促進等の産業育成施策を講じ自立的経営の実現を支援し、日


本農業の主要な経営主体として育成支援する必要がある。 


  ③零細兼業農家を中心とした小規模な経営体については、地域コミュニテ


ィの健全な維持を勘案しつつ、従前の補助金等による保護施策から脱却


し、経営者の意思に基づく多様な選択肢を示す次のような施策を展開す


る必要がある。 


・従前からの複数の補助金制度の廃止・見直し・統合等を行い、農地の


多面的機能を維持保全するための環境施策あるいは国土保全施策とし


ての支援制度を、自治体の主体的施策として整備すべきである。 


・離農を希望する経営者のためには、雇用対策・社会政策としてのパッ


ケージ施策（地域の耕作希望者への農地貸与・売却に伴う収入の自治
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体からの前払制度や周辺農業経営体における優先的雇用の促進など）


を実施する必要がある。 


・耕作継続を希望する経営者のためには、経営規模の最適化を図るため


の農地集積の推進、周辺農業法人の協力農家としての組織化の推進、


農家の自立的意思による新たな専門農協や農業法人の設立のための支


援、農商工連携による経営の多角化等を通じた高付加価値化のための


経営指導や規制緩和等の施策など自立促進のための施策を実施する必


要がある。 


  ④こうした農業ビジネスの発展のためには、経営を担い地域のリーダーと


なる優秀な人材の育成・確保が不可欠である。とりわけ持続可能で自立


した経営を実現するためには、生産に関する知識・技術・経験はもちろ


ん、経営管理に必要な知識・ビジネススキルの習得を可能とする教育・


研修環境の整備と支援が重要となる。具体的には、公的教育機関の運営


における民間ノウハウの導入、民間の教育・研修事業の展開の促進、修


学・受講資金の貸与制度の拡充等を積極的に推進する必要がある。 


 あわせて、農業技術に関する公的研究機関と生産者・企業との連携強化


による技術知識の民間移転と普及教育を推進することも必要である。 


⑤また、農業ビジネスの多様性・多層性に応じた的確な施策の実施のため


には、従前の画一的施策の押し付けではなく、地域の主体性・特性と経


営者の意思を尊重した施策の立案・実施が必要である。そのため、国か


ら地方自治体に必要な権限と財源を移譲することが不可欠となる。 


⑥さらに、持続可能で自立した農業ビジネスの健全な発展を促すためには、


農産物の生産・流通過程における生産者と流通事業者間のリスク・コス


トの適正な分担と農産物の価格形成の透明性・合理性を確保することが


不可欠である。このため、生産者・原材料製造業者・流通事業者の連携


を促進するための規制緩和、契約書に基づく取引の啓発・促進、卸価格・


小売価格の形成過程の情報共有と公開の推進、生産者のコスト・マネジ


メント・スキルの向上支援、流通事業者への農業生産に関する教育・研


修の推進等農産物流通の改革を促す施策の実施が望まれる。 


⑦農協組織は、組合員の主体的運営に任されるべき民間組織であるものの、


農業に関わる政策・制度の中核に位置付けられており、日本農業の成長


産業化において今後も一定の機能を果たすべき存在である。このため、


関係する規制・制度のみならず、その運営の在り方等についても、広く


国民に開かれた議論がなされるべきである。 


農協は、小規模な経営体の経営強化と収益力の向上という組合設立の原


点に立ち戻り、組合員の主体性と単位組合の主導性を重視した農業者の
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経営を支援する本来的な機能の再生・強化が不可欠である。 


 そのためには、農業経営指導等農業関連事業部門の信用事業・共済事業


への慢性的依存からの脱却と自立を目指す中長期計画の策定と、それに


基づく組合員の経営力強化支援のための単位農協ごとの主体的な取組


（直販・直売方式の導入、民間企業との連携による販売力強化、民間ノ


ウハウの導入による経営指導力強化、農地集積の促進、農業生産法人の


設立支援、農業生産法人との連携強化等）を促進する必要がある。 


 さらに農協の運営制度の抜本的な見直しにより、農協自体の経営力の強


化と有能な人材の育成・確保を図る必要がある。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


なお、上記施策のうち、③は社会政策・環境政策・地域政策等の観点を中心


に実施されるべきであるところ、会議の検討の目的は需要創出・供給力強化


であるため、主に①②④⑤⑥⑦の観点から検討する。 


○また、農地の流動化の促進及び農業の成長産業化により、国民の食を支える


基盤である優良農地の保全を確実に行うべきであり、この観点から必要な制


度の見直しを運用面の改善も含めて行うべきである。 


これまで、農地所有の際の規制、農業生産法人の構成要件等に関する規制、


農地集積に係る事業委託先の特定、農業金融の事業委託先の特定など、農業


分野への新規参入をできるだけ抑制するいわゆる「入口規制」を中心に行わ


れてきた。しかしながら、こうした「入口規制」は、従前からの構造の維持・


安定には効果があったものの、農地の保全、生産者の経営力向上や農業の成


長産業化には寄与しなかったばかりか、むしろ阻害要因となり、今日の我が


国の農業の疲弊を招く一因となったといえる。 


このため、「入口規制」についてはできうる限り規制緩和を行い、農業を開


かれた産業分野としてその活性化を促す一方で、農地所有者に対する農業生


産への利用責任の明確化、農地の不適正利用のおそれが生じたときに適正利


用を維持・回復するための規制など、いわゆる「出口規制」の強化により、


社会的資源である農地の保全と有効利用に重点を置いた政策展開を行うべき


である。 


具体的には、農業委員会の在り方の抜本的見直しによる農地転用の運用の厳


格化、農地のゾーニングの適正化、農地所有権・耕作権の流動化と効率的集


積の促進（不適正利用農地の所有コストの付加措置、所有権・耕作権を手放


す場合の農地の原状回復の義務化、離農による耕作権移転に向けたインセン


ティブ導入等）等の施策を講ずるべきである。 


○農地に係る規制・制度の議論においては、農地を単なる個人資産としてだけ


ではなく、我が国の食料安全保障（生産力維持）の基盤となる社会的・国民


的資源として捉え、農地の保全に重点を置いた制度設計が必要である。 
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また、「農地の保全」のための制度設計においては、これまでの農地所有の


視点から、農地の有効利用の視点、つまり耕作権に重点を置いた制度設計へ


の抜本的な転換を図るべきである。そのためには、農地の定義についても、


これまでの農地の外見的要素ではなく、持続的な農業生産に資されているか


否かという実質的な利用目的と農業経営の視点からの利用現況に基づく抜本


的な見直しを行い、安易な農地転用を防ぐべきである。 


○山林においては、豊富な森林資源がありながら、林業の生産性が低く資源を


十分に活用できていない。一方、森林保全に必要な規制が欠けているため、


無秩序な皆伐がなされたり、必要な間伐が行われず放置されていたりするな


ど、国土保全の上でも問題を引き起こしている。また、森林の持つ多面的な


機能は、木材生産とともに国民が強く期待するものであり、この発揮のため


にも森林の適切な管理が必要である。 


○上記課題を解決するために、森林・林業の再生を森林所有者の施業意思に委


ねるだけでなく、効率的に林業を行えば事業として成り立ちうる山林と、条


件が厳しく事業としての林業が成立しにくい山林とを区別し、それぞれに合


った手だてを講じる必要がある。前者については、事業体が合理的に林業経


営として森林整備を行えるよう、所有権にこだわらず事業委託等により施業


地を大規模に集約し、広域的路網計画に基づいた整備等効率的な林業施業を


可能とする制度インフラを整えるべきである。これらの業務は行政・森林組


合・民間企業等が的確に役割分担すべきであるところ、行政が広範囲を俯瞰


した計画を立案した上で、森林組合等が施業地の取りまとめを行い、林業事


業体が健全な競争を行いつつ施業を受託するのが合理的と考えられる。後者


については、林業経営を前提とせず多面的機能発揮に向けた限定的な施策が


講じられるべきであろう。ただし、林業の場合は超長期の社会の変化に応じ


た対応が必要で、将来の利用可能性は残しておくべきである。 


○あわせて、実効性ある森林の保全・整備ルール等の策定が必要である。その


上で、補助事業に関しては、気候帯の変化が激しい日本において、多様な森


林施業が可能になるように直接支払の積極的導入を図り、新しい森林管理へ


の改革の道をつけるべきである。 


○一方、国有林の管理については、民間の森林管理の手法も取り入れながら、


より合理的かつ生態系の保全に配慮した管理を推進すべきで、国民が求める


姿を配慮しつつ変革していく必要がある。 


 


～地域活性化～ 


○それぞれの地域にはその土地固有の歴史、文化、芸術、自然など独自の魅力


を発する資源がある。そうした地域資源が十分に活用されていない。既存の
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規制・制度を見直し、それらの地域資源を最大限活用するための仕組みを住


民、事業者、ＮＰＯ、地方自治体等が一体となって創り上げることが、地域


活性化のための第一歩となる。 


○地域産業の中で裾野が広い観光業については、農業・林業を始め地域に根付


いたあらゆる産業との組合せに多くの可能性を秘めており、新たな需要のビ


ジネス化によって雇用を産み出す鍵を握るが、顧客ニーズの多様化、農山漁


村での生活体験等による教育効果への期待を受けて、受入地主導型で作り上


げる「着地型観光」への取組へとつながる中にあって、創意工夫のある取組


を阻害するような規制･制度が依然存在している。また、地域の中心市街地や


水辺等をいかした取組や、地域産業の資金調達や事業承継にも解決すべき課


題が多く、さらに、産業の空洞化が叫ばれる中、その地域の立地特性をいか


した工場誘致についても規制の弾力化が求められている。 


○新たな需要を創出する上では、訪日外国人旅行客の誘致に大きな潜在力があ


る。より多くの旅行客が日本を目指すよう諸手続を簡素化するとともに、我


が国独自の魅力を世界に伝え、また、グローバルに共通する新たな魅力の創


造にも取り組むべきである。 


 


～水産業～ 


○水産業の再生のために、第一に取り組むべきことは、水産資源の回復である。


これまでの政策下で生じた資源の悪化と過剰漁獲の要因である過剰投資を断


ち切ることである。このため、国が、海外の漁業国の成功事例を積極的に取


り入れ、科学的根拠に基づく資源管理と取締りを徹底することで、水産資源


の回復を果たし、持続的に利用するシステムとすることである。そのような


観点から、現行の資源管理と取締りの制度を抜本的かつ早期に改革すべきで


ある。これにより、長年蓄積された漁場規制、漁具、及び漁期などの制限が


大幅に削減、緩和できる。 


○我が国の漁業者は「水産資源も漁場も自分たちのものである」との意識をい


まだにもっているが、海外の漁業国においてみられるように「自国内の水産


資源については、国若しくは国民のものである」として、法的に位置付け、


水産資源の状態などの関係する情報を広く国民に開示し、流通、加工、消費


者、ＮＧＯなど全てのステークホルダー（関係者）が水産資源の管理に関与


すべきである。 


○３点目は、漁業協同組合経営の透明化・健全化である。公的助成を受けてい


る漁協の事業の運営・管理において、より一層の透明性を確保しなければな


らないのは当然であり、漁協の事業内容の現状を正確に把握するため、経済


事業、信用事業を含む全ての事業の経理を公開すべきである。また、公認会
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計士の監査等を講じるべきである。こうした透明化・健全化により、漁協と


商工業者との連携や事業拡大などが期待できる。 


○４点目は養殖制度の見直しである。養殖業の持続的な発展のためには、適切


な海洋環境の保全や養殖種苗の調達源の水産資源を維持することが重要であ


る。そのため、まずはクロマグロ養殖業など規模拡大を要するよう養殖業か


ら順次、養殖全体量及び養殖可能施設ごとの養殖量を魚種ごとに定める。ま


た、養殖業における譲渡可能な個別割当制度の導入や、陸上養殖業の法的な


位置付け、新規参入や後継者育成の促進などの法制度整備を行うべきである。 


○これらの複雑な課題を総合的に解決するためには、漁業法や水産業協同組合


法などの漁業関連法制度を、現行の民主化と漁業調整の目的から科学的根拠


に基づく水産資源の回復と過剰漁獲の削減、持続的な利用と保護を目的とし


た全面的な改正を行い、併せて不要となる漁期、漁具、及び漁場の規制を大


幅に緩和、廃止する。また、「持続的な資源総合利用のための基本ビジョン」


の策定や、資源管理と監視取締りの制度の見直し、資源評価及びモニタリン


グを行う公的な独立機関の設置などを実施する。さらに、地方分権を促進し


都道府県の水産行政における自主性を確立するために法改正を行うとともに、


海区漁業調整委員会の構成員を広く地域社会に開放する。また、公有水面埋


立法を改正し近代化する。 
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（２）各府省庁が取り組む規制・制度改革事項 


 


【農林・地域活性化ＷＧ ①】 


 


規制・制度改革事


項 


認定農業者制度の見直し 


規制・制度改革の


概要 


・ ＰＤＣＡサイクルの徹底、認定基準の見直し、農地等の


集積に向けた取組の強化といった具体策について、早急


に検討を行い、意欲のある農家にとってより有益な制度


となるよう制度の見直しを行う。＜平成 23年度中措置＞ 


所管省庁 農林水産省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 認定農業者制度は、市町村が地域の実情に即して効率


的・安定的な農業経営の目標等を内容とする基本構想を


策定し、これを踏まえ農業者が作成した農業経営改善計


画を認定する制度である。 


○ しかし、様々な経営体が、市町村や都道府県をまたいで


生産拠点を拡大し、多様化・多角化、輸出等の展開を図


っている現況の下では、市町村という地方公共団体が、


その地域内で基本構想を策定し認定する今の制度は、合


理的とは言い難い。 


○ 一部の市町村では、認定農業者数を維持するために、経


営改善計画作成を自治体職員が大幅に手助けしたり、再


認定を希望しない農業者にも再認定を促しているとの指


摘がある。認定農業者数を維持し、本制度を存続させる


ことが自己目的化しており、本制度の意義を失っている。 


○ 農業者にとっても、スーパーL 資金（公庫による低利融


資制度）を利用するためだけに認定を受けているとの指


摘もあり、本来の制度目的が十分に果たせていない。 


○ 農林水産省は、「戸別所得補償制度の導入等、国の農政が


大きく見直されていることから、認定農業者制度につい


ても戸別所得補償制度によって下支えされた中から、地


域農業の担い手がより多く育成・確保されるよう、戸別


所得補償制度を踏まえた運用となるよう指導」すること


としているが、戸別所得補償は申請さえすれば対象は限


定されておらず、その中で「認定農業者」たり得る者を


選別する基準が明確でない。 
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○ 本制度は、本来、農業をビジネスとして捉え、対象とす


る層及び目指すべき姿を明確にし、資本調達・融資制度


を含めた事業支援であるべき。これは、農業を辞め農地


を手放す者へ行われるべきインセンティブ強化や、農業


経営は成り立たないが農地を維持すべき地域（中山間地


等）において行われるべき補助とは性質が根本的に異な


る。 


○ 上記のように、認定農業者制度が形骸化し、農業のビジ


ネス化への支援となっていない実態を踏まえ、対象とす


る層及び目指すべき姿を明確にした上で、多様な担い手


の育成及び経営規模の最適化のため、地域や農業者の自


主性を重視した主業農家中心の新たな支援策へと転換す


べきである。 
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【農林・地域活性化ＷＧ ②】 


 


規制・制度改革事


項 


我が国酪農の競争力強化のための見直し 


規制・制度改革の


概要 


① 全量委託の例外（生産者団体に部分的に販売委託し、そ


れ以外は自己処理し販売を認める）拡大について、下記


に関し検討し、結論を得る。 


‐処理に関する共同実施方式の導入 


‐指定団体に販売委託しない生乳の量の上限の緩和 


＜平成 23年度中検討・結論＞ 


② 意欲ある生産者やその団体の多様な活動を促すよう、指


定団体の業務運営の在り方について、指定団体制度の趣


旨も踏まえつつ検討し、結論を得る。 


＜平成 23年度中検討・結論＞ 


所管省庁 農林水産省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 酪農経営のように需給調整に数年を要する農業形態が戦略


的な経営を行うためには、自らの自由な経営判断が担保さ


れることが必須である。 


○ 現在の制度においては、生乳の生産者は指定団体への全


量委託か、全量を独力で直接販売するかの二者択一を迫ら


れるが、従来直接販売をしていなかった者がいきなり全量の


直接販売を行うのは困難が多く、自立をちゅうちょするのが


実態である。我が国の酪農業の競争力強化のためには、多


様な生産者が創意工夫あふれるビジネスモデルを構築でき


る環境整備が必要であり、改善が必要。 


○ 生産された生乳を誰とどのような条件で売買するか（直接販


売・委託販売にかかわらず）を当事者が自由に決められるこ


とは、市場経済において当然の前提であり、全量の委託を


原則とする現在の制度は、早急に見直すべきである。 


○ また、補助金の支給方法について、適切に事務を処理でき


る仕組みを導入することを条件として、個々の農家が直接的


に受給できる道も設けるべきである。 


○ 補助金が指定団体経由で支払われる場合には、仕組みを簡


素化し、中間コストを削減することにより、生産者が利用でき


る補助額を増大させる等、補助の最大効率化を図るべきで


ある。 
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【農林・地域活性化ＷＧ ③】 


 


規制・制度改革事


項 


国家貿易制度の見直し 


 


規制・制度改革の


概要 


・ 麦・乳製品の国家貿易について、ＳＢＳ方式（売買同時


契約方式）の導入を拡大する。 


＜麦については平成 23 年度に「食と農林漁業の再生実


現会議」等の議論の状況に応じ検討を開始し、その後、


速やかに結論。乳製品については平成 23年中措置。＞ 


所管省庁 農林水産省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 国家貿易が行われ、民間企業が麦や乳製品等を購入する


ときに自由度が低い状態では、良いものを安く購入しよ


うとする企業間競争が阻害される。民間企業の創意工夫


の発揮される余地を大きくすることで、企業間競争が促


進され、消費者の利益に資する。 


○ 国家貿易制度を中止又は簡素化することで、行政の効率


化にも資する。 


○ 実際に輸入を行うのは、業務の委託を受けた商社等であ


り、国ならではの交渉力をもって輸入を行っている実態


にはない。 


○ 一方で、国内の需給関係への配慮、食糧安全保障の観点


等、国が麦・乳製品等の売買に主体的に関わることを即


座にやめるのは望ましくない面もある。 


○ したがって、麦・乳製品の国家貿易について、ＳＢＳ方


式（売買同時契約方式）の導入を拡大すべきである。 
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【農林・地域活性化ＷＧ ④】 


 


規制・制度改革事


項 


農業用施設用地の大規模野菜生産施設等建築による農地転


用基準の見直し 


規制・制度改革の


概要 


・ ビニールハウス内の土地にコンクリートがある場合でも、


その土地が全体としてみれば農地法上の「農地」と扱う


ことができるかを含め、現場の実態を踏まえ、農地の保


全を行うという考えの下、農地扱いに関する基準の明確


化等を検討し、結論を得る。 


＜平成 23年度中検討開始、平成 24年度中に結論＞ 


所管省庁 農林水産省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 農地法において、「農地」とは「耕作の目的に供される土


地」と定義されているところであるが、農林水産省回答


では、その土地上で農業が行われているか否かより、土


地をコンクリートで固めているか否かをその判断基準と


し、床をコンクリートにした大規模野菜生産施設及び事


務所等の附帯施設の建設に当たっては農地転用許可が必


要としている。しかし、優良農地確保の重要性を踏まえ


ると、従来農地であった土地で継続して農業を行ってい


る場合は、農地扱いを継続し、他用途への転用を防止す


べきではないか。 


○ したがって、農地上に施設等が設置された場合、当該施


設等が農業の用に供されること、施設等を撤去すれば直


ちに土壌を耕作する農業ができること等を要件に、農地


のままとみなす（農地転用は行わない）べきである。 
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【農林・地域活性化ＷＧ ⑤】 


 


規制・制度改革事


項 


土地改良事業の効率化 


 


規制・制度改革の


概要 


・ 土地改良区について、維持管理等の土地改良事業の低コ


ストかつ適切な実施を促進する。 


＜平成 23年度中措置＞ 


所管省庁 農林水産省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 農業者戸別所得補償制度の目的にも掲げられている農


業経営の安定と国内生産力の確保を推進する上では、設


備費用等の一層の効率化・合理化を行い、農業者の負担


を軽減することが必要不可欠である。 


○ 新成長戦略においても「高度経済成長期に集中投資した


社会資本ストックが今後急速に老朽化することを踏ま


え、維持修繕、更新投資等の戦略的な維持管理を進め、


国民の安全・安心の確保の観点からリスク管理を徹底す


ることが必要である。」とされている。 


○ したがって、土地改良組織について、更に人件費及び事


務所等の経費の削減を図るべきである。 
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【農林・地域活性化ＷＧ ⑥】 


 


規制・制度改革事


項 


有害鳥獣捕獲に係る基準の見直し 


規制・制度改革の


概要 


① 農林業者が狩猟免許なくても囲いわなを用いて狩猟期間


内に捕獲できる「自らの事業地内」には、所有農地・林


地のみならず、借地・業務受託した農地・林地（土地所


有者の了解を得ているものに限る）も含むこととする。


＜平成 23年中措置＞ 


② 構造改革特区で認められている「有害鳥獣捕獲における


狩猟免許を有しない従事者容認事業」を全国展開するこ


とで、農林業組合等の法人が一定の要件を満たして許可


を受ければ、狩猟免許を持たない個人等の農林業者でも、


捕獲作業の従事者として、狩猟免許所持者の指導により、


鳥獣保護法における有害鳥獣捕獲を補助者として行うこ


とができるようにする。＜平成 23年度中措置＞ 


所管省庁 環境省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 農業経営者の経営努力が、自らの農業経営に適切に反映


されることが必要であり、鳥獣害等の不確定要素により


経営状況が左右されることは最大限回避する必要があ


る。 


○ そのためには、安全性及び鳥獣等の保護が適切に配慮さ


れることを前提に、鳥獣害の被害を直接受ける農業者が、


わな猟等により自らを守ることを柔軟に認めるべきであ


る。 


○ 狩猟免許がなくとも、「自らの事業地」においては有害鳥


獣が捕獲できることとされているが、自治体によっては、


所有農地に限り、借地を認めない運用をしている場合が


あるとの指摘がある。現在の農業経営は、借地による規


模拡大が増加していることを踏まえ、農林業者が狩猟免


許がなくても狩猟期間内に鳥獣等を捕獲できる「自らの


事業地内」には、所有農地のみならず借地農地も含むこ


ととすべきである。 


○ さらに、狩猟免許を有しないが一定の要件を満たした者


の行うわな等による有害鳥獣捕獲について、特区にとど


まらず容認の範囲を広げ、全国規模で実施すべきである。 
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【農林・地域活性化ＷＧ ⑦】 


 


規制・制度改革事


項 


有害鳥獣捕獲の促進 


 


規制・制度改革の


概要 


・ 業として有害鳥獣捕獲を行う者を育成する制度（国の認


定資格を設けるとともに、当該者に対して捕獲の支援を


し、地域をこえた活動を促進する等）を整備する。 


＜平成 23年度検討開始、できる限り早期に措置＞ 


所管省庁 環境省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 鉄砲刀剣類所持等取締法の改正により、鉄砲刀剣類等所


持に係る精神診断書の添付が義務付けられたことから、


面倒である、近隣に診断書が取得できる病院がない等の


事情も、免許返納者が増加している一因であるとも考え


られる。 


○ 狩猟免許第１種、第２種所持者及び銃所持者が減尐して


いることが、鳥獣の追い払い、捕獲駆除が困難な状況を


招いている。 


○ 農業経営者の経営努力が、自らの農業経営に適切に反映


されることが必要であり、鳥獣害等の不確定要素により


経営状況が左右されることは最大限回避する必要があ


る。 


○ 一方で、許可銃使用に係る凶悪事件等の増加は防がねば


ならない。 


○ したがって、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第 10条第


１項第２号により認められる医師（法第５条第１項第３


号又は第４号に該当するか否かの判断に必要な知識経験


を有すると都道府県公安委員会が認める医師）の増加に


積極的に取り組むべきである。 


○ 現在は、片道２時間以上かけて診断書が取得できる病院


に行くケースもあるが、30分程度では病院に着けること


が望ましい。 


○ 増加に向けた取組については、目標値及びその工程表を


設定して積極的に取り組むべきである。 


○ 一方で、（上記取組を行ったとしても）銃所持者の高齢化


及び減尐を根本的に食い止めるのは難しいと考えられる


ため、趣味として狩猟を行うことを主目的とした現行の
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銃所有者に、害獣の駆除等を頼るのは限界がある。 


○ したがって、中期的には、業として害獣駆除を行う者を


育成する制度（国の認定資格を設け、地域をこえて活動


できるようにする等）を整備すべきである。 


 


 


【農林・地域活性化ＷＧ ⑧】 


 


規制・制度改革事


項 


ＥＵ諸国からの牛、羊、ヤギ由来のレンネットの輸入禁止の


解除 


規制・制度改革の


概要 


・ ＥＵ諸国からの牛、羊、ヤギ由来のレンネットの輸入禁


止について、解除に向け検討し結論を得る。 


＜平成 23年度中検討・結論＞ 


所管省庁 厚生労働省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ ＢＳＥを理由にＥＵ諸国からのレンネット輸入は禁止さ


れている。 


○ しかし、ＥＵ内においてレンネットを使用して製造した


チーズ製品は輸入されており、輸入を禁止する意義が乏


しく、現状を踏まえた対応が必要。 


○ ＥＵ諸国の牛・羊・ヤギ由来のレンネットが利用できる


ようになれば、チーズメーカーや加工を行う酪農家が、


自らの理想にかなう、より多様な製品を製造できるよう


になり、商品のブランド力の強化、６次産業化が促進さ


れ、当該地域の活性化につながる。 


○ 厚生労働省は「現時点において、ＥＵ諸国から要望は受


けていない」とのことであるが、現に国内からの要望が


あることを踏まえ、ＥＵ諸国からのレンネットについて


も、輸入再開を認めるべきである。 
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【農林・地域活性化ＷＧ ⑨】 


 


規制・制度改革事


項 


農地基本台帳整備の促進 


規制・制度改革の


概要 


・ 農業経営の基盤となる農地を保全するためには所有者等


の情報の正確な把握が必要不可欠であることから、改正


農地法で義務付けられた農地相続時の届出が適確になさ


れるよう、市町村に対し当該制度の周知徹底を図る。 


＜平成 23年度上期措置＞ 


所管省庁 農林水産省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 納税義務者の確認には地方税法第 22 条により情報の提


供が禁止されており、情報を知り得るためには、法的根


拠が必要とされているところ。 


○ 一方、農地基本台帳は、「農業委員会交付金事業実施要


領」に基づき、「農業委員会が法令事務を処理するに当


たり必要な資料」として、全農業委員会において整備す


ることとされており、当該要領では、記載事項、台帳整


備準備委員会の開催、調査推進協力員の委嘱等が規定さ


れているが、農地基本台帳自体の法令上の位置付けが不


明朗のままである。 


○ また、地籍、固定資産台帳など既存の法定台帳に加え、


農地基本台帳を法定台帳化することは、地籍台帳等を補


完し、国土保全に資するものである。 


○ さらに、所有者の同意を得れば、固定資産課税台帳に登


録されている所有者の氏名及び所在に関する情報を提


供することは可能であるが、不明地主からの同意を得る


ことは手続コスト等を勘案すれば、現実的ではない。 


○ したがって、法令上における固定資産税データの提供を


受けられる規定の整備、農地基本台帳の法定化（所有者


の登記の義務化）、地籍調査の促進及びその調査結果と


登記簿データとの統合化等、短期及び中長期の対策を講


じるべきである。 
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【農林・地域活性化ＷＧ ⑩】 


 


規制・制度改革事


項 


市民農園開設に係る基準の見直し 


規制・制度改革の


概要 


・ ①耕作放棄地の解消のためには、市民農園を積極的に活 


用すべきこと 


②自家消費を超える余剰農作物を直売所等で販売するこ 


とは可能であること 


について、農業委員会、市町村等関係機関に対して通知


を発出する。＜平成 23年中措置＞ 


所管省庁 農林水産省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 山間地域では、形状が悪く小規模な農地が多く、コスト


の大幅な低減ができない場合が多いことから、大規模・


低コストの農業経営は困難。その結果、中山間地域では、


現在、担い手等の借り手もなく耕作放棄されている農地


が散見され、その解消が急務となっている。市民農園は


農地の有効利用の一手法となり得ることから、適切に管


理される限り、容易に開設できることが必要。 


○ 農地利用の適切性の判断は事後チェックを厳格に行え


ば問題ない。 


○ 市民農園の開設状況を把握するのであれば、開設時の


「承認」ではなく「届出」で足りる。 


○ したがって、不適切利用された場合に市町村が適切な措


置をとることを条件に、農業委員会への届出により市民


農園の開設が認められるべきである。 


○ また、市民農園の開設認定に当たっては、営利を目的と


しない農作物の栽培に供することが要件となっており、


自家消費分に限定されているため、余剰分を直販所等へ


出荷できず、面積を一定規模以上に広げるのは難しい。 


○ 自家消費を除いた余剰分の出荷が可能になれば、農業の


六次産業化の促進等による地域の活性化や、国民の農業


意識の向上につながることが期待されるため、営利を目


的としない要件を削除すべきである。 
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【農林・地域活性化ＷＧ ⑪】 


 


規制・制度改革事


項 


農協の農業関係事業部門の自立等による農業経営支援機能


の強化 


規制・制度改革の


概要 


① 農業の成長産業化の促進において、重要な役割を果たす


べき農協は、その原点である農業経営支援機能の再生・


強化のため、計画的に農業関係事業部門の自立への取組


を進める。 


すなわち、農協の農業経営支援機能の強化や個々の組合


員の収益力の強化に向けた主体的な取組を推進すること


とし、その中で、組合員の意思を踏まえつつ、事業の効


率的運営を行うことにより、信用・共済事業部門から農


業関係事業部門への補てん額の段階的な縮減にも取り組


む。 


かかる取組についての中長期計画の策定を推進し、その


計画に沿った取組を早急に開始する。 


＜平成 23年度以降順次計画策定、以降計画に沿って措置


＞ 


② 農協の経営力強化のため、職員や専門家など幅広い範囲


から優れた経営スキルを有する人材を登用し経営を委ね


ることができるよう、執行機関と組合員代表機関の機


能・役割の分化など農業協同組合法に基づく経営管理委


員会制度の普及・定着や実務経験を有する者等の理事へ


の登用などを進める。＜平成 23年度中措置＞ 


所管省庁 農林水産省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


【農協による農業者の経営を支援する機能の再生強化の視


点】 


○ 大半の農協において信用事業部門・共済事業部門から農


業関係事業部門への補てんが常態化しており、その結果、


「農業関係事業部門の赤字」が「常識」化し、農業関係


事業部門の自立や強化に向けての取組の意欲の低下を招


いている。 


○ 利益構造上、信用・共済事業に経営の重点が置かれるこ


ととなっている。その常態化が、組合員の所得低迷によ


る離農者数の増加など本質的な問題と責任の所在を曖昧


にし、組合の原点である農業経営支援機能の縮小など、
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支援意欲の希薄化や、農業関係事業部門の再生・強化に


向けた努力の低下につながっている。 


○ 信用・共済事業からの補てんに依存しないよう、リスク


テイクを前提とした買取直販や直売事業、コスト削減、


企業との連携など農業経営支援機能の強化への取組と組


織改革を積極的に行い始めている農協もある。このよう


に、農協は、組合の原点である共同購入・共同販売によ


る、組合員の営農コストの低減と収益力の向上を図るた


めの農協の販路開拓力、経営指導力の向上とコスト削減


努力を優先すべきである。 


○ したがって、農協自らが中長期の農業支援機能の再生・


強化計画を立て、信用・共済事業から農業関係事業への


補てんを計画的に縮減し、将来的には農業関係事業部門


の自立を目指すべきである。 


○ なお、農業関係事業部門が自立できるまでの期間、信用・


共済事業部門から資金的支援を行う、あるいは、農業関


係事業部門の増資を行うなどの方法により農業関係事業


部門の経営基盤を支持することは可能である。また、自


立をした上での資金移動は、組合員に対する経営状況の


公開性をより高め、経営に対する監視・参画意識の向上


にもつながるものと思われる。 


○ 信用・共済事業部門と農業関係事業部門の組織間連携の


強化により、従前どおりの組合員へのサービスを質的に


維持することは可能であり、また、組合として当然の責


務である。また、組合員は、信用・共済事業部門及び農


業関係事業部門の出資者であることに変わりはなく、そ


れぞれの部門からの利益還元と奉仕を享受できるため、


組合員の立場からすれば何ら現状と変わるところはな


く、不利益は被らないはずである。 


○ なお、経営基盤の支持のために農業関係事業部門の増資


を行う場合、想定されるのは、信用・共済事業部門から


農業関係事業部門への組合員資産の移動による資本強化


である。この資産移動の信用・共済事業部門への影響は


決して小さくはないため、慎重な検討と留意が必要であ


る。 


【金融からの視点】 
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○ 一般の金融機関に他業禁止という制約がある中で、農協


のみに信用事業を認めることはイコールフッティング


の観点から適切ではない（農協の設立当時は確かに農協


が信用事業を実施する必要性があったことまで否定す


るものではない）。 


○ 信用事業と農業関係事業等を一体で行うことは、圧力販


売など不公正な取引を誘発するもので、指導や取締りで


それを防ごうとしても限界がある。 


○ 農業関係事業の赤字を信用・共済事業で補てんしている


ことは、農協の信用事業又は共済事業のみを利用してい


る准組合員も多く存在することを踏まえると、預金者な


どの利用者保護の観点から適切でない。 


○ 農林水産省は「総合サービスの一元的な提供ができなく


なり、組合員の利便性が著しく低下する」との見解であ


るが、農業関係事業部門が自立しても従来と同じような


金融サービス提供を継続できる制度設計は可能であり、


農業者にとっては、むしろ金融機関の選択肢の幅が増え


る可能性もある。また、現に、農業生産法人は、農協の


農業関係事業等の機能を果たしているが、金融サービス


との一元化がなくても、参加農家の所得は向上してお


り、不便さも感じていない。 


【有能な人材の確保】 


○ 現在の農協の経営には、高い経営力を有した有能な人材


を経営者として据えることが不可欠となっている。しか


し、経営力を有する農協職員や外部から招へいした専門


家を組合長に選ぶことは制度上可能であるものの、まず


理事に選任され、さらに理事の互選で選ばれることが必


要であり、現実には困難を伴う仕組みとなっている。 


○ ひっ迫した組合員の経営状況を好転させるべく、硬直化


した組織と農業関係事業の抜本的な改革を主体的・自立


的に進め、着実に成果を収めつつある農協がある一方


で、現状維持と組織保護が自己目的化した硬直化した農


協も見受けられるなど、農協間、農協と連合会との間の


意識や経営方針のかい離が拡大している。 


○ 改革が進む農協においては、優れた経営力と改革意欲に


満ちた人材がリーダーシップを発揮している。そのこと
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からも、各農協の主体的な改革を推進し、より効率的な


経営が行えるよう、理事会をチェック機関と位置付け、


経営については理事会の承認のもと農協職員・専門家な


どできうる限り広い範囲から優れた人材を登用し、経営


を委ねることが可能な仕組みを導入すべきである。 


 


 


【農林・地域活性化ＷＧ ⑫】 


 


規制・制度改革事


項 


契約野菜安定供給事業の対象農家の範囲拡大 


規制・制度改革の


概要 


① 都道府県の負担の有無にかかわらず、制度上定められた


要件を満たした生産者と実需者の直接契約について、契


約野菜安定供給事業（契約指定野菜安定供給事業及び契


約特定野菜等安定供給促進事業）の対象として取り扱わ


れるよう措置する。＜平成 23年中措置＞ 


② 本事業については、生産地がどこであっても利用できる


ようにする。＜平成 23年度中措置＞ 


所管省庁 農林水産省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 契約野菜安定供給事業（契約指定野菜安定供給事業及び


契約特定野菜等安定供給促進事業）は、制度上では一定


の要件を満たした農業者も対象となるにもかかわらず、


制度の運用において、生産する都道府県や出荷方法によ


り、セーフティネットの在り方が異なっており、不合理


である。 


○ 制度上定められた要件を満たしさえすれば生産者と実


需者の直接契約について、契約野菜安定供給事業（契約


指定野菜安定供給事業及び契約特定野菜等安定供給促


進事業）の対象として取り扱われるよう措置すべきであ


る。 


○ また、技術の改革や気候の変動等によって、生産に適す


る産地は変わる。その判断は生産者に委ねるべきであ


り、行政が本事業の対象となる産地を指定すべきではな


い。 
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【農林・地域活性化ＷＧ ⑬】 


 


規制・制度改革事


項 


農林水産業信用保証保険制度と中小企業信用保険制度の連


携強化による資金供給の円滑化 


規制・制度改革の


概要 


・ 農林水産業信用保証保険制度（以下「農林水保険」とい


う。）と中小企業信用保険制度（以下「中小保険」とい


う。）に係る課題は以下であるところ、 


①農業信用基金協会（以下「基金協会」という。）が保


証対象を実態上制度融資に限定するなど銀行等が活


用しづらいものとなっている、 


②金融機関にとって、基金協会の申請の事務手続等が中


小保険と異なる、 


③両制度の保険対象が不明確であり、利便性が損なわれ


ている、 


④基金協会の保証料率が資金ごとに一律となっており、


利用者の経営努力が反映されない、 


こうした課題に対応するため、現行の中小保険及び農林


水保険による連携を強化し、利用者の利便性の向上を図


るとともに、その課題の改善に両省で取り組む。具体的


には、 


①民間活力の活用の趣旨を踏まえ、農林水産省は基金協


会に対し、銀行等による利用促進の方針を徹底する。


そのため、銀行等による基金協会利用が進んでいない


地域においては、農林水産省は経済産業省の協力を得


て、地域金融機関の取組状況の実態把握を行う。 


＜平成 23年度中措置＞ 


②利用者の利便性向上の観点から、審査ノウハウや事務


手続の向上を図るため、信用保証協会と基金協会との


合同での研修の実施等を行う。 


＜平成 23年度着手、できる限り早期に措置＞ 


③農林水産省と経済産業省は、両制度の対象となる業種


について事例集を作成し、事業者や地域金融機関への


周知徹底を図る。また、信用保証協会と基金協会は同


一地域に存在する両協会間での連絡体制を構築し、一


方の制度で対象とならない場合は、相互の協会に紹介


を行う。さらに、農林水産物の生産・加工・販売を一
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気通貫で行う事業者に対しては、金融機関と両協会が


連携の上、事業者の負担軽減の観点を踏まえた事務手


続等の簡素化を図りつつ、生産部分は基金協会、加


工・販売部分は信用保証協会と分担する等、円滑な保


証引受けのための体制を構築する。 


＜平成 23年度着手、できる限り早期に措置＞ 


④農林水産省が基金協会の保証料率の見直し等の検討


を行うに当たり、経済産業省は、中小保険の制度設計


に関する情報提供を行う。 


＜平成 23年度検討開始、平成 24年度中に結論＞ 


所管省庁 農林水産省、経済産業省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 中小企業が金融機関から借入れをする場合に利用できる


信用保証事業としては、農林水産省が所管する農林水保


険と経済産業省が所管する中小保険が存在する。ただし、


農林漁業は、中小保険による保証の対象外業種である。 


○ 中小企業が農業分野に進出しようとする場合、農業以外


の資金については中小保険、農業分野の資金については


農林水保険と２つの制度を併用しなければならない。し


かし、地域によっては、基金協会が保証対象を国・自治


体の制度融資や農協融資に限定し、銀行融資が対象にな


らないことがあり、農業へ進出しようとする中小企業が


従来からつきあいのある銀行等から融資を受けられず、


新規参入時の円滑な資金調達が阻害されているとの指摘


もある。また、銀行が農林水保険の対象となる場合でも、


申請等の事務手続や条件が異なる上、どちらの保険が対


象となるかが不明確な場合（農業生産の一部は製造加工


業（もやし栽培業、キノコ生産等）として、中小保険が


対象。申請者が個別に相談し、両制度で調整。）があると


の指摘もあり、利用者の利便性が損なわれている。 


○ 平成 22年に法改正を行い、銀行等の農業融資を直接農林


漁業信用基金が信用補完する融資保険も利用できるよう


になったところであるが、対象保険金額は２億円以上で


あり、新規参入者は対象とはなり難い。また、農林水保


険の取扱銀行等は増加しつつあるものの、上記のとおり、


地域によっては参入を阻害されているとの指摘もあるこ


とから、更なる改善が必要である。 
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○ また、中小保険においては、各債務者の経営内容に基づ


き、９段階で保証料率を設定しているが、農林水保険に


おいては、貸付商品ごとに保証料率が一律であり、事業


のリスクに応じた保証料の算出となっておらず、農林水


保険制度におけるコストの合理化や利用者の経営改善努


力が図られない。 


○ 以上の課題を鑑み、中小保険の対象業種に農業、林業、


漁業を追加するべきである。 


○ かかる改善が実行されるまでの間、まずは農林水保険と


中小保険の連携強化、農林水保険への銀行等の参入促進


強化等を図るべきである。 
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【農林・地域活性化ＷＧ ⑭】 


 


規制・制度改革事


項 


保安林制度に係る指定施業要件変更の迅速化 


規制・制度改革の


概要 


・ 森林・林業基本法の改正（平成 13年６月）に伴う緩和に


係る指定施業要件の変更手続について、迅速な対応が図


られるよう指導を徹底し、手続の迅速化に努める。 


＜平成 23年中措置＞ 


所管省庁 農林水産省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 森林・林業基本法の改正（平成 13年６月）に伴い、複層


林施業の促進及び多様な樹種による多様な森林整備を図


ることを目的として、保安林制度における指定施業要件


の緩和が行われたところ、植栽指定樹種及び伐採率の変


更など、緩和後の要件を適用させようとする保安林につ


いては、個別に都道府県・所有者等からの申請が必要で


ある。 


○ 緩和後の要件を適用させようとする場合、保安林面積全


体の約９割を占める流域保全保安林に関しては、農林水


産大臣が許可権者であることから、手続に多大な時間・


手間を要しているとの指摘がある。また、都道府県が事


務手続を行う場合、手続に膨大な時間を要することがあ


る。 


○ 私有財産権への制約は必要最小限であるべきであるとこ


ろ、緩和後の指定施業要件を適用させようとする手続に


おいて、所有者が申請する場合については届出制を導入


（指定施業要件に係る植栽の方法（ha 当たり本数）、樹


種についての運用基準を公表し、届出制を認める）する


など、手続を簡素化する仕組みを導入すべきである。 
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【農林・地域活性化ＷＧ ⑮】 


 


規制・制度改革事


項 


林業経営に係る許認可・届出等の簡素化 


 


規制・制度改革の


概要 


・ 森林所有者の申請手続の負担軽減等の観点から、森林法


に基づく保安林の伐採等の許可・届出について、申請書


類の統合を含め、更なる簡素化を図ることのメリット、


デメリットについて検討する。 


＜平成 23年中検討・結論＞ 


所管省庁 農林水産省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 伐採及び造林等の林業経営に関する行政への許認可・届


出については、保安林制度・自然公園法に係る申請等を


個別に行っており、手続が重複する部分があるとの指摘


がある。 


○ 林野庁関連の許認可・届出については、保安林において、


間伐のため立木を伐採しようとする者は、都道府県知事


に森林の所在場所・間伐立木材積・間伐方法等を記載し


た間伐の届出書を提出しなければならない。また、作業


道の開設についても、同様に伐採面積・本数等を記載し


た届出書を提出しなければならない。これらは同じよう


な書類が多い上に、伐採立木の本数まで記載しなければ


ならないなど、必要があると考えにくい記載まで要求さ


れているとの指摘がある。 


○ 一方、環境省関連の許認可・届出については、国立公園・


県立公園（特別２種又は３種）で保安林指定がされてい


る地域については、公園を管理する窓口と保安林を管理


する窓口に許可申請を行わなければならない。 


○ 手続の一元化・簡素化は制度の一体的な運営を意味して


いるものではない。申請書類の統合・窓口の一本化等に


より、森林所有者の負担軽減と行政事務の効率化を念頭


に置くものである。制度目的が異なるものについては、


受付が困難であるところ、例えば、保安林に関する手続


の申請書類を統合（申請に関係しない項目はブランクで


対応）することにより、申請書は１枚で済み、申請者に


はわかりやすく、同様の書類を２箇所に提出する負担の


軽減につながり、一方、行政は手続漏れ等を防ぐことが
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できる。 


○ したがって、森林所有者の申請手続の負担軽減及び行政


の事務効率化等の観点から、保安林（自然公園内の森林


を含む）における伐採及び造林等の許認可・届出につい


て、申請書類を統合することの所有者のニーズを把握の


上、導入すべきである。 
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【農林・地域活性化ＷＧ ⑯】 


 


規制・制度改革事


項 


林業用種苗の見直し 


 


規制・制度改革の


概要 


① 林業種苗法における種苗の配布区域について、地域の気


候・土壌等の自然条件に適合しているかどうかを検証す


る観点から、こうした条件への適合性を再検討の上、地


域間で移動を行うことを可能とするなどの柔軟な対応


を図る。＜平成 23年中措置＞ 


② 林業種苗の価格については、都道府県や調整会議が価格


調整を行っているような誤解を受けないよう、調整会議


の場で価格についての論議を行わないことについて、早


急に指導を徹底する。＜平成 23年度上期中措置＞ 


③ あわせて、補助対象とする苗木に要件を課す場合につい


ても、地域の自然的条件等を踏まえた必要最小限のもの


とし、民間事業者が生産した苗木であることをもって補


助対象から除外するなど合理性を欠く要件を課さない


よう、早急に公正な競争条件の確保に努める。 


＜平成 23年度上期中措置＞ 


④ 植栽本数の低減による低コスト造林への取組など、多様


な森林整備を促進する観点から、都道府県に対して、補


助要件として植栽本数を限定していないことの制度趣


旨を周知する。＜平成 23年度上期中措置＞ 


所管省庁 農林水産省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 林業種苗法においては、農林水産大臣は一定の区域にお


いて採取・育成される種苗について、気候その他の自然


条件から生育に適すると認められる区域を配布区域と


して指定することができると規定しているが、地域が分


かれているため、例えば九州で植えることのできた苗木


が四国では植えられない。温暖化に伴い、九州の苗木を


四国で植えても十分に生長するとの指摘もあるが、当該


区域は昭和 47 年以降見直しがされておらず、気候変動


に対応しているとは言い難い。したがって、地域の気


候・土壌等の自然条件への適合性を再検討の上、地域間


で移動を行うことを可能とする、柔軟な対応を図るべき


である。 
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○ 林業種苗の価格については、調整会議等で標準価格が決


定する等、価格形成が硬直的であり、民間の林業経営者


が苗木を生産・植栽することは可能であるが、造林補助


金を受領できない場合もあるなど、公正な競争が阻害さ


れているとの指摘がある。林野庁においては、都道府県


や調整会議が価格調整を行っているような誤解を受け


ないよう、早急に指導を徹底すべきである。また、補助


対象とする苗木に要件を課す場合についても、地域の自


然的条件等を踏まえた必要最小限のものとし、民間事業


者が生産した苗木であることをもって補助対象から除


外するなど合理性を欠く要件を課さないよう、本件につ


いても早急に対応し、公正な競争条件の確保に努めるべ


きである。 


○ 造林補助事業の対象となる ha 当たり植栽本数について


は、地域によっては 2,000～3,000本に限定されており、


小数間伐・短期間で主伐が可能な 1,000本以下の低コス


ト造林などのビジネスモデルが展開できないとの指摘


がある。したがって、植栽本数の低減による低コスト造


林への取組など、多様な森林整備を促進する観点から、


都道府県に対して、補助要件として植栽本数を限定して


いないことの制度趣旨を周知すべきである。 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







31 
 


【農林・地域活性化ＷＧ ⑰】 


 


規制・制度改革事


項 


森林簿等の整備・民間利用の促進 


 


規制・制度改革の


概要 


・ 森林簿情報の提供等については、平成 22 年 12月 24日付  


「森林施業の集約化の促進に資する森林関連情報の提供


及び整備について」にて、都道府県への助言を行ってい


るところであり、当該助言に基づく施業集約化等に必要


な森林簿等の情報の提供状況について確認するととも


に、森林経営計画を作成しようとする者に必要な情報が


提供されるよう引き続き助言を行う。 


＜平成 23年度中措置＞ 


所管省庁 農林水産省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 地籍調査が未了の山林が多い上に、税務情報による所有


者等の特定は地方税法により規制がかけられているこ


とから、地方自治体が森林に関する情報を適時に収集で


きないなど、森林の実態把握や整備等に関する計画の策


定時に手間取ることが多い 


○ 納税義務者の確認については、地方税法第 22 条により


情報の提供が禁止されており、地方自治体が森林簿等に


反映させるために情報を知りうるためには、法的根拠が


必要とされているところ。なお、所有者の同意を得れば、


固定資産課税台帳に登録されている所有者の氏名及び


所在に関する情報の提供を受けることは可能であるが、


不明地主からの同意を得ることは現実的ではない。一


方、森林簿は都道府県により整備され、森林法第 191条


により規定されている地域森林計画、市町村森林整備計


画及び森林施業計画の樹立に当たって活用されている


が、法的発出根拠が不明朗のままである。 


○ また、森林簿等は、林業施業者等の施業計画の策定に必


要であるにもかかわらず、林野庁は、森林簿等の「情報


管理権限は都道府県にあり、当該情報には個人情報を含


むことから、各都道府県の個人情報保護条例の取扱いに


従って適切に扱われる必要があり、国が強制的に開示で


きるものではない」との見解を示しているため、各都道


府県により森林簿等の情報の扱いが大きく異なってい
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る。 


○ 地籍、固定資産台帳など既存の法定台帳に加え、森林簿


をきちんと整備し、適切に施業を行う林業事業体等に公


開することは、国土保全に資するものである。 


○ したがって、法令上における固定資産税データの提供を


受けられる規定の整備、森林簿の法定化（所有者の登記


の義務化）、地籍調査の促進及びその調査結果と登記簿


データとの統合化等、短期及び中長期の対策を講じるべ


きである。あわせて、施業集約化等に必須である森林簿


等の情報について、森林経営計画（仮称）を作成しよう


とする者に必要な情報を提供すべきである。 
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【農林・地域活性化ＷＧ ⑱】 


 


規制・制度改革事


項 


稼働中の産業遺産の世界遺産への登録 


規制・制度改革の


概要 


・ 稼働中の産業遺産の世界遺産登録に関して、関係府省会


議や有識者会議の設置を含め、関係府省が一体となって


検討を行うとともに、関係府省は、現行の文化財保護法


に基づく保全方策以外の方策について速やかに検討を開


始し、できる限り早期に結論を得る。 


＜平成 22 年度中に検討を開始し、平成 23 年度中できる


限り早期に結論＞ 


所管省庁 内閣官房、文部科学省、経済産業省、国土交通省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの金


本的考え方 


○ 我が国における世界遺産の前提となっている文化財保護法


では、産業遺産のように利用・活用され、産業技術の進展と


ともに、修繕等を行いながら、その機能を維持する必要があ


るものには適さない。 


○ 諸外国では、文化財保護法のみならず、港湾法・鉄道法・都


市計画法などの関連を活用して、稼働中の産業遺産の保存


管理を行っている。 


○ 我が国において、産業遺産の世界遺産認定に向けて実質的


な枠組みがないのが実情であり、稼働中の産業遺産とその


周辺の区域について、港湾法等の文化庁以外の省庁管轄


の法制度を含め、新たな枠組みの構築に向けて検討される


べきである。 


○ 九州・山口地域において、稼働中の産業遺産を含む近代


化産業遺産群の世界遺産登録を目指す活動が活発に行わ


れており、（「国民の声」要望意見も多数あり）、政府とし


て、速やかに検討を行い、早期に結論を出す必要性は大


きい。 
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【農林・地域活性化ＷＧ ⑲】 


 


規制・制度改革事


項 


かやぶき屋根等木造建築物に関する建築基準法の緩和 


規制・制度改革の


概要 


・ 日本の伝統構法を用いたかやぶき屋根等木造建築物の文


化的価値を継承し、地域活性化を図る観点から、建築基


準法第 22 条に基づき特定行政庁が指定する区域内の建


築物の屋根の構造及び区域の指定の在り方等について検


討し結論を得た上で、地方公共団体に技術的助言（ガイ


ドライン）を発出する。 


＜平成 23年度検討・結論・措置＞ 


所管省庁 国土交通省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの金


本的考え方 


○ 過去にも民間事業者等から同内容での規制改革要望は複


数あり。 


○ 文化的価値の高いかやぶき技術の伝統を守るために、観


光振興による地域活性化が期待される温泉地等へ、かや


ぶき屋根による古民家等の宿泊施設をビジネスとして成


立させることが必要である。 
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【農林・地域活性化ＷＧ ⑳】 


 


規制・制度改革事


項 


河川護岸の整備や人道橋の設置における仕組みの整備等 


規制・制度改革の


概要 


① 地域の魅力をいかした観光振興の観点から、河川景観の


形成・保全と治水上必要な諸基準との関係を定めた国土


交通省「河川景観の形成と保全の考え方」（平成 18年 10


月）及び「中小河川に関する河道計画の技術基準」（平成


22年８月）に沿って良好な河川景観の整備が進むよう、


これらの周知徹底を図るとともに、河川空間の景観や利


用快適度を評価し、護岸、人道橋等の施設の整備・管理


にフィードバックする仕組みを検討する。  


＜平成 23年度検討開始＞ 


② また海岸景観に関しても、「海岸景観形成ガイドライン」


に基づく取組が適切に行われるよう、併せて周知徹底を


図る。＜平成 23年度措置＞ 


所管省庁 国土交通省、農林水産省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 人道橋等の設置も含め、魅力ある観光地づくりを一層推


進することが求められており、適時適切に関係者が情報


を共有しながら合意形成を進めるため、「河川景観の形成


と保全の考え方」等について、周知徹底を図る必要があ


る。 


○ 現行制度の枠組みにとらわれることなく、人道橋や護岸


に係る河川管理施設等構造令に定める技術的基準につい


ては、必要に応じた見直しを検討することも重要である。 
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【農林・地域活性化ＷＧ ㉑】 


 


規制・制度改革事


項 


着地型観光に即した各種業規制の見直し 


－旅行業法 第３種旅行業者の適用除外等－ 


規制・制度改革の


概要 


・ 着地型観光の高まる中、地域自らが主催する募集型企画


旅行に関して、一定の条件の下に、旅行業法 第３種旅行


業者の適用除外や第４種として新たなカテゴリーを創設


するなど、消費者保護の観点も踏まえつつ、地域のリソ


ースを使いやすくする方策について、検討し、結論を得


る。＜平成 23年度検討・結論＞ 


所管省庁 国土交通省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 着地型観光に取り組む地域のＮＰＯ法人等団体が、宿泊


施設や一般交通機関の手配に加え、体験型プログラムを


セットで提供できるようにするためには、第３種旅行業


者を取得しなければならない。 


○ 地域の限られたリソースで着地型観光を推進する際、現


行の第３種は、営業保証金や旅行業務取扱管理者を設置


するなど負担が大きい。 


○ なお、旅行業務取扱管理者に係る資格試験の内容は、地


域資源をいかした観光振興とは直接関係していないとの


声も聞く。 
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【農林・地域活性化ＷＧ ㉒】 


 


規制・制度改革事


項 


酒類の卸売業免許の要件緩和 


規制・制度改革の


概要 


① 酒税の保全上問題を生じさせないことを前提として、地


域資源（農産物等）を原料とした酒類の販売を行う事業


者について、酒類やその営業方法等、一定の条件を満た


す場合には卸売業免許取得に係る年間販売基準数量の弾


力的な運用を行うことを検討し、結論を得る。      


＜平成 23年度検討・結論＞ 


② 酒類卸売業への新規参入に関するニーズを踏まえた上


で、需給調整要件を緩和（免許枠の拡大、新たな免許区


分の設定等）し、人的要件、場所的要件、経営基礎要件


の具備が確認され、酒税の保全上、問題がないと認めら


れる場合には、免許の付与について弾力的運用を講じる


ことを検討し、結論を得る。 


  また、申請手続に関しても、免許枠に係る透明性の確


保、提出書類の簡素化等を図ることを検討し、結論を得


る。＜平成 23年度検討・結論＞ 


所管省庁 財務省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 原料供給及び製造数量の観点からも、法制度に基づき規


定された年間の平均販売見込数量基準は大きすぎるので


はないかとの声を聞く。（例：果実酒における最低製造数


量基準は６キロリットル） 


○ 都道府県の地域資源に認定されている農産物等を原料と


した果実酒等は、一層の販売増による地域振興や地域活


性化への期待が大きく見込まれることから、年平均販売


見込数量基準の緩和による、卸売業免許の交付可能な事


業者の枠を広げる意義は大きい。 


○ 国内外を問わず、全酒類卸売業免許の取得を求める事業


者は尐なくないが、需給調整要件のために当該免許を取


得できない事業者が存在する。 


○ 需給調整要件の緩和により、酒類卸売市場に対する新規


企業の参入を促すことで、当該市場の活性化が見込まれ


る。 


○ また、酒類小売業免許の取得に係る需給調整要件につい
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ては既に大幅な緩和がなされており、全酒類卸売業免許


に限って厳しい需給調整要件を課す合理性は乏しいもの


と考えられる。 


○ このため、全酒類卸売業免許の取得に係る需給調整要件


の大幅な緩和を検討すべきである。 


 


 


【農林・地域活性化ＷＧ ㉓】 


 


規制・制度改革事


項 


道路使用許可等の弾力的運用及び申請手続の簡素化 


規制・制度改革の


概要 


・ 歩道・車道空間を活用した地域の各種イベントを開催す


る場合、道路使用及び占有許可が取得しやすくなるよう、


既に発出済みの道路使用許可及び占用許可の取扱いに係


る通知等や道路占用許可に係る申請書の様式の統一化に


ついて、改めて周知徹底を行うとともに、申請手続の簡


素化及び一層の弾力的運用を図ることについて、検討し、


結論を得る。＜平成 23年度検討・結論＞ 


所管省庁 国土交通省、警察庁 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 地域の声として、イベント等に伴う道路使用許可及び占


用許可に係る警察庁及び国土交通省の通達により、一定


の効果があったとの認識がある一方、地域による対応の


バラツキや担当者による対応の違いなど、更なる改善を


求める声は尐なくない。 


○ 地域で開催する各種イベントは、地域のにぎわいを創出


するために非常に重要であることから、不断の見直しは


必要である。 
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【農林・地域活性化ＷＧ ㉔】 


 


規制・制度改革事


項 


アーケードに添架する装飾等の運用の緩和 


規制・制度改革の


概要 


・ 各種イベントの装飾等をアーケードに適切に添架できる


よう、添架期間や方法等に応じた許可の範囲について検


討し、技術的助言（ガイドライン）を発出する。 


＜平成 23年度検討・結論・措置＞ 


所管省庁 国土交通省、総務省、警察庁 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 本来アーケードは飾り付け等をするものではなく、構造


上、附設物の設置は想定していないとの考え方が前提に


あるため、地方公共団体は、原則、既存の添架物以外は


認めない方向にある。 


○ 例えば、期間限定でのアーケード天井のバトンをつなぐ


イルミネーション（天の川）の設置などは、アーケード


の構造変更に相当すると整理され、安全上の観点から、


アーケード連絡協議会にかけなければならないとの理由


で、許可取得が進まない。 


○ また、臨時的に九州新幹線開通へ向けて歓迎用の垂れ幕


を設置しようとしたところ、新たな添架物の設置は構造


上、また景観上問題があるとして、回答留保のままとな


っている。 


○ 地域で開催する各種イベントは、地域のにぎわいを創出


するために非常に重要であることから、不断の見直しは


必要である。 
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【農林・地域活性化ＷＧ ㉕】 


 


規制・制度改革事


項 


商店街振興組合の活性化 


規制・制度改革の


概要 


・ 商店街においては、近年、経営者の高齢化、後継者難等


により店舗を第三者に賃貸し商店街振興に携わる事例が


増えていることから、このような不動産賃貸を行う事業


者も定款で組合員資格を付与すれば組合活動に参加でき


ることを周知する。＜平成 23年度措置＞ 


所管省庁 経済産業省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 商店街振興組合法は、地域の商店街で事業を営む者の事


業の発展並びに、地域の環境の整備改善を図るために必


要な組織等について定めたものであり、商店街振興組合


の設立要件である対象業種は小売商業又はサービス業と


規定されている。 


○ 都市部においては、近年の経営者の高齢化、後継者難等


により、自ら営業していた店舗を第三者に賃貸し、不動


産賃貸業の店舗オーナーとして、商店街振興に携わる事


例が増えている。 


○ このような場合は、業種転換した後も、商店街振興組合


の一員として、地域貢献活動が十分に担えるところであ


るが、組合の定款で組合員資格を付与することにより、


組合活動に参加できることについては十分に理解されて


いるとは言い難いことから、引き続きその旨を周知し続


けることが必要である。 
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【農林・地域活性化ＷＧ ㉖】 


 


規制・制度改革事


項 


中心市街地活性化基本計画における計画期間の緩和 


規制・制度改革の


概要 


・ 中心市街地活性化基本計画に関する都市再開発法による


市街地再開発事業の認定事業については、事業が長期に


わたるものが多い実態に鑑み、当初から５年を超える期


間にて策定されている場合、当初計画と再認定計画の間


に隙間が生じないよう、円滑に再認定を行うことについ


て、検討し、結論を得る。＜平成 23年度検討・結論＞ 


所管省庁 内閣府 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 中心市街地活性化基本計画に関わる都市再開発法による


市街地再開発事業の認定事業については、市町村が計画


期間（おおむね５年以内を目安）を含む基本計画を策定


し、当該計画が認定されていれば再開発事業補助の割増


しが適用されるにもかかわらず、５年以内の事業完了は


現実的には困難であることが多いため、必要な見直しを


検討する必要がある。 
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【農林・地域活性化ＷＧ ㉗】 


 


規制・制度改革事


項 


大規模集客施設の郊外立地抑制について 


規制・制度改革の


概要 


・ 平成 18年の「まちづくり３法」の改正等が大規模集客施


設の立地に与えた影響や、自治体による農地転用許可が


大規模集客施設の立地に与えた影響など、大規模集客施


設の立地動向に係る全国的な実態調査を行い、調査結果


を公表する。＜平成 23年度措置＞ 


所管省庁 国土交通省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 「まちづくり３法」にかかわらず、優良農地の転用等に


より大規模集客施設が郊外に立地されることで、都市郊


外のスプロール化と中心市街地の空洞化が進み、規制強


化の声が一部の地域で高まりつつある。本格的な高齢化


社会の到来を受け、コンパクトシティ推進に影響を及ぼ


す大規模集客施設の郊外立地の在り方について、実態調


査を行う必要がある。 


 


 


【農林・地域活性化ＷＧ ㉘】 


 


規制・制度改革事


項 


観光目的の船舶（20ｔ以上）の検査及び設備の設置要件の緩


和 


規制・制度改革の


概要 


・ 20ｔ以上の遊覧船や屋形舟において、航行区域が平水区


域に限定される場合には、船舶の安全性への影響を考慮


しつつ、検査及び設備の設置要件の緩和について、検討


し、結論を得る。 ＜平成 23年度検討・結論＞          


所管省庁 国土交通省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 近年の外国人旅行者の増加を受け、ゆったりくつろげる


一回り大きな客室空間の建造ニーズが高まっている。 


○ 遊覧船や屋形舟において、20ｔ以上の場合は、船舶安全


法に基づく国の検査を受けるものとされているが、航行


区域が平水区域に限られる場合には、極めて海岸に近い


区域のみでの航行が想定される 20ｔ未満を対象とする日


本小型船舶機構による検査と同等の検査で十分対応が可


能と考える。 
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【農林・地域活性化ＷＧ ㉙】 


 


規制・制度改革事


項 


旅客船事業における航路申請に係る届出範囲の拡大 


規制・制度改革の


概要 


・ 平水区域内を航行する遊覧船や屋形舟に係る航路申請に


おいて、一定区域内における航路変更に柔軟に対応でき


るゾーン管理の仕組みを取り入れるなど、弾力的運用の


在り方について、検討する。＜平成 23年度検討開始＞ 


所管省庁 国土交通省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 航路申請における許可取得には、煩雑な申請手続に加え、


標準処理期間として２か月程度要するため、顧客ニーズ


に応じた柔軟な航路変更に対応することができない。 


○ 基本となる航路に対して、一定エリア内における就航先


変更に柔軟に対応できるゾーン管理の仕組みを取り入れ


ることで、水辺の観光需要の掘り起こしが可能。 
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【農林・地域活性化ＷＧ ㉚】 


 


規制・制度改革事


項 


コミュニティを支える中小企業の資金調達の多様化 


規制・制度改革の


概要 


・ 地域住民の有する貯蓄を域内で直接的に活用し、商店街


等を中心とする地域コミュニティを支える中小企業の資


金調達の多様化を図ることにも資するよう株式会社等と


して社債を発行する場合の金融商品取引法上の位置付け


について明確化を図り、周知する。＜平成 23年度措置＞ 


所管省庁 金融庁 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 商店街等を中心とする地域コミュニティを支える中小企


業にとって、地域住民の有する貯蓄は、貴重な経営資源


となるにもかかわらず、十分に活用されているとはいえ


ない。その背景の一つに、株式会社等として比較的尐額


の社債を発行する場合には、簡易な手続により資金調達


が可能であるにもかかわらず、当該資金調達の金融商品


取引法上の位置付けが十分に知られていないことがあ


る。そこで、金融庁は、地域の中小企業が比較的尐額の


資金を多くの小口社債を発行することで調達することも


想定した上で、金融商品取引法上の位置付けを明確化す


るためのＱ＆Ａ等を作成し、ＨＰ等において周知を図る


べきである。 
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【農林・地域活性化ＷＧ ㉛】 


 


規制・制度改革事


項 


大気汚染及び水質汚濁の原因となり得る特定工場の立地段


階に必要となる手続の迅速化 


規制・制度改革の


概要 


・ グローバル競争が激化する現下の状況を踏まえ、60日の


審査期間を短縮する措置を実施するよう地方公共団体に


周知するとともに、事業者との相談体制の整備や都道府


県での審査事例の収集・展開など、地方公共団体が迅速


な対応を行えるよう必要な方策を講じる。 


＜平成 23年度措置＞ 


所管省庁 環境省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 我が国の産業競争力強化のためには、投資判断を行って


から、できる限り迅速に工場施設等の立地が実現できる


よう事業環境を整備することが重要であるため、審査期


間及び設置制限期間の短縮の意義は大きい。 


○ 法令上事業者は、届出受理の日から 60日間はその届出に


係る特定施設等の設置や構造等の変更を行うことができ


ない。その届出特定施設の規模・種類は様々であるとこ


ろ、審査に要するであろう期間が最大 60日間の根拠は不


明確であるばかりか、多くの場合、30日以内で都道府県


の審査が終えられると聞く。 


○ 経済のグローバル化等により、競争が激化している現在


の事業環境において、60日間という期間は、非常に大き


な事業機会の損失を生みかねず、「事業者の拘束期間の妥


当性」について、再考する必要がある。 


○ また、都道府県に対して、運用上、期間短縮措置を講じ


ることができる旨通知されているが、適切な運用がなさ


れているとは言えない。 


○ さらに、審査が滞りなく行われ、事業者・行政双方のコ


ストが削減されるよう、届出に当たり、事前に事業者と


積極的に相談を行える体制の整備に努めるよう指導する


とともに、都道府県での審査事例を収集し展開するなど、


可能な限り迅速な対応が行えるよう、必要な方策を検討


する必要がある。 
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【農林・地域活性化ＷＧ ㉜】 


 


規制・制度改革事


項 


工場の建て替え時に必要となる緑地面積率規定の在り方 


規制・制度改革の


概要 


・ 国内工場の空洞化が一層深刻化する現下の状況を踏ま


え、建て替え阻害の要因となりうる、飛び緑地や壁面緑


地及び屋上緑地に対する面積算入範囲の拡大、緑化のた


めの植栽規定の見直し、地方自治体に「地域準則」を積


極的に活用させる方策等、緑地面積率規定の在り方につ


いて検討し、結論を得る。＜平成 23年度検討・結論＞ 


所管省庁 経済産業省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 工場立地法による緑地面積の確保等に係る規制改革要望


は、逐次、所要の措置を講じるべく検討が進められてい


るところではあるが、依然産業界からは見直し要望が後


を絶たない。 


○ 例えば、壁面緑地は、緑化しようとする部分の長さ（水


平投影で見た長さ）に１ｍを乗じた面積まで、また屋上


緑化は、「敷地面積×緑地面積率×25％」までしか緑地面


積として算入することができない。合理的根拠がないの


であれば、弾力的運用を認めるべきである。 


○ そもそも、「地域準則」により、地域の実情に応じて、都


道府県及び政令市は独自に、国が定める範囲内において


緑地面積率の上限を 10％まで下げることが可能となって


いるが、これは一部の地域でしか策定されていない。ま


た、地方においては、周辺環境として、既に緑地に囲ま


れており、こうした状況の中、一律の規制を課すことは


合理的根拠に欠ける等、見直しを求める声は尐なくない。


「地域準則」を積極的に活用させる方策を検討すべきで


ある。 
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【農林・地域活性化ＷＧ ㉝】 


 


規制・制度改革事


項 


地域のコンビナートにおいて協業を進める上で障害となる


規制の見直し  


規制・制度改革の


概要 


・ 近隣の事業所間を埋設配管以外の配管で接続する場合、


万一の事故時に延焼防止を図るとともに安全かつ適切な


消防活動ができるように空地を設けて設置する必要があ


るが、配管経路や配管の構造によっては、省エネ効果の


低減等、課題が生じる場合もあると考えられる。事業所


間を接続する配管のうち、当該事業所内の部分について


は、事業所ごとの実態に合わせて、万一の事故時に延焼


防止に有効でありかつ消防活動が安全かつ適切に実施で


きる措置がとられていることについて事業所が検証し市


町村長等が適切であると確認した場合には、必要な空地


を減ずることができる（空地を不要とすることを含む。）


旨を通知により明らかにするとともに、その具体的な方


策について例示する。＜平成 23年度措置＞ 


所管省庁 総務省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 石油コンビナートは、大規模かつ複雑な製造施設や貯蔵


施設を有し、取り扱う物質も多種多様にわたることから、


災害の発生リスクを最小限に抑え消防法、高圧ガス保安


法、労働安全衛生法及び石油コンビナート等災害防止法


のいわゆる「コンビナート保安四法」に基づく保安規制


の遵守が義務付けられている。 


○ こうした中、安全性の確保を前提としつつも、海外との


競争力を低下させることがないよう、規制の見直しを図


る必要性は大きい。 


○ 例えば、地域のコンビナートにおいて、近隣の事業所同


士を配管で接続しようとした場合に消防法上の移送取扱


所があるケースでは、事業所の種類・内外を問わず配管


の周囲に一定距離の空地を設け敷設せざるを得なくなる


ため、う回に伴う圧力損失や熱損失による省エネ効果が


低減するなどの課題が生じていたが、これらコンビナー


トの事業所は石油コンビナート等災害防止法などに基づ


き災害の発生及び拡大の防止のための一定の措置が既に


講じられていることを踏まえ、安全性を確保しつつも、
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事業所ごとの実態に合わせて必要な空地を減ずることが


できる等（空地を不要とすることを含む。）の、規制緩和


をすることが適当と考える。 


○ なお、これらを踏まえると、危険物の規制に関する規則


第 28 条の 16 第３号の「ただし書」における保安上必要


な措置については、水密構造で両端を閉塞した防護構造


物又は危険物の流出拡散を防止することができる防火上


有効なへいと一律に規定するのではなく、過度な措置を


義務付けることがないよう、事業所の実態に合わせた対


応が可能となるようにすることが適当と考える。 


 


 


【農林・地域活性化ＷＧ ㉞】 


 


規制・制度改革事


項 


ＰＰＰ/ＰＦＩ制度の積極的な活用 


規制・制度改革の


概要 


・ ＰＦＩ制度の一層の活用を図る観点から、以下について


検討し、結論を得る。 


① ＳＰＣの株式の譲渡 


＜平成 22年度検討・平成 23年度結論＞ 


② 公物管理権の民間への部分開放＜平成 23年度措置＞ 


③ 公務員の民間への出向の円滑化＜平成 23年度措置＞ 


所管省庁 内閣府 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ ＰＦＩ制度の一層の活用を図る観点から、大規模災害発


生時における政府の資産買取り等、民間へのリスク移転


の最適化も含め、民間事業者への参入のインセンティブ


を十分に確保することが必要である。 


○ 株式譲渡が原則禁止されているため、ゼネコン等ＰＦＩ


特別会社に対して、事業終了時まで出資の維持を要求す


るなど負担を強いている現状を鑑み、投資家からの資金


受入れが可能となるよう特別目的会社の株式譲渡の弾力


化を図る必要がある。 


○ 他方、インフラ（道路、港湾等）の一部及び全部に関し


て、建設・更新・運営などを含めた多様な委託や投資に


対するリターンの確保を可能とする仕組みを整備するこ


とも必要である。 
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【農林・地域活性化ＷＧ ㉟】 


 


規制・制度改革事


項 


中国人訪日査証の要件等の見直し 


規制・制度改革の


概要 


・ 国際観光客誘致のため、中国人についての査証の発給要


件など、訪日査証の在り方について、検討する。 


＜平成 23年度措置＞ 


所管省庁 外務省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 中国人観光客のリピーター促進のために、査証有効期間


内であれば何度でも訪日が可能な数次査証の導入が検討


されるべき。 


○ 諸外国の状況としては、韓国は既に数次査証を認めてお


り、国際観光の競争上、务後することになる。 


○ さらに、団体観光については、現在、常時２名以上の添


乗員の同行が義務付けられていることに加え、あらかじ


め決められた内容以外の行動は制限されており、旅行者


ニーズに十分に対応できていない。個人の自由行動の制


限が緩和されれば、団体観光の利便性と個人観光の趣向


の多様性に対応した旅行企画が可能となり、訪日客の更


なる増加が期待される。 
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【農林・地域活性化ＷＧ ㊱】 


 


規制・制度改革事


項 


国際線の入国時の税関検査の簡素化 


規制・制度改革の


概要 


・ 入国時の一連の税関検査に関して、申請書提出の有無や


旅券提示の有無を含め、諸外国の対応状況を調査した上


で、改めて、当該税関検査の合理性について検証し、結


果を公表する。＜平成 23年度措置＞ 


所管省庁 財務省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 観光立国を目指す我が国の入国時の税関検査に関して、


申告すべき手荷物等がない旅客に対して、免税範囲を超


えている旅客等同様、ほぼ一律に旅券提示を求める当該


対応は、諸外国との比較において、日本人のみならず日


本を訪れるビジネス客及び旅行者の間で違和感を覚える


者が尐なくないと聞く。 


○ テロの未然防止や密輸阻止の観点から、運用上、必要に


応じて旅券提示を求めているとのことであるが、実際の


ところ、税関検査職員において、密輸するリスクが高い


人物と問題のない人物とを確実に見極めることは至難の


業であることから、ほとんど全ての旅客に対して旅券提


示を求めることで、リスクヘッジしていないか疑念を抱


かざるを得ない。 


○ 平成 19年７月以降、同じくテロの未然防止や密輸阻止の


観点から、日本に入国する全ての旅客に「携帯品・別送


品申告書」の提出が義務付けられたこともあり、諸外国


との一連の税関検査に係る対応の相違いについて、合理


性及び実効性の観点から改めて検証し、その結果を公表


する意義は大きいと考える。 
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【農林・地域活性化ＷＧ ㊲】 


 


規制・制度改革事


項 


水産資源の回復のための資源管理の強化 


規制・制度改革の


概要 


・ 水産基本法の掲げる水産資源の適切な保存及び管理の実


現を図ることの重要性に鑑み、我が国の排他的経済水域


内の水産資源は国民共通の財産であるとの理念の下、資


源管理に計画的に取り組む漁業者を対象として平成 23


年度から導入した「資源管理・漁業所得補償対策」の早


急な定着を図ること等を通じて、水産資源の回復に向け


た資源管理の強化を実現する。 


＜できるだけ早期に措置＞ 


所管省庁 農林水産省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 我が国の水産業の再生には、水産資源の回復が最優先で


ある。そのため現行の資源管理及び取締りの制度を根本


的に改めるべきである。科学的根拠に基づく水産資源の


適切な保存と管理を環境の保全とともに厳格に運用する


ことにより、水産資源を回復させ、保護し、持続的に利


用して、漁業経営の安定化と持続性を確保することであ


る。 


○ そのためには、上記の漁業法及び水産業協同組合法の目


的を水産資源の回復と保護、及び持続的な利用を柱とし


た条文内容に改正する。あわせて、不必要となる規制の


廃止等、旧態の条文を削除するなど、その全面改正を行


う。 


○ また、地先の共同漁業権内の沿岸漁業も、「口開き」など


江戸時代からの旧態の制度を引きずっており、沿岸域の


魚種ごとの資源量の把握と科学的な根拠に基づく持続的


な利用の近代的な資源管理の仕組みを導入すべきであ


る。 


○ さらに、現状の資源量に見合う漁船の削減、休漁及び操


業隻数の明示や資源を回復させるまでの期限などに関す


る「持続的な資源総合利用のための基本ビジョン」の策


定や資源評価の実施や漁獲のモニタリング、取締活動の


実施のための公的な独立機関の設置を行う。 


○ あわせて、水産資源が公共的な資産（共有物）としての
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性格を有するとの国際的な観点から、我が国排他的経済


水域内の水産資源を国民共有の財産として上記の漁業関


連法に独立した条項を設け明確に位置付けるべきであ


る。 


○ さらに、共同漁業権漁業及び都道府県許可漁業について


の都道府県漁業調整規則や海洋生物資源の保存及び管理


に関する都道府県計画の制定については、地方分権一括


法の趣旨を踏まえて早急に知事が独自に行えるよう、漁


業法第 11条第６項並びに海洋生物資源の保存・管理法第


４条第３項、及び水産資源保護法第４条第７項を削除す


べきである。 
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【農林・地域活性化ＷＧ ㊳】 


 


規制・制度改革事


項 


資源管理制度の見直し 


規制・制度改革の


概要 


・ ＴＡＣ（総漁獲可能量）設定魚種の拡大及びＩＱ（個別


漁獲枠）方式の活用を検討するとともに、指定漁業に係


るＶＭＳ（漁船モニターシステム）の設置の義務付けの


検討や、指定漁業と沿岸漁業の調整に係る仲介、あっせ


ん等への積極的な対処を行うこと等を通じて、資源管理


制度の機能を強化する。＜できるだけ早期に措置＞ 


所管省庁 農林水産省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


（その１） 


○ 水産資源を回復させ、その保護及び持続的な利用を図る


ために、早期に日本の海面全漁獲量の約 80％を占める 30


種までにＴＡＣ設定魚種を拡大することが重要である。 


○ また、ＴＡＣをＡＢＣ以下に設定することを法的に義務


化し、ＡＢＣは資源の最大持続生産量の水準への短期間


での回復を目標とすべきであり、ＴＡＣ法第３条第３項


を改正する。 


○ さらに、これら 30種について、漁業者又は漁船ごとにＩ


Ｑを割り当てることが必須である。これにより、漁獲の


権利に所有権としての性格を付与し、排他性を持たせ、


漁業者自らが資源管理する意識を醸成することになる。


そして、マーケットにも需要に応じて供給可能となりコ


スト削減にもつながる。 


○ さらに、資産の流動化を促し、資産価値を付与するＩＴ


Ｑ方式を導入すべきである。このことが、中長期的な経


営戦略の樹立につながり、これらを担保として融資が可


能となる。また、過剰投資の排除や新規参入の促進にも


有効に機能する。 


○ その際、地域産業振興の観点から、アラスカの漁業に見


られる加工業のための個別加工枠（ＩＰＱ）や水産業へ


の依存度が高い離島振興枠の設定も行う。 


○ また、さんま漁業に関する政省令規定（漁業法第 52条第


１項の指定漁業を定める政令（昭和 38年政令第６号）及


び指定漁業の許可及び取締り等に関する省令（昭和 38年
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農林省令第５号））を直ちに廃止し、資源が豊富なサンマ


資源の有効利用のため、ＩＱ若しくはＩＴＱを設定して、


まき網漁業とトロール漁業にもサンマの漁獲を許可し、


漁獲物は中国等への生鮮食料品等の輸出振興に活用すべ


きである。 


 


（その２） 


○ 我が国の大中型まき網漁業と沖合底びき網漁業は、全国


的規模での操業を支援する観点から、これまで沿岸域で


のほぼ自由な操業が許可され、操業の禁止ラインが沿岸


線とほぼ重なる場合や共同漁業権内に操業することもあ


り、沿岸漁業との競合、資源悪化の促進、そして漁場の


荒廃につながっている。 


○ そのため、諸外国では漁船の漁獲能力や装備の向上につ


れ、大型の漁船は沿岸域から３～12マイル以遠に操業が


許可されており、我が国の指定漁業（大臣許可漁業）も、


その増大した能力に合わせ距岸３マイルから 12 マイル


程度以内の沿岸域を操業禁止区域とする近代的な操業規


制とすべきである。 


○ また、大型船は漁獲能力が大きくかつ装備も近代的で機


動性や走行性も高いので、魚群の密度が高い沿岸域に自


由自在に出入りする能力を有する。それらが、公的な機


関からの監視が不可能となれば、資源の悪化や漁場の競


合を促進することになる。 


○ したがって、諸外国では大型船には既に導入済みである


が、これら大型の漁船にはその位置が明確にかつ瞬時に


判別される漁船モニターシステム機（ＶＭＳ）の搭載を


漁業法による指定漁業（大臣許可漁業）の許可条件とし


て法的に義務付けるべきである。 


○ さらに、指定漁業（大臣許可漁業）ごとの水揚げ港を海


面漁獲量の約 80％をカバーするよう全国 30 港程度に指


定すべきである。 


○ 指定水揚げ港以外に水揚げする場合には、いかなる場合


であっても 24 時間以前に公的な官庁からの許可を取得


しなければならないとする。 


○ また、全ての指定水揚げ港には、漁業監督官ないし科学
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オブザーバーを配置する。全ての入港漁船は、漁獲成績


報告書を監督官・オブザーバーに提出し、彼らは全ての


漁獲物の漁獲量を計測する義務を有させる。漁獲物の監


督官・オブザーバーの計測量と漁獲成績報告書に差が生


じた場合には前者を採用とする。 


○ また、指定水揚げ港における第一次購入者の魚種別の購


入報告書の提出を義務付ける。さらに、卸売市場におい


て第一次購入者の報告書の写しないしは抜粋が添付され


ない場合には、卸売市場は漁獲物の受託を拒否できるよ


うにする。 


 


（その３） 


○ 我が国周辺海域は、オホーツク海、日本海、太平洋、及


び東シナ海によって囲まれているが、このうち最も水産


資源の悪化が著しいのは東シナ海であり、この海域は日


本、中国、韓国、及び台湾によって漁業活動が行われて


いる。我が国の以西底びき網漁業はほぼ消滅し、大中型


まき網漁業も３分の１に減尐した。 


○ 韓国の漁獲量は一時減尐したが、小型違法底びき網漁船


の減船や 11 魚種に及ぶＴＡＣ/ＩＱ制度の導入により着


実に資源回復を果たしている。 


○ しかし、中国はいまだＴＡＣを設定しておらず、多数に


及ぶ底びき網漁船などが操業しており、キグチやタチウ


オなどの漁獲物が大幅に減尐し小型化するなど典型的な


資源悪化の特徴を示している。 


○ 日中、日韓、及び中韓漁業協定は存在するものの、共同


管理水域などの漁業取決めが中心で、東シナ海全体にわ


たる科学的な資源評価やＴＡＣの設定、及びモニタリン


グが緊急に必要である。 


○ 重要水域に国際的な漁業協力管理機構が存在しない水域


は東シナ海のみであり、ＦＡＯ（国連食糧農業機構）な


どの法的、科学的な助言を得て、台湾の事実上の参加も


可能とする「東シナ海国際漁業協力管理機構」の設立の


ための条約の締結交渉を開始すべきである。 


○ また、直ちに当該海域での魚種ごとの資源情報の交換、


大学や研究所の交流、及び当該海域で操業する全ての漁
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船の登録を各国間で進めるイニシアチブを我が国が取る


こととする。 


○ さらに、ＴＡＣ法（海洋生物資源の保存及び管理に関す


る法律）施行令の附則第２条（適用の範囲）は、韓国な


どのＴＡＣ/ＩＱ制度の実施状況に照らしそごを来たし、


かつ我が国のＴＡＣ制度を事実上の有名無実としてお


り、これを廃止、削除する。 


○ また、国際海域におけるマグロ類のＴＡＣ設定と国別配


分及び日本国内ＩＱ/ＩＴＱの導入、及び日本周辺水域に


おけるカツオのＴＡＣと業種別配分及びＩＱ/ＩＴＱの


設定を早期に導入かつ実施すべきである。 


○ さらに、資源の健全な鯨類資源については、政治的要因


ではなく科学的根拠に基づく捕獲枠（調査枠を含む）の


設定を急ぐとともに、ノルウェーやアイスランドに倣い、


鯨類などによる魚類の捕食量を定量的に把握し、ＡＢＣ


やＴＡＣの設定に十分に反映させるべきである。また、


これらの情報を国民に広く公開すべきである。  
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【農林・地域活性化ＷＧ ㊴】 


 


規制・制度改革事


項 


漁業協同組合経営の透明化・健全化の実現 


規制・制度改革の


概要 


・ 組合員・債権者への財務諸表の開示と説明責任の徹底、


組合員資格審査の厳正化などの措置の周知徹底、公認会


計士の活用の充実・強化等による漁協系統団体の監査体


制の更なる整備等を通じて、漁業協同組合の経営の透明


化・健全化を一層実現していく。 


＜できるだけ早期に措置＞ 


所管省庁 農林水産省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 漁協の収入は、経済事業の実施による事業収入と海砂利


採取補償金、政府補助金による収入などのその他の収入


に分かれるが、経済事業による事業収入と営業（漁業権


漁業及び漁船漁業）の侵犯により獲得された収入、及び


それ以外の事業収入（補助金、信用事業配当金など）の


それら内訳を明確に分けて計上するとともに、事業計画


書と事業部門の収支情報の一般への情報開示を徹底すべ


きである。 


○ これは、漁協が、水産業協同組合法により国民の負託を


受けて漁業権を付与されるなど特別の地位を獲得してい


ること、政府から税制優遇、優遇融資、及び補助金など


を受けていることに対する義務である。 


○ 公有水面埋立法は、成立から 90年を経過し時代にそぐわ


なくなり、国土開発や埋立ては漁業者のみの同意により


進行すべきものではなく、関係する住民の同意を得て行


われるべきものであり、同法の関係条項を廃止する。 


○ また、漁協の自営事業（大型定置網などの経営）が、漁


協の組合員が、本来、漁獲すべき魚種を対象とする事業


を営み組合員の経営を圧迫している場合については、水


産業協同組合法第４条（組合の目的）の趣旨に反すると


解され、自営事業の縮小など適切な措置が講じられるべ


きである。 


○ さらに、全国漁業協同組合連合会がいかなる資格試験を


実施して監査士を資格認定しているのか公表するととも


に、監査士が公認会計士と比較してどのような能力を有
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するのか、かつ監査士の具体的な監査の実施状況と漁協


の経営改善などの実効性について組合経営の悪化の例も


含め具体的な事例で検証し、提示すべきである。 


○ 外部監査の導入が、現行の漁協の経営実情の悪化から妥


当であると考えられ、公認会計士の監査を早急に実施す


べきである。 


○ また、漁業権の運営や組合員の資格に対する厳正な審査


を実施し、漁業権の設定の停止、条件を満たさない組合


員の排除、組合員数を満たさない組合の解散等を徹底す


べきである。 


○ さらに、海区漁業調整委員会の構成員数を 15 名から 20


名に拡大し、追加分を流通、加工、観光等の業者やＮＧ


Ｏとするなど、地域社会、経済活動を広く代表する委員


会とする法改正を行うべきである。 
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【農林・地域活性化ＷＧ ㊵】 


 


規制・制度改革事


項 


養殖管理の適正化 


規制・制度改革の


概要 


・ 平成 23年度から導入した「資源管理・漁業所得補償対策」


を通じた魚種ごと及び養殖漁場ごとの適正養殖可能数量


の設定の推進、漁場の適切な利用と調和した形での養殖


業への円滑な新規参入等を通じて、養殖業の持続的発展


を実現する。＜できるだけ早期に措置＞ 


所管省庁 農林水産省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 養殖数量の安定的な確保及び養殖業の持続的な発展のた


めには、適切な海洋環境を保全することはもちろん、天


然資源の未成魚を利用するクロマグロやブリなどの蓄


養・養殖においては、未成魚の過剰漁獲を防止し天然資


源への悪影響を回避することが不可欠である。 


○ そのため、養殖を行う上で、陸上養殖業の法的な位置付


けを明確にするとともに、資源と環境を保護するための


法制度を整備し、「中期的な養殖漁場及び水産資源の国家


利用計画」を策定し、魚種ごとに全国ベース及び各養殖


漁場ごとの生産量の設定を行うべきである。 


○ また、クロマグロ養殖などを対象に経営能力などに基づ


く「大型区画漁業権」の許可制度を創設する。この漁業


権では、従前の許可の優先順位を適用せず、経営能力や


法の遵守能力などを条件とする。 


○ さらに、既存の養殖業者の実績を踏まえつつ、総養殖生


産量の範囲内で、新規参入を希望する者にも数量及び漁


場スペースの割当てが行われるよう、上記の中期的国家


利用計画を踏まえた養殖業における譲渡可能な個別割当


制度を導入すべきである。 
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４．アジア経済戦略、金融等分野 


 


 ４－１．人材分野  


 


（１）人材分野における改革に向けた基本的考え方 


 


（基本認識） 
 


○ 景気の低迷や尐子高齢化に伴って閉塞感すら漂っている現在の我が国


の社会・経済情勢においては、世界各国とのヒト・モノ・カネの流れを


円滑化しつつ、我が国企業・産業の競争力を強化することにより、社会・


経済の活性化とそれによる国民生活の向上を目指し、我が国の活力を取


り戻していくべきである。 


 


○ その方策の一つとして、我が国の社会・経済の活性化への貢献が期待


される外国人材を活用することが重要であり、このような外国人材の発


想・能力・経験を幅広く活用することにより、社会・経済・文化といっ


た様々な分野におけるイノベーションの惹起が期待される。 


 


（改革の方向性） 


 


○ 就労環境等の整備 


 


我が国での滞在に適さない外国人の増加や、在留資格制度の悪用とい


った弊害に配慮しつつも、真に我が国の社会・経済の活性化への貢献が


期待される外国人材の活用に資するという観点から、他国に後れること


なく、在留資格の整備を含めた外国人材が就労しやすい制度の整備を推


進していくべきである。 


 


○ 生活環境等の整備 


 


外国人材の活用という観点から、他国に後れをとることのないよう、


外国人材の受入れの際の手続の簡素化、その家族も含めて外国人材が安


全・安心な生活を送れるような環境の整備を推進していくべきである。 
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（２）各府省庁が取り組む規制・制度改革事項 


 


【その他（人材） ①】 


 


規制・制度改革事


項 


インターナショナル・スクールに関する制度の改善 


規制・制度改革の


概要 


・ 各種学校の設置認可の弾力的な取扱いを促すよう措置を


講じる。＜平成 23年度措置＞ 


所管省庁 文部科学省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 新成長戦略に記載のある「研究者や専門性を必要とする


職種の海外人材が働きやすい国内体制の整備」の観点か


らも、高度外国人材が就労する国を選択するに当たって


重要視する子弟の教育環境の整備は必要不可欠であり、


新しいインターナショナル・スクールの創設等も必要と


なる可能性がある。そのような環境下において、各種学


校設置認可基準について、特に基本財産や運用財産の要


件のクリアが難しい。 


○ 平成 19年 12月 25日付で各種学校の設置認可の弾力的な


取扱いが可能となる旨の通達が出されているが、実際に


はそのように取り扱われていない地域もあり、無認可校


のままのインターナショナル・スクールも尐なくない。


その結果、税制の優遇措置や助成金の交付、生徒・児童


に対しての通学定期の便宜の供与等が受けられず、学校


の運営や生徒・児童の生活に影響を与えている。 


○ 校地校舎の自己所有要件は、最終的には各都道府県が判


断するものであることは理解するが、①実際には弾力的


に取り扱われていないことも多いこと②高度の知識・技


術等を有する高度人材の受入れを推進することに伴い、


我が国で就学する子弟も増えると予測されることも踏ま


え、弾力的な取扱いを、より促す通達を出す等、所要の


措置を講じるべきである。 
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【その他（人材） ②】 


 


規制・制度改革事


項 


高度外国人材が両親を帯同させることができる制度の整備 


規制・制度改革の


概要 


・ 在留資格「家族滞在」の対象にするなど配偶者・子供に


加え、高度外国人材本人あるいは配偶者の両親を含め、


帯同させることができるようにすることについて検討


し、結論を得る。＜平成 23年度検討・結論＞ 


所管省庁 法務省、厚生労働省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 新成長戦略に記載のある「研究者や専門性を必要とする


職種の海外人材が働きやすい国内体制の整備」の観点か


らも、我が国での出産や育児等のために高度外国人材本


人あるいは配偶者の両親を含め、帯同させることができ


るようにするべきである。 


○ 我が国においても、夫婦とその子供に加え夫婦の両親が


同居するといった形態は特殊なものではなく、在留資格


「家族滞在」に両親を含めることができない理由が不明


確である。日本人の労働市場に関する問題は、就労制限


を設定することによりクリアできると考える。 


○ なお、両親帯同の目的が我が国での出産・育児・介護等


であることから、帯同できる両親は高度人材本人の両親


に加え、その配偶者の両親も含めるべきである。 
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【その他（人材） ③】 


 


規制・制度改革事


項 


海外大学新卒者への在留資格認定証明書交付手続の迅速化 


規制・制度改革の


概要 


・ 海外の大学を卒業する外国人学生についても、卒業見込


証明書の提出で、在留資格認定証明書の交付審査を開始


し、その他の要件が満たされていれば、卒業証明書の提


出をもって在留資格認定証明書を発行することについて


検討し、結論を得る。＜平成 23年度検討・結論＞ 


所管省庁 法務省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 海外の大学を卒業する外国人学生が在留資格認定証明書


を申請する際、卒業証明書の提出が必要であり、さらに、


在留資格認定証明書の交付を受けてから査証の発給申請


を行わなければならず、卒業から就労開始までに数か月


を要する場合がある。そのため、受入企業の円滑な採用、


研修、事業活動の支障となり、待機を余儀なくされる当


該学生の負担にもなっている。 


○ 日本に留学する外国人学生については、卒業後の円滑な


就職につながるよう、卒業見込証明書を提出することで


在留資格変更の審査が開始されている。海外の大学を卒


業する学生についても、同様に取り扱うことによって、


在留資格認定証明書の交付が迅速に行われ、海外の優秀


な人材の円滑な就職が可能になる。 


○ 卒業見込証明書が発行されていても実際には卒業できな


い場合がある、卒業証明書の追加提出があるまで行政側


が処分の保留をすることになる、といった懸念について


は、日本に留学する外国人学生についても同様である。


円滑な行政運営・行政サービスに支障を来すという懸念


についても、日本に留学する外国人学生については卒業


見込証明書の提出によって審査が開始されており、処分


の保留等が具体的にどのような支障につながるのかが不


明確である。 


○ 海外の大学が卒業見込証明書を発行する基準は多様であ


ると考えられるが、最終的には卒業証明書の確認をもっ


て在留資格認定証明書を交付するのであれば、卒業見込


証明書は暫定的なものであっても他の書類の審査を開始
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すべきである。 
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【その他（人材） ④】 


 


規制・制度改革事


項 


「パッケージ型インフラの海外展開」に対応した、在留資格


「研修」の見直し 


規制・制度改革の


概要 


・ パッケージ型インフラの海外展開のために、現地のパー


トナー企業から人材を受け入れる企業により行われる研


修が適正かつ円滑に実施できるよう関係省庁間で協議の


上、「非実務研修」の範囲を具体的に例示し、公表する。 


＜平成 23年度措置＞ 


所管省庁 法務省、厚生労働省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 新成長戦略に盛り込まれた「パッケ－ジ型インフラ海外


展開」を効果的・効率的に実施する観点から、在留資格


「研修」において実施できる研修に、国若しくは地方公


共団体の機関又は独立行政法人が自ら実施する研修等に


加え、「パッケージ型インフラ海外展開」のために現地の


パートナー企業から人材を受け入れる企業による実務研


修も含めるべきである。 


○ 平成 22 年７月の出入国管理及び難民認定法等の改正以


前は、このような人材は在留資格「研修」で来日し、日


本企業と労働契約は締結せず、傷害に備えて海外旅行保


険等に加入していた。ところが、７月以降は在留資格「技


能実習」で来日し、日本企業と労働契約を締結し、各種


保険に加入することが必要となっている。行っている活


動は同じにも関わらず、受け入れる日本企業の負担が大


幅に増加しており、パッケージ型インフラを海外に積極


的に輸出しようという政府の方針に合致しない。また、


このような負担は現地のパートナー企業に振らざるを得


ないが、他国との競争においてはマイナス要因の一つに


なる。 


○ 水・石炭火力発電・送配電・原子力・鉄道・リサイクル・


宇宙産業等の分野において、パッケージ型インフラとし


て海外展開する場合、現地パートナー企業の技術者が、


母国での技術指導やシステム・マネージメント等のため


に、我が国にあるオペレーションセンター等のシステム


管理の現場で研修を受けることが重要である。その際に


は座学だけでなく、現場で、座学等で習得した知識をも
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って実務を行うことが必要不可欠である。また、この研


修の効果を上げるためには、日本人の優秀なスタッフが


つきっきりで面倒を見る必要がある。言葉の問題等もあ


り、非常に負担のかかるものである。これに加え、新た


に雇用契約や保険加入を必要とすることは、我が国企業


のパッケージ型インフラの海外輸出への意欲を減退させ


るものである。 


○ 「人材受入れが実務研修を伴うものである場合は、実務


を伴う研修について在留資格「技能実習」ではなく在留


資格「研修」により受入れを認めることとすることは、


平成 22 年７月より施行されている出入国管理及び難民


認定法の改正の趣旨に鑑み困難である」との意見もある


が、国、地方公共団体の機関又は独立行政法人が自ら実


施する研修等のいわゆる公的研修では実務研修が認めら


れている。我が国の発展に貢献する「パッケージ型イン


フラ」関係の対象業種を絞り込んだ上で、実務研修の内


容・必要性等を公的機関が審査し、その正当性が証明さ


れた場合には公的研修同様、在留資格「研修」を付与し、


実務研修を認めるべきである。 


○ 在留資格「技能実習」で受け入れた場合には実務研修は


実施できるが、受入企業は研修生との雇用契約や各種保


険の加入等が求められており、そもそも現地パートナー


企業から派遣されてくる人材の受入れにはなじまない。


また、学歴・職歴によっては在留資格「技術」等が付与


されない人材である可能性もある。 
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【その他（人材） ⑤】 


 


規制・制度改革事


項 


我が国の介護福祉士の国家資格を取得した外国人が就労可


能となる制度の整備 


規制・制度改革の


概要 


・ ＥＰＡに基づき受け入れた外国人介護福祉士の就労状況


や、この分野が国内人材の重点的な雇用創出分野と位置


付けられていることも踏まえながら、ＥＰＡに基づく介


護福祉士候補者以外の外国人が、我が国の大学等を卒業


する等により、我が国の介護福祉士資格を取得した場合、


介護福祉士として我が国で就労できるように在留資格を


新たに創設することについてその可否を含め検討する。 


＜逐次検討＞ 


所管省庁 法務省、厚生労働省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 同じ介護分野でもホームヘルパーであれば厚生労働省が


認定した講習事業者の講習を修了すると、「講習修了者」


と認定される「認定資格」であるため、高度な技能を持


っているとは認められないかもしれない。しかしながら、


介護福祉士は「国家資格」であり、その合格率も 50％前


後であることから、ＥＰＡに基づく介護福祉士候補生で


なくとも、この資格を取得できるのであれば高度な技能


を持つ人材と認定し、介護福祉士として我が国で就労で


きるようにするべきである。 


○ 医師や歯科医師・看護師等の我が国の国家資格を取得し


た外国人は、在留資格「医療」を付与されれば我が国で


就労が可能であり、更に歯科医師・看護師に関しては平


成 22 年 11 月に就労年数制限を撤廃する省令改正が行わ


れた。新成長戦略にある「日本と世界とのヒト・モノ・


カネ」の流れ倍増の観点から、介護福祉士においても看


護師等と同様に我が国の国家資格を取得した外国人に関


しては、我が国で介護福祉士として就労可能な在留資格


を付与すべきである。 


○ 外国人に関しても介護福祉士の国家試験受験は認めてお


り、これに合格するということは現在ＥＰＡに基づく介


護福祉士候補生が対応に苦慮している日本語の能力や、


我が国での介護福祉の知識が習得できていると考えられ


ることから、我が国の国家資格を取得した者に限り、我
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が国で介護福祉士として就労可能な在留資格を付与すべ


きである。 


○ 外国人留学生の中には、我が国において介護福祉士の資


格取得及び卒業後我が国での就労を希望する者もいる


が、現状では該当する就労可能な在留資格がないため、


大学等での履修及び国家資格取得を断念している。 


○ 我が国の介護福祉士の資格を取得した者が、我が国で介


護福祉士として就労することが可能となる。他方でアジ


ア地域全体でも高齢化は急速に進んでおり、我が国での


介護の手法を理解する人材を増やすことは我が国にとっ


てもアジア地域全体にとっても有意義である。例えば、


我が国の介護事業者が海外進出し、我が国で先行して培


っている介護知識やノウハウを駆使し、その地域の介護


分野を支える一翼を担うことも可能となる。 
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【その他（人材） ⑥】 


 


規制・制度改革事


項 


在留資格「投資・経営」の基準の明確化 


規制・制度改革の


概要 


・２名以上の外国人が共同で起業し、他に従業員がいない状


況で、それぞれ役員に就任しようとする場合、当該外国人


全員に在留資格「投資・経営」が付与できるような案件を


具体的に例示し、公表する。＜平成 23年度措置＞ 


所管省庁 法務省、厚生労働省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 対日投資促進支援の観点から、会社設立当初においては、


役員のみの形態は珍しいものではない現状も踏まえ、外


国企業の我が国への進出の阻害要因の一つになっている


運用基準を緩和すべきである。１人が役員として在留資


格「投資・経営」、１人が従業員として在留資格「技術」


等を申請するという手法もあるが、実際の経営実態とは


異なり、合理性に欠ける。また、このような手法をとっ


た場合、例えば一方には家事使用人を帯同させられるが、


もう一方には帯同させられないといった問題等も発生す


る。 


○ 「２名以上の外国人が共同で企業する場合は，それぞれ


の行う業務内容からみて，事業を経営する者に該当する


か否かについて，個別に審査を行っている」と承知して


いるが、２名以上の外国人が共同で起業し、他に従業員


がいない状況で、それぞれ役員に就任しようとする場合、


当該外国人全員に在留資格「投資・経営」を付与された


ケースがあるのか。このようなケースにおいて、他の要


件がクリアできているのであれば、当該外国人全員に在


留資格「投資・経営」を付与すべきであり、あわせてそ


の旨を明示すべきである。 
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【その他（人材） ⑦】 


 


規制・制度改革事


項 


査証の発給要件の見直し等 


規制・制度改革の


概要 


・ 時代の状況や査証発給実務の実態を踏まえ、発給要件の


見直し、一部の査証発給に要する期間の適正化及び相談


窓口対応の向上など、査証発給を円滑化することについ


て検討し、結論を得る。＜平成 23年度検討・結論＞ 


所管省庁 外務省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 査証の発給には、法令等に明確な根拠がなく、査証発給


基準についても、外務省ウェブサイト等において「ビザ


（査証）の原則的発給基準」が示されているものの、そ


の内容は大まかな基準が示されているにとどまり、どの


ような場合に査証が発給されるのかが不明確である。ま


た、例えば、短期滞在査証、長期滞在査証のいずれを取


得するべきか明らかではない場合があり、それについて


適切に相談できる窓口がなく、念のため長期滞在査証を


取得するケースがあり、受入企業の負担が生じていると


の指摘がある。 


○ さらに、短期滞在査証で滞在が認められる日数は、通常


90日まで認められるところ、特定の総領事館においては


一般的に 90日より短い期間しか認められないなど、大使


館／総領事館によって認められる日数にばらつきがある


とされる。 


○ 発給に要する期間についても、外務省ウェブサイトにお


いて、「申請内容に特に問題のない場合は５業務日」と示


されているが、実際には、特定の総領事館においては事


実上発給に５業務日以上の期間を要するなど、大使館／


総領事館によって異なるとの指摘もある。 


○ 入国に際し取得が必要とされている査証について、その


発給が不明確であることにより、例えば企業が外国人を


受け入れる際に負担が生じている。発給基準のより一層


の明確化、相談体制の充実、発給に要する期間に係る不


均衡の是正などにより査証の発給を円滑化することで、


ヒトの流れが促進される。 
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○ あわせて、実態を踏まえ、発給基準そのものも実態に合


わせた柔軟な見直しが行われることが必要であり、基準


の見直しが行われた場合には、その十分な周知が必要で


ある。 
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４－２．物流・運輸分野  


 


（１）物流・運輸分野における改革に向けた基本的考え方 


 


（基本認識） 
 


○ 世界経済のグローバル化が進展し、ヒト、モノが国境を越えて大きく


移動する中、グローバル化を積極的に推進することで日本経済も成長を


遂げてきた。我が国が国際競争力強化を図り、世界、とりわけ成長セン


ターであるアジアの中で重要な役割を担っていくためには、アジアを中


心に世界とのヒト・モノの流れの更なる拡大が不可欠であり、その流れ


の阻害要因となっている物流・運輸分野の規制を大胆に見直すことが必


要である。 


 


（改革の方向性） 


 


○世界とのヒト・モノの流れの拡大に向けた環境整備 


外国人観光客やビジネスマン等のヒトの流れやモノの流れの拡大とと


もに、それを支える運輸サービス事業者の国際競争力向上及び利用者利


便の向上に資するべく、航空分野等における交通インフラの運用体制の


改革、社会変革や技術革新に対応した規制の見直し等による事業活動の


効率化・活性化を目指した取組が必要である。 


 


○貿易関連手続における国際的な流れに対応した制度の確立 


  また、国際物流においては、ＩＴ化の進展により、先進諸国は「モノ」


への管理から「情報」による管理へとシフトするなど、リードタイム短


縮及び物流コスト削減への取組が進展している。我が国も貿易関連手続


の意義・効果を不断に検証し、国際的な流れに対応した制度を確立して


いくことが必要である。 


 


○  なお、上記の取組に当たっては、交通インフラ利用者等の安全・安心


の確保、国際的な平和及び安全の維持を目的とした合理的なセキュリテ


ィ基準の確保に十分に配慮する必要がある。 
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（２）各府省庁が取り組む規制・制度改革事項  


 


【その他（物流・運輸） ①】 


 


規制・制度改革事


項 


リターナブルパレット等の関税免除手続の改善 


規制・制度改革の


概要 


・ リターナブルパレット等反復利用される容器について、


環境面及び企業のコスト削減に資することから、普及に


向け、輸出入時の免税手続についてより簡素化させる。


具体的には、全ての種類に対してリターナブルパレット


を一欄にまとめて申告する方法、提出書類の簡素化、提


出書類の重複を防ぐための税関同士の情報の共有化と連


携強化等につき、関連事業者の意見を踏まえ、検討し、


結論を得る。＜平成 23年度検討・結論＞ 


所管省庁 財務省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ リターナブルパレット等は使い捨ての木製パレットと比


較して、企業のコスト削減に資するだけでなく、地球環


境にも貢献するため、関税免除手続を簡素化し、企業の


利用を促進させるべきである。 


○ 現状においては、関係手続の煩雑さ等でコスト負担が高


くなるため、木製等の使い捨てパレットを使用するケー


スが散見される。 


○ 帳簿管理を個々の物品ごとではなく、種類ごとに数量を


管理する方式になったが、免税手続にはパレット等の流


通経路を記載する必要があるため、事実上数量管理とは


なっていないとの指摘もある。 


○ 当初資料を提出した税関と異なる税関において、再度輸


出を行う場合、書類を重複して提出することがあり、利


便性を阻害されている。 


○ なお、社内管理システムが整備されている企業でも、シ


ステムが免税手続と直結しているわけでないため、同一


統計番号で管理する体制になっても、社内管理システム


は引き続き利用可能であり、一概に不利益になるとはい


えない。 
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【その他（物流・運輸） ②】 


 


規制・制度改革事


項 


認定事業者（ＡＥＯ）制度の改善 


 


規制・制度改革の


概要 


① 特例輸入者が特例申告を利用する場合の財務上の担保   


要件の緩和について、適正な租税債権確保の観点も踏ま


えつつ、検討し結論を得る。＜平成 23年度検討・結論＞ 


② アメリカ、ＥＵ等の各セキュリティ対策（24時間ルール、


10+2ルール等）が、我が国のＡＥＯ事業者について緩和


されるよう、関係省庁間で適宜連携し、交渉を継続する。


＜逐次実施＞ 


③ 審査・判定基準及び運用の標準化・統一化・透明化につ


いて、税関ごとの対応が異なることにより利用者の利便


性が損なわれることがないよう、より一層周知徹底する。


＜平成 23年度措置＞ 


所管省庁 ① 財務省 ②財務省、経済産業省、外務省 ③財務省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


 


○ ＡＥＯ事業者へのベネフィットを増加させ、ＡＥＯ参加


へのインセンティブを図り、日本のＳＣＭにおけるセキ


ュリティ向上と物流の円滑化の両立を、官民一体となっ


て図るべきである。 


○ 2010年７月のＷＣＯ（世界税関機構）の調査では、ＡＥ


Ｏの認定企業数は、アメリカ 9,806 社、ＥＵ2,561 社に


対し日本は 396社と尐ない状況である。 


○ 関税局長主催の「貿易円滑化と関税行政に関する懇談


会」（平成 22年１月～６月）において、民間事業者から、


ＡＥＯ取得のためには、セキュリティ管理やコンプライ


アンスの徹底・維持にコストをかけて人員・組織を強化


する必要があり、またＡＥＯ取得後には監査を受ける負


担が生じるが、それに見合うメリットがないとの意見が


出ている。 


○ 当局は、「欧米では、貿易に関与する事業者にとってセ


キュリティ管理体制を整備しＡＥＯの承認を取得する


こと自体がメリットとなり、ビジネスにおいて重要視さ


れる環境が醸成され、そのことが承認者数が伸びている


一因と考えられる」と述べているが、我が国ではそのよ


うなインセンティブが働いていない。ＡＥＯ制度本来の
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目的であるセキュリティ確保の要請を満たすためにも、


ＡＥＯの承認を取得することが、セキュリティ体制整備


の証左としてビジネスチャンスとなるよう、官民協力し


て取り組む必要がある。 
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【その他（物流・運輸） ③】 


 


規制・制度改革事


項 


営業区域外における通関業務の取扱いの緩和 


規制・制度改革の


概要 


・ 営業区域外における通関業務を行いやすくするための施


策（例えば、輸出通関に係る保税搬入原則の見直し後に


おいて、輸出申告後に船積港が変更された場合に、許可


を受けている区域内と許可を受けていない区域内の手続


について、「同一人から依頼を受けた通関業務その他税関


官署に対する手続で相互に関連するもの（通関業法第９


条ただし書）」として認める範囲の拡大や、通関業者が新


たな区域に進出しようとする場合の手続の更なる簡素化


等）につき検討し、結論を得る。 


＜平成 23年度検討・結論＞ 


所管省庁 財務省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


 


○ 輸出入者が船積地、荷卸地等によって通関業者を変えた


り、申告税関ごとにデータを分散させて各通関業者に配


布するといった作業をしなくてはならない等、通関業の


営業区域規制は物流の効率化を阻害している。例えば、


複数船積港を利用する案件で１社の通関業者を起用し


た場合、同社が免許を持たない区域での通関は、同社が


下請を起用せざるを得ず、荷主として通関業者の管理、


通関管理に負担がかかるという状況が発生している。 


○ 一方、通関制度の大幅な変更は適正な通関手続に基づく


不正物品の流出入阻止や適切な課税等に重大な支障を


及ぼす懸念があるとの指摘もある。 


○ なお、現状において、「同一人から依頼を受けた通関業


務その他税関官署に対する手続で相互に関連するもの


（通関業法第９条ただし書）」であれば営業区域外であ


っても通関業務は可能である。 


○ 今後、輸出通関に係る保税搬入原則を撤廃することで、


自社工場等の税関官署へ輸出申告後、管轄が異なる保税


地域に貨物を搬入し、輸出許可を受けることや、輸出許


可後、管轄が異なる保税地域に貨物を搬入することが想


定される。その際、自社工場等の区域の通関業の許可し


かない場合であっても、通関業法第９条ただし書におけ
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る「同一人」からの「相互に関連する業務」と言える範


囲内で運用が改善できれば、大幅な制度改正を行うこと


なく、通関管理の集中化におけるコストの削減を図るこ


とが可能となる。 


○ NACCS を通じて税関、輸出入等関連業務を行うものが全


て電子ネットワーク的につながり、関連する税関で申告


内容を共有できる現状において、通関業者の営業区域に


関する手続を弾力化することは、輸出入業者から見て、


利用する通関業者の集約化によるコスト削減や、船積地


の変更といったケース発生時等における一層の通関手


続の効率化等のメリットがある。 
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【その他（物流・運輸） ④】 


 


規制・制度改革事


項 


経済連携協定に基づく特定原産地証明制度の利便性の向上 


規制・制度改革の


概要 


・ 国際競争力を強化するＥＰＡ税率の利用を促進するた


め、以下の点について原産地証明制度を改善する。 


① 現行体制下での事務合理化による原産地証明書発給


の迅速化策について、所要の措置を講じる。 


＜平成 23年度措置＞ 


② 原産地証明書システムの利便性の向上を図るため、平


成 22 年度補正予算による「原産地証明書情報の電子


的提供事業」の運用を進めるとともに、協定・交渉相


手国との交渉・調整状況を踏まえて、更なる電子化の


方策について検討する。あわせて、同様の利便性の向


上を見込むことができる認定輸出者自己証明制度の


導入を拡大していく。＜平成 23年度検討＞ 


③ 更新時の登記簿の提出の省略を認めるなど、更新時の


手続につき、より負担の尐ない方法を検討し、所要の


措置を講じる。＜平成 23年度措置＞ 


所管省庁 経済産業省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


 


○ ＥＰＡを結んだ国の間では、通常よりも低い税率で輸出


入を行うことが可能であるため、我が国事業者によるＥ


ＰＡ税率の利用を促進することは貿易の円滑化、国際競


争力の維持・強化の観点から重要である。 


 


【①について】 


○ 中２日の発給では、緊急の航空出荷等に対応できず、Ｅ


ＰＡ税率の利用が制限されている。 


○ 証明書発給事務は限られたリソースの下で行われるもの


であるが、現行体制化でも行うことのできる効率化策を


検討すべきである。 


○ なお、平成 22 年９月 10 日に閣議決定された「日本を元


気にする規制改革 100」において、経済連携協定に基づ


く原産地証明制度の電子化に関し、「特定原産地証明書の


申請者側（輸出業者）での印刷を含めた利便性の向上策


につき、産業界等の意見を踏まえ、平成 22年度中に検討







 


20 
 


し、結論を得る。」とされているところ、原産地証明書の


申請者側での印刷が可能となれば、担当省庁が指摘する、


「印刷する事務処理」や「印刷された証明書等を多数の


申請者ごとに取りまとめる等の作業」が軽減し、迅速化


が可能になると考えられる。 


 


【②について】 


○ 現在は、電子申請が可能であるが、発給については紙で


の発給となっている。紙での発給は、発給を受けるコス


トやリードタイムの長期化が生じている。 


○ そのため、平成 22 年９月 10 日に閣議決定された「日本


を元気にする規制改革 100」において、経済連携協定に


基づく原産地証明制度の電子化に関し、「特定原産地証明


書の申請者側（輸出業者）での印刷を含めた利便性の向


上策につき、産業界等の意見を踏まえ、平成 22年度中に


検討し、結論を得る。」とされているところである。 


○ 現在は協定上相手国へ電子の原産地証明書を送付するこ


とはできないが、利用者にとって最も負担が尐ない方法


は、電子申請により発行された原産地証明書が、データ


のまま相手国に届けられることである。そのような可能


性も視野に入れ、電子化の検討に当たっては、現在は、


NACCS と連携していない独立のシステムとなっている日


本商工会議所の原産地発給システムを NACCS と連携させ


ることのメリットも踏まえ、検討を行うべきである。 


○ なお、NACCS と原産地発給システムは入力内容に重複す


るものもあり、NACCS と原産地発給システムを連携させ


れば、手続の効率化にも資する。 


 


【③について】 


○ 日本商工会議所への会社登録に際しての登記簿の提出


は、２年ごとの更新時にも求められるところ、登記内容


に変更がない限り、更新時の登記簿の提出の省略を認め


ることにより手続の簡素化を図るべきである。 
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【その他（物流・運輸） ⑤】 


 


規制・制度改革事


項 


45フィートコンテナ運送に係る環境整備 


規制・制度改革の


概要 


・ 45フィートコンテナ用車両を 40フィートコンテナ用車


両と同等の通行条件とする緩和措置につき、全国展開に


向けて構造改革特別区域における安全面等の検証を開始


する。＜平成 23年度検討開始＞ 


所管省庁 国土交通省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


 


○ 45 フィートコンテナは、40 フィートコンテナと比べ約


1.5ｍ長く、純積載容積では約 27％多いことから、荷物


の積載効率を向上させることができ、ＣＯ２削減及び、


貨物の運送にかかる時間の短縮、コスト削減が図れ、国


際競争力強化にも資する。 


○ 従来の 40フィートコンテナと最大総重量は同じであり、


衣料品やプラスチック製品、タイヤ等、比較的軽い品目


や、機械等デッドスペースが生じる品目の需要があり、


経済も活性化する。 


○ なお、構造改革特区（第 18次提案）で検討されている仙


台港は輸出中心であり、コンテナを効率的に輸送するに


は、輸入の需要がある港（例えば京浜港）でも 45フィー


トコンテナを運送できる環境を整える必要がある。安全


面を検証することは必要であるが、特区要望ごとに対応


するのでなく、全国規模で対応していくべきである。 
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【その他（物流・運輸） ⑥】 


 


規制・制度改革事


項 


国際コンテナの国内利用の促進 


規制・制度改革の


概要 


① 輸出されるまでの一定期間内における免税コンテナの国


内運送についての手続を簡素化する。 


＜平成 23年度措置＞ 


② 「橋梁照査要領」の国際貨物限定条件を緩和し、特殊車


両通行許可制度の基準を統一する等、国際貨物と同じ手


続で国内貨物を運送することについて、違法積載車両の


指導取締り強化、車種や経路の限定方法等を含めて検討


を行う。＜平成 23年度検討開始＞ 


所管省庁 ① 財務省 


② 国土交通省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


 


① について 


○ 製造業・商社が製品を輸出入する際、出荷地・納品地と


なる拠点と港湾との間で、必ず空コンテナの回漕が発生


する。この容器を国内物流に利用することで、貿易競争


力の強化、輸送環境負荷の低減につながる。 


○ 外航船社は、日本の各港間で空コンテナのポジショニン


グ輸送を年間で 10 万本（20FT 換算）以上行っている。


この容器を国内物流に利用することで、コンテナが不足


しがちな地方港へのコンテナ供給が低コストで行える


ため、特に地方に立地する製造業の貿易競争力の強化、


輸送環境負荷の低減につながる。 


○ 一回転用に関しては、輸入者と輸出者は、通常、別の者


になるケースがほとんどであり、取出地と詰込地を相互


に把握・特定できず、手続の改善が求められる。 


 


②について 


○ 物流コスト削減及び国際的に要請されるＣＯ２削減の


方策は近年ますます重要視されており、１回当たりの輸


送量の向上を図ることを優先すべきと考える。 


○ 国内貨物の方が、国際貨物よりも、最大積載量が尐ない


（約４トン）ため、内需依存型の製造業等に不利な競争


条件となっている。 
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○ コンテナ内に積載する貨物が国際貨物か国内貨物かで、


特殊車両通行許可基準が異なるため、同一車両、同一経


路、同一コンテナであっても、個別に許可申請しなくて


はならず、コスト負担が大きい。 


○ 当局は、「軸重の増が我が国の橋梁等に与える影響は甚


大であり、輸送コスト削減及びＣＯ２削減も重要である


が、道路交通の安全性を第一に考えなければならない」


「我が国の橋梁は約 15 万橋存在し、20 年後には築後５


０年を経過するものが 53％を占めるなど高齢化が急速


に進展している。当要望に対応した場合、限られた維持


管理費の下での橋梁の長寿命化が極めて困難になる」


と、道路、橋梁への負担を理由に、当規制改革は困難で


あるとしている。しかし、最寄りの港を起点とした合理


的な経路と認められる場合に限り、国内貨物を国際貨物


の基準に統一するとした場合、陸送は、仕出地／仕向地


と最寄りのコンテナ港湾との間が主流となり、モーダル


シフトの促進が期待でき、全体としては道路、橋梁への


負担は軽減される。また、道路利用が港湾付近に集中す


るため、選択と集中による効率的な投資も可能となり、


国際コンテナ戦略港湾にも資する施策となる。 
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【その他（物流・運輸） ⑦】 


 


規制・制度改革事


項 


水先制度の改革 


規制・制度改革の


概要 


① 指名制トライアル事業の成果をフィードバックし、輪番


制に捉われることなく指名制度が円滑に機能するよう、


引受事務要綱の改善の順次実施等、市場環境の整備を図


る。＜逐次実施＞ 


② 水先人の養成について、質の高い新規参入者（特に３級


水先人の増加）を奨励し、優秀な人材の安定的確保を図


り、もって市場をより効果的に機能させるよう、ＯＪＴ


の促進等を図る。＜逐次実施＞ 


所管省庁 国土交通省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 市場環境の整備をすることで、水先料金及びサービスの


多様化が見込まれ、ユーザーのコスト削減、さらには我


が国港湾の国際競争力強化につながる。 


○ 強制水先地区、対象船、強制水先免除制度についても、


安全性に配慮した上で、時代のニーズに合致した見直し


を、適宜行うべきである。 
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【その他（物流・運輸） ⑧】 


 


規制・制度改革事


項 


安全保障貿易管理制度における該非判定の事前相談制度の


利便性の向上 


規制・制度改革の


概要 


・ 該非判定に関して、企業名公表を条件としない、インタ


ーネット等による相談及び該非判定についての連絡を可


能とするなど、効果的な事前相談の方法について検討し、


結論を得た上で、所要の措置を講ずる。 


＜平成 23年度検討・結論・措置＞ 


所管省庁 経済産業省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 現在の輸出管理制度は複雑な規制体系であり、規制内容


の理解や該非判定が困難な品目が存在し、輸出に当たっ


て事業者の負担になっている。該非判定が困難な場合、


輸出取引を断念することもある。 


○ 輸出者による該非判定が困難な品目について、規制当局


への事前相談が容易になれば、輸出者が安心して輸出取


引を行えるようになる。 


○ 事前相談に当たり相談者名、照会内容及び回答を公表さ


れる場合があり、これが自らが取り扱う貨物・技術の内


容が公にされることを望まない事業者が事前相談をため


らう要因となっており、事前相談の利用は進んでいない。 


○ 輸出者全般の利益に資すること等を目的として、相談の


内容を公表することは、相談者以外の輸出者への情報提


供の観点からも望ましいことと思われるが、相談者名は


公表せずとも情報提供は可能であると思われる。むしろ、


上記のとおり相談者名が公表されることが、事業者が事


前相談を敬遠する要因となっている。 


○ また、輸出者による該非判定が困難な品目について、事


業者が容易に事前相談できる環境を構築することによっ


て、適切な輸出管理が可能になると考えられる。 


○ 相談方法としては、現在は、経済産業省に直接提出する


か、又は郵送により提出することが認められている。当


該事前相談には情報管理の配慮が必要であるが、諸外国


ではインターネットによって相談を受け付けている国も


あり、そのような国における相談制度等も参照しつつ、


利用者の利便性の高い相談方法を検討すべきである。 
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【その他（物流・運輸） ⑨】 


 


規制・制度改革事


項 


法令遵守優良企業による海外グループ会社に対する貨物の


輸出等に係る許可の手続の簡素化 


規制・制度改革の


概要 


・ 法令遵守優良企業による海外グループ会社に対する貨物


の輸出等に係る許可の手続の簡素化を図るため、特定子


会社包括許可制度に関し、その要件（子会社の資本要件


等）の見直しを含めた利便性の向上について検討し、結


論を得た上で、所要の措置を講ずる。 


＜平成 23年度検討・結論・措置＞ 


所管省庁 経済産業省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 企業活動のグローバル化に伴い、海外子会社による事業


展開が拡大しているところ、我が国企業とその海外子会


社の間の取引の円滑に資するため、共通の基準に基づく


安全保障貿易管理にグループ一体で取り組んでおり、関


連法令を遵守している企業については、海外グループ会


社への貨物の輸出、技術の提供を円滑に行えるようにす


べきである。 


○ 平成 21年度に特定子会社包括許可制度が導入されたが、


居住者の出資率が 100％であること、申請者の当該子会


社の株式保有率が過半数であることといった子会社等に


関する要件が厳しい、取得後の管理が煩雑であるといっ


た理由で、利用実績が乏しい。 
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【その他（物流・運輸） ⑩】 


 


規制・制度改革事


項 


航空交渉の多国間化 


規制・制度改革の


概要 


・ 早期に首都圏空港を含むオープンスカイを実現し、国際


航空ネットワークを拡大するため、東アジア・ＡＳＥＡ


Ｎの各国を最優先に、戦略的かつ積極的に二国間交渉を


推進する。また、こうした交渉を促進する観点から、多


国間の枠組みの活用を検討する。 


＜平成 23年度以降引き続き実施＞ 


所管省庁 国土交通省 


当該規制・制度改


革事項に対する分


科会・ＷＧの基本


的考え方 


○ 有形財（モノ）の貿易自由化に関しては、既に多国間協


定化が進められており、無形財（人材・サービス等）に


ついても、有形財と同様に考えて差し支えはない。また、


無形財の中で、航空だけを特別視する理由はない。 


○ 世界の国際航空輸送市場の自由化が進んでいる中、二国


間協定を改定して自由化協定を結ぶのは時間を要する。 


○ 「第三国」との権利調整が必要な第５・第７の自由化は、


これまでのような二国間交渉では困難である。 


○ まずは、ＡＳＥＡＮの多国間協定に日本が参加する可能


性を検討し、順次、日中韓などの多国間協定に向けて努


力すべき。 


○ 米国は航空についてオープンスカイ多国間協定を結ん


でおり、これが国際航空の自由化を一層進めたことは事


実である。 
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【その他（物流・運輸） ⑪】 


 


規制・制度改革事


項 


空港運営の在り方の見直し 


規制・制度改革の


概要 


① 国が管理する空港（大阪国際空港を除く）について、航


空系・非航空系の経営一体化と民営化等の具体的方策に


ついて、検討し早期に結論を得る。 


＜平成 23年度早期に結論＞ 


② 成田国際空港株式会社について、平成22年５月に取りま


とめられた国土交通省成長戦略における「これまで完全


民営化の方向性が議論されてきた、成田国際空港株式会


社の経営の在り方については、今後、首都圏空港におけ


る容量拡充の推移、全国の空港経営の在り方に関する議


論も踏まえ、成田空港のアジアにおけるハブ空港として


の地位確立に向けて、民営化戦略、手順が検討されるべ


きである」との方針を踏まえ、今後、所要の検討を行う。


＜平成23年度検討開始。できる限り早期に結論＞ 


所管省庁 国土交通省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 空港（含む管制）の整備・運営費用は、当該空港を利用


する利用者の負担とするべきであり、それによって、不


必要に過大な投資の抑制や効率的な運営が可能となり、


利用者負担の公平化と航空会社の不必要な負担の抑制


につながる。 


○ 空港の自由化と民営化は世界の趨勢である。いまや、大


規模空港経営者だけでなく、建設業や投資ファンドな


ど、様々な業種の企業が多様なコンソーシアムを組ん


で、グローバルに民営空港ビジネスを展開している。公


営下にあり、かつ、国内にとどまって国の予算や国境に


制約されていたのでは、空港ビジネスの発展は困難な時


代である。 


○ 例えば、英国の地方空港の一つ、ブリストル空港は、静


岡空港とほぼ同じ条件下にありながら、民営化と外国資


本・人材・経営ノウハウの導入によって旅客数を急増さ


せ、静岡空港の需要予測値である 100 万人の６倍の 600


万人の旅客数を達成している。 


○ こういった世界の成功する空港に共通するのは、空港の
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収入（使用料）について、日本のように航空機の着陸料


だけに依存せず、旅客の数なども考慮して、航空会社・


便・路線ごとに、着陸料・旅客使用料等をきめ細かく設


定している点である。 


○ 空港の民営化により、時間帯別料金制度や旅客の数に対


応した使用料など、需要等に対応した弾力的な空港使用


料の設定を空港に認めることにより、空港の収入確保、


各空港の自立的対応を促すことになり、空港運営の効率


化を図ることができる。また、混雑空港における発着枠


の有効活用につながる。 


○ 加えて、料金体系に応じた詳細な誘致マーケティング手


法の開発、特定航空会社との長期契約に基づく空港発展


プラン、（日本では別組織となっている）航空系施設（滑


走路、管制など）と商業系施設（ターミナルビルなど）


の一体的経営、空港自身が主催者となってチャーター便


を成功させて需要の存在をアピールする努力、商業店舗


の効率的配置を行うための毎週の市場調査、適正なテナ


ント賃借料設定のためのマーケティング、地域のビジネ


スの核となり得る施設の空港内への設置、アクセス交通


の自前の整備、空港会社ごとの管制官の採用、会員制に


よる優先搭乗制度やバイオ認証制度の導入等、市場に対


応した諸施策を取り入れて効率化に努めている。 


○ そして、こういった諸施策を実行する知恵と意欲と人材


と資金を与えるのが、民営化であり外資の導入である。 


○ それゆえ、空港整備に関する特別会計の廃止、国及び地


方管理空港の独立採算・民営化といった制度改革が必要


である。 


○ 管制については、空港航空管制を空港民営化にあわせて


空港の責任・権限とする方向で、また、航空路航空管制


については、一体的に民営化する方向で先進事例が世界


にみられ、そこでは、他の空港施設同様、管制業務の効


率化と発展が実現されている。 
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【その他（物流・運輸） ⑫】 


 


規制・制度改革事


項 


空港発着枠の配分への市場メカニズムの導入 


規制・制度改革の


概要 


・ 国土交通省成長戦略における「羽田の発着枠の配分につ


いては、市場メカニズムの導入可能性を調査することを


通じて、航空会社の事業展開の自由度を高めつつ、真に


必要なネットワークの維持や競争環境の確保を通じた利


用者利便の向上といった公共的価値も併せて実現できる


手法について検討を行い、平成 23年度中に新たな手法を


確立した上で、平成 25年度に予定されている増枠分の配


分を行う」との方針を踏まえ、市場メカニズムの導入可


能性について、検討し結論を得る。 


＜平成 23年度検討・結論＞ 


所管省庁 国土交通省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 混雑空港における発着枠を有効活用するためには、混雑


空港の発着枠の競争入札による配分をすべきである。 


○ また、その一歩手前として、航空会社間の発着枠取引を


認めるべきである。 


○ 英国では発着枠の二次取引が長い期間にわたって実施さ


れており、ベースとなる既存大手以外の競争相手にとっ


ても有利な結果をもたらしている。 
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【その他（物流・運輸） ⑬】 


 


規制・制度改革事


項 


ビジネスジェットの利用促進に資する規制の見直し 


規制・制度改革の


概要 


① 小型ビジネスジェット機によるチャーター事業に係る参


入基準及び運航・整備基準につき、国際民間航空条約附


属書に定められた国際標準への適合を前提とし、米国の


基準を参考とした包括的基準を導入することを検討し結


論を得る。また、包括的基準の導入の検討と並行して、


関係者からの要望等を踏まえ、「機長に要求される資格」


「耐空性の確認」等の個別の項目について、順次、小型


機のオンディマンドチャーターを対象とした基準の導入


を検討し結論を得る。＜平成 23年度検討・結論＞ 


② 我が国へのビジネスジェットの乗り入れ促進に向け、申


請手続の簡素化等の利用者負担の軽減策につき、検討し


結論を得る。＜平成 23年度検討・結論＞ 


所管省庁 国土交通省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 企業活動がグローバル化する中で、ビジネス旅程の柔軟


な組立て・変更、機密性の確保、移動時間の有効活用等


の理由から、ビジネスジェットの利用が欧米を中心に世


界的に広く普及している。一方、我が国におけるビジネ


スジェットの利用は、自家用運航、オンディマンドチャ


ーター共に、諸外国に比べ、活用が進んでいない。（全世


界で、約 29,000 機のビジネスジェットのうち、北米


19,000機、欧州約 3,000機に対して、日本は 55機のみ。）


国内企業の円滑なビジネス活動を後押しするだけでな


く、海外からの受入体制を整備することで、国内投資促


進、また我が国のアジアビジネス拠点化の観点からも、


ビジネスジェットの利用促進が必要である。 


○ 米国等では、オンディマンドチャーターに対して定期航


空と異なる基準を適用している一方、我が国の小型機の


オンディマンドチャーター事業における参入基準及び運


航・整備基準は、定期航空運送事業と同等程度の基準と


なっており、コスト面等における負担から日本籍のビジ


ネスジェットの普及の障害となっている。 


○ 平成 20年に一部の規制緩和（ETOPS規制）がなされてい
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るが、その他の項目について、ビジネスジェットの利用


促進に資する十分な進展は見られていない。 


○ 外国籍航空機が日本へ飛来又は日本国内を移動するに当


たり、事前申請期間や手続の問題により、即時の飛来と


いうビジネスジェットの大きなメリットが減殺され、日


本への飛来促進の障害となっている。外国からのビジネ


スジェットの飛来促進のためには、県営名古屋空港、神


戸空港等のビジネス航空向けのサービスを提供している


空港の有効活用とともに、事前申請期間の短縮を含めた


手続の簡素化が必要である。 


○ 指定外空港における申請期間の短縮について、当局は、


「関係省庁間の必要な連絡・調整を適切に行えず、混乱


をきたすおそれがある」としているが、ＣＩＱ関係省庁


への申請は、指定外空港における離発着の許可申請とは


関係なく、事業者が直接各ＣＩＱ関係省庁に対して実施


している。CIQ 関係省庁以外に、連絡・調整を行う必要


がある関係省庁及び現行の申請期間が必要な理由が明ら


かでない。 
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【その他（物流・運輸） ⑭】 


 


規制・制度改革事


項 


ＣＩＱの合理化 


規制・制度改革の


概要 


・ 複数府省にまたがる人の移動に伴うＣＩＱ業務（動植物


検疫を除く）に関し、尐数の職員により対応が可能な場


合において、運航前の事前調整や到着時の手続の迅速化


など機動性・効率性を高めるための方策について、関係


府省が合同で検討し結論を得る。 


＜平成 23年度検討・結論＞ 


所管省庁 法務省、財務省、厚生労働省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ ビジネスジェット等の需要の尐ない航空路線により、Ｃ


ＩＱ職員が常駐していない地方空港を利用する際に、①


３日前等の事前申請期間が必要（神戸空港では検疫は 14


日前の申請が必要とされている）、②期間内に申請をして


もＣＩＱ体制がそろわない（「対応者がいないため、運航


はやめてほしい」と言われた例もあり）という理由から、


希望する日程で運航ができない場合があり、ビジネスジ


ェット等の地方空港への就航拡大にむけて、ＣＩＱ業務


の機動性を高めることが必要である。 


○ 複数府省にまたがるＣＩＱ業務をより尐ない人数の職員


で可能とすること（限定された業務範囲において職員の


兼務を弾力的に認め、高度な判断が必要な場合には、専


門知識を有している職員が対応するなど）は、ＣＩＱ業


務の機動性を高めるための有効な方策である。 


○ 申告等がある場合は、高度な専門的知識を有する職員に


よる対応が必要であっても、申告等がない場合若しくは


申告の有無の確認等は、高度な専門的知識を有する職員


でなくても対応可能な部分があると考えられる。 


○ 複数府省にまたがるＣＩＱ業務の合理化を図るために


は、複数府省が合同で検討することが必要不可欠であり、


ビジネスジェット等の地方空港への就航拡大の観点か


ら、人の移動に伴うＣＩＱ業務（動植物検疫を除く）に


ついて合理化を検討すべきである。 


 


 







 


34 
 


【その他（物流・運輸） ⑮】 


 


規制・制度改革事


項 


国際航空協定に関する独占禁止法適用除外制度の見直し 


規制・制度改革の


概要 


・ 国土交通省は、諸外国の国際航空に関する独占禁止法適


用除外制度に係る状況等を分析・検証し、我が国の同制


度の在り方について、公正取引委員会と協議しつつ、引


き続き検討を行う。＜平成 24年度検討＞ 


所管省庁 国土交通省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 航空産業が成熟化し、航空自由化が進展する中で、ＥＵ、


米国、豪州において、国際航空における航空会社間の運


輸協定に関する競争法の適用除外の廃止・見直しといっ


た動きが出てくるなど、これら協定と競争法の関係をめ


ぐる状況に大きな変化が生じており、平成 11年の見直し


の際に国際航空協定に関する独占禁止法適用除外制度を


維持した理由（諸外国においても競争法からの適用除外


が認められていること）は、現時点において適用除外制


度を維持する理由として成立していない。 


○ さらに、現在、オープンスカイの進展を受けて、航空会


社間で提携深化協定を締結する動きがあるところ、同提


携深化協定は、航空会社間の運賃・スケジュールの調整


や収入プールをしようとするものであり、事実上、航空


会社間の企業結合に近い。この提携深化協定が独占禁止


法の適用除外の対象とされたため、市場における競争の


制限につながり、航空運賃の高騰等、消費者の不利益に


つながるおそれがある。 


○ また、公正取引委員会が事後的に措置請求を行う場合、


当該航空会社は、一旦締結した協定を事後的に解消する


などの必要が生じ、航空会社にとっても不利益になるお


それがある。 


○ このような状況に鑑みると、我が国において国際航空に


おける航空会社間の運輸協定に関する適用除外制度を維


持することの意義は低下しており、当該制度を維持する


ことは我が国の航空会社が積極的な国際展開を図る上で


の障害となるおそれすらあるものと考えられる。一方で、


アライアンス間競争が世界的潮流となる中、アライアン







 


35 
 


ス間の競争促進を通じた国際航空輸送の活性化は積極的


に評価されるべきである。 


○ 現在認可対象である協定は、その性質上競争制限的な内


容を含む可能性があるが、協定の内容によってはアライ


アンス間の競争を促進し、利用者の利便を向上させる場


合（例えば、共同事業の実施による運賃低下や、乗り継


ぎ利便性の向上など）があり、具体的な協定の中身を見


て判断することが広く国民の利益になるとの見解がある


が、協定の内容によっては競争が促進され、利用者の利


便性を向上させる場合があることは、他の業種でも同様


であり、このことは国際航空に関して、独占禁止法適用


除外制度が必要な理由とはならない。独占禁止法が適用


されるようになった場合でも、具体的な協定の内容によ


って判断されることになる。むしろ、独占禁止法適用除


外によって、競争制限的な内容を含む協定が認可される


ことになれば、利用者の利益が害されることになる。 


○ 例えば、欧米においても、最近のアメリカン航空、ブリ


ティッシュ・エアウェイズ、イベリア航空のアライアン


ス（ワンワールド）内での提携に際して、適用除外制度


が廃止された欧州では競争当局の判断で発着枠の返上等


の条件を課した上で提携が認められており、米国では、


日本と異なり、運輸当局の判断に先立ち競争当局が意見


を述べることができる法制度の中で、運輸当局が競争当


局の事前の意見を踏まえて欧州同様の条件を課した上で


提携が認められているという事実がある。このように、


提携深化協定については、欧米でもその競争制限的な内


容について競争当局等によって懸念が示され、利用者利


益への配慮がなされているところである。 


○ 当局は見直しを行ったとしているが、平成 22年度に行わ


れた見直しは元々、市場における競争の制限や消費者の


不利益となるおそれが低い協定に関する運用の見直しが


行われたにすぎない。市場における競争の制限や消費者


の不利益につながるおそれが高い提携深化協定について


は、依然として制度について見直しが行われていない。 
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【その他（物流・運輸） ⑯】 


 


規制・制度改革事


項 


米国、欧州等先進国との航空機材、乗員資格等に関する相互


承認の推進 


規制・制度改革の


概要 


・ 米国との間で、平成 21年４月に締結した航空機材以外の


分野（乗員資格、整備施設、シミュレーター等）におい


ても、相互承認の協議を推進する。また、欧州等その他


の先進国とも協議を推進する。 


＜平成 23年度以降継続実施＞ 


所管省庁 国土交通省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ コスト削減により、本邦国航空会社の国際競争力強化に


資するべく、米国との間で、2009年４月に締結した航空


機材以外の分野（乗員資格、整備施設、シミュレーター


等）においても、相互承認の協議を推進すべきである。 


○ また、欧州等その他の先進国とも協議を推進すべきである。 
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【その他（物流・運輸） ⑰】 


 


規制・制度改革事


項 


沿海航行区域の拡大 


規制・制度改革の


概要 


① 限定近海区域のうち、沿海区域に近い部分のみを航行す


る船舶の構造・設備要件を設定する。 


＜平成 23年度措置＞ 


② 安全性を確保しつつ、沿海区域の部分的な拡大を検討し


結論を得る。 


＜平成 23年度検討開始、平成 24年度結論＞ 


③ 沿海資格船から限定近海船への変更を容易にするための


基準の見直しを行う。＜平成 24年度措置＞ 


所管省庁 国土交通省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 現状の航行区域制限により、岬から岬が直線航行できな


いために航海距離、時間のロスが発生している。 


○ 陸から原則 20 海里までの灯台や山や半島などの地形等


を視認した地文航法を原則として沿海区域が規定された


時点（昭和８年）と現時点では、航行速度の向上、船の


堪航性やレーダー等航海機器の発達による船舶性能の向


上等の状況の改善がある。 


○ 貨物船や大型フェリーなどが 20 海里以内の船舶輻輳区


域を避けることにより船の針路が自由となりより安全と


なり、乗組員の負担軽減にもつながる。 


○ 航行時間の短縮・燃費軽減による物流効率化の推進、CO2


の排出削減にも寄与する。 
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【その他（物流・運輸） ⑱】 


 


規制・制度改革事


項 


海上交通安全法航路における制限速力の見直し 


規制・制度改革の


概要 


・ 海上交通安全法航路における速力の制限区間及び制限速


力の見直しにつき、技術的な検討及び所要の調整を実施


し、結論を得る。 


＜平成 23年度早期に検討開始。結論を得次第措置＞ 


所管省庁 国土交通省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 本規制により制限を受け、燃費低減・輸送効率アップの


機会が失われている。 


○ 航路によっては規制当初から大幅に通行量が変化、漁船


の操業が減尐している。 


○ また、一部の船舶にあっては、レーダー性能の向上、Ａ


ＩＳの装備等により安全性が向上している。 


○ 航行時間の短縮・燃費向上は、CO2 の排出削減にも寄与


する。 
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【その他（物流・運輸） ⑲】 


 


規制・制度改革事


項 


内航旅客船の船舶検査制度の見直し、簡素化 


規制・制度改革の


概要 


・ 内航旅客船の船体計画保全検査制度について、船舶の安


全性への影響等を考慮しつつ、検査項目の簡素化及び承


認基準の緩和について検討し結論を得る。 


＜平成 23年度検討・結論＞ 


所管省庁 国土交通省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 内航旅客船を海外で建造する場合、検査項目の多さや相


違が障害となることがある。 


○ 例えば、交通バリアフリー法への対応は、船内スペース


が限られているにも関わらず、諸外国の基準に比べ国内


の基準は極めて厳格であるため、構造上対応が困難との


指摘がある。 


○ 船体計画保全検査制度については、承認基準が厳しいこ


とや計画保全検査の項目が多岐にわたることが、事業者


にとって依然大きな負担となっている。 


○ 内航旅客船はほとんどが実質的に国内で建造されてお


り、海外の競争力・技術力のある造船所を採用すること


で資本コストの低減が図れる。また、技術的に安全性を


維持できる範囲で現検査項目・承認基準を緩和すること


により、修繕費等の運航コストの低減を図る。 


○ 他国船級協会では、船底検査は５年に２回が主流である


が、内航旅客船の船底検査は毎年行われており、コスト


負担となっている。 
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【その他（物流・運輸） ⑳】 


 


規制・制度改革事


項 


空港の容量拡大、機能強化のための取組・推進 


規制・制度改革の


概要 


・ 成田空港については最短で平成 26 年度中に 30 万回、羽


田空港については最短で平成 25 年度中に 44.7 万回へ年


間発着容量を拡大するため、着実に取組を行う。なお、


首都圏空港については、上記取組により、向こう 10年間


は需要を上回る供給が可能となることが見込まれるが、


今後、インバウンド旅客の増加等により需要が更に継続


的に増加する場合を見据え、更なる容量拡大、機能強化


について、あらゆる角度から可能な限りの方策を総合的


に検討する。＜平成 23年度以降継続検討＞ 


所管省庁 国土交通省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 東京内陸部の飛行制限解除により、羽田の発着枠が飛躍


的に増大する。滑走路の改善により、羽田からの長距離


早朝深夜便の運航が可能となる。時間制限の緩和により、


成田の運用時間が長くなり、早朝深夜便が運航可能とな


る。大阪空港の未使用のプロペラ機枠の活用等により、


発着枠の有効活用につながる。 


○ 新たな大規模投資とは別に、空港発着枠の飛躍的拡大が


見込まれる。 
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４－３．金融分野  


 


（１）金融分野における改革に向けた基本的考え方 


 


（基本認識） 


 


○ 日本の経済成長はバブル崩壊後、約 20 年にわたり極めて低い水準に


とどまり、現在も閉塞状況におかれている。日本経済が立ち直り、「強


い経済」を実現するために、金融分野に求められているのは、①実体経


済、企業のバックアップ役としてそのサポートを行うこと、②金融産業


自身が成長産業として経済をリードすることにより、｢グリーン･イノベ


ーション｣、｢ライフ･イノベーション｣、｢アジア経済｣、｢観光･地域｣と


いった成長分野を支える基盤となることである。 


 


（改革の方向性） 


 


○我が国企業の成長、再生支援 


我が国企業、産業の成長ないし再生を促進すべく、多様かつ円滑な資


金調達を可能とするような制度の見直し等を行うべきである。 


 


○市場や取引所の整備、活性化等 


金融産業自身も成長産業として発展できるよう、市場や取引所の整備


並びに活性化を行うとともに、各種開示手続等の整理、簡素化を行うべ


きである。 


 


○質の高いサービス提供のためのグループ経営円滑化 


金融機関のグループ化が進展する中、金融グループが自ら創意工夫を


凝らしながら、グループ全体として顧客に対しより質の高いサービスを


提供することができるよう、組織再編、業務範囲規制等についての金融


法制の改革を進め、ユーザーにとって信頼できる利便性の高い金融産業


を構築することにより、金融市場と金融産業の国際競争力を高めていく


べきである。 
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（２）各府省庁が取り組む規制・制度改革事項  


 


【その他（金融） ①】 


 


規制・制度改革事


項 


社債市場の活性化及び国際化の推進 


（社債以外の債務に付与されるコベナンツ情報の開示） 


規制・制度改革の


概要 


・ 日本証券業協会「社債市場の活性化に関する懇談会」で


の議論を踏まえ、銀行の融資実務への影響に加えて投資


家保護の観点から、必要な情報の開示が適切に行われる


よう検討する。＜平成 23年度検討、平成 24 年度結論＞ 


所管省庁 金融庁 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 社債以外の債務に付与されるコベナンツ等が十分に開示


されることで、投資家層の拡大が見込まれる。 


 


 


【その他（金融） ②】 


 


規制・制度改革事


項 


社債市場の活性化及び国際化の推進 


（社債管理者の設置） 


規制・制度改革の


概要 


・ 平成 23 年６月を目途に取りまとめを行うとされている


日本証券業協会「社債市場の活性化に関する懇談会」で


の議論を踏まえ、社債管理の在り方について検討を行う。


＜平成 23年度検討・結論＞ 


所管省庁 金融庁、法務省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 日本証券業協会「社債市場の活性化に関する懇談会」で


は、社債デフォルト後の債権の保全・回収機能に特化し


た機能を果たす社債管理に係る提案がなされている。同


「懇談会」では、発行会社、投資家のニーズ等を十分に


把握、確認し、同提案を含め社債管理の在り方について


検討が行われる予定。 
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【その他（金融） ③】 


 


規制・制度改革事


項 


デリバティブ取引規制の運用 


（清算機関（ＣＣＰ）・取引情報蓄積機関制度の細目の検討） 


規制・制度改革の


概要 


・ 国内清算機関と外国清算機関との連携に係る連携金融商


品債務引受業の認可に際しては、金融商品取引法に定め


る認可審査基準に基づき、担保が、リスク管理や利用者


利便の観点から適切な水準となるよう対応を行う。 


取引情報蓄積機関制度の細目については、関係法令の施


行（平成 24 年 11 月が期限）までに、利用者の負担等も


考慮して内閣府令において定める。＜平成 24 年度措置＞ 


所管省庁 金融庁 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 市場の利用者にとって、活用しやすく、かつ、無用な負


担を可能な限り抑えて制度設計すべきである。 


 


 


【その他（金融） ④】 


 


規制・制度改革事


項 


金融商品取引法に基づく単体財務諸表開示の簡素化 


規制・制度改革の


概要 


・ 金融商品取引法に基づく単体財務諸表開示の簡素化につ


いては、会計基準のコンバージェンスの状況等を踏まえ、


投資情報の有用性が損なわれないように留意しつつ、検


討する。＜平成 24年検討開始＞ 


所管省庁 金融庁 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 投資家にとって重要な連結決算に集約されることで、投


資判断に必要充分な情報が簡潔・明瞭化される。 


○ また、国際会計基準のコンバージェンスが進むにつれて


決算作成コストが大幅に上昇することを鑑み、開示者の


決算作成コストの上昇抑制につながる。 


○ 市場の利用者（投資家及び開示企業の双方）にとって、


活用しやすく、かつ、負担を抑えて制度設計すべきである。 
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【その他（金融） ⑤】 


 


規制・制度改革事


項 


有価証券報告書提出銀行の場合の決算公告の免除 


規制・制度改革の


概要 


・ 有価証券報告書を提出している銀行について、会社法の


規定にのっとり、決算公告を免除することを検討の上、


結論を得る。＜平成 23年度検討・結論＞ 


所管省庁 金融庁 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 有価証券報告書は、決算公告で開示する情報を網羅して


おり、ＥＤＩＮＥＴでの閲覧も可能であり入手方法も決


算公告に比べ多様性に富み、十分その代わりとなり得る。 


○ また、銀行法の目的といえる「一般大衆である預金者へ


の情報開示」に対しては、四半期ごとの決算の自行ホー


ムページ掲載や「業務及び財産の状況に関する説明義務」


（いわゆるディスクロージャー誌）の公衆縦覧義務等に


より預金者への十分な情報開示は確保されている。 
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【その他（金融） ⑥】 


 


規制・制度改革事


項 


政策金融機関等の私的整理時における債権放棄の制度構築 


規制・制度改革の


概要 


・ 株式会社企業再生支援機構（以下「機構」という。）によ


る再生支援計画では、政府系金融機関や独立行政法人に


一部債権放棄への協力義務を設けている。一方、機構に


よる支援決定可能期間は限られている。このため、機構


の支援決定可能期間後の私的整理支援を継続していく観


点から、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特


別措置法において設けられている事業再生ＡＤＲ制度


に、機構による再生支援における協力義務と同様の効果


が確保できるよう、有効な方策を検討していくこととす


る。 


その際、まずは機構とも連携しながら、現在の制度上の


課題と実態の把握を行う。 


今年度前半には実態把握を終え、所要の手当てを行う。 


＜平成 23年度検討開始＞ 


所管省庁 経済産業省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 株式会社企業再生支援機構は平成 21 年 10 月の設立から


５年間で業務が終了するよう努める期間限定組織であ


り、原則２年以内に支援決定を行うことから、３年目以


降及び組織の終了後は私的整理時における債権放棄につ


いて法的に政策金融機関等が協力しなければならない機


関や制度が無くなり、私的整理による事業再生が進まず


清算を余儀なくされる企業等が増加していく懸念があ


る。 


○ 再生案件については、引き続き債権放棄等の協力がしや


すいような制度的な担保をしていく必要がある。 
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【その他（金融） ⑦】 


 


規制・制度改革事


項 


協調リースの集団投資スキーム持分の適用除外要件の明確


化 


規制・制度改革の


概要 


・ 協調リースについて、実態を踏まえ集団投資スキーム持


分の適用除外要件への該当性を検討し、それを明確にす


る。＜平成 23年度調査・検討・結論＞ 


所管省庁 金融庁 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 協調リースについては、金融商品取引法で除外要件も設


けられているが、その要件が抽象的であり適用判断が難


しく、取組そのものがしにくい状況である。 


○ 協調リースは、広く一般事業法人を対象に出資を募るも


のではなく、まして個人は対象外であり、資金の出し手


は全てリース会社である実態を踏まえた規制の適用をし


ていく必要がある。 


 


 


【その他（金融） ⑧】 


 


規制・制度改革事


項 


異種リスクの含まれないイスラム金融に該当する受与信取


引等の銀行本体への解禁 


規制・制度改革の


概要 


・ イスラム金融取引に該当する受与信取引等のうち、銀行


法に基づき銀行本体に認められる業務（以下「銀行業務」


という。）と実質的に同視しうる取引（銀行業務に準じ、


銀行業務との機能的な親近性やリスクの同質性が認めら


れる取引）の銀行本体における取扱いについて必要な調


査を行う。＜平成 23年度調査＞ 


所管省庁 金融庁 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 現在、中東・アジアは世界の中でも発展著しい市場であ


り、この市場において、本邦金融機関の国際化や日本企


業の海外進出の阻害要因があれば、改善していくべき。 


○ 他業禁止の観点が重要であるが、世界的な金融規制強化


の流れがある中で金融市場で主流の欧州系・米国系金融


機関にて取扱いが認められているのであれば、積極的に


取り組む必要がある。 
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【その他（金融） ⑨】 


 


規制・制度改革事


項 


銀行の子会社の業務範囲の拡大（リース子会社等の収入制限


の緩和） 


規制・制度改革の


概要 


・ リース子会社における収入制限規制は、リース子会社の


子会社を含むリース会社集団全体で判断すれば足り、リ


ース子会社から発生する中古物品の売買・保守点検を専


門に行う子会社については、当該リース子会社の一部門


と同視できる場合は、単体での収入制限規制の適用を除


外することも含め、リース会社集団内において、効率的


に事業が行えるよう規制の見直しを検討する。 


＜平成 23年度検討・結論＞ 


所管省庁 金融庁 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 銀行の「他業禁止」に係る規制については、本業以外の


業務を営むことによる異種のリスクの混入を阻止するこ


と、銀行業務に専念することにより効率性を発揮するこ


と、利益相反取引を防止することなどにその趣旨がある


とされている。本件は銀行子会社たるリース会社集団が


現行規制の下で行っていた業務を、効率化、専門性の進


展等の観点から、その会社集団の中で再編することを可


能にすべきであると述べているのであって、上記趣旨に


反するとは考えられない。銀行の他業禁止の趣旨を十分


勘案し、リース会社集団内での機能分担・効率化を図る


ため、実質的にリース業務を営む会社の一部門と同視で


きる場合は、単体ではなくリース集団内のみで収入制限


を行うことを検討すべき。 
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【その他（金融） ⑩】 


 


規制・制度改革事


項 


企業グループの組織再編に資する規制の見直し 


（１）保険契約の包括移転に係る規制についての検討 


規制・制度改革の


概要 


・ 保険会社の組織再編が進んでいることも踏まえ、保険契


約の移転単位、移転手続等について、保険契約者等の保


護の観点も踏まえつつ、検討を行う。 


＜平成 23年度検討＞ 


所管省庁 金融庁 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 責任準備金の公平な分割に留意しつつ、異議申立手続に


おける運用の見直し（情報開示の在り方等）、当局の関与


の在り方（例えば予備審査制度の導入等）の手当てを行


った上で、責任準備金の算出基礎が同一である保険契約


の一部での移転を可能とする、若しくは連結ソルベンシ


ー制度の導入等グループ監督制度が整備されたことを受


けてグループ内に限定して移転単位の自由度を高める方


法も考えられる。 
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【その他（金融） ⑪】 


 


規制・制度改革事


項 


企業グループの組織再編に資する規制の見直し 


（２）保険募集人等の委託の在り方の見直し 


規制・制度改革の


概要 


・ 保険会社の組織再編が進んでいることも踏まえ、復代理


等も含めた保険募集人等の委託の在り方について、保険


募集に関する業務の適切な実施や保険契約者の保護を確


保する観点も十分踏まえつつ、検討を行う。 


＜平成 23年度検討＞ 


所管省庁 金融庁 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 例えば、銀行代理業は所属銀行の許諾を得て再委託が可


能である一方、原則許可制であり、業務範囲、経理、顧


客保護、委託元の指導、賠償責任等の規定を設けている。


単に復代理を認めるのみならず、保険販売、管理を行う


新たなカテゴリーを設け、銀行代理業に準じて規定する


ことが必要である。また、総代理店の権利義務、保険会


社との関係につき必要な規定を別に置くことで、代理店


の業務の適切な実施、総代理店のコントロール、賠償責


任の明確化等の問題をクリアすることは可能である。 
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【その他（金融） ⑫】 


 


規制・制度改革事


項 


貿易保険関連分野（取引信用保険）における民間事業者の事


業機会拡大（再保険の引受け） 


規制・制度改革の


概要 


・ 平成 22年 10月の事業仕分け結果（「特別会計の廃止（国


以外の主体に移管）」、「国家の保証等国の関与を確保」、


「移行のための適正な経過期間」及び「組織としては独


立行政法人日本貿易保険に一体化」）を踏まえつつ、貿易


保険制度の在り方を見直す。 


なお、取引信用保険の民間事業者の事業機会の拡大につ


いては、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」


（平成 22 年 12 月７日閣議決定）を踏まえ、日系海外子


会社の第三国向け輸出について、日系損害保険会社の現


地子会社などからの再保険引受けを通じて、独立行政法


人日本貿易保険が貿易保険を引き受ける新たな取組を今


般前倒しで導入したところであり（平成 22年措置済み）、


引き続きその積極的運用を図っていく。 


＜平成 23年度より措置＞ 


所管省庁 経済産業省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 貿易保険事業への民間保険会社の開放が進まない理由の


一つには、民間保険会社の出再先が海外しかないため、


コストがかさむという指摘がある。貿易保険事業につい


ては、法令での参入規制は存在しないものの、組合包括


保険制度、国・ＮＥＸＩの再保険の仕組み等が、さらな


る民間開放の妨げとなっている可能性がある。 


それらを見直すことにより、民間開放を促進させ、また、


ＮＥＸＩとの役割分担を明確にした上で、官民一体とな


って外国貿易その他対外取引を行う企業のバックアップ


にあたるべきである。 


○ 再保険を開放した場合でも、引受けを義務化するのでな


ければ、「逆選択」による不良案件の集中のおそれはない。 


現状、民間保険は海外に出再しており、国内において民


間再保険業の圧迫のおそれはないものと考えられる。今


後民間再保険業を行いうる国内の民間保険育成のために


も、政府ないしＮＥＸＩによる再保険引受けを行うこと


により、民間保険のノウハウ蓄積の機会を与えるべき。 
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【その他（金融） ⑬】 


 


規制・制度改革事


項 


投資法人における「減資」制度の導入 


規制・制度改革の


概要 


・ 欠損補てんのための出資総額の減少（減資）制度導入の


可否につき、平成 25年度までに行う投資信託・投資法人


法制の見直しの検討及び制度整備の実施において、投資


家保護、投資法人の導管体としての性質、ファイナンス


手法の中での位置付け、求められるガバナンス等様々な


観点に加え、税務会計上の取扱いと併せて総合的な検討


を行う。＜平成 25年度結論＞ 


所管省庁 金融庁 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 投資法人による欠損補てんのための出資総額の減少（減


資）制度を導入することで、資金調達、J-REIT市場等の


活性化等に資するとの指摘がある。 


○ 欠損填補のための出資総額の減少は、それによって投資


法人の財産が増減するものではない。 


○ 一方、投資家保護、投資法人の導管体としての性質、フ


ァイナンス手法の中での位置づけ、求められるガバナン


ス、税務会計上の取扱い等とも関連。 
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 ４－４．ＩＴ分野  


 


（１）ＩＴ分野における改革に向けた基本的考え方 


 


（基本認識） 


 


○ ＩＴは、情報通信産業にとどまらず、およそ全ての産業の生産性向上、


国民生活の質的向上のツールになり得るものである。ここで強調すべきは、


ＩＴは、コミュニケーションの手段として、ビジネスを効率化する手段と


して、新たなビジネスを生み出す手段として、個人が社会に参画する手段


として、個人が自己実現を図る手段として、政府の効率化を図る手段とし


て、国際的な交流を図る手段として等、その応用可能性は極めて高いとい


うことである。 


○ 特に、ＩＴにおける個人参加の可能性と、ＩＴ技術の進歩と革新の速さ、


さらにはＩＴが生来の性質として持ち合わせている越境性（ボーダレス）


とを合わせて考えれば、ＩＴ分野を切り口とした経済社会の変革、いわゆ


るＩＴ革命は、まさに今現在も、世界中のあらゆる空間で進行していると


いうことである。 


○ ＩＴ分野における規制・制度改革の議論の出発点としては、ＩＴ全盛


の時代においては、既存の世界の比較優位構造が大きく覆る可能性があ


ることを認識し、我が国は、そのＩＴのインフラ整備及びその利活用に


関し、世界の後塵を拝す可能性があるという危機感を共有し、一方で、


我が国の産業や国民が持つ競争力・潜在力はかなり高く、ＩＴを通じて、


その競争力・潜在力をどのように顕在化させていくべきか、という問題


意識の設定が重要である。 
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（改革の方向性） 


 


  ○利用者本位の市場環境整備 


発想の原点は利用者本位である。サイバー空間の主役は、消費者、サ


ービス業、コンテンツ産業や様々な製造業など「広義の利用者」である。


こうしたユーザーに対して、高度なネットワークサービスが多数提供さ


れ、ユーザー自らの利用形態に合わせて、自由に選択できる環境を整え


るという発想が不可欠である。 


 


  ○健全な事業者間競争のための環境整備 


そのための手段として、健全な事業者間競争のための環境整備が必要


である。ネットワークサービスに関して、どのような条件が提供されれ


ば、新規参入者と既存事業者との間で、有効かつ活発な競争が促進され


るのかという考察が規制・制度改革の根幹となる。また、競争環境の整


備という視点から見て有効ではない手段や、社会変革や技術革新に対応


していない規制に関しては、民間の創意工夫を阻害しかねないので、早


急に見直す必要がある。 


 


○ネットワークサービスの高度化・低廉化による国民利益の増大 


そして制度改革の帰結として追求すべきは、利用者サービスの向上と、


経営の効率化・高度化により競争力を高めた強靭な事業者の出現による


好循環の創出である。国際的な競争環境が広がる中で、事業者がより高


度で低廉なネットワークサービスを提供することにより、結果的に国民


利益の増大が実現するという好循環を形成すべきである。 
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（２）各府省庁が取り組む規制・制度改革事項  


 


【その他（ＩＴ） ①】 


 


規制・制度改革事


項 


道路占用手続における引込線の取扱いの明確化 


規制・制度改革の


概要 


・ 各戸に引き込むための電線の取扱いについては、道路占


用許可申請を別途要しない旨、取扱いを統一するよう、


改めて各道路管理者へ周知・徹底する。 


＜平成 23年度中措置＞ 


所管省庁 国土交通省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 引込線に関しては、個別の占用許可申請は不要であり、


本件は平成 18年度に周知済みであるとのことだが、実態


は、各道路管理者によって、運用が異なっている。（国道


だけではなく、都道、県道、市町村道で、占用申請・占


用料の要否について統一化されていない。） 


○ 国土交通省としても、実態の調査・把握に努めるべき。 


○ なお、占用料の扱いについての明確な回答はないが、申


請不要である点を鑑みると、占用料も不要であるものと


判断する。 
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【その他（ＩＴ） ②】 


 


規制・制度改革事


項 


河川占用申請書・港湾占用申請書の申請様式の統一化、電子


化 


規制・制度改革の


概要 


① 河川占用申請に関しては、申請フォーマットの簡素化方


向での河川管理者間の統一及び標準処理期間の１か月程


度への短縮につき、検討を開始し、結論を得た上で、国


土交通省から各河川管理者に対して、周知・徹底する。 


＜平成 23年度検討・結論・措置＞ 


② 港湾区域等の占用許可申請に関しては、港湾管理者が行


っている事務についての実態調査を行い、その結果を踏


まえ、港湾管理者に対し申請の統一化に向けた検討を促


す文書を発出する。＜平成 23年度検討・結論・措置＞ 


③ 国土交通省直轄管理施設（道路・河川）の各種申請に関


しては、ワンストップサービスで許可申請が可能となる


よう申請書類の標準化及び提出窓口の集約化等につい


て、検討し結論を得る。＜平成 23年度中検討・結論＞ 


所管省庁 国土交通省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 河川に係る占用許可申請書は、河川法施行規則第 12条に


おいて定められていることは承知しているが、実態は、


施行規則のとおりとなっておらず、河川管理者によって


独自の申請フォーマットがある点は問題。 


○ 廃止した電子申請時のフォーマットを、そのまま紙ベー


スの申請用に使えるようにすれば良いのではないか。 


○ 国土交通省としても、申請フォーマットがバラバラであ


る点について、実態の調査・把握に努めるべき。 


○ 標準処理期間が３か月かかるという点に関しても、道路


の占用許可申請手続が２～３週間であるという点に鑑み


ると、手続の一層の迅速化が必要である。 


○ 港湾に関わる申請手続に関しては、国土交通省が 22年度


中に実施する実態把握を踏まえ、標準処理期間も含めて、


参考となる指針を早期に作成すべき。 


○ なお、実態把握を行った結果、申請フォーマットが、事


業者に過剰な負担を強いる申請となる形で統一化される


のではなく、簡素化に努めるべき。 


○ また、国土交通省所管（道路・河川・港湾）に関しては、
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ワンストップサービスで許可申請が可能となるよう申請


書類の標準化及び提出窓口の統一化、又は使い勝手の良


い電子申請による申請業務の簡素化を実現すべき。 


○ なお、各地方自治体の管理者側からは、本件はあくまで


自治事務の範疇であるべしとの考えもあるが、今回の要


請は、地方分権の推進を覆すようなものではなく、申請


者側の業務上の負担軽減をお願いすべく、単に、申請様


式の統一と、標準処理期間の設定を要望するだけのもの


である。 
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【その他（ＩＴ） ③】 


 


規制・制度改革事


項 


国立公園の景観対策に関する許可基準の周知・徹底 


規制・制度改革の


概要 


・ 国立公園の景観対策に関する許可基準に関して、当該基


準を順守するよう、周知・徹底を図る。 


＜平成 23年度早期措置＞ 


所管省庁 環境省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 国立公園等に係る各種行為許可申請書は、自然公園法施


行規則において定められていることは承知しているが、


実態は、施行規則のとおりとなっておらず、各管理者に


よって独自の申請フォーマットがある点は問題。 


○ 環境省としても、申請フォーマットがバラバラである点


について、実態の調査・把握に努めるべき。 


○ なお、実態把握を行った結果、申請フォーマットが、事


業者に過剰な負担を強いる申請となる形で統一化される


のではなく、簡素化に努めるべき。 


○ 標準処理期間については、手続の一層の迅速化に向けて


周知徹底を図るべき。 


○ また、景観対策に関わる許可基準に関しては、各管理者


から裁量による過剰指導が行われているとの話もあり、


実態の調査・把握の上、許可基準の周知・徹底を図るべ


き。 


○ なお、各地方自治体の管理者側からは、本件はあくまで


自治事務の範疇であるべしとの考えもあるが、今回の要


請は、地方分権の推進を覆すようなものではなく、申請


者側の業務上の負担軽減をお願いすべく、単に、申請様


式の統一と、標準処理期間の設定を要望するだけのもの


である。 
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【その他（ＩＴ） ④】 


 


規制・制度改革事


項 


河川占用標識板の掲示義務の一部緩和等 


規制・制度改革の


概要 


・ 占用許可条件として付している占用許可標識の明示すべ


き事項から、占用期間を削除すべく、各地方整備局に周


知・徹底を図る。また占用施設の形態に応じて表示方法


を変更できるよう、各地方整備局に周知・徹底を図る。 


  ＜平成 23年度早期措置＞ 


所管省庁 国土交通省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 「占用許可条件として付している占用許可標識の明示す


べき事項から、占用期間を削除する。併せて、表示方法


についても、占用施設の形態に応じて表示方法の相談に


応じることとする。」という国土交通省回答の早期実現を


求める。 


 


 


【その他（ＩＴ） ⑤】 


 


規制・制度改革事


項 


公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドラインの見直


し 


規制・制度改革の


概要 


・ 公益事業者の共架申請様式の統一化・簡素化、申請手続


の簡素化及び電柱強度の考え方等について、実態の調


査・把握に努め、その結果を踏まえ、必要に応じてガイ


ドラインの見直しについて検討する。 


＜平成 23年度検討・結論＞ 


所管省庁 総務省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 電柱強度を理由に通信ケーブルを迂回させられたりする


などの実態を的確に把握すべき。 


○ 実態の調査・把握に努め、必要に応じ、ガイドラインの


見直しを行うべき。 
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【その他（ＩＴ） ⑥】 


 


規制・制度改革事


項 


光ファイバーケーブルの部分開放ルールの整備（引込区間の


開放） 


規制・制度改革の


概要 


・ ＮＴＴ東西が電柱から顧客（ビル等）の間に敷設する引


込線と他事業者の設備を電柱上の接続箱等で接続する場


合など、新たな接続形態による接続要望について、具体


的な要望内容、技術的な可能性及びＮＴＴ東西に対する


経済的負担の程度を踏まえた上で、光ファイバーケーブ


ルの部分開放（アンバンドリング）に関するルールの明


確化を図る。＜平成 23年度検討・結論＞ 


所管省庁 総務省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 一義的には、要望の具体化と事業者間の積極的な協議を


促すよう求める。 


○ その上で、総務省において、当該要望に関する新たな接


続形態について、アンバンドルの可否を検討すべきであ


る。 
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【その他（ＩＴ） ⑦】 


 


規制・制度改革事


項 


有線電気通信法における設置手続の簡素化・電子化 


規制・制度改革の


概要 


・ 行政手続の簡素化の観点から、事業者の要望等を踏まえ


つつ、申請業務の簡素化を実現すべく、検討し結論を得


る。＜平成 23年度検討・結論＞ 


所管省庁 総務省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 設置者が十分な技術的知識を有し、自立的に技術基準適


合性が確保されると考えられる場合（電気事業者の業務


用設備等）等は、届出不要としているが、①電気通信事


業者と電気事業者の相互接続の場合や、②電気事業者同


士が共同で設置した場合など、自律的に技術基準適合性


が確保されている場合でも、届出が必要となっている。 


○ 設置した有線電気通信設備が損害を与えた場合は、民法


上の損害賠償等により対応する考え方もあるが、他方、


有線電気通信については、安全・信頼性等を確保する観


点から、事前届出などの必要最低限の規律は必要と考え


られることから、事業者負担の軽減は、申請業務の簡素


化により実現するよう努めるべき。 
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【その他（ＩＴ） ⑧】 


 


規制・制度改革事


項 


有線電気通信法における卸供給事業者の扱いの改善につい


て 


規制・制度改革の


概要 


・ 有線電気通信法第３条第４項第４号に基づき、有線電気


通信法施行規則第６条第５号においては、電気設備の技


術基準を定める省令第 50条の規定により設置する有線


電気通信設備について、有線電気通信法第３条の総務大


臣への有線電気通信設備の届出を不要としているとこ


ろ。 


電気設備の技術基準を定める省令第 50条第１項の適用


対象設備に係る解釈の明確化を図る。 


＜平成 23年度早期措置＞ 


所管省庁 経済産業省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 卸供給事業者（従前の卸電気事業者（200万ｋＷ以下））


の有線電気通信設備（共同設置や相互接続以外の自社設


備・自社使用のもの）は、電気設備の技術基準第 50条に


規定する「電力保安用通信設備」に該当するとの経済産


業省回答があり、これを了解。 


○ 当該技術基準に規定する「電力保安用通信設備」である


ことで、有線電気通信法上の届出も不要となる。 


○ 他方、本件に関しては、「電気設備の技術基準」及びその


「解釈」を読んでも、分かりにくい形となっているため、


今後、再生可能エネルギーを設置する事業者等、卸供給


事業を営む者が、誤解なきよう、何らかの形で明らかに


すべき。 


○ 現時点においても、卸供給事業者が 70社近くいることを


鑑みれば、今後も同じような誤解を生じる可能性が懸念


される。 


○ 特に、一般電気事業者向けの売電ではなく、ＰＰＳ向け


や卸電力取引所向けの売電の場合についての解釈も明ら


かにすべき。 
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【その他（ＩＴ） ⑨】 


 


規制・制度改革事


項 


電気通信分野におけるユニバーサルサービスの考え方の基


本的転換 


規制・制度改革の


概要 


・ 総務省における「ブロードバンドサービスが全国に普及


するまでの移行期における基礎的電気通信役務（ユニバ


ーサルサービス）制度の在り方」の検討・結論を踏まえ、


早期の制度措置を図る。＜平成 23年度措置＞ 


所管省庁 総務省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 「情報通信審議会の答申を踏まえ、速やかに関係省令（電


気通信事業法施行規則等）の改正を行い、平成 23年度か


ら新たな制度を施行する予定」との総務省回答の速やか


な実施を求める。 
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【その他（ＩＴ） ⑩】 


 


規制・制度改革事


項 


ＩＰ電話の品質基準の見直し 


規制・制度改革の


概要 


・ 将来のＩＰ網の普及を前提とした品質基準の在り方につ


いて、我が国独自のものではなく、国際的に整合性の取


れたものとすべく、実際のユーザ体感品質（QoE）に係る


国際標準化機関における標準化活動に積極的に参画し、


検討を進める。 


＜平成 23年度検討、国際標準化の結果を踏まえて結論＞ 


所管省庁 総務省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 今後の高齢化社会の急速な進展を考えれば、固定電話及


びＩＰ電話の区別なく、そもそも、いわゆる「音声帯域


（領域）」の拡張による通話品質の向上のような方策があ


るが、既に広く国民生活に普及し、利用されている既存


の電話端末等が利用できなくなる懸念を踏まえれば現実


的ではない。 


○ 近年、通信サービスの品質については、実際のユーザ体


感に基づいた新たな品質（QoE：Quality of Experience）


に係る評価尺度や推定技術等について、国際電気通信連


合（ITU）等の国際標準化機関において議論されており、


今後、我が国としてもこれらを踏まえた検討等を進める


べきではないか。 
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【その他（ＩＴ） ⑪】 


 


規制・制度改革事


項 


固定電話における番号提供条件（番号区画）の見直し 


規制・制度改革の


概要 


・ 将来のＩＰ網の普及を前提とした番号の在り方について


検討し、結論を得る。＜平成 23年度検討・結論＞ 


所管省庁 総務省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 電話交換機（交換網）からルーター（ＩＰ網）に通信ネ


ットワークが大きく変わりつつある中で、将来のＩＰ網


の普及を前提として番号の在り方について、検討を開始


すべき。 


 


 


【その他（ＩＴ） ⑫】 


 


規制・制度改革事


項 


無線ＩＰ電話への電話番号付与の実現 


規制・制度改革の


概要 


・ 無線ＩＰ電話への電話番号の付与条件について、周知・


徹底を図る。＜平成 23年度早期措置＞ 


所管省庁 総務省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ ＩＰ電話については、有線・無線に関わらず０５０番号


を使用可能ということは理解できる。 


○ 将来のＩＰ網の普及を踏まえた品質基準の在り方につい


て、国際整合性を図りながら検討を行う必要がある。 


○ その上で、今後の無線ＩＰ電話の促進のため、無線ＩＰ


電話の付与条件について、何らかの形で明らかにするべ


きである。 
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【その他（ＩＴ） ⑬】 


 


規制・制度改革事


項 


携帯電話の番号要件に係るＮＴＴ東西との直接接続条件の


見直し 


規制・制度改革の


概要 


・ ネットワークの品質や信頼性の確保が技術的に担保可能


である点を確認の上で、ＮＴＴ東西への直接接続だけで


はなく、他の電気通信事業者の網を介しての網間信号接


続が可能となるよう措置する。 


＜平成 23年度検討・結論・措置＞ 


所管省庁 総務省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 共有の有限資源である電気通信番号を効率的に利用可能


であることや、緊急通報の取扱いを始め多くのユーザー


間で安定的な通信サービスを提供するためのネットワー


クの品質や信頼性の確保が技術的に担保可能かについて


関係事業者に対する調査を行うとの総務省回答の速やか


なる実行を求めたい。 


 


 


【その他（ＩＴ） ⑭】 


 


規制・制度改革事


項 


無線局免許状の管理・保管の負担軽減 


規制・制度改革の


概要 


・ 無線局免許状を電子化して交付する等、免許状の管理・


保管の負担を軽減するための方策について検討し結論を


得る。＜平成 23年度検討・結論＞ 


所管省庁 総務省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 官職証明書とは、政府認証基盤において発行された電子


証明書であり、行政機関から発信される公文書に対して


電子署名を行うために利用される。 


○ 官職証明書については、「政府認証基盤官職認証局」（平


成 21 年５月 25 日改定、行政情報システム関係課長連絡


会議了承）の文書において、有効期間を３年と定めてい


る。 


○ 一方で、警察庁の官職証明書の有効期間は５年と定めて


いることから、総務省においても同様の措置を含めた免


許状の管理・保管の負担軽減策について検討されたい。 
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【その他（ＩＴ） ⑮】 


 


規制・制度改革事


項 


無線局の設置場所についての記載方法の簡素化 


規制・制度改革の


概要 


・ 無線局の開局・変更申請などにおいて、原則、無線局の


住所に物件名までの記載が不要である旨について、周


知・徹底する。＜平成 23年度早期措置＞ 


所管省庁 総務省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 同一番地で建物が複数存在するような場所で速やかな措


置が行えるよう無線局の設置場所を特定しておく必要が


あるということは理解できる。 


○ 一方、そのようなケースは非常にまれなケースと考えら


れることから、統一的な対応がなされるよう早期措置を


求めたい。 


 


 


【その他（ＩＴ） ⑯】 


 


規制・制度改革事


項 


無線局の開局目的の簡素化 


規制・制度改革の


概要 


・ 申請業務の簡素化・効率化の観点及び着実な無線局の監


督管理の観点から、無線局の目的区分の大くくり化に関


して、検討し結論を得る。＜平成 23年度検討・結論＞ 


所管省庁 総務省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 電波の能率的な利用の観点から無線局の目的区分は一定


程度必要との総務省の回答は理解できるが、他方、総務


省が設定した区分（137）と用途区分（217）は、細かく


設定されており複雑であるため事業の柔軟性等を阻害す


る要因とも考えられる。 


○ 電波法改正により無線局の目的が柔軟に変更できるとあ


るが、どのようなケースまで柔軟に変更できるのか具体


的に例示すべき。通信・放送間の共用に限定されるので


あれば、あくまで 137 ある目的の中の一部に限定した目


的の柔軟化にすぎないと考える。 
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【その他（ＩＴ） ⑰】 


 


規制・制度改革事


項 


携帯電話エリア整備事業（伝送路）における各種申請手続の


簡素化 


規制・制度改革の


概要 


・ 申請者（地方自治体及び携帯電話事業者）及び総務省側


の業務量削減の観点から、必要最低限の申請書類で済む


よう、提出書類の簡素化について、検討し結論を得る。 


＜平成 23年度検討・結論＞ 


所管省庁 総務省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 事故報告書及び実績報告書のそれぞれの必要性等の総務


省の説明は理解。 


○ また、補助金に係る予算の執行の適正化に関する法律と


の関係についても理解。 


○ その上で、法の見直し及び補助金交付業務の抜本的見直


しを前提とせずに、申請者及び総務省側の業務量削減の


観点から、同じような書類の提出は不要とするなど、必


要最低限の申請書類で済むよう、検討すべき。 
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【その他（ＩＴ） ⑱】 


 


規制・制度改革事


項 


携帯電話の効率的エリア拡充に向けたネットワークシェア


リングのためのルール整備 


規制・制度改革の


概要 


・ 携帯事業者等の間におけるネットワークシェアリングに


向けた事業者間協議が円滑に実施できるように、事業者


の要望等を踏まえ、課題解決に向けて更なる取組を検討


する。＜平成 23年度検討・結論＞ 


所管省庁 総務省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ ローミングについては、提供事業者が有利な立場での交


渉となり、事業者間協議では公平な条件の下での協議が


困難となる場合がある。 


○ 設備競争がなされない問題について、総務省からの指摘


があるが、事業者に与えられた周波数帯の違いにより、


地域によっては事業開始前からネットワーク構築の効率


性には差が生じていることは否めない。 


○ 地域によっては不利な状況での設備競争を強いられてい


る事業者がいる以上、当該状況の是正のため、携帯事業


者等間におけるネットワークシェアリングに向けた事業


者間協議が円滑に実施できるように、事業者の要望等を


踏まえ、課題解決に向けて更なる取組を検討すべき。 
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【その他（ＩＴ） ⑲】 


 


規制・制度改革事


項 


電波の医療機器への影響に関するガイドラインにおける携


帯電話分類の明確化 


規制・制度改革の


概要 


・ ガイドライン（各種電波利用機器の電波が植込み型医療 


機器へ及ぼす影響を防止するための指針）の記載につい


て、第二世代携帯電話サービス終了時に合わせて見直し


を行う。＜平成 23年度検討・結論＞ 


所管省庁 総務省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 端末を世代別に区分することは外見上容易ではないこと


は理解するが、当方の要望は、あくまで、ガイドライン


の記載において、第二世代と第三世代の携帯電話を混在


させるような表現を避けること（区別すること）を要請


しているにすぎない。 


○ 第三世代携帯電話については、WiMAX 機能等を搭載した


端末も発売されてきていることから、これらを含めた影


響についても併せて調査し、通信方式別等に分類して整


理すべき。 
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【その他（ＩＴ） ⑳】 


 


規制・制度改革事


項 


航空機に搭載された無線装置の定期検査の簡素化 


規制・制度改革の


概要 


・ 航空機の無線機器の信頼度は日々向上しており、総合試


験（飛行試験）により信頼性管理が十分に可能であるこ


とを考慮し、また、事業者負担の軽減の観点から、当該


部品を機体から取り外す必要のある「電気的特性の点検」


の検査に関して、更なる簡素化の措置（定期検査内容の


緩和、定期点検の延長措置等）について、実態の把握に


努め検討、結論を得る。＜平成 23年度検討・結論＞ 


所管省庁 総務省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 無線局検査事務規定（総務省通達）により、無線設備の


保守、整備体制が自ら備わった事業者に関しては、二分


の一の装置について、点検の省略ができる点は理解。 


○ 他方、今回の要望は、上記通達の存在を踏まえた上で、


さらなる検査の簡素化を要望するものである。 


○ 特に、航空機に装着された無線装置は、定期的に地上に


取り降ろして、電気的特性試験を実施しなければならな


いが、当該試験の検査頻度の見直しを要望する。 


○ 中小の航空業者にとって、大規模な設備投資を要する条


件を自社で確立するのは現実的ではなく、検査の更なる


簡素化の措置を要望する。 
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【その他（ＩＴ） ㉑】 


 


規制・制度改革事


項 


船級協会が交付する条約証書の裏書業務の追加 


規制・制度改革の


概要 


・ 無線設備に係る関係法制度の整備を踏まえ、貨物船安全


無線証書は、国土交通省が裏書するだけではなく、船級


協会でも裏書できるようにする。 


  ＜平成 23年度以降できる限り早期に措置＞ 


所管省庁 国土交通省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 国土交通省回答によると、「無線設備に係る関係法制の整


備が整い次第、国際的な動向等を考慮しつつ、将来的な


課題として」とあるが、そもそも無線設備に係る関係法


制及び国際的な動向が、当該規制改革の条件になるとは


思われない。 


○ 国土交通省に対しては、将来的課題として整理するので


はなく、速やかな措置を求める。 
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【その他（ＩＴ） ㉒】 


 


規制・制度改革事


項 


学術用途における権利制限の在り方の検討 


規制・制度改革の


概要 


・ 科学振興や技術研究等に資するため、著作物の活用に向


けて、学術用途の定義について検討を行った上で、権利


制限の対象とすべきか否かについて検討を実施する。 


＜平成 23年度検討・結論＞ 


所管省庁 文部科学省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 今後、我が国の成長力を支えるためには、研究環境の整


備を図り、知的財産の適切な活用を図ることが重要であ


る。 


○ 現在、著作物の利用に際して、科学振興や技術研究につ


ながる学術利用の場合であっても著作権者への申請や対


価の支払が必要となるケースが生じている。 


○ 学術用途に限った場合、公共性の高い用途であり、研究


目的を達成しようとする合理的に必要と認められる著作


物の利用であることから、成長力の強化につながるもの


と考えられる。 


○ 一方、「学術用途」として捉えられる範囲は明確になって


おらず、適用範囲を明確にする必要がある。 


○ そのため、「学術用途」の定義を明確にした上で、学術用


途に限った著作物の利用については、フェアユースとし


て著作権者の承諾なしに利用可能となるよう措置すべき


である。 
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【その他（ＩＴ） ㉓】 


 


規制・制度改革事


項 


自動車関連情報のＩＴ化 


規制・制度改革の


概要 


・ 自動車の事故情報及び初年度からの自動車検査登録情報


等について、個人情報の保護に留意しながら、ＩＴを活


用した一元管理・公開の可能性を、警察庁と国土交通省


の両省が協議の上、連携して検討を行う。 


＜平成 23年度検討・結論＞ 


所管省庁 警察庁、国土交通省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 中古車の取引において、適正な評価・購入を行うために


は、過去のオーナー数、オーナーごとの所有期間、過去


の事故情報等を把握する必要がある。 


○ 自動車関連情報は、警察庁において事故情報を、国土交


通省において自動車の検査登録情報を管理していること 


から、これらの情報を一元管理し、自動車の利用サイク


ルの中で「どの車両が」「いつ」「どのような整備（事故）


を」行った（起こした）のかといった証明が求められる。 


○ 現在、国土交通省において、自動車検査登録情報を提供


するサービスを開始しているが、Web 上では過去４か月


間の更新履歴情報しか閲覧できないことから、過去のオ


ーナー数、オーナーごとの所有期間が容易に確認できな


い状況となっている。 


○ そのため、個人情報の保護に留意した上で、初年度から


の自動車登録情報を Web 上で公開可能となるよう検討を


要望する。 


○ また、過去の事故情報を把握するためには、車台番号に


よる自動車の事故履歴の検索を可能とすることが重要で


ある。 


○ 自動車安全運転センターにおいて交通事故証明書を発行


していることから、例えば、これらの項目の中に車台番


号を追加し、車台情報から事故情報を確認できるような


仕組みを構築可能となるよう検討を要望する。 
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【その他（ＩＴ） ㉔】 


 


規制・制度改革事


項 


ＩＴの活用による都市開発のワンストップ化 


規制・制度改革の


概要 


・ ＩＴの活用により、国土交通省に係る都市開発に関する


行政手続のワンストップ化について検討し、結論を得る。 


＜平成 23年度検討・結論＞ 


所管省庁 国土交通省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 都市開発に当たっては、建物管理、道路管理、土地区分


等様々な情報を扱う必要があることから、手続や申請窓


口、様式等が複雑化している。 


○ 短期間により簡便な形での申請を可能とするため、将来


的には複数の行政機関にまたがっている手続を簡素化す


ることが望ましいが、まずは国土交通省が関係する申請


手続等について、実態の調査・把握に努め、その上で行


政手続のワンストップ化について検討を行っていく必要


がある。 
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４－５．住宅・土地分野 


 


 


（１）住宅・土地分野における改革に向けた基本的考え方 


 


（基本認識） 


 


○ 尐子高齢化、厳しい雇用情勢や円高など、現在の社会経済情勢下にお


いては、新しい投資が行われやすい社会を創ることが重要である。経済


波及効果が高い住宅・まちづくり分野においても事業者・国民が前向き


に考えられるような制度の見直しや仕組みづくりを進めていくことが求


められる。 


○ 特に、老朽化が進むマンションは今後急速に増加し、築 50年以上のマ


ンションは現在の１万戸から 2030年には約 90万戸に達すると見込まれ、


入居者の高齢化とあいまって社会問題化しつつある。防災性や機能性、


環境性能等の観点から、これらの建替えを促進し、円滑に再生していく


ことは喫緊の課題である。 


○ 加えて、国、地方公共団体の財政状況が厳しい中、公の側の意識改革も


含め、民間事業者に対して適切な誘導策を講ずることにより、民間の力を


最大限活用した社会資本の整備及び維持管理を着実に行うことが不可欠


である。官と民との協調により国民の立場に立って使いやすいように、国


民にもプラス、かつ、事業者にもプラスとなる仕組みを充実させていくべ


きである。 


○ 住宅・街づくりの整備・再生や活用に関する規制については、現在の問


題点のみならず、将来を見据えた視点で新しいまちづくりが行えるよう改


革していくべきである 
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（改革の方向性） 


 


○ 老朽化した建築物の円滑な更新の促進 


新成長戦略にも掲げられている老朽化した建築物の建替え等を確実に


実行することにより、耐震性や環境性能に劣った建物や団地を更新し、


快適で安心・安全なまちづくりを円滑に進めることや民間事業者の創意


工夫や意欲を高めるため、それらを阻害する建築規制や区分所有法等の


法的隘路を見直していくことが重要である。 


 


○ 官と民の連携等によるまちづくり・すまいづくり 


経済活動や生活の基盤である都市の再生や住宅の整備・更新の円滑化 


を図るためには、「安全・安心の確保」、「官と民の連携」、「現場目線で


の見直し」の視点を持ち、これまで築いてきた街を劣化させることなく、


良質な街並みや環境に配慮したまちづくり・すまいづくりを促進するこ


とが重要である。 
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（２）各府省庁が取り組む規制・制度改革事項  


  


【その他（住宅・土地） ①】 


 


規制・制度改革


事項 


老朽化建築物等の建替えに資する建築規制の緩和 


規制・制度改革


の概要 


・ 容積率の既存不適格物件となっている老朽建築物の建替


え方策の検討に向けて、大都市圏内の既存不適格物件に


ついて、実態把握のための調査を行う。 


＜平成 23年度措置＞  


所管省庁 国土交通省 


当該規制・制度


改革事項に対す


る分科会・ＷＧ


の基本的考え方 


○ 老朽化建築物の建替えが進まない大きな要因として、容


積率に関して既存不適格のものが多く、建替えると面積


が小さくなるということが一番の問題となっており、特


に 31ｍ規制の時代（現在の容積率規制がかかる以前）に


建てられたものはほとんどが既存不適格であるとの指摘


もあり、面積が小さくなるため建替えたくても建替えら


れないものが多い。 


○ せめて古い建物を既存建物と同じ容積を認めて更新させ


ないと、耐震性など危険なものが残存することとなり、


安全安心の観点から問題である。この問題について建築


行政を所管する国土交通省の考え方を国民に明確に示す


べきである。 


○ 特に、既存不適格で建替えると面積が減尐する若しくは


容積率を限度まで使用済みの事業者も参画不能な物件に


ついては、危険な状態のまま崩壊を待つことしかできな


い閉塞状態となる可能性が高く、所有者のみならず周辺


住民への影響などを考慮すれば看過することはできない


ものと考える。 


○ 関係省庁で実施した分譲マンションの建替え等の検討状


況に関するアンケート調査結果においても、建替えを具


体的に進める事業上の問題点として、「既存不適格（容積


率オーバー等）で事業スキームが組み立てられなかった」


が最も多くあげられており、最低限、老朽建築物の建て


替えに関する施策の充実に資するため、大都市圏の既存
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不適格物件の実態を把握するなどの調査を行うべきであ


る。また、老朽建築物の建替えについての国民の意識を


喚起するためにも、総合設計制度や地区計画等の建替え


に効果的な手法・制度を周知することも重要である。 
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【その他（住宅・土地） ②】 


 


規制・制度改革


事項 


借地借家法における正当事由制度に関する情報提供 


規制・制度改革


の概要 


・ 賃貸人による解約申入れ又は更新拒絶による借家契約の


終了をめぐる民事上の紛争の適切な解決に資するため、


正当事由が問題となった裁判例の整理・分析等を行い、


その結果をホームページで公表する等の情報提供を行


う。＜平成 23年度可能な限り速やかに措置＞ 


所管省庁 法務省 


当該規制・制度


改革事項に対す


る分科会・ＷＧ


の基本的考え方 


○ 全ての建物について将来的には必ず建替えや改修が必要


になるが、多数の老朽化した又は耐震性が劣る危険な建物


の存在が大きな社会問題になる前に、円滑に建替えや改修


を可能にする制度を準備しておく必要がある。 


○ 「実態調査の結果，正当事由制度が建替え事業の進捗を阻


害しているとの立法事実は認め難」いとの意見であるが、


実態調査の結果によると、借家人の退去が円滑に進むよう


な仕組みが建替えを円滑に進めるために必要であるとす


る回答が認められる上、建替え決議がある場合に賃貸借契


約を終了できる又は借家権の消滅を請求できる制度を肯


定する回答が多いことからすれば、正当事由制度を含めた


制度改正を行うことにより、借家人の退去が円滑に進み、


老朽化した又は耐震性の弱い建物の建替えや改修が尐な


からず促進されるものと考える。 


○ また、「正当事由に関する裁判例の分析結果として，その


適切性には疑問がある。」との意見があったが、現場で建


替えや再開発に従事した事業者から発せられた率直な実


感であり、検討の参考とされたい。 


○ 借家人保護の要請が重要であることには異存はないが、上


記実態調査以外の個別事例においても現行の正当事由制


度では、借家人の存在により明渡しを求める裁判に長期間


を要したり、高額の立退料の支払を要求されたりするなど


の理由により建替え事業や再開発が円滑に進まない事例


があるとの指摘も踏まえ、真摯に検討すべきである。 


○ 当事者双方の事情等様々な事情を総合的に考慮して正当
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事由を判定している現行制度においても、建替え決議がな


され、借家人に対し転居先の手配や適切な立退料等の補償


をした際には、正当事由の有無を判断するに当たって適切


に考慮されることになるため、建替えの必要性等を常に正


当事由とする見直しは適当ではないという意見であると


思われるが、そうであるならば、マンションの管理組合や


所有者、事業者に対して、どのような方策をとれば正当事


由に該当するかの予測可能性の向上や裁判に要する期間、


費用等の社会的費用の軽減を図る観点からの最低限の対


応として、法務省において、過去の判例の整理・分析を行


い正当事由に関する具体的な事例集等を作成し・公表する


等の情報提供を行うべきである。  
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【その他（住宅・土地） ③】 


 


規制・制度改革事


項 


民間事業者による開発に併せた公共施設整備等の促進のた


めのインセンティブ拡充 


規制・制度改革の


概要 


・ 民間事業者が開発事業に併せて行う公園、地下コンコー


ス、歩道橋等の整備や既存道路の拡幅への協力等の公共


貢献に見合った容積率の割増し、日影・斜線制限の緩和


等の誘導策に係る諸制度について、更なる活用を図るた


め、その運用実態やニーズを調査・検証した上で、地方


公共団体に対して周知を徹底するとともに、それらの誘


導策の具体的な事例を収集し、情報提供を充実させる。


＜平成 23年度措置＞ 


所管省庁 国土交通省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 国、地方公共団体ともに今後も厳しい財政状況が続く中


においては、民間資金も活用して必要な財源を確保し、


公共施設の整備及び維持管理を的確に行っていくことが


必要不可欠である。 


○ 具体的には、民間事業者が都市開発事業にあわせて、公


共施設の新設や老朽化した公共施設の更新を行った際に


は、容積率の割増しなどのインセンティブの付与や、公


園等の公共施設を整備する際の規格・基準や道路等の占


用許可等の運用の弾力化等を行い民間の資金等で公共施


設整備を行う際の障害を外していくことが必要と考え


る。 


○ 例えば、新たに歩道橋を設置してその橋脚や階段が既存


の民有地内に設置される場合等には、当該部分も道路区


域に指定されることになる。道路区域に指定された部分


については、用地買収され当然に建築物の敷地面積に含


めることができないため、結果として容積率も縮減され


ることになる。 


○ このような場合に、当該部分の面積を敷地面積に算入す


ることが認められれば、従前敷地面積と同じ容積を確保


することが可能となるため、都市の公共インフラ整備へ


の協力に対する民有地所有者へのインセンティブとな


り、都市開発事業等の促進が図られるものと考える。 
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○ 民間事業者が開発事業に併せて公共施設を整備する際の


インセンティブとして、公園、地下コンコース、歩道橋


等の整備や既存道路の拡幅などの協力に見合った容積率


の割増しなどの容積率ボーナスの付与、日影・斜線制限


の緩和等を行うなど、当該公共貢献に見合った誘導策に


ついて、更なる活用が図られるよう地方公共団体に対し


て周知を徹底すべきである。また、それらの誘導策の具


体的事例を収集し、情報提供を充実させるべきである。 


 


 


【その他（住宅・土地） ④】 


 


規制・制度改革


事項 


都市開発事業を対象とした道路空間への建築制限の緩和 


規制・制度改革


の概要 


・ 街区の面積が比較的小さい中心市街地等で複数街区をま


とめて一定規模の敷地として開発することが求められる


場合などに、既存の一般道路の通行機能を残しつつ、一


般道路、細街路等の道路上空を活用し、道路空間と建築


物の立体的利用による大街区化の都市開発事業を可能と


する方策について検討を行い、所要の措置を講じる。 


＜平成 23年度検討・可能な限り速やかに措置＞ 


所管省庁 国土交通省 


当該規制・制度


改革事項に対す


る分科会・ＷＧ


の基本的考え方 


○ 道路の通行機能を残した上で、道路上空を活用した大街区


による建築空間とすることで、複数街区にまたがる一体的


な土地利用が図られ、快適でにぎわいのある連続した都市


空間を形成することが可能となる。  


○ 歴史のある古い街並みを持つ地区など細街路が多い地区


の都市再生の手法として効果を発揮するものと考えられ


る。 


○ このため、一定の良質な都市空間づくりに資する開発など


については、細街路等の道路と敷地の柔軟な再編を実施で


きるよう、道路区域内に建築することができる建築物の範


囲の拡大等規制の緩和を行い、道路空間と建築物の立体的


利用による大街区化の都市開発事業を可能とするべきで


ある。 
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【その他（住宅・土地） ⑤】 


 


規制・制度改革


事項 


老朽再開発ビルの再々開発事業に向けた環境整備 


規制・制度改革


の概要 


・ 過去に市街地再開発事業等により施行された地区の実態を


把握するための調査を行い、調査結果を公表する。 


＜平成 23年度調査開始、可能な限り速やかに措置＞ 


所管省庁 国土交通省 


当該規制・制度


改革事項に対す


る分科会・ＷＧ


の基本的考え方 


○ 初期の都市再開発法の市街地再開発事業等として建設さ


れた駅前の再開発ビルにおいて、老朽化や核テナントの撤


退等によるビル全体の管理運営の困難などにより、建替え


を検討している地区がみられるが、都市再開発法第３条第


３項に規定されている「当該区域内の土地利用が細分化さ


れていること等により、当該区域内の土地利用が著しく不


健全であること」という要件が満たせず都市再開発法によ


る建替えを行うことが困難とされている事例が見受けら


れる。 


○ また、再開発ビルは従前の細分化された土地に関係した権


利者を収容していることなどから区分所有者等の権利者


が多いため、都市再開発法の権利変換手法を活用しないと


建替えが実質的に困難である事例が多いとの指摘もある。 


○ 都市再開発法制定から 40 年を経過し、今後、再開発ビル


の建替えを円滑に進めることは都市再生の観点からも重


要であると考えられるため、過去に市街地再開発事業等に


より施行された地区の実態調査を行い、再開発ビルの建替


えに関する法制度上等の問題点について検討を行うべき


である。 


○ 尐なくとも、都市再開発法第３条第３項の「当該区域内に


十分な公共施設がないこと、当該区域内の土地の利用が細


分されていること等」の規定は「当該区域内の土地の利用


状況が著しく不健全であること」の例示であることを踏ま


え、それ以外の当該区域内の土地の利用状況が著しく不健


全であることの具体例を明示するなど技術的助言を行う


べきである。 
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【その他（住宅・土地） ⑥】 


 


規制・制度改革


事項 


特例容積率適用地区の拡大 


規制・制度改革


の概要 


・ 特例容積率適用地区制度は土地の有効利用を図る上で効果


的な制度であるが、現在、全国で１地区しか指定されてい


ない。このため、本制度の積極的な活用に向け、制度の活


用が想定される地区等の実態やニーズを調査・検証し、そ


の結果を踏まえ、地方公共団体に技術的助言を行う。 


＜平成 23年度措置＞ 


所管省庁 国土交通省 


当該規制・制度


改革事項に対す


る分科会・ＷＧ


の基本的考え方 


○ 老朽マンションの建替えや密集市街地の建物の共同化の


促進等の都市再生の観点から、未利用容積を移転するこ


とにより土地の高度利用を可能とする本制度の活用を促


進すべきであるが、現在、全国で１地区しか指定されて


いないところである。本制度の積極的な活用を図るため、


「適正な配置及び規模の公共施設を備えた土地の区域」


等の指定基準の考え方について、当該区域内の一部に公


共施設の整備水準が高くない地区があっても当該地区が


容積率移転を受けないことが担保できる措置が講じられ


ている場合や将来、適正な配置及び規模の公共施設の整


備が確実と見込まれる場合であれば、指定可能であるこ


とを示すなど地方公共団体に技術的助言を行うべきであ


る。  
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【その他（住宅・土地） ⑦】 


 


規制・制度改革


事項 


構造計算適合性判定の対象範囲の見直し 


規制・制度改革


の概要 


・３階建て以下の小規模建築物を構造計算適合性判定の対象


範囲から除外することなどについて、国土交通省に設置さ


れた「構造計算適合性判定制度関連技術検討委員会」にお


ける検討結果を踏まえ、制度の見直しを検討し、結論を得


る。＜平成 23年度検討開始、可能な限り速やかに結論＞ 


所管省庁 国土交通省 


当該規制・制度


改革事項に対す


る分科会・ＷＧ


の基本的考え方 


○ 小規模建築物については、予算や工期面で余裕がないた


め、構造計算適合性判定を避ける計画を採用する作用が働


き、３階建ての建物については、基礎高さや室内天井高を


低くし、軒高を抑え、構造計算適合性判定を回避している


場合も多いとの指摘もある。基礎高さの短縮はメンテナン


スや床下の通風上の問題があり、建物の長期使用を阻害す


る。また、天井高さについても、長期優良住宅の認定基準


では躯体天井高さ 2.65ｍ以上とされているが、３階建て


住宅については 2.2～2.4ｍ程度にせざるをえず、快適な


住空間を確保することができないなどの問題が生じてい


る。 


○ 安全安心の確保が第一ではあるが、構造上の取扱い・判断


が難しい鉄筋コンクリート造について高さ 20ｍまで構造


適合性判定の対象とならないことを踏まえれば、木造又は


鉄骨造の小規模建築物で軒下９ｍを超えるとその対象と


なることは過重な規制との指摘は相当であると考えられ


るため、耐震安全性や構造上の観点から技術的に検討を行


った上で、制度の見直しを行うべきである。 
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【その他（住宅・土地） ⑧】 


 


規制・制度改革


事項 


自動車整備工場に対する建築基準法の用途地域ごとの面積制


限の緩和 


規制・制度改革


の概要 


① 当面の対応として、自動車整備工場の立地状況や市街地環


境への影響、事業者等の要望等に係る実態調査を行い、そ


の結果を踏まえ、必要な規模の自動車整備工場の立地を容


易にする方向で検討し、所要の措置を講じる。 


＜平成 23年度中検討・結論・措置＞ 


② また、「建築法体系勉強会」における建築法体系全体の見


直しの検討結果を踏まえた次期建築基準法改正過程にお


いて、上記と同様の方向で、本面積制限の在り方も含め検


討を行い、結論を得る。 


＜平成 23年度検討開始、次期法改正時までに結論＞ 


所管省庁 国土交通省 


当該規制・制度


改革事項に対す


る分科会・ＷＧ


の基本的考え方 


○ 自動車整備工場は、第１種・第２種住居地域では 50 ㎡以


下、準住居地域では 150㎡以下、商業地域、近隣商業地域


では 300㎡以下などの面積による規制がなされているが、


そもそも、単純に床面積だけで規制することの合理性は低


いものと考えられる。 


○ 自動車整備工場は現行規制が制定された当時と比べ、使用


する機器・設備等の振動や騒音レベルは相当低下している


ことに加え、建物自体に遮音措置を講じているので、そも


そも工場として取り扱うことは適当ではなく、幹線道路沿


いであれば住居地域においても面積制限を設けることな


く建築を認めても支障はない地域も多いものと考えられ


る。 


○ 本規制は、工場の騒音等から周辺環境を守るという趣旨と


理解するが、そうであるならば、自動車整備工場の機器等


の振動・騒音レベルの低下や遮音性能等技術の進歩を踏ま


え周辺環境に与える影響等にも配慮しつつ総合的に検討


を行い、適時適切に見直しを行うことが必要である。 


○ 尐なくとも本規制の改正時に発出された「自動車整備工場


に係る建築基準法第 48 条第５項から第７項までの規定に


関する許可の運用について（平成５年６月 25 日付、建設
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省住街発第 95号）」の通達による運用で建築可能としてい


る面積程度までは、公聴会や建築審査会の同意等の手続を


経ずともその地域の実情を熟知している特定行政庁の判


断で許可を可能とするなど見直しを行うべきである。 
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【その他（住宅・土地） ⑨】 


 


規制・制度改革


事項 


建築物の仮使用承認手続及び完了検査制度の見直し 


規制・制度改革


の概要 


・ 賃貸用オフィスビルなどで、未入居部分に本来必要のない


暫定的な内装仕上げを施して完了検査を受けるという無


駄を余儀なくされるとの指摘も踏まえ、消防設備や避難経


路等については全て工事が完了し、安全上、防火上及び避


難上支障がないことが合理的に判断できる場合であって、


テナント未入居部分のみが、壁や床などの内装工事を残し


工事完了している場合に係る仮使用承認手続の迅速化な


どについて検討を行い、結論を得る。 


＜平成 23年度検討・結論＞ 


所管省庁 国土交通省 


当該規制・制度


改革事項に対す


る分科会・ＷＧ


の基本的考え方 


○ そもそも現状では、建築確認申請は民間の確認検査機関に


開放されており、中間検査、完了検査を含めて実施できる


が、仮使用承認手続については特定行政庁しか行うことが


できない。 


○ それにより、民間の確認検査機関が建築確認審査、中間検


査、完了検査を行う建築物について、その途中段階に当た


る仮使用承認のみ、特定行政庁が行わなければならないこ


とは、審査の効率化、迅速化の面からみて不合理であり、


建築物の仮使用承認手続の迅速化を図るため、民間の確認


検査機関も仮使用承認手続をできるように検討を行うべ


きである。 


○ 建築物仮使用承認の審査内容についても、オフィスビルな


ど用途によっては、工事中の建築物について想定される危


険要因、個々の危険要因に対応した安全上、防火上又は避


難上の対策について建築確認や完了検査と同様に詳細に


チェックリスト化することも可能な物件もあるものと考


えられ、必ずしも特定行政庁のみがその主体となる必要は


ないのではないか。 


○ 例えば、賃貸用オフィスビルについては、一部未入居のま


ま使用を開始するケースも多い。しかし、仮使用承認手続


は煩雑で通常１～３か月を要するため、未入居部分に本来
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必要のない暫定的な内装仕上げを施して完了検査を受け


るという無駄を余儀なくされるとの指摘も踏まえ、消防設


備や避難経路等についてはすべて完了し、テナント部分の


一部の入居者が決まっていないことにより、壁や床などの


内装のみ未完了である場合に限定するなどすれば、審査す


る項目も限定されることから、確認検査機関に仮使用承認


を行わせることに大きな支障はないものと考えられる。 
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【その他（住宅・土地） ⑩】 


 


規制・制度改革


事項 


環境に配慮した鉱業法制の見直し 


規制・制度改革


の概要 


① 鉱業出願については、申請後数年経過しても申請中のまま


処理されていない場合がある。このため、鉱業の特性に鑑


み、関係者との調整、事業上の必要性等により、やむを得


ないと考えられる場合を除き、鉱業権の設定許可について


は、原則として標準処理期間内に処理が行われるよう運用


する。＜平成 23年度措置＞ 


② 鉱業権の設定に係る出願がなされ、標準処理期間を経過し


た後、なお、処理が行われていない場合であって、当該出


願に係る区域内で大規模な都市開発事業など他の事業の


実施に伴ってやむを得ず付随的に当該出願に係る鉱物の


採掘を行う必要が生じた場合において、出願の状況、当該


他の事業の状況、開示の必要性・妥当性、開示が出願人の


競争上の地位等に与える影響等を総合的に考慮して、特に


必要かつ適切と認められる場合には、当該他の事業を実施


しようとする者に対し出願人名を開示するとともに、出願


人に対し当該他の事業を実施しようとする者の情報を提


供するよう運用を行う。＜平成 23年度措置＞ 


所管省庁 経済産業省 


当該規制・制度


改革事項に対す


る分科会・ＷＧ


の基本的考え方 


○ 通常は温泉水のみを利用し、メタンガスは大気放散されて


いる例が多いが、CO2 の 20 倍を超える温室効果があるた


め、環境対応の観点からコージェネレーション設備により


有効利用すべきものである。 


○ 温泉を掘削し、温泉付きマンションを開発する際の「温泉


採掘に伴うメタンガス（可燃性天然ガス）の漏出であって、


有効利用を行う場合は、鉱物の取得を目的としており、営


利目的を持って土地から分離しているので鉱業法第７条


にいう「掘採」に該当。このため、この場合は鉱業権を設


定することが必要である。」という解釈であるならば、本


件のように鉱業権の設定が鉱業出願の運用により事実上


困難な場合には、温泉採掘に伴う温室効果の高いメタンガ


スの漏出分を大気放散することを経済産業省が誘導して
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いることにもなりかねず、地球温暖化対策の観点からも有


効利用することを阻害するものとなっており、環境政策的


にも問題である。 


○ 石炭や鉄鉱石などの個体の鉱物と違い温泉という別の利


用目的を持つ財産に付随して漏出されるメタンガス等の


可燃性天然ガスの鉱業法上の取扱いについては、地球温暖


化対策の観点も踏まえ、より合理的に行うべきである。 


○ 現状では鉱業権設定が許可されないと出願者の情報が公


開されないため出願中の鉱業権の取扱いについて、出願者


と調整もできないこととなっている。出願から許可までが


短期間で行われるのであればまだしも、現状では、鉱業権


（試掘権）の出願から鉱業権の設定までの処理期間に関す


る規定がないため、申請後数年経過しても利用目的が確定


していないなどの理由で申請中のまま放置されているの


が通例である。 


○ そのような長期間にわたり、鉱業権設定の出願中において


も鉱業法第 27 条の優先権でその権利が保護されるという


ことであれば、他者が所有する土地の合理的利用を制限す


る以上、その出願者に係る情報は、最低限、土地所有者等


の利害関係者には、公開されるべきものであり、土地所有


者において出願者と鉱業権の取扱いについて調整を可能


とすべきである。 
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４－６．その他分野 


  


【その他（その他） ①】 


 


規制・制度改革事


項 


食品添加物の指定手続の簡素化・迅速化 


規制・制度改革の


概要 


① 厚生労働省は国際汎用添加物 45品目の内、いまだ食品健


康影響評価の依頼を行っていない９品目の食品添加物に


ついて、早急に評価依頼資料を取りまとめ、食品安全委


員会に正式に評価依頼を行う。食品安全委員会はこれを


正式に受理し、審議を速やかに開始する。 


＜平成 23年４月中措置＞ 


② 食品安全委員会は以下（１）、（２）の要件を満たす食品


添加物の食品健康影響評価を行うに際しては、客観的か


つ中立公正な評価による食品の安全性の確保を前提とし


て、「JECFAの安全性評価が終了し、欧米諸国で長期間使


用が認められているいわゆる国際汎用添加物（国際汎用


香料を除く。）については、最新の科学的知見も調査した


上で、原則として JECFA及び欧米諸国で行われた評価書


に基づく評価（評価書評価）を行う。」という「添加物に


関する食品健康影響評価指針（平成 22年５月食品安全委


員会策定）」に記載する考え方を徹底する。 


＜平成 23年度中措置＞ 


（１）国際的に安全性評価が終了し、一定の範囲で安全


性が確認されているもの 


（２）欧米で広く使用が認められており国際的必要性が


高いもの 


③ 食品安全委員会に正式な評価依頼をするために必要とな


る資料について、早期に食品安全委員会の評価プロセス


に移行するためのより具体的なガイダンスを策定する。


＜平成 23年度中措置＞ 


④ 食品安全委員会事務局と厚生労働省の連携を強化するた


めの具体策を策定する。＜平成 23年度中措置＞  


所管省庁 ①③④ 内閣府、厚生労働省  ② 内閣府 
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当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 我が国が国際汎用添加物 45 品目の承認に向けた取組を


開始してから既に８年が経過しているものの、いまだ 30


品目の承認にとどまっており、ＥＵからは国際汎用添加


物の承認までのスピードの遅さについて改めて指摘され


ているところである。 


○ このため、国際汎用添加物の承認手続の簡素化・迅速化


に向けたルール整備を行うべきである。 


○ 未承認の 15品目が承認されることによって、輸入加工食


品が多様化するとともに、我が国の食品メーカーにおい


ても使用可能添加物の選択肢の増加に資することとな


る。 
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Ⅱ 各府省庁において実施済みの規制・制度改革事項 


 


（「規制・制度改革に関する分科会中間とりまとめ」（平成 23年１月 26日公表）


に記載された事項のうち、同年４月８日に「規制・制度改革に係る方針」で閣


議決定した事項を除き、同年６月末までに各府省庁において実施済みのもの。） 


 


 


【グリーンイノベーションＷＧ ①】 


 


規制・制度改革事


項 


ダム水路主任技術者の取扱いの見直し 


（※「規制・制度改革に関する分科会中間とりまとめ」の内


容のうち、一部実施済み） 


規制・制度改革の


概要 


・ ダム水路主任技術者選任の要件緩和について、平成 22


年１月に小型発電設備規制検討ワーキンググループの


報告書が取りまとめられたとおり、一定条件における選


任不要化等の対応を早急に行う。 


＜平成 22年度中措置＞ 


所管省庁 経済産業省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 一定規模以上の水力発電設備については、保安の監督を


行うダム水路主任技術者を選任する必要があるが、その


外部委託は認められていないため、新規に水力発電事業


に参入しようとする小規模事業者等が、実務経験要件が


必要な有資格者を確保することは困難な状況となって


いる。 


○ ダム水路主任技術者選任の要件緩和については、平成 22


年１月に小型発電設備規制検討ワーキンググループの


報告書が取りまとめられたとおり、一定条件における選


任不要化等の対応を早急に行うべきである。 


○ 加えて、当該対応を行ってもなお、ダム水路主任技術者


の選任を必要とする規模の発電設備を有する事業者に


つき、有資格者の確保が困難な場合があることから、当


該事業者が小水力発電の適切な維持管理を行えるよう、


ダム水路主任技術者の外部委託化を可能とするべきで


ある。 


○ 更には、有資格者の増大のためにも、一定の講習等によ


る免状交付を認めるなどの措置も検討するべきである。 


1







規制・制度改革の


実施状況 


・ 一定の要件（ダムがなく、発電出力が 200kw未満等）を


満たす未利用エネルギーを活用した小型の水力発電設


備及び汽力発電設備については、ダム水路主任技術者の


選任が不要となるよう、「電気事業法施行規則の一部を


改正する省令」（平成 23年経済産業省令第三号）を平成


23年３月 14日に公布・施行する等の措置を行った。【実


施済み】 
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【グリーンイノベーションＷＧ ②】 


 


規制・制度改革事


項 


一般家庭の共同設置大規模太陽光発電設備の導入促進 


規制・制度改革の


概要 


・ 総合資源エネルギー調査会 新エネルギー部会・電気事


業分科会(買取制度小委員会)等において、太陽光発電設


備を設置できない集合住宅・団地等については、近隣の


空き地に共同で太陽光発電設備を設置した場合、自家消


費があることを要しない全量買取方式での買取りを新


たに導入する方向で検討し、結論を得る。 


＜平成 22年度中検討・結論＞ 


所管省庁 経済産業省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 現在、一般家庭が居住の用に供する家屋については、太


陽光発電設備を導入した場合、余剰電力はプレミアム


（48円/kWh）で販売が可能だが、集合住宅等では構造上


の制約により、発電設備を設置できない場合もあり、不


公平感が生じている。 


○ したがって、太陽光発電設備を設置できない集合住宅・


団地等において、近隣の空き地に共同で太陽光発電設備


を設置した場合、その発電設備の発電量と各一般家庭の


消費電力量を差し引いた分を「みなし余剰電力」として、


一般家庭が居住の用に供する家屋の余剰電力と同様に


買取対象とすべきである。 


規制・制度改革の


実施状況 


・ 標記の規制・制度改革については、買取制度小委員会に


おいて検討が進められ、「再生可能エネルギーの全量買


取制度における詳細制度設計について」（平成 23年２月


18日）において、自家消費があることを要しない全量買


取方式での買取りを新たに導入する方向で結論を得た。


また、経済産業省では、「電気事業者による再生可能エ


ネルギー電気の調達に関する特別措置法案」を第 177回


通常国会に提出している。【実施済み】 
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【グリーンイノベーションＷＧ ③】 


 


規制・制度改革事


項 


需要家のロードカーブ情報の取扱い 


規制・制度改革の


概要 


① 総合資源エネルギー調査会 電気事業分科会(制度環境


小委員会)等において、需要家の電力使用量情報（時間


帯別のロードカーブ情報）について、個人情報の保護、


セキュリティ確保等に配慮した電気事業者による開示


ルールの整理など、情報の取扱いに関する方向性につい


て検討し、結論を得る。＜平成 22年度中検討・結論＞ 


② あわせて、スマートメーターから情報を集約し、複数の


需要家をまとめて管理するエネルギーマネジメントサ


ービスの提供事業者等について、新規産業の創出を図る


観点から、その位置付け（当該事業者は電気事業法の対


象外である等）の明確化を図る。 


＜平成 22年度中措置＞ 


所管省庁 経済産業省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 需要家の電力使用量情報（時間帯別のロードカーブ情


報）については、「需要家のもの」との認識が広がりつ


つあるが、個人情報の保護、セキュリティ確保等に配慮


した開示ルールが未整備であるなど、情報の取扱いが明


確化されていない。 


○ 省エネや低炭素エネルギー活用を図るべく、エネルギー


需給情報を活用した需給マネジメントを行うための、制


度環境整備の在り方について検討を行う必要があると


されているところ。 


○ また、スマートメーターから情報を集約し、複数の需要


家をまとめて管理するエネルギーマネジメントサービス


の提供事業者等についても、新規産業の創出を図る観点


から、その位置付け（電気事業法の取扱い等）の明確化


が必要である。 


規制・制度改革の


実施状況 


① スマートメーター制度検討会報告書（平成 23 年２月 28


日公表）において、電力使用量情報は個人情報に該当し、


現行の個人情報保護制度上の対応に基づいた適切な対応


が求められる旨、明記した。【実施済み】 
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② 同報告書において、エネルギーマネジメントサービスに


ついては電気事業法の対象外であることを明記した。【実


施済み】 


 


 


【グリーンイノベーションＷＧ ④】 


 


規制・制度改革事


項 


特定電気事業制度の見直し 


規制・制度改革の


概要 


・ 総合資源エネルギー調査会 電気事業分科会（制度環境


小委員会）等において、地域コミュニティーを活用した


電気の融通を促進させる観点から、地域エネルギーの効


率的な利用に資する一定規模・範囲の特定電気事業者に


ついて、一般電気事業者等の複数の電源より、常時電力


の供給（系統連系）を受けることが可能となる等、特定


電気事業制度の柔軟化の方向で検討し、結論を得た上


で、平成 23 年通常国会に電気事業法改正法案を提出す


る。 


＜平成 22年度中検討・結論、結論を得次第平成 23年通


常国会へ法案提出＞ 


所管省庁 経済産業省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 特定電気事業制度については、平成７年の制度改革以降


で当該制度を利用した事業者が僅か６社であり、一事業


者のみで需要家への最終供給責任を負う制度では、電気


と熱を効率的に併用し、運営することが難しいとの指摘


がある。 


○ したがって、地域エネルギーの効率的な利用に資する一


定規模・範囲の特定電気事業者について、一般電気事業


者等の複数の電源より、常時電力の供給（系統連系）を


受けることが可能となる制度とすべきである。 


規制・制度改革の


実施状況 


・ 特定電気事業者が、送配電ネットワークを経由して再生


可能エネルギー等の外部電源を調達できるよう、託送制


度を整備する「電気事業法及びガス事業法の一部を改正


する法律案」を第 177 回通常国会に提出した。【実施済


み】 
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【グリーンイノベーションＷＧ ⑤】 


 


規制・制度改革事


項 


特定供給の関係性の緩和 


規制・制度改革の


概要 


・ 総合資源エネルギー調査会 電気事業分科会（制度環境


小委員会）等において、電気の融通を促進させる観点か


ら、例えば、①電気の供給者・需要者の両者が、共同で


融通設備に投資し、電力の売買契約を締結した場合や②


子会社が分社化した場合等については、組合等を設立せ


ずとも特定供給の関係性を満たすこと等、特定供給制度


の柔軟化の方向で検討し、結論を得た上で、速やかに措


置する。 


＜平成 22年度中検討・結論、結論を得次第措置＞ 


所管省庁 経済産業省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 特定供給については、電気事業法施行規則において、電


気の供給者と需要者の資本関係・人的関係・組合設立な


ど、関係性が強く求められているが、許可要件が厳格で


あり、電気の融通が広く普及しない。 


○ 電気の融通を促進させる観点から、例えば、①電気の供


給者・需要者の両者が、共同で融通設備に投資し、電力


の売買契約を締結した場合や②子会社が分社化した場


合等については、組合等を設立せずとも特定供給の関係


性を満たすべきである。 


規制・制度改革の


実施状況 


・ ①電気の供給者・需要者の両者が、共同で融通設備に投


資し、電力の売買契約を締結した場合や②子会社が分社


化した場合については、組合等を設立せずとも特定供給


の関係性を満たすことについては、制度環境小委員会に


て検討され、「中間取りまとめ」（平成 23年２月 16日）


にて制度の柔軟化について確認された。【実施済み】 
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【農林・地域活性化ＷＧ ①】 


 


規制・制度改革事


項 


森林情報の整備に向けた測量・実地調査等の推進のための環


境整備 


規制・制度改革の


概要 


・ 森林情報の整備を促進する観点から、行政庁の職員に加


え、行政庁から業務委託を受けた民間事業者も他人の森


林に立ち入って測量・実地調査等を行えるように、平成


23年通常国会に森林法改正法案を提出する。 


＜平成 23年通常国会へ法案提出＞ 


所管省庁 農林水産省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 森林法は、国や地方自治体に森林の整備及び保全に関す


る目標等につき、地域森林計画・市町村森林整備計画等


（「森林計画等」）を策定するよう求めているところ。国


や地方自治体は、森林計画等の策定・実施のため、森林


の資源調査や境界調査、生物多様性の保全に関する調査


等を行って森林情報を整備しており、当該調査には国や


地方自治体の職員だけでなく、業務委託を受けた民間事


業者も従事するようになっている。 


○ 一方、森林法第 188 条第２項では、国や地方自治体の長


は、法律の施行上必要があるときは「当該職員」に他人


の森林に立ち入って測量・実地調査等を行わせることが


できる、と定めているが、業務委託を受けた民間事業者


はこれに含まれていない。 


○ このため、国や地方自治体から業務委託を受けた民間事


業者は、他人の森林を避けて大幅な回り道をしたり、調


査対象の森林にたどり着くことができずに離れた所から


双眼鏡等を使って調査したりせざるを得ないといった事


態が生じ、森林情報の整備に大きな障害となるとともに、


民間への業務委託による行政のスリム化をも妨げてい


る。 


○ なお、測量法では「国土地理院の長又はその命を受けた


者若しくは委任を受けた者」に、道路法では「道路管理


者又はその命じた者若しくはその委任を受けた者」に、


法律上必要がある時は、一定の要件の下で他人の土地に


立ち入ることを認めている（測量法第 15 条、道路法第


66条）。 
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○ したがって、行政庁の職員に加え、行政庁から業務委託


を受けた民間事業者も他人の森林に立ち入って測量・実


地調査等を行えるよう森林法を改正すべきである。 


規制・制度改革の


実施状況 


森林法の一部を改正する法律案（平成 23年法律第 20号）が


平成 23年４月 15日に成立し、行政庁の職員に加え、行政庁


から業務委託を受けた民間事業者も他人の森林に立ち入っ


て測量・実地調査等を行えることとしたところ。【実施済み】 
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【農林・地域活性化ＷＧ ②】 


 


規制・制度改革事


項 


森林管理・環境保全直接支払制度の補助金支払方法の改善 


規制・制度改革の


概要 


・ 森林管理・環境保全直接支払制度導入後の事業者間の公


正な競争を確保する観点から、所有者が施業を委託する


事業者を自由に選択できるよう、直接支払いの補助金に


ついて、所有者本人が施業の責任を持つ場合には、所有


者本人に直接支払われる制度とする。 


＜平成 23年度第１四半期までに措置＞ 


所管省庁 農林水産省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 平成 23年度の概算要求では、森林管理・環境保全直接支


払制度が創設されることになっており、今後、補助金の


支払先は森林施業計画（将来は森林経営計画）の作成者


となる方向である。 


○ 計画を作成する一方で作業班を持つ森林組合を交付金の


支払先とした場合、森林組合による事業の抱え込みが生


じ、他の林業事業体との公平な競争環境の確保及び効率


的かつ質の確保された林業事業体の育成や新規参入の促


進につながらないおそれがある。 


○ したがって、当該制度導入後の事業者間の公正な競争を


確保する観点から、直接支払いの補助金の交付窓口につ


いて、所有者本人が施業の責任を持つ場合には所有者本


人の口座に直接入金し、その上で所有者が事業者を選択


し、施業委託を可能とする制度とすべきである。 


規制・制度改革の


実施状況 


平成 23年度から始めた「森林環境保全直接支援事業」で


は、補助金の支払先を申請書作成者と定め、申請の作成


等、所有者が施業の責任を持つ場合には、所有者本人に


補助金が直接支払われるように規定したところ。【実施済


み】 
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【農林・地域活性化ＷＧ ③】 


 


規制・制度改革事


項 


森林集約化等の円滑な推進 


 


規制・制度改革の


概要 


・ 所有形態の実態に即し、効率的な林業経営を促進する観


点から、共有又は一定規模の経営体であることを前提と


して、複数経営体による計画の共同作成を認めることに


ついても検討する。 


＜森林法改正法案成立後計画制度の詳細について検討の


上、同改正法の施行までに結論＞ 


所管省庁 農林水産省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 規模の大きい経営体による特例での森林経営計画の作成


については、経営体単独でのみ認められ、複数の経営体


が共同で行うことは認められない方向にある。 


○ しかしながら、共同作成が認められなければ、①個人所


有では、森林の共同所有（相続による親子共有・親族の


分割所有等）が一般化しているため、経営管理の分割に


つながる。②規模の大きい経営体同士が連携・協調して


更なる効率的経営や木材生産・販売の合理化を行うこと


ができない。 


○ したがって、所有形態の実態に即し、効率的な林業経営


を促進する観点から、一定規模の経営体であることを前


提として、特例計画における複数経営体の共同作成を認


めるべきである。 


規制・制度改革の


実施状況 


森林法の一部を改正する法律案（平成 23年法律第 20号）が


平成 23年４月 15日に成立し、森林所有者又は森林所有者か


ら森林の経営の委託を受けた者が森林経営計画を共同で作


成できることとしたところ。【実施済み】 
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【農林・地域活性化ＷＧ ④】 


 


規制・制度改革事


項 


森林・林業再生プランの円滑な推進 


 


規制・制度改革の


概要 


・ 森林・林業再生プランの円滑な推進を図る観点から、施


業集約化への移行と事業施行が同時進行することによ


り、地域が混乱することのないよう、早急に政策転換の


事業詳細を示すとともに、事業展開を可能とする受入体


制の整備を図る。＜平成 22年度中措置＞ 


所管省庁 農林水産省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 政策転換の事業詳細が示されないため、平成 23年度当初


予算の対応ができない。（この場合は事業期間が短くな


る。）また、国の施策を補完してきた地方施策の見直しが


進まない。さらに、森林組合等の受入体制づくりが進ん


でいないため、造林補助制度の廃止、地域活動支援交付


金制度の見直しにより、事業展開が不透明となっている。 


○ したがって、施業集約化への移行と事業施行が同時進行


することにより、地域が混乱することのないよう、早急


に政策転換の事業詳細を示すとともに、事業展開を可能


とする受入体制の整備を図るべきである。 


規制・制度改革の


実施状況 


森林・林業再生プランに基づく具体的な施策の内容を、平成


22 年 11 月 30 日に「森林・林業の再生に向けた改革の姿」


として取りまとめるとともに、予算措置の内容と併せ、地方


説明会の開催等を行い、円滑な事業の執行体制の整備を図っ


たところ。【実施済み】 
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【農林・地域活性化ＷＧ ⑤】 


 


規制・制度改革事


項 


森林所有者の責務の明確化 


 


規制・制度改革の


概要 


・ 施業集約化の推進に当たっての団地区域の設定、路網整


備への合意形成の円滑化と提案する施業プランによる搬


出間伐等の実効性を確保するために、森林法等で森林所


有者の義務を明確にする。 


＜平成 23年通常国会へ法案提出＞ 


所管省庁 農林水産省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 欧米先進国においては、森林所有者は森林を森林として


維持することが、法律により義務付けられている。 


○ 森林・林業基本法には、「義務」より弱い「責務」として


「森林の有する多面的機能が確保されることを旨とし


て、その森林の整備及び保全が図られるように努めなけ


ればならない。」と規定されているが、間伐の適正な実施、


大規模な皆伐の防止及び伐採後の植林に係る義務などの


森林整備に関する規定がない。 


○ したがって、森林法等で森林所有者の義務を明確にする


ことにより、施業集約化の推進に当たっての団地区域の


設定、路網整備への合意形成の円滑化と提案する施業プ


ランによる搬出間伐等の実効性を確保すべきである。 


規制・制度改革の


実施状況 


森林法の一部を改正する法律案（平成 23年法律第 20号）が


平成 23年４月 15日に成立し、森林所有者が無届伐採を行っ


た場合の罰則の強化等、森林所有者の義務を明確にしたとこ


ろ。【実施済み】 
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【農林・地域活性化ＷＧ ⑥】 


                                                        


規制・制度改革事


項 


森林簿等の整備・民間利用の促進 


（※「規制・制度改革に関する分科会中間とりまとめ」の内


容のうち、一部実施済み） 


規制・制度改革の


概要 


・ 森林・林業再生プランの実現には、施業集約化の促進に


向けた所有者等の情報の正確な把握が必要不可欠である


ことから、地方公共団体が、林地所有者に関する必要な


情報を固定資産課税台帳から得られることを周知する。 


＜平成 23年度中措置＞ 


所管省庁 総務省、農林水産省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 地籍調査が未了の山林が多い上に、税務情報による所有


者等の特定は地方税法により規制がかけられているこ


とから、地方自治体が森林に関する情報を適時に収集で


きないなど、森林の実態把握や整備等に関する計画の策


定時に手間取ることが多い。 


○ 納税義務者の確認については、地方税法第 22 条により


情報の提供が禁止されており、地方自治体が森林簿等に


反映させるために情報を知り得るためには、法的根拠が


必要とされているところ。なお、所有者の同意を得れば、


固定資産課税台帳に登録されている所有者の氏名及び


所在に関する情報の提供を受けることは可能であるが、


不明地主からの同意を得ることは現実的ではない。一


方、森林簿は都道府県により整備され、森林法第 191条


により規定されている地域森林計画、市町村森林整備計


画及び森林施業計画の樹立に当たって活用されている


が、法的発出根拠が不明朗のままである。 


○ また、森林簿等は、林業施業者等の施業計画の策定に必


要であるにもかかわらず、林野庁は、森林簿等の「情報


管理権限は都道府県にあり、当該情報には個人情報を含


むことから、各都道府県の個人情報保護条例の取扱いに


従って適切に扱われる必要があり、国が強制的に開示で


きるものではない」との見解を示しているため、各都道


府県により森林簿等の情報の扱いが大きく異なってい


る。 


○ 地籍、固定資産台帳など既存の法定台帳に加え、森林簿
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をきちんと整備し、適切に施業を行う林業事業体等に公


開することは、国土保全に資するものである。 


○ したがって、法令上における固定資産税データの提供を


受けられる規定の整備をすべきである。 


規制・制度改革の


実施状況 


平成 23年 4月 22日に公布された森林法の一部を改正す


る法律（法律第 20 号）の第 191 条の２において、都道府


県知事及び市町村長は、この法律の施行に必要な限度で、


その保有する森林所有者等に関する情報を、利用目的以外


の目的のために内部で利用することができる旨及び関係


する地方公共団体の長その他の者に対して森林所有者等


の把握に必要な情報を求めることができる旨が規定され、


当該規定は公布日に施行されたところであり、このことに


ついて、同日、都道府県に対し周知を行った。 


これにより、固定資産課税台帳（地方税法上の守秘義務


に反しない範囲）のほか、不動産登記簿、国土利用計画法


に基づく土地売買の届出等に記載されている森林所有者


等に関する情報を円滑に把握することが既に可能となっ


ているところである。【実施済み】 
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【農林・地域活性化ＷＧ ⑦】 


 


規制・制度改革事


項 


京都議定書における森林吸収量 1300 万炭素トンの達成に向


けた措置拡充 


規制・制度改革の


概要 


・ 平成 23年度から始まる「森林環境保全直接支援事業」を


活用した間伐について、早急な対応が困難な地域（計画


的に搬出間伐を行う施業集約化の取組が行われていない


地域）においては、間伐量を確保するために必要な措置


を講じる。＜平成 23年度第１四半期中措置＞ 


所管省庁 農林水産省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 施業集約化への政策転換を受け入れる体制が整った地域


では、平成 23年度から始まる「森林環境保全直接支援事


業」を活用した間伐が可能となるが、早急な対応が困難


な地域においては、施業集約化への移行期間における間


伐量を確保するため、従来の伐り捨て間伐を継続させる


ことが必要であり、このための措置を拡充すべきである。 


規制・制度改革の


実施状況 


「森林環境保全直接支援事業」の対象とならない、面的にま


とまって計画的な間伐等を実施することが困難な森林所有


者の森林については、除伐等により一定の間伐量を確保する


ため、平成 23年度から「環境林整備事業」を新たに創設し、


それらのニーズに対応したところ。【実施済み】 
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【農林・地域活性化ＷＧ ⑧】 


 


規制・制度改革事


項 


自治体による「歴史文化基本構想」の文化財保護行政におけ


る位置づけの明確化 


規制・制度改革の


概要 


・ 国から指定を受けない景観形成や観光開発に重要な役割


を果たす文化資源が全国的に失われている状況を踏ま


え、自治体や地域の視点から様々な文化資源（文化財、


文化遺産）をまちづくりのための地域資源として顕在化


させ、保存・活用を図るため、自治体による「歴史文化


基本構想」の策定を可能にすることについて、検討する。


＜平成 22年度検討・結論＞ 


所管省庁 文部科学省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 都市計画行政や景観行政に比べて地方分権が遅れている


文化財保護行政においては、戦前から伝統的な指定を主


な手段とするトップダウンの文化財保護施策（尐数優品


主義）が継続しており、景観形成や観光開発に重要な役


割を果たすべき文化財未満の文化遺産が全国で約 10 年


の間に２割程度失われている。 


○ 平成 19年の文化審議会企画調査会の報告において、保護


法の改正により、自治体による「歴史文化基本構想」の


策定を可能にすることが提案されたが、同時期に国交


省・農水省・文化庁の共管による「歴史まちづくり法」


が施行されたため、上記調査会報告の趣旨の一部が同法


に吸収され、文化財保護行政の地方分権が曖昧なままと


なっている。 


○ 個々に展開してきた文化財保護行政、景観行政、観光行


政、教育行政等を、地域が描く一つの将来目標像に向け


て統合的に展開することで魅力的な地域・都市空間の形


成と豊かな暮らしの実現、さらに地域間及び国家間の交


流の推進、地場産業の６次産業化などが期待でき、経済


効果は甚大である。 


規制・制度改革の


実施状況 


・ 文化芸術の振興に関する基本的な方針（平成 23 年２月


８日閣議決定）において、「歴史文化基本構想」を位置


づけ、周辺環境を含めた地域の文化財の総合的な保存・


活用について明記したところ。【実施済み】 
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【金融 ①】 


 


規制・制度改革事


項 


川下持株会社が子会社とできる範囲の明確化 


規制・制度改革の


概要 


・ 保険会社が保険業法第 106 条第１項１～４，８，９号に


規定する会社を子会社とする持株会社を子会社とできる


ことを明確化する。＜平成 23年度措置＞ 


所管省庁 金融庁 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 新成長戦略のⅦ金融戦略２（２）我が国金融機関のアジ


ア域内での活動拡大 において、「保険会社が海外不動産


投資や外国保険会社の買収等を行う場合に障壁となる規


制の見直しの検討」との記載があるところ、保険会社が


海外の保険会社を傘下に持つ持株会社を買収することが


可能となることを明示することにより、さらに、保険会


社の積極的な海外進出を促すべき。 


規制・制度改革の


実施状況 


・ 保険会社の子会社である持株会社（川下持株会社）が子


会社とすることができる会社については、保険業法第 106


条第１項第 14号の規定のとおり、保険会社が子会社とす


ることができる会社と同様であり、同項第１号～第４号、


第８号及び第９号に掲げられている会社についても、子


会社とすることは認められている旨、「国民の声」提案に


関する検討要請に対して回答(平成 23年２月公表)した


ところ。【実施済み】 
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【ＩＴ ①】 


 


規制・制度改革事


項 


航空機内における携帯電話の利用制限の緩和 


規制・制度改革の


概要 


・ 安全性に係る技術的な検証や諸外国での規制の在り方


を踏まえ、航空機の地上停止中における携帯電話の使用


に関する規制の見直しについて、検討し結論を得る。 


＜平成 22年度 検討・結論＞ 


所管省庁 国土交通省 


当該規制・制度改


革事項に対する


分科会・ＷＧの基


本的考え方 


○ 技術的な検証の結果、安全性に問題がないことが確認さ


れた場合には、告示の改正を行うとの国土交通省回答の


早期実現を求めたい。 


規制・制度改革の


実施状況 


・ 地上停止中（搭乗後すべての乗降口が閉ざされるまでの


間、及び、乗降口のうちいずれかが開かれた時から降機


するまでの間）の携帯電話等の使用については、航空機


の運航の安全に支障はないと確認できたことから、「航


空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれのある電子機


器等を定める告示」（国土交通省告示第 287 号）を平成


23年３月 18日に改正し、平成 23年４月１日より地上停


止中の携帯電話等の使用が可能となったところ。【実施


済み】 
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Ⅲ 各府省と合意に至らなかった項目及び東日本大震災のため継続


協議とした項目 


 


（各府省と合意に至らなかった規制・制度改革事項及び東日本大震災のため継


続協議とした規制・制度改革事項について、「規制・制度改革に関する分科会中


間とりまとめ」（平成 23年１月 26日公表）から抜粋した。下記の「規制・制度


改革の概要（案）」は、本分科会としての意見である。） 


 


 


【グリーンイノベーションＷＧ ①】 


 


規制・制度改革事


項 


民有林における開発許可の見直し① 


規制・制度改革の


概要（案） 


・ 再生可能エネルギー導入の重要性を鑑み、再生可能エネ


ルギー設備であれば、事業主体によらず民有林における


設置を柔軟に認める方向で、許可のあり方を見直すとと


もに、関係者へ周知徹底すべきである。 


 


 


【グリーンイノベーションＷＧ ②】 


 


規制・制度改革事


項 


事業系一般廃棄物の３Ｒ促進 


規制・制度改革の


概要（案） 


・ 木くず及び紙くずについて、産業廃棄物の業種指定を撤


廃するべきである。 
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【グリーンイノベーションＷＧ ③】 


 


規制・制度改革事


項 


一般廃棄物処理業の許可取得の柔軟化 


規制・制度改革の


概要（案） 


・ 処理計画を厳密に定めることが難しい事業系一般廃棄


物の処分業に関する柔軟な許可取得が妨げられている


実態がある場合には、国が当該自治体に事実上の改善勧


告を行うことなどによって、その改善に努めるべきであ


る。その第一歩として、事業系一般廃棄物処分業の許可


についての実態調査を行うべきである。 


 


 


【グリーンイノベーションＷＧ ④】 


 


規制・制度改革事


項 


企業グループでの産業廃棄物の自ら処理の促進 


規制・制度改革の


概要（案） 


・ 同一グループ企業内や同一敷地内における一体的な事


業など、サプライチェーンと工場敷地内で発生する廃棄


物について、責任の所在が明確である場合には、事業を


一体とみなすことによって、自ら処理を可能とするべき


である。 


 


 


【グリーンイノベーションＷＧ ⑤】 


 


規制・制度改革事


項 


関連性の強い複数排出事業者の連携による３Ｒの促進 


規制・制度改革の


概要（案） 


・ テナントビル、ショッピングモール、商店街など、複数


の事業者が一定エリアにおいて事業活動を行っている


場合等、廃棄物の排出管理が共同で行われている場合、


契約締結に関し、管理契約または委任状等の方法による


委任により、ビル維持管理会社等が一括して自らの名義


において委託契約等の事務を行うことが可能であるこ


とを周知徹底する。 
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【グリーンイノベーションＷＧ ⑥】 


 


規制・制度改革事


項 


船舶・鉄道輸送による静脈物流の効率化 


規制・制度改革の


概要（案） 


① 船舶や鉄道など、駅および港湾を拠点として貨物を広域


移動する輸送手段について、収集運搬の許可を不要とす


るべきである。 


② 船舶・鉄道による廃棄物の輸送について、その運行経路


及び輸送に係る安全性が確保されている場合には、最終


的な積卸地でマニフェストの収集運搬終了確認を行う


ことを前提に、当該区間は処理委託契約書およびマニフ


ェストを不要とすべきである。 


 


 


【グリーンイノベーションＷＧ ⑦】 


 


規制・制度改革事


項 


汚泥の脱水施設等における廃棄物処理法適用範囲の明確化 


規制・制度改革の


概要（案） 


・ 下水道処理施設および浄水施設に付随する脱水施設に


ついては、これらの管理者によって一体的に管理されて


いることから、廃棄物処理法を適用しないよう取扱うべ


きである。 


 


 


【グリーンイノベーションＷＧ ⑧】 


 


規制・制度改革事


項 


広域認定・家電リサイクル法大臣認定の簡素化 


規制・制度改革の


概要（案） 


・ 広域認定および家電リサイクル法大臣認定に基づく、収


集運搬の委託を貨物利用運送事業法に基づく許可を有


する事業者に行う場合は、貨物利用運送業者に変更がな


ければ、その契約先運送業者の変更認定および変更届の


適用除外とすべきである。 
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【グリーンイノベーションＷＧ ⑨】 


 


規制・制度改革事


項 


リサイクル品の活用促進① 


規制・制度改革の


概要（案） 


・ ガラスカレット、鉄鋼スラグ、硫黄、再生採石、溶融ス


ラグなどの運搬や利用および輸出が困難であるものに


ついて、一定の品質基準への適合性を条件に、廃棄物の


適用除外とし、柔軟かつ広域的な運搬、利用及び輸出を


可能とするべきである。 


 


 


【グリーンイノベーションＷＧ ⑩】 


 


規制・制度改革事


項 


リサイクル品の活用促進② 


規制・制度改革の


概要（案） 


・ 建設汚泥をリサイクルした改良土について、一定の品質


基準への適合性および施工現場における適切な使用を


条件に、廃棄物処理法の適用除外とし、柔軟かつ広域的


な運搬および利用を可能とすべきである。 


 


 


【グリーンイノベーションＷＧ ⑪】 


 


規制・制度改革事


項 


バイオマスの利活用促進 


規制・制度改革の


概要（案） 


・ 木質バイオマスについて、再生可能エネルギーとしてな


ど、一定の条件下で適切に利活用される場合について


は、運用の標準的ガイドラインを国が策定することによ


って、現状自治体毎に様々である取扱いを統一化すべき


である。 
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【グリーンイノベーションＷＧ ⑫】 


 


規制・制度改革事


項 


特別管理産業廃棄物処理業の許可の産業廃棄物処理業の許


可包含 


規制・制度改革の


概要（案） 


・ 特別管理産業廃棄物処理業の許可を受けた場合、産業廃


棄物の処理も同様に行うことを可能とするべきである。 


 


 


【グリーンイノベーションＷＧ ⑬】 


 


規制・制度改革事


項 


処理委託契約書の簡素化 


規制・制度改革の


概要（案） 


・ 電子マニフェストが排出事業者の契約書をも兼ねるよ


うにすべきである。 


 


 


【グリーンイノベーションＷＧ ⑭】 


 


規制・制度改革事


項 


マニフェスト報告制度の適用猶予の再開 


規制・制度改革の


概要（案） 


・ マニフェスト報告制度について、適用の猶予を再開すべ


きである。 


 


 


【グリーンイノベーションＷＧ ⑮】 


 


規制・制度改革事


項 


欠格要件の見直し 


規制・制度改革の


概要（案） 


・ 優良事業者については、政令指定使用人のうち、支店長


および継続的に契約締結権限を有する者のいる事業所


の代表者は欠格要件から除外すべきである。 


 


 


 


 


 


23







【グリーンイノベーションＷＧ ⑯】 


 


規制・制度改革事


項 


廃棄物統計の見直し 


規制・制度改革の


概要（案） 


・ 産業廃棄物排出・処理状況調査において、①汚泥を脱水


処理施設から排出された状態で集計する、②動物のふん


尿を統計から除外する、③現実に排出されていない廃棄


物を除外した数値も併記することによって、産業廃棄物


として排出されている実態を明確化すべきである。 


 


 


【グリーンイノベーションＷＧ ⑰】 


 


規制・制度改革事


項 


浄化槽の法定検査の見直し 


規制・制度改革の


概要（案） 


・ 浄化槽法に基づく法定検査と民間の維持管理会社に委


託されている保守点検とに重複感が生じていることか


ら、検査期間の延長、保守点検・清掃結果等の提出によ


る簡略化、民間の事業者による実施や手続きの代行を認


めるなど、法定検査の在り方を見直すべきである。 


 


 


【ライフイノベーションＷＧ ①】 


 


規制・制度改革事


項 


医療保険におけるリハビリの日数制限の見直し 


規制・制度改革の


概要（案） 


・ 医療保険におけるリハビリについては、治療の継続によ


り状態の改善が期待できる場合の他、悪化を防止し、機


能を維持することが必要で、かつ期待できると医師が判


断した場合も日数制限なく受けられることが必要であ


るため、次期診療報酬改定で日数制限を撤廃することを


検討する。 
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【ライフイノベーションＷＧ ②】 


 


規制・制度改革事


項 


調剤基本料の一元化 


規制・制度改革の


概要（案） 


・ 保険薬局の調剤基本料は原則 40 点であるのに対して受


付回数 4,000回超・特定医療機関からの集中率 70％超の


薬局は 24 点となっているが、患者にとってその質的な


差は認められないため、次期診療報酬改定で調剤基本料


を 24点に一元化することを検討する。 


 


 


【ライフイノベーションＷＧ ③】 


 


規制・制度改革事


項 


ＩＣＤコーディングの改善と包括医療用病名マスターの編


集 


規制・制度改革の


概要（案） 


・ DPC/PDPSの請求の際に参照する ICDコードにおいて、「症


状発現」の ICDコードが設定漏れの疾患について補足・


修正し、システム設計者を含む専門委員会等で構成を検


討した上で、「包括医療費算定用病名マスター」を作成


する。 


 


 


【ライフイノベーションＷＧ ④】 


 


規制・制度改革事


項 


広告規制の緩和 


規制・制度改革の


概要（案） 


① 医療機関の広告規制について、ポジティブリスト方式を


改め、原則自由化する。 


② 医薬品等適正広告基準の第３の５「医療用医薬品等の広


告の制限」を削除する。 
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【ライフイノベーションＷＧ ⑤】 


 


規制・制度改革事


項 


医薬品・医療機器の審査業務に係る法的責任の明確化 


規制・制度改革の


概要（案） 


・ 医薬品、医療機器の承認審査において、現行法の範囲で


審査機関及び審査官が負うべき責任を整理・明確化する


とともに、審査官個人が過大な責任を負うものであるか


どうかを含め、その責任範囲の在り方の検討に着手す


る。 


 


 


【ライフイノベーションＷＧ ⑥】 


 


規制・制度改革事


項 


ユニット型の介護老人保険３施設のユニット定員の緩和 


規制・制度改革の


概要（案） 


・ 介護保険３施設におけるユニットについて、１ユニット


12～15名程度の定員まで認めるべきである。 


 


 


【ライフイノベーションＷＧ ⑦】 


 


規制・制度改革事


項 


介護総量規制の緩和 


規制・制度改革の


概要（案） 


・ 利用者の自由な選択に資するという観点から、一定以上


のサービスの質及び事業者間の適正な競争環境が保た


れることを前提に、長期的には介護総量規制を撤廃すべ


きであり、当面、有料老人ホームなど特定施設における


規制は撤廃し、現在の需給不均衡を是正すべきである。 
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【農林・地域活性化ＷＧ ①】 


 


規制・制度改革事


項 


非加熱果汁のボトリングを可能とするための基準緩和 


規制・制度改革の


概要（案） 


・ 果汁の最終製品の品質規格について、加熱・非加熱にこ


だわることなく、安全・衛生の確保に必要な範囲に限定


したうえで明確にし、わかりやすく開示すべきである。


あわせて、非加熱果汁のボトリング・販売等について、


どのように衛生管理を行えば「総合衛生管理製造過程承


認制度」における承認をうけられるかを明確かつ具体的


に示すべきである。 
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【農林・地域活性化ＷＧ ②】 


 


規制・制度改革事


項 


主体が制限されている農地流動化事業（農地信託事業実施主


体、農地保有合理化法人、農地利用集積円滑化団体）等の民


間開放 


規制・制度改革の


概要（案） 


① 農地信託事業、農地保有合理化法人、農地利用集積円滑


化団体について、事業の適切な遂行が期待できる団体


（必要な知識を有し地域に根付いた農業生産法人・民間


企業等）であれば、その主体となれるようにすべきであ


る。（ただし、農地法により農地の所有が制限されてい


る民間企業等に対しては、農地の所有機能を除く。）  


② 農地流動化事業以外の制度についても、「非営利性」を


根拠に農協および連合会にのみに一定の機能を持たせ


る、あるいは委託できるという合理性のない制度設計※


を見直しすべきである。 


 


※ たとえば、以下が該当。 


・青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特


別措置法 第 2 条第 2 項第 1 号に規定される資金（農業


の技術又は経営方法を実地に習得するための研修その


他の就農の準備に必要な資金で政令で定めるもの）の貸


付業務（同法第 11条）。 


・農業協同組合が推薦した理事または組合員が就任す


る、農業委員会の「選任による委員」（農業委員会等に


関する法律第 12条）。 
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【農林・地域活性化ＷＧ ③】 


 


規制・制度改革事


項 


不適正利用農地の改善（特定利用権制度の実効性確保） 


規制・制度改革の


概要（案） 


・ 不適正利用農地の低減を図るため、以下のような観点か


ら、特定利用権制度の実効性確保に向けた手続き等を見


直すべきである。 


※一定の要件に基づき、 


①行政（市町村や都道府県）が自発的に協議を開始し、


引き受け手に強制的に耕作権を移す 


②協議対象者は地域の農業の担い手たる専業農家を中


心にする 


③適正に農地を利用しなかった者に対し農地ならでは


の優遇措置（インフラ・税金等に係る費用の軽減）


の廃止 等 


 


 


【農林・地域活性化ＷＧ ④】 


 


規制・制度改革事


項 


農政事務所(旧食糧事務所)業務の民間等への開放の促進 


 


規制・制度改革の


概要（案） 


① 米トレーサビリティ法等に基づく米殻の流通監視業務の


効率的な遂行ができるよう、業務内容の簡素化を図り、


一定の要件を満たした民間企業又は地方自治体への委


託・移管を進めるべきである。 


② 併せて、農政事務所が行っている統計調査等の業務につ


いても、同様に、積極的に民間企業又は地方自治体への


委託・移管を進めるべきである。 
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【農林・地域活性化ＷＧ ⑤】 


 


規制・制度改革事


項 


国有林野事業の更なる民間委託の促進 


規制・制度改革の


概要（案） 


・ 民間事業者の創意工夫・競争により、更なる国民負担軽


減を図る観点から、間伐事業等の実施行為に加え、路網


設計・間伐にかかる計画、市場への木材の搬出等の経営


全般を一括して民間委託する一般競争入札等を活用した


モデル事業を実施し、評価・検証のうえ、公表すべきで


ある。 


 


 


【農林・地域活性化ＷＧ ⑥】 


 


規制・制度改革事


項 


スキー場閉鎖時の課題への対応 


規制・制度改革の


概要（案） 


・ 環境保全の観点から、収支赤字の中、原状回復に係る多


額のコスト負担を回避するため止むを得ず存続している


国立公園内のスキー場の円滑な閉鎖を可能とするため、


稼働状況、経営状況等の実態調査を行った上で、原状回


復コストをより長期に亘って負担することを可能とする


など、原状回復義務を弾力的に運用する方策について、


検討すべきである。 


 


 


【農林・地域活性化ＷＧ ⑦】 


 


規制・制度改革事


項 


中小企業の事業承継に係る方策の検討 


規制・制度改革の


概要（案） 


・ 中小企業の親族外事業承継について、経営者の個人保証


の承継及び株式の取得に係るものを含め、資金調達等に


係る課題について実態調査を行った上で、必要な方策に


ついて検討し、結論を得るべきである。 
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【農林・地域活性化ＷＧ ⑧】 


 


規制・制度改革事


項 


民間事業者によるカジノ運営の解禁 


規制・制度改革の


概要（案） 


・ 国際観光客を誘致する観点から、公営競技等に対して適


用除外となっている賭博罪について、民間事業者がいわ


ゆるカジノを運営する場合においても適用除外とする方


策について、当面はカジノ利用者を外国人に限定すると


いう方策も含め、関係府省の連携の下、検討すべきであ


る。 


 


 


【人材 ①】 


 


規制・制度改革事


項 


年金脱退一時金制度の見直し 


規制・制度改革の


概要（案） 


・ 厚生年金保険法の改正を含めた年金に関する新制度の創


設にあわせ、年金脱退一時金の上限を、現行の３６か月


から、入管法改正に伴い一度に付与される在留期間の上


限となる６０か月に変更する。 


 


 


【人材 ②】 


 


規制・制度改革事


項 


在留関係や日常生活上の手続窓口のワンストップ化 


規制・制度改革の


概要（案） 


・ 新成長戦略に記載のある「研究者や専門性を必要とする


職種の海外人材が働きやすい国内体制の整備」の観点か


ら、例えば法務省が浜松市等に設置しているワンストッ


プ型相談センターのような窓口を、高度外国人材の多い


地域に限定し常時あるいは定期的に臨時設置し、在留資


格変更・更新といった入管手続きや住民登録・各種証明


書申請等の日常生活上の手続きを、よりスムーズに短時


間に行うことについて検討し、結論を得る。 
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【物流・運輸 ①】 


 


規制・制度改革事


項 


航空輸送事業における外資規制の撤廃・緩和とカボタージュ


規制の見直し 


規制・制度改革の


概要（案） 


・ 航空輸送事業における外資規制の撤廃・緩和及びカボタ


ージュ規制の見直しにつき、検討し結論を得る。 


 


 


【物流・運輸 ②】 


 


規制・制度改革事


項 


国内航空運賃設定における運用上の規制の廃止による自由


化の徹底 


規制・制度改革の


概要（案） 


・ 本来届出制度である国内航空運賃につき、割引運賃の制


限による運用上の規制を廃止する。 


 


 


【物流・運輸 ③】 


 


規制・制度改革事


項 


内航海運事業におけるカボタージュ規制の見直し 


規制・制度改革の


概要（案） 


・ 内航海運事業におけるカボタージュ規制の見直しにつ


き、検討し結論を得る。 


 


 


【金融 ①】 


 


規制・制度改革事


項 


いわゆる「大会社」等への貸付に対する規制の見直し（貸金


業法の見直し） 


規制・制度改革の


概要（案） 


・ 貸金業法について、借り手属性による基準を設け、その


基準を満たす借り手のみを対象に融資する貸し手に対し


て参入規制や行為規制を緩和する事を検討し、結論を得


る。 


 


 


 


 


32







【金融 ②】 


 


規制・制度改革事


項 


企業グループの組織再編に資する規制の見直し 


（３）グループ会社内での事業再編手続の簡素化 


規制・制度改革の


概要（案） 


・ 同一保険会社グループ内において組織再編を行う場合に


は認可制から届出制に緩和することを検討する。 


 


 


【ＩＴ ①】 


 


規制・制度改革事


項 


道路拡張工事等に伴うケーブル移設工事費用の負担軽減措


置 


規制・制度改革の


概要（案） 


・ 起因者が道路管理者側である道路拡幅工事などに伴うケ


ーブル移設費用は、道路管理者側が負担する方向で、検


討し結論を得る。 


 


 


【ＩＴ ②】 


 


規制・制度改革事


項 


共同溝利用時における本管区間以外の利用ルールの整備 


規制・制度改革の


概要（案） 


・ 引き込み管を自ら設置できない場合においては、既存の


引き込み管を利用する以外の手段がなく、共同溝の本管


区間の利用を促進するためには必要不可欠であるとの観


点から、当該事後入溝ルールについて、検討し結論を得


る。 


 


 


【ＩＴ ③】 


 


規制・制度改革事


項 


市町村合併に伴う市外局番の統合要件の見直し 


規制・制度改革の


概要（案） 


・ 電話番号の統合要件における同意書（町内会単位、商工


会単位）の提出等が困難な場合は、行政長（市町村長）


の要望書のみで統合可能かどうか、検討し、結論を得る。 
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【ＩＴ ④】 


 


規制・制度改革事


項 


航空機に搭載された無線装置の他社との貸借について 


規制・制度改革の


概要（案） 


・ 障害発生時など緊急対応が必要な際に限定し、他社との


無線装置及びその部品の融通を可能とすべく、個々の部


品及び装置で予め規定するのではなく、事後的な変更申


請（報告）で済むよう、制度の柔軟化について、検討し


結論を得る。 


 


 


【ＩＴ ⑤】 


 


規制・制度改革事


項 


船員無線資格に関する更新手続の簡素化 


規制・制度改革の


概要（案） 


・ 国土交通省の三電通の資格の更新の際は、乗船履歴確認


にのみ限定するなど、更新手続きの更なる簡素化につい


て、検討し結論を得る。 


 


 


【住宅・土地 ①】 


 


規制・制度改革事


項 


区分所有法における団地の一括建て替え要件の緩和 


規制・制度改革の


概要（案） 


・ 高齢化社会への対応、都市再生等の観点から、区分所有


法における団地内建物の一括建替え決議要件のあり方


について、関係省庁と連携して総合的に検討を行う。 
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行政刷新会議「規制仕分け」 


 


 
ワーキンググループ A 


 


Ａ－１ 訪問看護ステーションの開業要件 


 
評価者のコメント 


● 安全が問題であれば自由診療でも 1 人看護も禁止すべき。規制は大規模化という産業政策が主


目的と理解。 


● (保険適用対象としての)１人開業自体は認めた上で、安全面を確保するための要件を付加（人員


基準以外）大規模化を促すようなインセンティブを作るべき。 


● 民間の自由・創意工夫を活用していくためには、安全面で問題ない限りはサービス提供を認めるべ


き。 


● 需要抑制は一律禁止（自由診療は事実上の禁止）でなく、保険料の負担などで図るべき。 


● そもそも人員基準に合理性があるのか？ない。(規制目的を達成するために他の手段があるのでは


ないか。) 


● 企業の形態とサービス提供形態は別のもの。 


● 1 人開業は許可し、安全性等、事後調査をおこない、継続について再度検討しては。 


● 上記の診療所、多機能事業所については看取り率などのしきい値を設けて、一定以上であれば認


めてもいいのでは。データとして在宅支援診療が併設する訪問看護ステーションをやめた例が何件く


らいあるのか調査した方がいい。近年医療法人の訪問看護ステーションが増えていない理由を調査


すべき。 


● 一人開業は認めないという規制の論理的根拠が不透明。 


● 全てが２４時間対応である必要はない。連携のシステムを構築し多様なニーズに対応する多様な


供給制度を作るべきではないか。 


● ２．５人が産業政策だったという回答だった（厚生労働省からは 1 人ではかえって供給が減るという


回答・指摘もなかった）。安全安定の要件として 1 人に下げることがいけないかという論点については、


夜間対応の面でも管理者が中心になっているという実情をふまえての回答もなかった。また、医師の


指示やケアマネの依頼がないとサービスが供給されないことから、一人開業をすることによって劣悪


なサービスが提供されることもないということが分かった。 


● 訪問看護の人手不足がさけばれる中、地域において、個人のニーズに応えたいとする看護師の開


業を妨げる正当な理由はない。 


● 本日の説明ではステーション運営の継続性、安定性が、本規制の大きな趣旨とされていると受けと


めたが、本規制の存在が逆に安定性を阻害している（２．５人要件を下回った場合のように）点に、行


（参考１）「規制仕分け」の評価結果 
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行政刷新会議「規制仕分け」 


 


政目標達成の手段としてベストではない印象を持った。 


● 議論が「１人開業を認めるべき」に偏っているので冷静に判断したいと思います。産業政策よりも安


全が第一。夜間診療の問題ではなく２．５人によるチェック機能は必要。 


 


 
ＷＧの評価結果 


改革の方向性：  


一定の要件の下で一人開業を認める 


 


留意点：  


２４時間対応において近隣の医師等との連携を


進めるということ等を要件とすべき 
 


とりまとめ内容 


一人開業をみとめない、熱意ある看護師の開業を妨げる正当な理由は見あた


らないため。 


また、議論の中で在宅看護、訪問介護をどのように進めていくべきかということに


ついては、厚生労働省からは曖昧な答えしかなかったため、道筋をきちんと描いた


上で、どのようなサービスを提供するかということについても明確にしていくべき。 
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行政刷新会議「規制仕分け」 


 


 
ワーキンググループ A 


 


Ａ－2 医薬品及び医療機器の審査手続 


 
評価者のコメント 


● 医薬品、医療デバイスのシーズプロジェクトが欧米に比べ大きく遅れをとっていることは大きな問題。


厚労省、PMDA だけの問題でなく、企業の開発体制の改変、医学界の関わり方の改変を含め総合的


な改善に向けての取り組みが必要だ。 


● 薬事法の解釈で新しい分野に対応するのではなく、新しい法律を作ることで対応することが必要であ


る。 


● 審査と開発を一体的に行い国際的にも先行して医療用品を開発して行くという方向に諸外国が変


化している以上、日本もその時代に対応する審査手続に規制を改変する必要がある。 


● 新分野への優先審査が従来のカテゴリーに本当に含まれていると言えるのか。客観性を持つ仕組


（第三者的な判断、評価の仕組）が必要といえる。 


● 製薬会社の開発・上市戦略について十分に研究・把握してから、研究開発が進むための政策、


PMDA の審査のあり方について再検討をするべきでは。 


● 日本は「海外と同じような規制を実施している」では不十分な国であることを認識し、国民の健康・


安全を守るという使命を、前向きに果たしていく必要がある。 


● 現実の問題としてラグが生じている。何が問題か抽出するためには、第三者が評価すべき。特定の


第三者でなく、データを公開すればいろんな研究者が勝手に研究してくれると思う。 


● PMDA(≒厚労省)が申請企業に対して絶大なる権限を持ち過ぎている。権力に対するチェックが不


可欠。審査基準の明確化、手続きの透明化、判断に賛同しないときの手続きを確保する必要あり。 


● 岡野先生の指摘にもあった通り、大学の学部編成のあり方、医学部と工学部の縦割りの問題等を


解消すべき。また、薬を審査できる人材を大学で育てるべき。 


 
ＷＧの評価結果 


改革の方向性：  


審査手続の一層の明確化、透明化を図る。 
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行政刷新会議「規制仕分け」 


 


留意点：  


審査手続だけでなく、医薬品、医療機器の開


発、承認のあり方全体を検証する必要がある。 
 


とりまとめ内容 


従来の薬事法を見直し、開発の在り方から、また医学の臨床の在り方、姿勢を


含めて、法の運用の仕方を根本的に改善し、見直す必要がある。 


PMDA の有為な人材の獲得に向けた就業規則の見直しも含めて改善を図る。 
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行政刷新会議「規制仕分け」 


 


 
ワーキンググループ A 


 


Ａ－3 一般用医薬品のインターネット等販売規制 


 
評価者のコメント 


● どんな工夫をしても副作用を１００％予測することはできないことを前提に、安全性を確保する考え


得る措置を行って、郵便等の販売を工夫する。 


● 対面販売は、より精度を上げるために「おくすり手帳」のようなものを配布し、その人が服用している


薬について、医療用医薬品も含めた薬歴がわかる手帳の普及が必要。そういう取組みをして、対面


販売のレベルを上げることが必要。 


● 個人の認証、初回購入時に禁忌疾病・状態の有無の確認、症状が改善しない場合の対処法等の


提示を行い、ネット・電話等での販売は許可すべき。当然ながら事後評価の結果で禁止すべき、との


リスクが明らかなら再度禁止してもかまわない。 


● 安全、安心な医薬品の販売という大きな目的から、「ある薬を販売する際に具体的にどのような説


明、確認が求められるか」という具体的な目的を政策決定し、それがインターネットでも確保できるか


という順序で考えてほしい。ネットにおける規制の実効性確保の話は、それとは別にしっかり検討すべ


きである。 


● 東洋医学と西洋医学は異なるので薬の分類も分けるべき。 


● 不法、不適切なインターネット販売の取締りの厳格化が必要。 


● 業者の届出制、要件の明確化、患者・顧客の把握、使用状況の確認、副作用発見状況の確認等


の条件を付すことにより、「現状よりは国民にとって安全な」販売状況が生まれるように思う。 


● 対面販売、インターネット販売、郵便販売等の状況調査を行っていないのが不思議であり、異常で


ある。 


● 対面とインターネットの違いではなく、本当に安全、安心を担保する措置を考える。つまり、適正な販


売方法は、適正なプロセスを守ることである。 


● 「対面か非対面」ではなく、「服用者本人にいかに十分な情報提供等を行うか」が大切。 


● 対面・非対面合わせて新たな販売ルールを作ることが必要。「購入者＝服用者」とは限らない。 


● 違反事例を「インターネット性悪説」に置きかえるのは正しくない。 


● 一般医薬品にかかる郵便等販売にかかる禁止規定の禁止のための合理的な理由は聞けなかっ


た。 
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ＷＧの評価結果 


改革の方向性：  


安全性を確保する具体的な要件の設定を前提


に、第三類医薬品以外についても薬局・薬店に


よる郵便等販売の可能性を検討する。 


 


留意点：  


上記検討の結論が得られるまでの間、経過措


置を延長する。また、第一類から第三類のリス


ク区分についても、不断の見直しを行う。 
 


とりまとめ内容 


現に、これまでどおりの方法で医薬品を入手できなくなり、困っている消費者が


存在することは事実であり、一方で、対面販売の方が安全性が高いとする根拠は


必ずしも明らかにならなかったと考える。対面か非対面かの二分論ではなく、むし


ろ、薬の内容や場合に応じ、安全、安心に医薬品をどう円滑に消費者に届けるか


という観点から丁寧に検討を行うべきと考える。 
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ワーキンググループ A 


 


Ａ－4 マンション投資への悪質な勧誘 


 
評価者のコメント 


● 宅地建物取引業法と特定商取引法との間に隙間ができないようにする。 


● 現実に苦情件数が増加している。 


● 駅頭でのキャッチセールスの事例等に対応する為、宅建業法のクーリングオフの対象を拡大する。 


● 名前・目的を告げない勧誘はそもそも怪しいので、このケースはたまたまマンションが商品であるけれ


ども宅建法だけの問題ではない。消費者への啓発が大事。 


● 勧誘業者と販売業者が異なる場合、規制の隙間ができない措置を講じるべき。 


● 行政処分の対象となるような事例について、現状回復の措置を行うような制度の導入の検討。 


● ほとんどの宅建業者は適切な商行為を行っている。規制の強化により一部の悪質業者を排除する


ことで、優良業者の営業活動が円滑にできるようにすべき。 


● 契約締結前の行為規制やクーリングオフの拡大は、必ずしも取引の安定性を損なうものとは考えら


れないのではないか。 


● 不動産取引においても、営業が一部に悪質化・巧妙化しているので、宅建業法においても行為規


制については特定商取引法と同等の規定を定めなければならない。 


● 販売業者と勧誘者が分離する場合への対処をしっかりと行っていただきたい。 


● クーリングオフについては、制度変更の前提となる事実関係をしっかり調査することが必要。不動産


取引の安定性という重要な反対利益を考えると、拙速に規制の変更を行うことは危険である。クーリ


ングオフについて、不動産取引の安定がクーリングオフ拡大によりどのように害されるのかは、国土交


通省において具体的に検討してほしい。 


● 新たな規制を加えるためには十分な裏付けが必要なので、国民生活センター等を含めてクーリング


オフの具体的な必要性を事実をもって示すことが重要。 


● 販売業者と勧誘業者が別になっているケースについては両罰の可能性を含めて規制の抜け道を残


さないようにすべき。 


 


 
ＷＧの評価結果 
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改革の方向性：  


契約締結前の行為規制、契約締結後の消費


者保護規定の充実を含め、法的措置について


検討する。 


 


留意点：  


省令、通達で可能な措置は早急に行う。法的


措置については、実態把握の上、取引の安定


性にも考慮して検討する。 
 


とりまとめ内容 


契約締結前の行為規制については、業務改善の指示、業務停止、免許取消の


前提となる規制であるので、規制内容を明示する必要がある。また、明示すれば、


業者・業界への行政指導の際にも省令の内容により行為規制の態様を明確にす


ることになり、更に効果が強くなる。 


契約締結後については、現行規定（宅地建物取引業法第 37 条の 2）について


は、キャッチセールスを想定していなかったとの国土交通省の回答であった。しか


し、現実にキャッチセールスなどで長時間事務所に閉じ込められたケースが消費


者センターに上がってきている。消費者センターに上がってきている事例をきちん


と把握した上で、法改正（クーリング・オフなどの契約の効力にかかわる規定の改


正）を検討する必要がある。 


また、行政処分が行われた場合の私法上の効果についても、事実上の推定が


活用されることも期待される。 
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ワーキンググループ A 


 


Ａ－5 貴金属等の買取業者による自宅への強引な訪問買取 


 
評価者のコメント 


● 特商法の目的を改正して訪問買取の類型を加えることができれば理想的。クーリング・オフの規定


をどうするか要検討。 


● 法的措置を検討する場合は、指定商品制も検討の必要ありと思われる。 


● 特商法改正を前向きに検討すべきである。 


● 古物に当てはまらない物も取引の対象となるので、古物営業法の改正では難しく、特商法の改正を


検討すべき。ただ、クーリング・オフについては、すでに処分された場合、譲受人に所有権が移転して


いる場合もあるため、法的効果については十分に検討をする必要がある。 


● 実態の把握も未だ十分でなく、そのうえ、現行法制上可能なことも十分に答がでていない。 


● 法的措置を講じる場合には、民事上の効力が必要だと思われる。 


● 当面は、消費者安全法等現行法でできる措置を講じるものの、明らかな隙間事案だから、対策のた


めの法的措置を早急に検討すべき。 


● 法改正を可及的に速やかに行うとともに、現行法で可能な措置をすべて尽くすことが重要。 


● 特商法の個別規定をどう調整するかは後日十分に検討。 


● 特商法を軸に新たな法規制の導入を早期に行う。 


 


 
ＷＧの評価結果 


改革の方向性：  


被害実態を早急に把握の上、現行法制上可能


な措置を講じる。その一方で、法的措置につい


ても早急に検討する。 
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留意点：  


被害実態の正確な把握に努める。 
 


とりまとめ内容 


被害実態を早急に把握し、消費者への啓発活動等現行制度上可能な措置を


講じるべき。 


また、法的措置については、特定商取引に関する法律の改正を軸に検討をす


べき。具体的には、同法に訪問買取の類型を加えるとともに、クーリング・オフの規


定を導入するか否かなどについて検討する。 
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ワーキンググループ A 


 


Ａ－6 パーソナル・サポート・サービス推進上の諸課題 


 
評価者のコメント 


● 「パーソナル・サポート」という新しい言葉で語られているが、本来行うべき「個人の救済」について、


官が民と共働して行う古くから続く問題を、組織の肥大化などから生じてきた障害を、あらためてこの


時代に新しい問題として顕在化させたという点を、あらためて意識として共有する必要がある。 


● 国が分権により自治体に交付する財源は自由にしている。そのため、国があるべきと思う方向につ


いては、補助金としてコントロールすることはできなくなってきている。だからこそ、パーソナル・サポート


のベスト・プラクティスについては国がその詳細の情報を収集して公開することが必要。 


●官と民の共働の際には、①共同で会計を執行できる共働的な主体（法人格など）を作れないかを検


討すべき②何を共働してやるのかという「議論をする場」を官民で共同して持てるような仕組みを検討


すべき（やること＝仕様の決定）③以上の２点を実現するために官が民を「上から委託する存在」とし


て見るのではなく「フラットに並列に共に共働していく存在」として見ることができるように文化を変える


べき。 


● パーソナル・サポート・サービスを民間に委ねていくにあたって、自治体（官）が単なる発注者になる


のではなく、ＮＰＯ等パーソナル・サポート・サービスを行っている民間団体からの提案型に移行しなけ


ればならないと思う。国は、その方向を促せる取り組みを行う。委託において、自由度を高めた委託


事業とするのは国と違って自治体の長の問題だから、できるのではないか。 


● パーソナル・サポート・サービスのほとんどが自治事務にかかることだから、手立てを講じるにしても


「促す」ということにとどめなければならない。 


● 「新しい公共」の具体的な内容について、国民の意識が共有できるよう努力する。無縁社会は従来


の公共サービスが想定外の新たな問題である。これを国の政策として解消を目指すとすれば、契約


や情報の扱いについて、新たな制度の設計がなければならない。 


● 国民のコンセンサス形成に努力する。新たな課題に対する最適な制度設計を行う。 


● 上記にあたっては、個人情報の保護等とのバランスに配慮する。 


● 個人情報の取り扱い方についてＮＰＯ法人と情報共有をどのように進めていくのか。また委託契約を


結ぶ場合、随意契約と一般競争入札、どちらがふさわしいのかが課題。 


● 制度が先か人が先か？マンパワーが足りないなら人材育成と予算の問題。制度であれば地方分権


の時代に国レベルで何ができるのか？ 


● 「新しい公共」ないし本日のテーマであるパーソナル・サポート・サービスは今までのように国、地方の


レベルで行ってきた事業を民に「委託」するものではないことをまず認識すべき（実際、パーソナル・サ
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ポート・サービスは家族や村が担ってきた役割であり、国や地方が本来的に行うものではない）。 


● 現場でパーソナル・サポート・サービスを担う人々の実感を中心に今必要なサービスを特定し、それ


をＮＰＯがやるべきなのか自治体がやるべきなのかをまず議論すべき。その上で、人とカネをどこから


出すかという（重要だが）テクニカルな論点に移るのでは。 


● パーソナル・サポート・サービスの内容について地方が理解を深め、自治体として自ら担うのか民に


委ねるのか判断してもらってはどうか。自治体としてやる気がないなら国が民と考えていくしかない。 


● 今までの国から自治体へ予算を流す仕組みの延長で「新しい公共」は正面から実現できないので


は。国の予算・会計制度全体の問題では。 


 


 
ＷＧの評価結果 


（課題の抽出等） 


・公的な仕事を、官だけでなく、意欲と能力のあ


る民間に開放していくことができないか。公務員


と民間が一緒になって、協働して課題を解決し


ていくことができないか。こうした趣旨から、パー


ソナル・サポートという重要な施策を取り上げ、


課題について議論を行った。 


・この議論により抽出された、具体的な指摘や


アイディアは、留意点とともに、パーソナル・サポ


ート・サービス制度構築において、検討委員会


で十分に掘り下げた議論がされることを期待した


い。 
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とりまとめ内容 


公的な仕事を、官だけでなく、意欲と能力のある民間に開放していくことができない


か。また、公務員と民間が一緒になって協働で課題解決ができないか。これにより、


国民満足度の向上と、行政の効率化につながるのではないか。こうした趣旨から、パ


ーソナル・サポートという重要な施策を取り上げ、課題について議論を行った。その結


果、次のような課題が抽出された。 


 


まず、課題の１点目として、官と民が一緒に協働して、政策を作ったり、課題解決が


できるかという点が挙げられる。 


これについては、政策プロセスや契約をする段階において、官民が対等の関係に


立って、協働することが必要ではないかというご指摘も頂いた。その際、民間団体の


適格性についても検討することが必要であるとの意見もあった。 


 


課題の２点目として、行政の窓口運用の課題が挙げられる。 


これについては、パーソナル・サポート推進の一方で、かえって、行政の縦割りが温


存されることのないよう、硬直的な窓口運用を廃して、あと一歩手を差し伸べること


で、困った方の負担を軽減されることを期待したい。そして、それぞれの担当者が、パ


ーソナル・サポートの重要性を認識し、可能な限り、早期支援に努めることも期待した


い。 


 


課題の３点目として、官民の情報や解決策の共有の連携が挙げられる。 


行政機関や地域社会は、困窮者支援に有効な多くの情報を持っていることから、


プライバシー保護に万全を期しつつ、早期の支援のため、可能な限り情報を共有する


ことが必要ではないか。議論の中にも出てきた、地方公共団体の窓口や社会福祉協


議会等による先進的な取り組みは、ベスト・プラクティスとして、是非とも広まることを


期待したい。 


 


以上の指摘やアイディアは、留意点とともに、パーソナル・サポート・サービス制度の


構築において、検討委員会で十分に掘り下げた議論がされることを期待したい。 


 


 


 


 


 


 


 


47







行政刷新会議「規制仕分け」 


 


 
ワーキンググループ B 


 


Ｂ－１ リチウムイオン電池の取扱規制 


 
評価者のコメント 


● リチウムイオン蓄電池が危険物であり、消防庁が現在まで安全性確保のために努力してきたことは


評価すべき。しかし、リチウムイオン蓄電池の重要性を考えれば、これに特化したきめ細かな規制を


考えるのは不可欠。危険物として取り扱うか扱わないかという１－０の発想ではなく、現在の技術水準


をふまえて、より適切な規制をつくっていく発想が必要ではないか。 


● 業界、民間事業者と十分話し合いをすることで、新しい知恵が生まれてくる可能性、安全性を損な


わず規制を合理化する知恵が出てくるのではないか。 


● 過去１５年間、国内の実情、海外の制度を全く調査していないのは、規制当局の姿勢として問題。


民間事業者との十分な連携も必要。 


● 電気自動車元年となる今年、時代に即した規制を見直し、世界をリードする安全規制とすべき。 


● 諸外国との比較も重要であるが、リチウムイオン電池の世界シェア１位の日本が「安全基準」作りで


も世界をリードする必要がある。 


● リチウムイオン電池の製品が検査を終えた後に貯蔵施設に保管される取扱規制が有るため国民が


受ける利便に比べて、規制が無かったことにより国民が損失を被る可能性は小さいのではないか。保


管コスト、国産工場が海外移転する雇用リスク等を総合すると、あらゆる規制を国民負担の視点から


見直すべきである。 


● リスクを検討する上で現実的に発生する確率について経済社会、技術水準の変化を前提に合理


的に見直して欲しい。 


 


 
ＷＧの評価結果 


改革の方向性： 


リチウムイオン電池の現在の規制について、電


気用品安全法等の関連する規制を踏まえつ


つ、封口前後の状態に応じた危険性を再検証
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し、その結果に応じて取扱いの変更を行う。 


 


留意点： 


① 安全性の確保は大原則である。（電解液


の危険性については留意する。） 


② 合理的な範囲で、どの様な規制が望まし


いかを検証する必要がある。 


③ 事業者との対話が必要である。また、関係


省庁との連携も密に深める必要がある。 
 


とりまとめ内容 


・議論のポイントは「平成８年の消防庁通達に基づき、電池内部で使用されている


電解液が引火性液体であるとして、製品としての電池の安全にかかわらず一律に


危険物扱いとなっている。平成８年以降の技術的進展を勘案したものとはなって


いないのではないか」という点にあった。 


 


・消防庁のこれまでの調査結果と研究結果等は発言いただいたが、海外の事例


調査及び現在の火災等の事例調査はまだ十分とは言えないということも明らかに


なった。 


 


・電解液そのものは引火性の危険物である。しかしながら、それを使用したリチウム


イオン電池については、平成 13 年の国連勧告、平成 20 年の電気用品安全法に


基づく技術基準の適用により、安全性が向上している。 


 


・世界トップレベルの技術を持つこの分野における我が国の競争力を強化し、世界


をリードして行くためにも、技術の発展に伴い、適時適切に規制を見直すべきであ


るとの結論に至った。 
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ワーキンググループ B 


 


Ｂ－２ 我が国酪農の競争力強化のための見直し 


 
評価者のコメント 


● 生乳価格の安定は酪農の競争力強化の大前提である。 


● 今後、乳製品の高付加価値化を促進するように生産者の製品開発意欲を刺激する方向で規制の


方向性を考えて欲しい。メーカーと生産者団体の交渉というより生産者自身への製品の多様化への


インセンティブを増加することを考えて欲しい。 


● 牛乳価格が昭和５５年と同水準（現在）。酪農生産者の未来を拓く視点から、市場開拓を図る多様


化戦略が必要。 


● 暫定措置法が当分の間（数十年）続いているが、時代に合わせた見直しも必要。 


● 指定団体制度は現状では季節変動を受ける酪農家の収入安定化には大きく資するものと判断し


た。当初は私も指定団体の増加は競争力の向上になると考えたが、価格決定力をスーパー等が持


つ現状の中では、細分化は価格低下の方向へふれる可能性が高いと判断した。ただし、農林水産省


側には、多様な乳製品の創発推進の仕組みを、別のスキームで検討していただきたい。 


● 乳業メーカー６００社が乱立しているとのことだが、公正な競争原理が働くことを前提に、本当に消費


者に受け入れられる製品開発が生き残りと成長の当たり前の原理原則。指定生産者自身より付加価


値の高い生乳をメーカーに売り込む術を持つべき。 


 
ＷＧの評価結果 


改革の方向性：  


（１）全量委託制度 


全量委託の例外拡大について検討する。 


 ‐共同実施方式の導入 


 ‐上限の緩和 


（２）指定団体制度 
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意欲ある団体が指定団体となれるよう、指定


団体の多様化を検討する。 


 


留意点： 


①価格安定は競争力強化の大前提。 


②生産者自身の製品多様化へのインセンティ


ブを付与。 


③時代に合わせた制度の見直しが必要。 
 


とりまとめ内容 


とりまとめ結果については、全量委託制度を原則廃止するが 1 名、見直しを行うが 6


名、見直しを行わないが 1 名となった。 


まず、論点整理で申し上げたポイントは、一つは価格の安定、それと同時にインセンテ


ィブ、創意工夫をどうやって高めていくか、その両立を目指していくことが酪農にとっては


非常に重要な観点であるとの論点整理を行った。 


全体の留意点では、一点目は、生乳の価格安定は競争力強化の大前提であること、


二点目は、生産者自身が製品多様化へのインセンティブを付与し、その方向性を担保


すること、三点目は、そのために時代に合わせた新しい制度の見直しが必要であるという


ことである。 


そのうえで、全量委託制度については、8 名のうち 6 名が例外を拡大するとした。内容


としては、共同実施方式の導入、さらには上限（1日1トン）の緩和をしていくという方向の


なかで、全量委託の原則の必要性を否定するものではないが、例外を拡大していくとい


うこと。 


指定団体については、8 名のうち５名が、意欲ある団体が指定団体になれるよう、指


定団体の多様化を検討する、検討方法についてはこれから議論が必要であるとの考え


である。これについては、集約化と多様化とのバランスをどのようにとっていくのかというこ


とについて、今後検討していただきたいということである。 
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ワーキンググループＢ 


 


Ｂ－３ 農業用施設用地の大規模野菜生産施設等建築によ


る農地転用基準 


 
評価者のコメント 


● 農地の量を確保する、農作物の生産高を確保する、この２点が最終目的である。時代と共に基準


が変わることが前提。 


● 農地転用規制の厳格化を運用において図るべきである。 


● 植物工場自体は政策の中で正当に位置付けるべき。 


● 用途が農業であるのであれば、でき得る限り容易な手続により野菜生産が行われるような規制見直


しが望まれる。 


● 六次産業化法の趣旨に則り、経営体が生産から加工までのライン設定をしないと採算が難しい。作


業効率の改善につながる支援として位置づけるべき。農用地内に進出をもくろむ経営体も地元農地


所有者の意向は当然尊重する筈。 


● 現状では制度改正の必要を感じない。今回のテーマ設定自体が不適切。植物工場そのものに踏


み込んだ議論をしなければ、結論が見えにくい。 


● 耕作放棄地が約３８万 ha ある危機的状況を解決するためにも、新たな技術を採用した野菜生産


施設などを積極的に活用すべき。 


 
ＷＧの評価結果 


改革の方向性：  


 簡易型のビニールハウスで全面コンクリート貼


りのときに、農地扱いを検討する。 


農地扱いに関するルール・基準を明確化に向


けて検討する。 
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留意点： 


 農業の六次産業化に向けて農地の確保と生


産高の向上は重要。 


 植物生産施設の扱いについて、大きな政策の


中でどのように位置づけられるか検討。 


 
とりまとめ内容 


とりまとめ結果としては、見直しを行うが 6 名で、見直しを行わないが 2 名となった。見


直しを行う6名の内訳は、分科会提案どおり見直しを行うが1名、ビニールハウスで全面


コンクリート貼りのときに農地扱いを検討するが 4 名、農地扱いに関するルール基準を明


確化すべきが 3 名。 


見直しの方向では、ビニールハウスの全面コンクリート貼りにおいて、巨大工場ではな


い、簡易型のビニールハウスでは農地扱いとなるよう検討いただきたい。また、農地扱い


に関するルール・基準を、農林水産省において明確化に向けて検討してもらいたい。 


その際の留意点では、農業の 6 次産業化に向けて、農地の確保、生産高の向上が


重要であることは、共通認識となった。さらに、植物生産施設の扱いについても大きな政


策の中でどのように位置づけるか検討いただきたい。 


日本の農業は大きな転換点にある。農地について現行制度を基本に何か改善できる


ことはないか、「食と農林漁業の再生実現会議」の中でもしっかり考えてほしい。 
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ワーキンググループＢ 


 


Ｂ－４ 認定農業者制度 


 
評価者のコメント 


● 農地生産性向上のため、農地の合理的集約につながる仕組みを再検討⇒基準の明確化（・厳格


化） 


● （提案）生産調整やめる→（米の供給量増大）→作る自由→主業農家に限り米価下落分補償→借


用地農地増大→集約の進展→コスト削減 


● 認定事業者制度の効果について、マクロ的ミクロ的な精査が必要（これが不十分なので議論が空転


する。）。その上で、もっとも効果のある支援策についての検討と重点的実施を行う。 


● 個別ケースの PDCA の徹底を。 


● ビジネスとして展開するモチベーションを外的にいかに担保するかが課題。 


● 計画を認定することは事後の実情分析をその達成に対する阻害要因を明確にし政策的対応につ


なげて欲しい。 


● 担い手育成、農地の集約の本来の目的に合った支援メニューも見直すべき。特に土地集約。 


● 認定農業者制度の必要性は否定しない。この制度の運用改善が必要であるというのが前提。 


 
ＷＧの評価結果 


改革の方向性：  


PDCA サイクルの再構築、審査基準の見直し、


集積に向けた取組みの支援策の強化といった


具体策について、早急に検討を行い、より意欲


のある農家にとって有益な制度となるよう見直し


を行う。 


 


54







行政刷新会議「規制仕分け」 


 


留意点：  


認定農業者制度が重要な制度であること自体


は共通認識。 


 
とりまとめ内容 


とりまとめ結果については、８名全員が見直しを行うとした。そのうち、「規制・制度改


革に関する分科会（中間とりまとめ）通りの見直しを行う」が、３名、その他が５名。その他


の中身は、「審査基準の見直し」、「PDCA サイクルをより明確にする」、「集約のための取


組みをする」といった内容である。 


認定農業者制度は重要な制度であるということ自体は共通認識を得られた。その上


で PDCA サイクルの再構築、審査基準の見直し、また集積に向けた取組みの支援策強


化といった具体策について早急に検討を行い、より意欲のある農家にとって有益な制度


となるよう見直しをしていただきたい。 


なお、本WGにおいては分科会とりまとめにおける「主業農家」について６５歳以上も含


むものとして議論したことを付言する。 
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ワーキンググループ B 


 


Ｂ－５ 再生可能エネルギーの導入に関する規制(保安林・国有林) 


 
評価者のコメント 


（保安林） 


● 再生エネルギーの重要性について、配慮した見直しが必要。 


● 公益目的に関してより具体的な判断基準を示した上で規制を実施すべきと思われる。また、公益


上問題があるとするのなら、その内容をより明確にして申請を却下すべきものと考える。 


● 保安林として機能していない林野があるかどうか、まずは精査する必要がある。 


● 公益性について各法での定義を整理し、適用できる事業者を拡大すべき。 


● また、技術的側面（科学的側面）からの規準の再検討も必要と考える。 


● 風力発電、地熱発電等で保安林の指定解除を事前協議する場合に、一定の基準値が無ければ、


ケースバイケースで全国都道府県で温度差が出る可能性が避けられない以上、手順を定め、様式


を整備し受け付けた上で、十分な審査を行い、結論を出す仕組みに改めるべきである。 


● 保安林の必要性・機能は重要。保安林の精査が必要。 


● 保安林が原則的に守られなければならないことであることは前提として認める。CO２削減、再生可能


エネルギー推進の「公益」は近年大きくなってきているはず。 


● 林野庁は、現在まで規制の合理化に一定の努力をしており、この点は評価すべき（国有林のシート


も同じ）。保安林の保護が重要であることは、論をまたない。しかし CO２削減にも大きな公益性を有し


ており、バランスのとれた対応が重要。再生可能電源であれば無条件で開発が認められるべきといっ


ているのではない。ガイドラインによってより合理的で効果的に森林保全と再生可能電源開発を両立


させるべき。「十分な担保」を林野庁から積極的に出すべき。資源エネルギー庁の担当部局とも話し


合いながら、より合理的で効率的なルールに改めるべき。 


 


（国有林） 


● 電気に色はついておらず、売り先を規制するのは合理性がない。例えば JEPX への売却がより公益


性が低いという発想はおかしい。競争条件をゆがめるという側面があることを考えるべき。 


● 土地収用法、電気事業法が改正されなくてもできることと、改正すれば更にできることを区別すべ


き。 


● 売り先規制を土地収用法に合わせなければならない必然性はない。 
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● 他省庁の規制強化がなければ規制改革が進まないというのもおかしい。 


● 国家全体の電気需要を考えれば、公共性は広く認めるべき。通知行政については、社会の変化を


反映させるべき。 


● 再生可能エネルギーそのものに公益性を認めるべき。 


● 経営悪化した国有林野事業の救済策として、国有林の「保安林化」は安易である。 


● 電気事業法、土地収用法と森林法の整合性主張よりも、国としての再生可能エネルギーによる 


CO２削減の方が国益としては重要ではないか。 


 
ＷＧの評価結果 


（１）保安林 


改革の方向性： 


中間とりまとめの通り、 


保安林における許可要件について、 


① 保安林の指定目的や指定状況の再精査


が必要 


② 保安林指定解除要件の見直しが必要 


③ 許可要件に関するガイドラインの策定が必


要 


 


（２）国有林 


改革の方向性： 


通達における国有林野の貸付要件について、 


① 地方自治体の基本構想への位置づけは、
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地方自治体の「同意」でも可能とする。 


② 売電先規制については、ＰＰＳまで含めて


撤廃する。 


③ 再生可能エネルギー発電に附属するエネ


ルギー供給事業についても、特段の条件は


付けずに貸付対象とする。 


 


（保安林・国有林共通） 


留意点： 


保安林と国有林の公益性を否定するもので


はない。特に保安林のもつ水源涵養機能や災


害防止機能には十分な配慮が必要。 


同時に、再生可能エネルギーを導入すること


との公益性と比較衡量が必要。 


 
 


とりまとめ内容 


留意点にあるとおり、再生可能エネルギーの公益性と、保安林・国有林の公益


性の比較衡量が必要。 


保安林・国有林の公益性そのものについては、十分に考慮していかなければな


らない。 
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ワーキンググループ B 


 


Ｂ－６ 電気自動車の急速充電器の設置に係る電力契約の 


規制 


 
評価者のコメント 


● 「一需要場所」につき「一需給契約」の原則は維持することは大前提。 


● 急速充電器に限っての複数契約を可能にすることは合理的結論であり、評価できる。 


● その他 EV の促進について、さらに様々な施策を検討していただきたい。 


● 自動車以外（急速充電器以外）の複数契約の可能性についても中期的に検討すべきか？（経済


政策、国民の利便性向上のため） 


● EV 普及に向け、他の施策も同時並行で進めるべき。 


● 経済産業省が前向きな対応をしたことを高く評価すべき。 


● 現時点では極めて合理的な対応。 


● 一需要地一契約の原則については全面自由化の議論の後、あるいは並行して料金体系の合理化


と合わせて将来再検討すべき。 


● 次の課題として普通充電に関しても経済産業省で自主的に検討していただきたい。 


● 電気事業分科会で検討するに当たっては、費用負担が本件とは無関係な一般家庭に及ばない工


夫を求めたい。保安チェックも同様とする。 


● 今回は特例的措置として認めることは望ましい。特例措置の料金体系については他の需要者の負


担の公正感を損なわないよう検討して欲しい。 


● 需要側の社会変化・技術変化に合わせ、規制の見直しを行うべき。今回のとりまとめは適切であ


る。 


 
ＷＧの評価結果 


改革の方向性： 


規制・制度改革に関する分科会「中間とりまと


め」どおり。 
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電気自動車に係る急速充電器の設置に限り、


「同一敷地内での複数の需給契約」を結べるよ


う、必要な見直しを行う。 


 


留意点： 


① 新たな契約に際して、追加的に発生する


費用の負担の在り方については、今後検討し


ていく必要がある。 


② 安全性の確保に配慮した制度の構築が必


要である。 


③ 電気自動車の普及に関しては、急速充電


器の設置に加えて、その他の政策のさらなる


後押しが必要である。 
 


とりまとめ内容 


・本件については、「一需要地、一引込み、一需給契約」、この現行規定に関して


は、①負担の公平性の確保、②社会的なコストの抑制、③円滑な実務、の観点か


ら、引続き必要な原則である。そのことは大前提である。 


・そのうえで、地球温暖化対応及び経済成長の観点から、電気自動車普及のイン


フラ整備として、多種多様な業態・場所への急速充電器の設置促進を図るため


に、環境整備を行わなければならない。 
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「規制仕分け」における規制・制度改革事項 


 


（「規制仕分け」の対象とされた項目のうち、 


「Ｉ 各ＷＧ及びアジア経済戦略、金融等分野における規制・制度改革事項」


に記載されていない項目） 


 


 


規制・制度改革事


項 


訪問看護ステーションの開業要件の見直し 


規制・制度改革の


概要 


・ 病院、診療所、一定以上の人員を有する訪問看護ステー


ションと適切に連携を図ることで 24 時間対応を可能と


するなど、サービスの安定的な提供及び安全性の確保に


配慮しつつ、一定の要件の下で指定訪問看護事業所の人


員基準の見直し（１人又は２人）について検討し、結論


を得る。 


なお、東日本大震災の被災地においては、指定訪問看護


事業所の人員基準を満たさない事業所に対し、市町村の


判断で保険給付を行う措置を特例的に認めたところであ


り、人員基準の見直しに当たっては、当該措置の実施状


況も踏まえて検討する。＜平成 23年度検討・結論＞ 


所管省庁 厚生労働省 


 


 


規制・制度改革事


項 


医薬品及び医療機器の審査手続の見直し 


規制・制度改革の


概要 


・ 医薬品及び医療機器の審査手続の一層の明確化、透明化


を図る。同時に、医薬品及び医療機器の開発、承認の在


り方全体を検証し、必要に応じた見直しを行う。 


＜平成 23年度検討・結論、平成 23年度以降順次措置＞ 


所管省庁  厚生労働省 


 


 


 


 


 


(参考２) 


 


61







規制・制度改革事


項 


マンション投資への悪質な勧誘に対する規制強化 


 


規制・制度改革の


概要 


・ マンション投資への悪質な勧誘から消費者を保護するた


め、契約締結前の行為規制及び契約締結後の消費者保護


規定の充実について、実態把握の上、省令・通達改正で


可能な措置は早急に講じるとともに、取引の安定性にも


考慮して法的措置について検討し、結論を得る。 


＜省令・通達で対応可能な措置は平成 23 年度前半に検


討・結論・措置。法的措置については平成 23年度中に検


討・結論＞ 


所管省庁 国土交通省、消費者庁 


 


 


規制・制度改革事


項 


貴金属等の買取業者による自宅への強引な訪問買取りに対


する規制強化 


規制・制度改革の


概要 


① 貴金属等の買取業者による自宅への強引な訪問買取りか


ら消費者を保護するため、被害実態を早急に把握の上、


消費者への注意喚起等現行制度上可能な措置を講じる。 


＜平成 23年度中できる限り早期に措置＞ 


② その一方で、貴金属等の買取業者による自宅への強引な


訪問買取りから消費者を保護するための法的措置につい


て被害実態の正確な把握に努めつつ検討し、結論を得る。 


＜平成 23年度中に検討・結論＞ 


所管省庁 消費者庁、経済産業省、警察庁 
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（参考３） 


「包括的経済連携に関する基本方針」に関連する規制・制度改革 


 


 


平成 22年 11月９日、「包括的経済連携に関する基本方針」が閣議決定された。 


同方針において、「３ 経済連携交渉と国内対策の一体的実施」として、「主


要国・地域との間での高いレベルの経済連携強化に向けて「国を開く」という


観点から、農業分野、人の移動分野及び規制制度改革分野において、適切な国


内改革を先行的に推進する。」とされ、規制・制度改革分野については、「国を


開き、海外の優れた経営資源を取り込むことにより国内の成長力を高めていく


と同時に、経済連携の積極的展開を可能にするとの視点に立ち、非関税障壁を


撤廃する観点から、行政刷新会議の下で平成 23年３月までに具体的方針を決定


する。」とされた。 


これを受けて、当分科会において、以下の３項目を規制・制度改革項目とし


て取り上げて調査審議を行い、平成 23 年４月８日、「規制・制度改革に係る方


針」として閣議決定した。 


○「酒類の卸売業免許の要件緩和」 


（「規制・制度改革に係る方針」農林・地域活性化分野⑥） 


○「自動車整備工場に対する建築基準法の用途地域ごとの面積制限の緩和」


（「規制・制度改革に係る方針」住宅・土地分野⑧） 


○「食品添加物の指定手続の簡素化・迅速化」 


（「規制・制度改革に係る方針」その他分野①） 


 


 また、既に平成 22年６月 18日及び同年９月 10日に規制・制度改革の方針が


閣議決定されていた 


○「ドラッグラグ、デバイスラグの更なる解消」 


については、所管の厚生労働省による実施状況をフォローアップしてきた。 


閣議決定の内容及び厚生労働省による平成 22年度末現在における実施状況の


回答は以下のとおりである。 
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「規制・制度改革に係る対処方針」（平成 22年６月 18日閣議決定）  


（ライフイノベーション分野③） 


規制・制度改革の概要 


規制・制度改革の実施状況 


（厚生労働省からの回答） 


（平成 23年３月 31日現在） 


・ 未承認医療機器に対する薬事法の


適用範囲を明確化させることで臨床


研究・治験を早期に実施する環境を


整備する。具体的には、医師主導の


臨床研究については、「臨床研究に


用いられる未承認医療機器の提供等


に係る薬事法の適用に関する考え


方」（平成 22年３月）が示されている


が、開発メーカー等が未承認の医薬


品又は医療機器を複数の医師に提


供して行うような臨床研究について


は、薬事法の適用範囲を明確にする


Q&A を作成し、周知する。 


＜平成 22年度中措置＞ 


開発メーカー等が未承認の医薬品又


は医療機器を複数の医師に提供して行


うような臨床研究等について、薬事法の


適用範囲を明確化する「「臨床研究にお


いて用いられる未承認医療機器の提供


等に係る薬事法の適用について」に関


する質疑応答集（Ｑ＆Ａ）について」を策


定し、平成 23年 3月 31日付けで薬食


監麻発 0331第 7号厚生労働省医薬食


品局監視指導・麻薬対策課長通知を発


出し、関係者に周知した。【実施済み】 


・ (独)医薬品医療機器総合機構


（PMDA）については、その審査体制


の強化が、我が国のドラッグラグ、デ


バイスラグを解消する方策の１つとし


て指摘されていることを踏まえ、事業


仕分け結果（平成 22年４月 27日）に


基づき、その在り方について議論を深


め、迅速かつ質の高い審査体制を構


築する観点からその審査機能を強化


する。＜平成 22年度中に結論＞ 


治験相談については、審査人員の増


員によりその体制の整備のさらなる充


実を図っているところ。 


 また、従来、品目数を限定して試行的


に実施していた事前評価相談制度につ


いて、平成 23年度より、対応できる範囲


内で品目数を限定することなく本格的実


施をすることとした。 


 さらに、優れたシーズを実用化につな


げることができるよう、アカデミア・ベンチ


ャー等を対象とした医薬品・医療機器開


発に関する相談に応じるための薬事戦


略相談を創設することについて、元気な


日本復活特別枠として、平成 23年度予


算において 9,900万円を計上した。 


【実施済み】 
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・ 薬事の承認審査にかかる手続きの見


直し、ベンチャー等の薬事戦略相談


の創設等を検討する。 


＜平成 22年度中に結論＞ 


 


※「新成長戦略実現に向けた３段構え


の経済対策」において一部前倒し 


優れたシーズを実用化につなげるこ


とができるよう、ベンチャー・アカデミア


等を対象とした医薬品開発に関する相


談に応じるための薬事戦略相談の創設


について、元気な日本復活特別枠とし


て、平成 23年度予算において 9,900万


円を計上した。【実施済み】 


・ 他に代替治療の存在しない重篤な患


者において、治験中の医薬品を一定


の要件のもとで選択できるよう、コン


パッショネートユース（人道的使用）の


制度化について検討に着手する。 


＜平成 22年度検討開始＞ 


コンパッショネート・ユースについて


は、対象とする疾患の範囲や患者、医


療関係者、製薬企業及び国の責任のあ


り方等、制度化に向けた課題の検討・整


理に着手した。【実施済み】 


 


「新成長戦略実現に向けた３段構えの経済対策」（平成 22年９月 10日閣議決定） 


（別表１ 既定の改革の実施時期を前倒しする事項 18） 


規制・制度改革の概要 


規制・制度改革の実施状況 


（厚生労働省からの回答） 


（平成 23年３月 31日現在） 


・ 薬事の承認審査に係る手続きの見直


しについて検討し結論を得た上で、平


成 22年度中に薬事・食品衛生審議会


の規程の必要な改正を行う。 


＜平成 22年度中検討・結論・措置＞ 


薬事・食品衛生審議会の分科会と部


会の手続きのあり方については、薬事


分科会における確認事項の改正を平成


23年３月 25日に行い、部会審議の充実


等を図った上で、承認に関する分科会・


部会の審議の対象範囲の見直しを行っ


たところ。【実施済み】 
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（参考４） 


「日本国内投資促進プログラム」に関連する規制・制度改革 


 


 


平成 22 年 11 月 29 日、国内投資促進円卓会議において、「日本国内投資促進


プログラム」が策定された。 


同プログラムにおいて、「Ⅳ.２．政府が重点的に取り組むべき課題」として、


「投資や事業活動の障壁となる規制・制度の見直し」が掲げられ、その重点施


策として「企業の立地や投資の障壁を除去し、企業の負担を軽減するため、「企


業立地促進総合プラン」を推進する。」とされた。 


同プランにおいては、「４．立地関連規制の「成長促進型」（プロ・グロース）


見直し」として、「企業の立地や投資の障壁となっている規制について、「成長


促進型」（プロ・グロース）政策を推進するとの視点から見直しを行い、行政刷


新会議の下で平成２３年３月までに具体的方針を決定する。」とされ、以下のと


おり、「民間から提起された８項目」が掲げられた。 


 ①太陽光パネル設置に関する建築基準法の取扱いの見直し 


②工場立地法の緑地規制の見直し 


③土壌汚染対策法の自然原因汚染の取扱いの見直し 


④コンビナートの協業体制構築に向けた規制見直し 


（消防法の配管配置規制の見直し等） 


⑤既存不適格建築物に関する建築基準法の取扱いの見直し 


⑥大気汚染防止法の届出審査の迅速化 


⑦水質汚濁防止法の届出審査の迅速化 


⑧建築基準法の建築確認審査の迅速化 


 


これを受けて、当分科会において、以下の４項目を規制・制度改革項目とし


て取り上げて調査審議を行い、(1)ないし(3)については、平成 23 年４月８日、


「規制・制度改革に係る方針」として閣議決定し、(4)については、規制・制度


改革の方針について所管府省と合意するに至った。 


(1)「大気汚染及び水質汚濁の原因となり得る特定工場の立地段階に必要とな


る手続の迅速化」（「規制・制度改革に係る方針」農林・地域活性化分野⑮） 


(2)「工場の建て替え時に必要となる緑地面積率規定の在り方」 


（「規制・制度改革に係る方針」農林・地域活性化分野⑯） 
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(3)「地域のコンビナートにおいて協業を進める上で障害となる規制の見直


し」（「規制・制度改革に係る方針」農林・地域活性化分野⑰） 


(4)「自然的原因による汚染土壌の取扱いの見直し」（本報告書グリーンイノ


ベーションＷＧ㊶） 


 


さらに、「民間から提起された８項目」のうち、 


①太陽光パネル設置に関する建築基準法の取扱いの見直し 


⑤既存不適格建築物に関する建築基準法の取扱いの見直し 


⑧建築基準法の建築確認審査の迅速化 


については、既に平成 22年６月 18日及び同年９月 10日に規制・制度改革の方


針が閣議決定されており、所管府省による実施状況をフォローアップしてきた。 


閣議決定の内容及び所管府省による平成 22年度末現在における実施状況の回


答は以下のとおりである。 


 


【①太陽光パネル設置に関する建築基準法の取扱いの見直し】 


「新成長戦略実現に向けた３段構えの経済対策」（平成 22年９月 10日閣議決定） 


（別表２ ５分野を中心とした需要・雇用創出効果の高い規制・制度改革事項


９「住宅・ビル等における省エネ設備・新エネ設備の導入促進」） 


規制・制度改革の概要 


規制・制度改革の実施状況 


（国土交通省からの回答） 


（平成 23年３月 31日現在） 


・ 新エネ設備（太陽光パネル、太陽熱


温水器や小型風力発電設備）、省エ


ネ設備（ヒートポンプ、コジェネ施設、


燃料電池等）を住宅・ビル等の建築物


に設置する場合の建築基準法上の


取扱い（容積、高さの不算入対象）に


ついて明確化し、平成 22年度中に周


知する。 


＜平成 22年度中検討・結論・措置＞ 


（容積率緩和）平成 23年３月 25日に技


術的助言（建築基準法第 52条第 14項


第１号の規定の運用等について（国住


街第 188号平成 23年３月 25日））を発


出し、特定行政庁による容積率緩和の


許可対象となる新エネ、省エネ設備の


明確化等を行い、特定行政庁等に対し


て周知したところ。 


（高さ算定の取扱い）平成 23年３月 25


日に技術的助言（太陽光発電設備等に


係る建築基準法の取扱いについて（平


成 23年３月 25日国住指第 4936号））
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を発出し、建築物の屋上に設置される


太陽光発電設備等の建築設備の高さ


の算定に係る取扱いについて明確化し


特定行政庁等に対して周知したところ。


【実施済み】 


 


 


【⑤既存不適格建築物に関する建築基準法の取扱いの見直し】 


「規制・制度改革に係る対処方針」（平成 22年６月 18日閣議決定）  


（グリーンイノベーション分野（住宅・土地）②「既存不適格建築物の活用の


ための建築基準法の見直し」） 


規制・制度改革の概要 


規制・制度改革の実施状況 


（国土交通省からの回答） 


（平成 23年３月 31日現在） 


・ 既存不適格建築物の増築等に係る


緩和措置について「建築基準法の見


直しに関する検討会」における検討結


果を踏まえ、必要な見直しを検討し、


結論を得る。 


＜平成 22年度検討・結論＞ 


増築等の円滑化に向けた構造関係


規定の合理化等について、平成 23年３


月 25日に建築基準法施行令の一部を


改正する政令（平成 23年政令第 46号）


を閣議決定(３月 30日公布)したところ。


なお、当該政令は関連の告示とあわせ


て平成 23年５月１日に施行することとし


ている。【実施済み】 
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【⑧建築基準法の建築確認審査の迅速化】 


「新成長戦略実現に向けた３段構えの経済対策」（平成 22年９月 10日閣議決定） 


（別表１ 既定の改革の実施時期を前倒しする事項２「建築確認申請・申請手


続の迅速化」 


規制・制度改革の概要 


規制・制度改革の実施状況 


（国土交通省からの回答） 


（平成 23年３月 31日現在） 


・ 建築確認・審査手続の簡素化等につ


いて、「建築基準法の見直しに関する


検討会」における検討結果を踏まえ、


必要な見直しを検討し、平成 22年度


中に見直し案を取りまとめた上で、可


能な限り早期に措置を講じる。 


＜平成 22年度中検討・結論、可能な


限り早期に措置＞ 


平成 23年３月 25日に建築確認・審査


手続き等の合理化を内容とする建築確


認手続き等の運用改善（第二弾）をとり


まとめて公表するとともに、当該内容に


ついて技術的助言（建築確認手続きの


円滑化等に向けた取組の方針について


（平成 23年３月 25日国住指第 4930


号））を発出し、特定行政庁等に対して


周知したところ。なお、関連の省令改正


に関しては平成 23年５月１日に施行す


ることとしている。【実施済み】 
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（参考５） 


規制・制度改革に関する分科会 構成員 


（平成 23年３月 31日時点） 


 


分科会長       平  野   達  男     内閣府副大臣（規制改革担当）                       


分科会長代理 園  田  康  博     内閣府大臣政務官（規制改革担当）                   


分科会長代理   岡       素  之     住友商事株式会社代表取締役会長                     


  安  念  潤  司     中央大学法科大学院教授                             


大  上  二三雄     エム・アイ・コンサルティンググループ株式会社 


 代表取締役 


大  室  康  一     三井不動産株式会社代表取締役副社長 


翁      百  合     株式会社日本総合研究所理事 


黒  岩  祐  治     ジャーナリスト・国際医療福祉大学大学院教授 


中  条      潮     慶應義塾大学商学部教授 


土  屋  了  介     財団法人癌研究会顧問 


新  浪   剛  史     株式会社ローソン代表取締役社長ＣＥＯ 


星  野  佳  路     株式会社星野リゾート代表取締役社長  


  若田部  昌  澄     早稲田大学政治経済学術院教授   


渡  邊  佳  英     日本商工会議所特別顧問 


東京商工会議所副会頭 


大崎電気工業株式会社会長 
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グリーンイノベーションＷＧ 構成員 


（平成 23年３月 31日時点） 


 


主 査    園  田   康  博     内閣府大臣政務官  


主 査   安  念  潤  司     中央大学法科大学院教授 


石  川   和  男     霞が関政策研究所代表 


伊  東  千  秋     富士通株式会社特命顧問 


伊  藤  敏  憲     ＵＢＳ証券シニアアナリストマネージングディレクター 


大  上  二三雄     エム・アイ・コンサルティンググループ株式会社 


 代表取締役 


小  川  芳  樹     東洋大学経済学部長 総合政策学科教授 


佐  藤      泉    弁護士  


澤      昭  裕 21世紀政策研究所研究主幹 


杉  山  涼  子    富士常葉大学社会環境学部教授 


角  南      篤 政策研究大学院大学准教授 


福  島   秀  男   太平洋セメント株式会社取締役専務執行役員 


松  村  敏  弘 東京大学社会科学研究所教授 
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ライフイノベーションＷＧ 構成員 


（平成 23年３月 31日時点） 


 


主 査    園  田   康  博   内閣府大臣政務官 


主 査    土  屋  了  介   財団法人癌研究会顧問 


阿曽沼   元  博   順天堂大学客員教授    


医療法人社団滉志会副理事長 


大  西   昭  郎   日本メドトロニック株式会社取締役副社長 


岡  野  光  夫   東京女子医科大学先端生命医科学研究所所長・教授 


翁      百  合   株式会社日本総合研究所理事 


川  渕   孝  一   東京医科歯科大学大学院医療経済学分野教授 


神  野  正  博   社会医療法人財団董仙会理事長 


久  住  英  二  ナビタスクリニック立川院長 


黒  岩  祐  治  ジャーナリスト・国際医療福祉大学大学院教授 


竹  中   ナ  ミ   社会福祉法人プロップ・ステーション理事長 


中  村  寿美子  株式会社ニューライフフロンティア取締役 


介護情報館／有料老人ホーム・シニア住宅情報館館長 


馬  袋  秀  男  株式会社ジャパンケアサービスグループ代表取締役社長


兼ＣＯＯ 


         「民間事業者の質を高める」全国介護事業者協議会理事長 


藤  井  賢一郎  日本社会事業大学専門職大学院准教授 


真  野  俊  樹   多摩大学統合リスクマネジメント研究所 


医療リスクマネジメントセンター教授 


三  谷  宏  幸   ノバルティスファーマ株式会社代表取締役社長 


山  西  弘  一   独立行政法人医薬基盤研究所理事長 
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農林・地域活性化ＷＧ 構成員 


（平成 23年３月 31日時点） 


 


主 査  園  田  康  博 内閣府大臣政務官 


主  査    吉  田       誠    三菱商事株式会社生活産業グループ次世代事業開発 


ユニット農業・地域対応チームシニアアドバイザー 


青  山   浩  子    農業ジャーナリスト 


石  森   秀  三  北海道大学観光学高等研究センター長        


北海道大学大学院教授 


大  社      充  特定非営利活動法人グローバルキャンパス理事長 


小 松  正 之   政策研究大学院大学教授   


斉之平   伸  一  三州製菓株式会社代表取締役社長 


澤  浦   彰  治    株式会社野菜くらぶ代表取締役社長 


グリンリーフ株式会社代表取締役社長 


白  倉   政  司  山梨県北杜市長 


野  髙   貴  雄    茨城県稲敷郡河内町長 


茨城県町村会長 


いばらき農業改革支援会議委員 


株式会社ふるさとかわち代表取締役社長 


速  水      亨  速水林業代表 


星  野   佳  路    株式会社星野リゾート代表取締役社長 


穂  積   亮  次  愛知県新城市長 


本  間  正  義  東京大学大学院農学生命科学研究科教授 


渡  邊  佳  英    日本商工会議所特別顧問 


東京商工会議所副会頭 


大崎電気工業株式会社会長 
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平成２３年７月２１日


行 政 刷 新 会 議


東日本大震災復興関連事業の精査について


未曾有の被害をもたらした東日本大震災からの復旧・復興を早期に実現していくこと


は、被災地の方々をはじめ国民全体にとって喫緊の課題である。


本年４月に発足した東日本大震災復興構想会議においては、これまで、被災地の住民


に未来への明るい希望と勇気を与えるとともに、国民全体が共有でき、豊かで活力ある


日本の再生につながる復興構想に関して精力的に議論が行われ、「復興への提言」が６月


２５日にとりまとめられたところである。


この提言においては、「復興のための個々の事業については、その立案段階より、費用


対効果や効率性の観点を重視し、真に必要かつ有効な事業となるよう、十分な配慮がな


されるべきである。」、「被災地の復興は、市町村、県、国の相互協力関係の下、それぞ


れが分担すべき役割・施策を明確にし、諸事業を調整しつつ計画的に行う。」、「一刻も


早い復興のため、国民への説明責任と透明性を確保しながら、復興に真に役立つ必要な


施策を、被災地の要望に基づき丁寧に積み上げ、すみやかに実施しなければならない。」、


「復旧・復興のための財源については、次の世代に負担を先送りすることなく、今を生


きる世代で連帯し、負担の分かち合いにより確保しなければならない。」とされている。


これを踏まえ、政府において復興に関する基本方針が決定される予定となっている。


今後、上記提言及び基本方針に沿って立案される事業（以下「復興関連事業」という。）


の検討が進められていくこととなるが、復興関連事業の必要性や効果などを精査し、こ


れを国民に対して明らかにすることは政府の責務である。


このため、各府省は、事業の優先度や他の事業との整合性も勘案しながら、上記提言


に示された事項に基づき、復興関連事業の立案を行うものとし、事業概要や成果目標、


活動指標等の復興関連事業の精査に必要な事項については、行政刷新会議事務局から各


府省に対し別途示すこととする。


資料２








 


 


 


 


 


 


 


 


事業仕分けを踏まえた特別会計改革の検討課題の整理 
 


 


 


 


 


 


平成 23 年７月 


財  務  省 
 


資料３ 
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事業仕分けを踏まえた特別会計改革の検討課題の整理 


 


特別会計名 
特別会計仕分け結果 


23 年度予算等で対応したもの及び今後の主な検討課題等 
評価区分 評価結果 


交
付
税
及
び
譲
与
税
配
付
金 


交付税


及び譲


与税配


付金勘


定 


枠組みのあり方 


(主体・区分経理) 


交付税制度の抜本的見直し 


(注：判定は「廃止」多数であったが、コメント


欄を併せ読むと、区分経理を廃止するという


意味ではなく、地方交付税制度をゼロベース


で見直す、との趣旨) 


◎特会仕分けの指摘等を踏まえ、23 年度地方財政計画につい


て以下の項目の見直しを実施。 


 一般行政経費（単独）における追加財政需要額 


 臨財債の元利償還金 


 地方再生対策費 


 交付税別枠加算 


 


◎特会借入金について、地方負担としての枠組みを堅持した


上で新たな償還計画を策定し、着実な償還を開始。 


（23 年度 1,000 億円） 


 


◇23 年度に引き続き、地方財政計画の合理化・適正化等に取


り組む。 


財産・負債のあり


方(負債) 
抜本的見直し 


交通安


全対策


特別交


付金勘


定 


枠組みのあり方 


(主体・区分経理) 


廃止し、一般会計に統合 


(注：地方の財源としての性格は維持し、配


分につき適切な検討がなされることが前提) 


◆地方の財源としての性格を維持しつつ、配分につき適切な検


討を行った上で、廃止、一般会計への統合の具体案の検


討。 


◎：23 年度予算等で対応 


◇：今後の検討課題 


（◆は法改正による対応が必要となるもの） 
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特別会計名 
特別会計仕分け結果 


23 年度予算等で対応したもの及び今後の主な検討課題等 
評価区分 評価結果 


地
震
再
保
険 


枠組みのあり方 


(主体・区分経理) 


特別会計の廃止(国以外の主体への移管)


の検討 


(保険契約者の安心を損なわないことを大


前提に、国以外の主体への移管について、


国が政府保証等で関与することを条件に、


具体的に制度設計が可能か、それによって


特別会計の廃止が可能かにつき早急に検


討する) 


国以外の主体への移管について、「地震再保険特別会計に関


する論点整理に係るワーキンググループ（以下「ＷＧ」）」を財務


省に設置して論点整理の作業中。震災による中断の後、6 月 21


日にＷＧ再開。 


 


※国以外の主体への移管に係る論点整理について、ＷＧにお


いて、震災を踏まえた議論を展開するとともに、震災後重要性


が増してきた巨大地震・連続地震に対する強靭性や商品性等


の制度改善についても議論の上、論点整理に反映させる必要


あり。 


 


 


※ＷＧの論点整理は刷新会議に報告予定。 


資金のあり方 


(積立金の取扱い) 
明確な基準の下で、必要な積立金を確保 
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特別会計名 
特別会計仕分け結果 


23 年度予算等で対応したもの及び今後の主な検討課題等 
評価区分 評価結果 


国
債
整
理
基
金 


枠組みのあり方 


(主体・区分経理) 


現状の制度を継続 事務費については一


般会計に移管し、国債整理基金特別会計


は純粋な整理区分特別会計とするよう検討 
◎22 年度より、国債整理基金残高等を活用し、買入消却による


繰り上げ償還を実施し、基金残高をオペレーショナルリスクの


観点も踏まえ、９兆円台まで圧縮予定。 


（22 年度 0.8 兆円、23・24 年度３兆円程度） 


 


 


◆事務費の一般会計への移管（時期の設定等）。 


 


◆国債整理基金残高、前倒債についての会計上の整理。 


資金のあり方 


(積立金の取扱い) 


現状維持 わが国の国債への信認向上に


つなげるべく、オペレーショナルリスクに十


分配慮しつつ、繰上償還に充てることも含


めた検討を行う 
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特別会計名 
特別会計仕分け結果 


23 年度予算等で対応したもの及び今後の主な検討課題等 
評価区分 評価結果 


財
政
投
融
資 


資金のあり方 


(積立金のあり方) 
金利変動リスクに備え、必要額を積み立て


◎財務の健全性を確保するための運用面の対応として、金利ス


ワップ取引の導入等、ＡＬＭの一層の高度化のための施策を


実施。 


 


◎財政投融資計画編成に当たり、金融・経済情勢も勘案しなが


ら、対象事業の重点化・効率化を図り、規模を圧縮。 


（22 年度 18.4 兆円→23 年度 14.9 兆円（▲18.8％）） 


 


※東日本大震災に対応するため、23 年度第 1 次補正予算にお


いて、4.3 兆円の計画追加を実施（追加後計画額 19.2 兆円）。


また、先般成立した復興基本法において、財政投融資に係る


資金の積極的な活用を図ることとされている。 


 


※財投機関別の貸付残高見込を記載した「財政投融資計画残


高見込」や、重点分野をわかりやすく説明した資料を新たに公


表する等、透明性の向上策を実施。 


 


 


◆積立金が枯渇した状況での金利変動リスクへの対応方策 


  ※財源確保のため積立金から一般会計への繰入れ 


   （20 年度 4.2 兆円、21 年度 7.3 兆円、22 年度 4.8 兆円、23 年度 1.1 兆円に


より積立金残高は枯渇） 


資金のあり方 


(剰余金の取扱い) 


金利変動リスクと財政の健全性を勘案しつ


つ、積み立てを行った上で、可能な範囲で


一般会計に繰り入れ 


財産と借金のあり


方 


(金融資産のあり


方) 


資産規模については、融資・投資合わせて


目的や透明性を明確に整理した上で、可能


であれば規模圧縮を検討 
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特別会計名 
特別会計仕分け結果 


23 年度予算等で対応したもの及び今後の主な検討課題等 
評価区分 評価結果 


外
国
為
替
資
金 


資金のあり方 


(積立金の取扱い) 


財投預託されている積立金(20兆円)につい


ては、中期的に債務(政府短期証券)の償


還に充てることにより、B/S の両サイドを減


らしていく 


◎特別会計法改正までの運用面の対応として、23 年度より、外


為特会の積立金（財投預託金）の満期分の繰替使用によりＦ


Ｂ（政府短期証券）を償還し、ＦＢ残高を圧縮（23 年度 3.4 兆


円）。 


 


◎剰余金の繰入れルールを設定し、公表（22 年 12 月）。 


積立金が保有外貨資産の約 30％に達するまでの間、毎年度


の剰余金の 30％以上を外為特会に留保。 


ただし、現行の中期財政フレームの期間においては、外為特


会の内部留保額を段階的に増やしていくことを目指しつつ、一


般会計の財政事情に配慮し、一般会計への全額繰入れも含め


検討。 


 


 


◆繰替使用ではなく、財投預託金（資産計上）を減額し、それに


より政府短期証券（負債計上）を償還することを通じた、資産・


債務残高の縮減。 


 


◇剰余金の繰入れルール（22 年 12 月）の実施による、外為特会


の債務超過の解消。 


 


◆外為特会に留保する剰余金相当額について、円貨資産として


保有し続けないで済むようにする方策。 


資金のあり方 


(剰余金の取扱い) 


剰余金は、一定のルールに基づいて、一般


会計に繰り入れる方式にする 


財産と借金のあり


方 


(金融資産) 


外貨運用益を政府短期証券発行によって


円に換えることで負債が積み上がる構造の


解消を図る 
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特別会計名 
特別会計仕分け結果 


23 年度予算等で対応したもの及び今後の主な検討課題等 
評価区分 評価結果 


エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策 


枠組みのあり方 


(主体・区分経理) 


ガバナンス強化を前提として、区分経理な


どの枠組みは継続 エネルギー需給構造


高度化対策については、エネルギー由来


CO2 削減という政策目的に即した事業に対


し、経済産業省と環境省以外の府省も使え


るようにする(負担者の納得が得られる内


容で、かつ、野放図にならぬようガバナンス


を効かせることが前提)  


特にもんじゅ関連事業については、事業仕


分け的手法にて常に外部からのチェックを


行い、ガバナンスを強化すべき 


原発事故への対応やエネルギー政策の抜本的な見直しを踏


まえた検討が必要。 


 


※なお、原発事故対応として国会に提出した原子力損害賠償支


援機構法案においては、当特別会計に勘定を新設。 


 


＜主な検討項目＞ 


 


新たなエネルギー政策の下での、 


 


区分経理の枠組みの在り方 


 


積立金・剰余金の在り方 


 


資産・負債の在り方 


資金のあり方(積立


金の取扱い) 


ガバナンスの確保を条件に、基本的に現状


維持 


資金のあり方(剰余


金の取扱い) 


発生抑制に努力し、発生してしまったもの


については一般会計に繰り入れ 


財産と借金のあり


方 


(金融資産・流動資


産) 


規模の縮小に向け 善の努力をする 
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特別会計名 
特別会計仕分け結果 


23 年度予算等で対応したもの及び今後の主な検討課題等 
評価区分 評価結果 


労
働
保
険 


枠組みのあり方 


(主体・区分経理) 


雇用勘定に関し、雇用調整助成金以外の


必要性の低い雇用保険二事業は、特別会


計の事業としては行わない。労災保険の社


会復帰促進等事業については原則廃止 


◎雇用保険二事業（雇用調整助成金を除く）について無駄の排


除の徹底（前年度比▲667 億円）。 


 


◎社会復帰促進等事業について無駄の排除の徹底（前年度比


▲54 億円）。 


 


◎23 年度は、積立金の水準を踏まえ、雇用保険料率を引下げ。


さらに基本料率引下げのための法改正を実施。 
※23 年度の雇⽤保険⼆事業の料率を加えた全体の雇⽤保険料率は、積⽴⾦の⽔準


等を踏まえ料率を上下することができる弾⼒条項により、⼀般の事業で、法定
（基本料率）の 19.5／1000 から 4／1000 引き下げ、15.5／1000 としたと
ころ。 


※法改正により、24 年度からは、基本料率を 19.5/1000 から 17.5/1000 に引
下げ予定。 


 
◎労災保険について、労災の発生状況を踏まえ、累次の保険料


率の引下げを実施。 
※保険料率はおおむね 3 年ごとに改定を行っており、直近では 21 年度に引下げの改定を行


っている（21 年度～：業種に応じて 3/1000 から 103/1000）。 
 
 
◇引き続き、雇用保険二事業をはじめ不断の見直しによる無駄


の排除。 


資金のあり方 


(積立金の取扱い) 
現状維持 


資金のあり方 


(剰余金の取扱い) 


事業の見直しにより剰余が生じた場合に


は、必要な積立金の水準を維持しつつ、受


益者負担の引下げを図るべき 
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特別会計名 
特別会計仕分け結果 


23 年度予算等で対応したもの及び今後の主な検討課題等 
評価区分 評価結果 


年
金 


 


枠組みのあり方 


(主体・区分経理) 


新たな制度設計の中であり方を検討 


(児童手当及び子ども手当勘定について


は、負担者である事業主の納得感が得ら


れるような予算のあり方にすべき)(業務勘


定については、予算を不断に厳しく見直す


べき) 
◎業務勘定歳出について、事業仕分けで指摘された年金記録


問題対応経費を中心に全体を見直し。 


 


 


◇区分経理のあり方（社会保障・税一体改革の議論等を踏まえ


て検討）。 


 


◇職員宿舎・庁舎等の有形固定資産の着実な売却（原則 23 年


度中に入札を実施）。 


 


◇健康勘定における保険料未収リスクの帰属についての適切な


説明。 


資金のあり方 


(積立金の取扱い) 


新たな制度設計の中であり方を検討 


(年金制度の持続性や年金財政についての


正直な現状分析に立って議論すべき) 


財産と借金のあり


方 


(有形固定資産) 


普通財産・未利用地の有効活用や計画的


な売却の推進 


健康


勘定


財産と借金のあり


方 


(負債) 


負債の抑制 


(協会けんぽの未収金が安易に特別会計


や国民の負担にならないように取扱いに配


慮) 
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特別会計名 
特別会計仕分け結果 


23 年度予算等で対応したもの及び今後の主な検討課題等 
評価区分 評価結果 


食
料
安
定
供
給 


枠組みのあり方 


(主体・区分経理) 


統合。食料に関する新たな特別会計に再


編 


(食料安定供給特別会計・漁船再保険及び


漁業共済保険特別会計・農業共済再保険


特別会計)  


経営基盤強化勘定は廃止 


◆漁船再保険特別会計・農業共済特別会計との統合（統合時期


の設定等）。 


 


※ただし、漁船再保険特会との統合については、東日本大震


災による漁船再保険特会の保険料支払い・経理状況を踏ま


えることが必要。 


 


◆経営基盤強化勘定の廃止と一般会計への移行（時期の設定


等）。 


 


※ただし、被災地域にある国有農地の土地利用のあり方につ


いての議論に留意することが必要。 


 


◇ 国有農地、備蓄倉庫等の速やか、かつ、有利な価格での売


払い方策。 


財産と借金のあり


方 


(有形固定資産) 


経営基盤強化勘定の国有農地、備蓄倉庫


など一般会計に移管 有利な価格で売却を


図る 
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特別会計名 
特別会計仕分け結果 


23 年度予算等で対応したもの及び今後の検討課題等 
評価区分 評価結果 


農
業
共
済
再
保
険 


枠組みのあり方 


(主体・区分経理) 


漁船再保険及び漁業共済保険特別会計と


統合  


可能な限り勘定を統合 


食料安定供給特別会計との将来的な統合


の検討 


「無事戻し金」の廃止も含めた抜本的な見


直し 


再保険金支払基金勘定の廃止 


◆再保険支払基金勘定の廃止（規定の整備等）。 


 


◆農業系 4 勘定の統合及び漁船再保険特別会計・食料安定供


給特別会計との統合（統合後の保険経理の在り方・統合時期


の設定等）。 


 


※ただし、漁船再保険特会との統合については、東日本大震


災による漁船再保険特会の保険料支払い・経理状況を踏ま


えることが必要。 


 


◆積立金の期中の取崩し・勘定間の資金融通を可能とする取扱


い。 


 


◇無事戻し金の廃止を含めたあり方 


資金のあり方 


(積立金の取扱


い) 


積立金制度の抜本的見直し  


積立金の水準の見直し 
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特別会計名 
特別会計仕分け結果 


23 年度予算等で対応したもの及び今後の主な検討課題等 
評価区分 評価結果 


森
林
保
険 


枠組みのあり方 


(主体・区分経理) 


廃止(国以外の主体へ移管)  


(早急に、移管する主体を検討。それまでの


間、暫定的に区分経理を維持) 


国以外への主体への移管の検討には損害保険会社等からの


意見聴取が必要であるが、損害保険会社が現在震災対応中で


あるため、その状況を踏まえて、検討を再開予定。 


 


＜主な検討項目＞ 


 


大規模な自然災害に伴うリスク評価と保険料率の設定 


 


国の再保険制度を含めた安定的な保険事業の実施体制 


 


国以外の主体へ移管するに当たっての既存契約の取扱い 


 


移管先の選定、移管手順等 


資金のあり方 


(積立金の取扱


い) 


積立ての水準を見直し、現在の保険料水


準に反映 
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特別会計名 
特別会計仕分け結果 


23 年度予算等で対応したもの及び今後の主な検討課題等 
評価区分 評価結果 


国
有
林
野
事
業 


枠組みのあり方 


(主体・区分経理) 


一部廃止し、負債返済部分は区分経理を


維持 
◆国有林野の管理経営のあり方。 


 


◆労務・定員管理のあり方。 


 


◆人件費の帰属を含め実質的に国民負担が増えない形での切


り分けを前提として、負債返済に関する区分経理を存置し、負


債返済部分以外の一般会計への移行（時期の設定等）。 


 


◆一般会計への移行に当たっての治山事業など負債返済以外


の部分の在り方。 


 


◆新たな債務処理の仕組み。 


財産と借金のあ


り方 


(負債) 


抜本的見直し(負債は区分経理) 
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特別会計名 
特別会計仕分け結果 


23 年度予算等で対応したもの及び今後の主な検討課題等 
評価区分 評価結果 


漁
船
再
保
険
及
び
漁
業
共
済
保
険 


枠組みのあり方 


(主体・区分経理) 


特別会計内の漁船系 3 勘定を統合すると


ともに、農業共済再保険特別会計等とも


統合 
現在の累積赤字についての償還の問題に加え、東日本大震


災による損害額の確定、支払・経理状況を踏まえることが必要。 


 


※漁業共済保険は現在も約 300 億円の累積赤字 


 


※漁船普通保険の累積黒字（約100億円）は震災により払底し、


赤字となる見込み 


 


 ＜主な検討項目＞ 


 


漁船系３勘定の統合、農業共済特別会計・食料安定供給特別


会計との統合のための手順、統合時期の設定。 


 


積立金の期中の取り崩し・勘定間の資金融通を可能とする取


扱い。 


資金のあり方 


(積立金の取扱


い) 


積立金の水準の見直し 


(勘定間の資金融通を可能とする) 


財産と借金のあ


り方 


(負債) 


抜本的見直し(累積赤字の償還計画を早


急に作成し国民に示す) 
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特別会計名 
特別会計仕分け結果 


23 年度予算等で対応したもの及び今後の主な検討課題等 
評価区分 評価結果 


貿
易
再
保
険 


枠組みのあり方 


(主体・区分経理) 


特別会計の廃止(国以外の主体に移管) 


  国家の保証等国の関与を確保  


  移行のための適正な経過期間 


◆ＮＥＸＩ（独立行政法人日本貿易保険）に対する国の関与のあり


方。 


※ 東日本大震災の影響を踏まえた新たな成長戦略を反映


させる必要あり。 


 


◇ＮＥＸＩと国との役割分担とＮＥＸＩへの業務移管に伴う業務の効


率化・スリム化方策。 


 


◆ＮＥＸＩへの移管（時期の設定等）。 


 


◇積立金の趣旨・内容の明確化等。 


資金のあり方 


(積立金の取扱


い) 


抜本的見直し 


資金のあり方 


(剰余金の取扱


い) 


抜本的見直し 
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特別会計名 
特別会計仕分け結果 


23 年度予算等で対応したもの及び今後の主な検討課題等 
評価区分 評価結果 


特
許 


枠組みのあり方 


(主体・区分経理) 


現行制度を維持する 


(ただし、ガバナンスの強化が前提) 


◇庁舎賃料等のコスト削減方策。 


 


◇ガバナンスの強化のための方策。 
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特別会計名 
特別会計仕分け結果 


23 年度予算等で対応したもの及び今後の主な検討課題等 
評価区分 評価結果 


社
会
資
本
整
備
事
業 


空港


整備


勘定 


枠組みのあり方 


(主体・区分経理) 


廃止 


(早急に民営化等を進めることとするが、


当面は暫定的に区分経理) 
◆空港経営の民間委託・民営化、それ以外の業務のあり方等、


債務の早期返済及び区分経理の解消に至る手順・方向性の


設定。 


財産と借金のあり


方 


(負債) 


抜本的に見直す 


(歳出合理化、ガバナンスの強化等によ


り、国民負担を生じさせないようにする) 


治水、


道路


整備、


港湾、


業務


勘定 


枠組みのあり方 


（主体・区分経


理） 


社会資本整備事業特別会計は、廃止す


る 


治水勘定、道路整備勘定、港湾勘定、業


務勘定は廃止し、一般会計化する 


現在本特別会計において実施している震災復旧・復興に係る事


業の状況や復興に係る議論を踏まえた検討が必要。 


 


 ＜主な検討課題＞ 


  


一般会計化の手順・移行時期の設定、経過工事の取り扱い 


 


一般会計化後の事業毎の負担金等の情報開示方法 


 







17 


 


特別会計名 
特別会計仕分け結果 


23 年度予算等で対応したもの及び今後の主な検討課題等 
評価区分 評価結果 


自
動
車
安
全 


自動車検査


登録勘定 


枠組みのあり方 


(主体・区分経理) 
廃止 


◆検査と登録の一体化に向けた独立行政法人等への業務移管


（手順・移行時期等の設定等）。 


 


◆国との役割分担及びそれに伴う手数料収入のあり方と業務移


管に伴う業務の効率化。 


 


◆指定整備工場の要件緩和等の民間への業務移管のための方


策。 


 


◇将来的な課題としての、法人形態のあり方を含めた軽自動車


検査協会との統合のあり方。 


保障勘定、


自動車事故


対策勘定 


枠組みのあり方 


(主体・区分経理) 
現状の制度を継続 


◇積立金・剰余金について被害者救済等への重点化方策と事


業費の水準のあり方。 


 


◇積立金残高について、事業費の水準、金利・運用益の状況等


を踏まえた検証。 


資金のあり方(積


立金の取扱い) 


積立基準について現在の残高の扱いも


含め見直し 


資金のあり方(剰


余金の取扱い) 
受益者のために適切に活用 


 





